
は
じ
め
に

公
民
教
育
と
は
、「
国
家
・
社
会
の
有
為
な
形
成
者
と
し
て
必
要
な
公
民
と
し

て
の
資
質
を
養
う
（
１
）
」
た
め
の
教
育
全
般
と
定
義
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
公
民
教
育

が
目
指
す
と
こ
ろ
の
公
民
像
―
―
す
な
わ
ち
、
そ
の
教
育
の
実
施
主
体
が
、
そ
の

国
家
・
社
会
に
あ
っ
て
望
ま
し
い
も
の
と
想
定
す
る
公
民
像
―
―
を
、�
理
想
的

公
民
像
〞
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
よ
う
。

冒
頭
の
定
義
を
広
く
捉
え
る
な
ら
ば
、
講
演
会
・
講
習
会
等
の
社
会
教
育
活
動

も
、
あ
る
い
は
公
教
育
の
存
在
自
体
も
、
い
わ
ば
広
義
の
公
民
教
育
に
含
ま
れ
る

も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
広
義
の
公
民
教
育
は
、
近
代
社
会
の
幕
開

け
以
来
様
々
な
実
施
主
体
に
よ
り
行
わ
れ
て
き
た
か
ら
、
そ
こ
で
想
定
さ
れ
る

�
理
想
的
公
民
像
〞
も
ま
た
、
実
に
多
様
で
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
し
、
実
際
に

多
様
で
あ
っ
た
（
２
）
。

こ
れ
に
対
し
て
、
い
わ
ば
狭
義
の
公
民
教
育
た
る
「
公
民
科
」
が
、
現
代
の

「
学
習
指
導
要
領
」
に
相
当
す
る
国
家
的
基
準
と
し
て
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
伴
っ

て
学
校
教
育
の
課
程
上
に
成
立
し
た
の
は
、
大
正
１３
年
文
部
省
訓
令
第
１５
号
「
実

業
補
習
学
校
（
３
）
公
民
科
教
授
要
綱
」（
本
稿
末
尾
に
全
文
掲
載
。
以
下
、
単
に
「
教

授
要
綱
」
な
ど
と
略
し
、
同
教
授
要
綱
に
基
づ
く
公
民
科
を
「
大
正
１３
年
公
民

科
」
と
呼
ぶ
。）
に
よ
る
も
の
と
み
な
せ
る
（
４
）
。
こ
の
「
公
民
科
教
授
要
綱
」
は
、

そ
の
策
定
主
体
た
る
教
育
政
策
当
局
（
国
家
）
が
想
定
し
た
公
民
科
の
教
育
内

容
・
目
標
等
を
か
な
り
体
系
的
に
示
し
た
も
の
と
い
え
る
か
ら
、
す
な
わ
ち
こ
こ

で
、
従
来
実
に
多
様
な
見
解
が
あ
っ
た
�
理
想
的
公
民
像
〞
に
つ
い
て
も
、
我
が

国
近
代
史
上
初
め
て
国�

家�

に�

よ�

る�

一�

応�

の�

体�

系�

的�

基�

準�

が�

示�

さ�

れ�

た�

と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。

一
方
、
公
教
育
と
い
う
領
域
の
特
性
に
着
目
す
る
と
、
こ
の
「
公
民
科
教
授
要

綱
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
�
理
想
的
公
民
像
〞
と
は
、
当
時
に
お
い
て
各
方
面
か

ら
一�

応�

の�

社�

会�

的�

承�

認�

を�

受�

け�

得�

る�

も�

の�

で�

あ�

っ�

た�

と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
公
教
育
と
い
う
領
域
で
は
、
当
時
か
ら
�
政
治
的
・
思
想
的
な
中
立

性
〞
が
極
め
て
重
ん
じ
ら
れ
て
お
り
（
５
）
、
し
か
も
当
時
、
公�

民�

教�

育�

に
対
す
る
社
会

大
正
末
―
昭
和
初
期
の
�
理
想
的
公
民
像
�
に
関
す
る
一
考
察

―
我
が
国
最
初
の
「
公
民
科
教
授
要
綱
」
成
立
を
め
ぐ
っ
て
―

亀

井

大

史

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
十
五
号
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〇
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の
注
目
・
関
心
は
極
め
て
強
か
っ
た
（
６
）
か
ら
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な

状
況
下
で
、
教
育
内
容
に
関
す
る
�
国
家
的
基
準
�
と
し
て
初
め
て
策
定
・
公
布

さ
れ
た
「
公
民
科
教
授
要
綱
」
と
は
、
同
時
代
の
社
会
に
共
有
さ
れ
た
理
念
や
理

想
の
一�

般�

像�

と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
、
あ
る
程
度
必
然
的
に
反
映
し
た
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
我
が
国
最
初
の
「
公
民
科
教
授
要
綱
」
を
伴
っ
て
成

立
し
た
大
正
１３
年
公
民
科
を
め
ぐ
り
、
そ
の
政�

策�

当�

局�

で
想
定
さ
れ
た
理
念
や
教

育
内
容
等
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
単
に
学
校
教
育
史
上
に
お
け
る
一
科
目

の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
研
究
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
こ
の
時

代
に
お
い
て
一
応
の
社
会
的
承
認
を
受
け
得
た
で
あ
ろ
う
�
理
想
的
公
民
像
�
の

あ
り
さ
ま
を
探
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
ひ
い
て
は
そ
の
背
景
と
し
て
の
当
時
の
社
会

思
潮
、
な
い
し
国
家
・
社
会
等
に
関
す
る
理
念
や
理
想
の
一
般
像
を
描
き
出
す
こ

と
に
も
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
公
民
科
教
授
要
綱
」
は
、「
人
ト
社
会
」
に
始
ま
り
、「
立
憲
政
治
」
や

「
帝
国
議
会
」、「
裁
判
所
」、「
内
閣
」、
あ
る
い
は
「
思
想
問
題
」
と
い
っ
た
項
目

を
含
み
、「
社
会
改
善
」、「
世
界
ト
日
本
」
で
終
わ
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
こ

う
し
た
項
目
を
見
る
と
、
同
要
綱
は
、
当
時
の
社
会
思
潮
―
―
い
わ
ゆ
る
�
社
会

の
発
見
�
や
�
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
�
な
い
し
�
国
際
協
調
主
義
�
な
ど
―
―
を
一
定

程
度
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
推
察
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
抽
象
的
な
諸
概

念
は
、
ど
の
よ
う
な
理
念
の
も
と
に
教
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
想
定
さ
れ
、
ど
の

よ
う
な
公
民
像
な
い
し
国
家
・
社
会
像
を
目
指
し
て
「
教
授
要
綱
」
に
盛
り
込
ま

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
―
―
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
探
る
こ
と
が
、
本
稿
の
課
題
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
行
研
究
と
し
て
は
、
広
く
戦
前
期
公
民
教
育
に
つ
い
て
扱
い
、

そ
の
性
格
規
定
等
を
試
み
た
も
の
は
多
い
。
た
と
え
ば
、
戦
前
期
公
民
教
育
に
つ

い
て
の
研
究
に
「
先
鞭
を
つ
け
た
」
と
さ
れ
る
堀
尾
輝
久
氏
（
７
）
や
、
従
来
の
研
究
の

一
面
性
を
批
判
し
、
戦
前
期
公
民
教
育
の
「
二
義
的
」
な
性
格
を
指
摘
し
た
斉
藤

利
彦
氏
（
８
）
ら
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
で
、�
大
正
１３
年
公
民
科
�
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
は
あ
ま
り
多
く
な
い

し
、
先
述
し
た
よ
う
な
視
角
か
ら
、
政
策
当
局
で
想
定
さ
れ
た
公
民
科
教
育
論
を

意
識
的
か
つ
俯
瞰
的
に
検
討
し
た
も
の
は
、
管
見
の
限
り
見
ら
れ
な
い
。
た
と
え

ば
、
中
野
重
人
氏
の
研
究
は
、
大
正
１３
年
公
民
科
の
性
格
・
特
徴
を
興
味
深
く
描

き
出
し
て
い
る
が
、
具
体
的
教
育
内
容
に
関
す
る
検
討
は
十
分
に
な
し
え
て
い
な

い
（
９
）
。
他
方
、
武
藤
拓
也
氏
の
研
究
は
、
同
公
民
科
の
具
体
的
教
育
内
容
に
も
注
目

し
、「
教
授
要
綱
」
の
成
立
過
程
等
の
精
緻
な
検
討
を
通
じ
て
そ
の
「
特
徴
的
な

内
容
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
俯
瞰
的
な
検
討
と
は
な
っ
て
い
な

い
（
１０
）

。
ま
た
、
松
野
修
氏
の
研
究
は
、
具
体
的
教
育
内
容
を
含
む
公
民
教
育
論
に
つ

い
て
、
教
科
書
や
教
育
雑
誌
等
を
史
料
と
し
て
幅
広
く
検
討
を
加
え
て
い
る
が
、

こ
の
検
討
対
象
の
幅
広
さ
ゆ
え
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
公
民
教
育
論
が
主
張
さ
れ
た
立

場
・
背
景
等
の
相
違
に
関
す
る
注
目
と
整
理
が
必
ず
し
も
十
分
で
な
い
（
１１
）
。

思
う
に
、
と
り
わ
け
�
公
民
科
�
の
教
育
論
は
、
文
部
省
当
局
者
や
専
門
家
の

み
な
ら
ず
、
左
右
両
翼
の
言
論
人
、
政
治
家
や
名
望
家
な
ど
、
社
会
各
方
面
か
ら

様
々
に
主
張
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
教
育
実
践
も
、
各
地
で
様
々
に
展

開
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
の
分
析
視
角
に
立
て
ば
、
公
民
科
の
教
育

論
や
教
育
実
践
が
ほ
ぼ
無
限
に
存
在
し
う
る
な
か
で
、
む
し
ろ
検
討
対
象
と
す
る

言
説
に
適�

切�

な�

限�

定�

を�

付�

す�（
１２
）一
方
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
詳�

細�

か�

つ�

全�

面�

的�

に�

概�

観�（
１３
）す

る
と
い
う
方
針
を
採
用
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
大

正
１３
年
公
民
科
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
先

述
の
よ
う
な
視
角
を
重
ん
じ
、
以
下
の
よ
う
に
検
討
す
る
。
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ま
ず
、
第
１
章
で
は
、
戦
前
期
の
公
民
教
育
な
い
し
大
正
１３
年
公
民
科
に
関
連

す
る
歴
史
上
の
諸
事
実
と
そ
の
歴
史
的
位
相
を
整
理
し
た
う
え
で
、
本
稿
に
お
い

て
検
討
す
べ
き
史
料
や
望
ま
し
い
検
討
手
法
を
提
示
す
る
。
そ
し
て
第
２
章
で
は
、

同
公
民
科
の
基
本
的
な
理
念
・
性
格
等
に
つ
い
て
、
そ
の
教
育
課
程
へ
の
導
入
に

際
し
て
中
心
的
・
総
括
的
な
役
割
を
担
っ
た
と
思
わ
れ
る
文
部
官
僚
・
木
村
正
義

の
言
説
を
広
く
検
討
し
、
ま
と
め
る
。
続
い
て
第
３
章
で
は
、
同
公
民
科
で
想
定

さ
れ
た
具
体
的
な
教
育
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
「
教
授
要
綱
」
の
審
議
・
策
定
を

担
っ
た
「
公
民
教
育
調
査
委
員
会
」
の
「
主
査
委
員
」
に
よ
る
言
説
を
個
別
に
概

観
し
、
ま
と
め
る
。

以
上
の
よ
う
に
本
稿
で
は
、
い
わ
ば
政�

策�

当�

局�

者�

と
し
て
の
公�

的�

な�

立�

場�

の
も

と
で
表
明
さ
れ
た
公
民
科
の
理
念
や
内
容
を
自
覚
的
か
つ
俯
瞰
的
に
検
討
す
る
こ

と
で
、
同
時
代
に
一
応
の
社
会
的
承
認
を
受
け
得
た
と
思
わ
れ
る
�
理
想
的
公
民

像
�
の
あ
り
さ
ま
を
描
き
出
し
、
以
て
「
大
正
末
―
昭
和
初
期
の
（
１４
）�
理
想
的
公
民

像
�
に
関
す
る
一
考
察
」
を
試
み
て
い
く
。

第
１
章

大
正
１３
年
公
民
科
の
歴
史
的
位
相

第
１
節

公
民
科
の
沿
革

（
１
）
公
民
科
の
成
立
以
前
―
公
民
科
に
類
す
る
科
目
と
公
民
教
育

公
民
科
に
類
す
る
科
目
等
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
先
行
研
究
で
体

系
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
近
代
的
社
会
思
想
に
基
づ
き
政
治
・
経
済
等
に
つ
い
て
扱
う
科
目
は
、

早
く
も
明
治
５
年
の
学
制
下
、
上
等
小
学
・
下
等
中
学
に
置
か
れ
た
「
政
体
大

意
」
と
い
っ
た
科
目
に
は
じ
ま
る
と
さ
れ
る
。
当
時
は
ま
た
、「
読
方
読
本
」
教

科
書
に
も
欧
米
道
徳
書
の
翻
訳
版
が
採
用
さ
れ
る
な
ど
、
学
校
教
育
に
よ
る
近
代

社
会
思
想
の
積
極
的
導
入
が
図
ら
れ
て
い
た
（
１５
）
。

し
か
し
、
明
治
１３
年
の
改
正
教
育
令
下
、
文
部
省
の
い
わ
ゆ
る
儒
教
主
義
に
基

づ
く
方
針
の
も
と
、
こ
う
し
た
翻
訳
道
徳
書
は
学
校
教
育
か
ら
排
除
さ
れ
、
明
治

１９
年
の
諸
学
校
令
下
で
は
、
法
制
や
経
済
な
ど
に
関
す
る
科
目
は
全
廃
さ
れ
た
（
１６
）
。

な
お
、
こ
の
全
廃
に
つ
い
て
、
大
正
１３
年
公
民
科
の
導
入
を
め
ぐ
り
中
心
的
役

割
を
担
っ
た
文
部
官
僚
・
木
村
正
義
は
、
当
時
は
ち
ょ
う
ど
「
立
憲
自
治
に
関
す

る
制
度
」
が
整
備
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
の
に
、
そ
の
「
精
神
や
知
識
を
授
く
べ
き

科
目
」
が
削
除
さ
れ
た
の
は
「
大
な
る
矛
盾
」
で
あ
る
と
の
認
識
を
示
し
、
以
来

長
く
「
公
民
教
育
の
暗
黒
時
代
」
が
出
現
し
た
（
１７
）
と
惜
し
み
つ
つ
、
当
時
は
「
非
常

に
極
端
な
る
自
由
民
権
論
」
な
い
し
激
烈
な
「
政
争
」
が
、「
教
育
の
独
立
を
侵

害
す
る
」
恐
れ
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
当
時
の
政
府
は
「
教
育
と
政
治
と
を
明
か

に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
考
え
た
も
の
で
あ
る
と
解
説
し
て
い
る
（
１８
）
。

中
等
学
校
に
お
け
る
公
民
科
に
類
す
る
科
目
は
、
明
治
３４
年
、
中
学
校
に
「
法

制
及
経
済
」
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
復
活
し
、
同
科
は
明
治
４０
年
に
師
範

学
校
、
大
正
９
年
に
高
等
女
学
校
、
大
正
１０
年
に
実
業
学
校
へ
と
次
第
に
履
修
対

象
者
を
拡
大
し
た
（
１９
）
。
し
か
し
、
こ
の
「
法
制
及
経
済
」
は
、
必
須
科
目
と
し
て
設

置
さ
れ
た
場
合
で
も
「
当
分
ノ
間
欠
ク
コ
ト
ヲ
得
」
と
さ
れ
て
い
た
し
、
最
大
限

に
拡
大
さ
れ
た
時
期
を
と
っ
て
も
、
同
世
代
の
５
％
未
満
の
層
に
よ
っ
て
履
修
さ

れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
（
２０
）
。

一
方
、
日
露
戦
後
に
は
「
地
方
改
良
運
動
」
の
一
環
と
し
て
、
文
字
ど
お
り

「
公
民
教
育
」
と
称
さ
れ
る
教
育
が
重
視
さ
れ
、
広
く
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
た
だ
し
、
こ
の
「
公
民
教
育
」
は
、「
内
務
省
の
強
力
な
後
援
」
の
も
と
、

全
国
各
地
で
地
域
有
力
者
層
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
「
斯
民
会
」
と
い
っ
た
団
体
を

基
礎
に
、
県
庁
高
等
官
や
学
校
教
員
を
講
師
と
し
て
講
習
会
を
催
す
と
い
っ
た
社
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会
教
育
的
形
態
の
も
の
が
中
心
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
内
容
も
、
当
該
市
町
村

の
財
政
、
農
事
改
良
、
地
方
自
治
等
に
関
す
る
事
項
を
ほ
ぼ
共
通
に
含
ん
で
は
い

た
が
、「
決
し
て
一
様
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
（
２１
）
。

こ
う
し
た
な
か
文
部
省
は
、「
国
民
市
町
村
民
の
心
得
」
す
な
わ
ち
「
国
民
た

る
義
務
と
か
、
市
町
村
民
た
る
義
務
（
２２
）
」
を
実
業
補
習
学
校
の
教
育
内
容
と
し
て
重

視
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
は
認
識
し
つ
つ
も
、
ま
だ
「
そ
れ
を
具
体
化
す
る
こ
と

に
は
消
極
的
」
で
あ
り
、
こ
う
し
た
内
容
は
「
修
身
科
」
の
な
か
で
扱
わ
れ
る
と

い
っ
た
レ
ベ
ル
に
止
ま
っ
て
い
た
（
２３
）
。

（
２
）
公
民
科
の
成
立
―
実
業
補
習
学
校
に
お
け
る
そ
の
導
入

第
一
次
世
界
大
戦
後
に
は
、
社
会
的
・
政
治
的
変
動
に
対
応
し
て
、
広
範
な
国

民
を
対
象
と
し
た
公
民
教
育
の
必
要
性
が
広
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ

れ
る
（
２４
）
。
こ
う
し
た
な
か
、
も
と
よ
り
小
学
校
や
中
学
校
等
に
比
し
て
「
極
め
て
自

由
放
任
的
（
２５
）」
な
学
科
課
程
を
認
め
ら
れ
、「
地
方
の
情
状
を
酌
量
し
」
た
運
営
が

許
さ
れ
て
い
た
（
２６
）
実
業
補
習
学
校
に
お
い
て
は
、「
公
民
科
」
の
名
称
を
用
い
て
公

民
教
育
を
行
う
府
県
も
一
部
に
現
れ
た
。
ま
た
、
文
部
省
も
、
大
正
９
年
、
実
業

補
習
学
校
規
程
を
改
正
し
「
職
業
教
育
と
公
民
教
育
と
を
以
て
其
教
育
の
二
大
眼

目
（
２７
）」
と
す
る
と
定
め
て
、�
学
校
教
育
課
程
に
お
け
る
公
民
教
育
�
を
本
格
的
に

推
進
し
始
め
た
。

と
は
い
え
、
公
民
科
の
教
育
内
容
に
関
し
て
は
、「
未
だ
統
一
的
の
意
見
」
は

な
く
（
２８
）
、「
人
に
よ
り
地
方
に
よ
り
区
々
に
し
て
、
斯
教
育
の
目
的
を
達
成
す
る
が

た
め
に
遺
憾
の
点
頗
る
多
」
い
（
２９
）
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
文
部
省
は
、
大
正
１１
年
、

「
先
づ
こ
の
公
民
教
育
の
要
綱
を
定
め
…
…
大
体
此
教
育
の
内
容
方
針
と
す
る
所

を
明
ら
か
に
致
し
た
い
（
３０
）
」
と
い
う
意
図
か
ら
「
公
民
教
育
調
査
委
員
会
（
３１
）
」
を
設
置

し
、
委
員
二
十
余
名
に
よ
り
二
十
数
回
に
渡
る
審
議
を
重
ね
て
「
実
業
補
習
学
校

公
民
科
教
授
要
綱
」
を
策
定
し
た
う
え
、
大
正
１３
年
１０
月
、
文
部
省
訓
令
第
１５
号

と
し
て
こ
れ
を
公
布
し
た
（
３２
）
。「
は
じ
め
に
」
で
も
そ
の
意
義
を
指
摘
し
た
よ
う
に
、

「
茲
に
初
め
て
我
が
国
に
於
け
る
公
民
教
育
は
、
確
固
た
る
内
容
と
整
備
せ
る
体

マ
マ形
と
を
具
有
す
る
に
至
っ
た
（
３３
）
」
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
、
同
教
授
要
綱
は
、
公
民

科
の
教
育
内
容
に
関
す
る
我
が
国
最
初
の
国
家
的
基
準
と
し
て
、
大
い
に
注
目
さ

れ
よ
う
。

（
３
）
公
民
科
の
展
開
―
そ
の
拡
大
、
変
質
と
廃
止

そ
の
後
、「
公
民
科
」
は
、
昭
和
６
年
に
中
学
校
、
実
業
学
校
、
師
範
学
校
で
、

昭
和
７
年
に
高
等
女
学
校
と
実
科
高
等
女
学
校
に
お
い
て
も
、「
法
制
及
経
済
」

に
代
わ
っ
て
設
置
さ
れ
た
。
設
置
さ
れ
た
時
期
に
は
や
や
開
き
が
あ
る
も
の
の
、

こ
れ
ら
の
諸
学
校
に
お
け
る
公
民
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
（「
公
民
科
教
授
要
目
」）
は

す
べ
て
、「
人
ト
社
会
」、「
我
ガ
家
」
に
始
ま
り
、
職
業
、
産
業
、
地
方
自
治
、

国
家
、
立
憲
政
治
、
帝
国
議
会
、
行
政
、
裁
判
等
に
関
す
る
項
目
を
含
み
な
が
ら
、

「
社
会
改
善
」「
世
界
ト
日
本
」
で
終
わ
る
構
成
と
な
っ
て
お
り
（
３４
）
、
そ
の
構
成
上
の

理
念
・
内
容
は
、
大
正
１３
年
「
実
業
補
習
学
校
公
民
科
教
授
要
綱
」
の
も
の
を
全

面
的
に
受
け
継
い
で
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
教
授
要
綱
・
教
授
要
目
に
規
定
さ
れ
た
公
民
科
の
内
容
は
、

「
国
体
明
徴
」
運
動
の
時
期
に
至
る
と
、
自
由
主
義
的
で
あ
り
、
国
体
を
軽
視
し

て
い
る
と
い
っ
た
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
昭
和
１２
年
、
文

部
省
も
こ
れ
に
対
応
し
、
諸
学
校
の
公
民
科
教
授
要
目
は
、「
最
も
根
本
的
か
つ

全
面
的
な
改
正
」「
殆
ど
従
前
の
面
影
は
な
い
」
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
の
改
訂
を
加

え
ら
れ
て
、
公
民
科
は
国
家
主
義
的
色
彩
の
強
い
も
の
に
「
変
質
」
し
た
（
３５
）と
さ
れ

る
。
そ
し
て
戦
時
下
、
昭
和
１８
年
に
は
、
公
民
科
は
廃
止
さ
れ
た
。

と
は
い
え
、
こ
れ
ら
一
連
の
「
公
民
科
」
は
、
廃
止
ま
で
に
、
女
子
を
含
め
約
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８
０
０
万
人
、
同
世
代
の
約
３
―
４
割
が
履
修
し
た
（
３６
）
と
さ
れ
、
当
時
の
国
民
一
般

に
か
な
り
の
広
が
り
を
も
っ
た
科
目
で
あ
っ
た
。

（
４
）
公
民
科
の
連
続
性
―
大
正
１３
年
公
民
科
の
位
置

昭
和
６
―
７
年
に
公
布
さ
れ
た
諸
学
校
の
公
民
科
教
授
要
目
が
、
大
正
１３
年

「
教
授
要
綱
」
の
内
容
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た

が
、
こ
れ
ら
の
教
授
要
綱
・
教
授
要
目
の
同
質
性
な
い
し
連
続
性
に
つ
い
て
は
、

文
部
省
当
局
自
体
が
自
覚
的
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
文
部
省
当
局
者
の
説
明
と

し
て
、
大
正
１３
年
、
実
業
補
習
学
校
の
教
授
要
綱
の
公
布
に
際
し
て
は
、「
此
の

要
綱
は
恐
ら
く
将
来
小
学
校
或
い
は
中
等
諸
学
校
に
於
て
公
民
教
育
を
問
題
と
す

る
時
の
第
一
の
参
考
資
料
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
（
３７
）
と
い
っ
た
説
明
が
行
わ
れ
た
一
方
、

昭
和
３
年
、
中
学
校
の
教
授
要
目
（
案
）
の
審
議
に
際
し
て
も
、（
そ
の
趣
旨
、

精
神
、
順
序
等
に
つ
い
て
）「
大
体
実
業
補
習
学
校
ノ
公
民
科
教
授
要
綱
ト
シ
テ

編
纂
（
３８
）
」
し
て
い
る
と
い
っ
た
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
昭
和
１２
年
、
こ
れ
ら
の
公
民
科
教
授
要
目
が
「
根
本
的
か
つ
全
面
的
」

な
改
定
を
加
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
際
、
従
来
の
公
民
科
は
、
同
じ
く
文
部
省
当
局

者
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
振
り
返
ら
れ
た
―
―
す
な
わ
ち
、「
公
民
科
を
加
へ
た

る
当
時
の
思
想
に
未
だ
自
由
主
義
の
清
算
せ
ら
れ
ざ
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
自

ら
反
映
し
て
、
一
言
も
日
本
臣
民
た
る
信
念
の
涵
養
に
言
及
せ
ざ
る
要
旨
の
文
句

マ
マ

と
な
り
、
個
よ
り
出
発
す
る
旧
要
目
の
排
列
と
な
つ
た
こ
と
は
厳
然
た
る
事
実
」

で
あ
る
（
３９
）
と
の
言
明
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
大
正
１３
年
公
民
科
の
「
教
授
要
綱
」
に
表
さ
れ
た
基
本
的
理

念
・
内
容
は
、
そ
れ
が
公
布
さ
れ
た
大
正
１３
年
か
ら
昭
和
７
―
１２
年
に
か
け
て
の

あ�

る�

時�

期�

ま
で
は
一�

応�

の�

社�

会�

的�

承�

認�

を
受
け
得
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
遅
く
と

も
昭
和
１２
年
ま
で
に
は
そ
れ
を
問
題
視
す
る
風
潮
が
強
く
な
り
、
文
部
省
当
局
も

そ
れ
を
認
め
て
「
根
本
的
か
つ
全
面
的
」
な
変
更
を
加
え
る
に
至
っ
た
（
４０
）
、
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
は
、
直
接
に
は
大
正
１３
年
前
後
の
言
説
を
検
討
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
大
正
１３
年
公
民
科
の
位
置
と
そ
の
連
続
性
を
重
視
・
強

調
す
る
意
図
か
ら
、�
大
正
１３
年
公
民
科
で
想
定
さ
れ
た
理
念
・
内
容
が
、
社�

会�

的�

に�

承�

認�

を�

受�

け�

得�

て�

い�

た�

と
見
な
し
う
る
時
期
�
を
論
文
題
目
に
冠
し
て
、

「
大�

正�

末�

―
昭�

和�

初�

期�

の�

�
理
想
的
公
民
像
�
に
関
す
る
一
考
察
」
と
し
た
も
の

で
あ
る
。

第
２
節

大
正
１３
年
公
民
科
を
め
ぐ
る
事
実
関
係
の
整
理

（
１
）
検
討
す
べ
き
史
料
の
選
択

「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
稿
は
、
当
時
に
お
い
て
一
応
の
社
会
的

承
認
を
受
け
得
た
�
理
想
的
公
民
像
�
の
あ
り
さ
ま
に
迫
る
た
め
、
大
正
１３
年
公

民
科
に
お
い
て
、
そ
の
政�

策�

当�

局�

で
国�

家�

的�

基�

準�

と
し
て
想
定
さ
れ
た
理
念
や
教

育
内
容
等
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
大
正
１３
年
公
民
科
に
お
い
て
、
文
部
省
は
「
教
授
要
綱
」
の
詳
細
な

解
釈
・
解
説
等
を
公
式
に
発
表
し
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
教
科
書
を
編
纂
・
発
行

し
た
わ
け
で
も
な
い
（
４１
）
。
そ
し
て
、
公
民
科
教
科
書
は
、
民
間
か
ら
か
な
り
多
く
の

種
類
が
発
行
さ
れ
、
多
様
な
内
容
で
あ
っ
た
（
４２
）
と
い
う
か
ら
、
政
策
当
局
で
想
定
さ

れ
た
教
育
内
容
を
検
討
す
る
た
め
の
史
料
と
し
て
は
、
必
ず
し
も
妥
当
な
も
の
と

は
い
え
な
い
。

こ
う
し
た
な
か
で
、
本
稿
に
お
け
る
検
討
対
象
と
し
て
最
も
適
切
と
考
え
ら
れ

る
の
は
、
同
公
民
科
の
導
入
を
め
ぐ
る
実
務
を
総
合
的
に
担
っ
た
文
部
官
僚
―
―

と
り
わ
け
、
木
村
正
義
―
―
や
、
同
「
教
授
要
綱
」
の
審
議
・
策
定
を
担
っ
た

「
公
民
教
育
調
査
委
員
会
」
の
委
員
ら
―
―
と
り
わ
け
「
主
査
委
員
」
を
務
め
た

９
名
―
―
に
よ
る
言
説
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
こ
れ
ら
の
人
物
が
「
公
民
教
育
講
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習
会
」
な
ど
に
お
い
て
表
明
し
た
言
説
は
、
政�

策�

当�

局�

者�

と
い
う
べ
き
人
物
が
公�

的�

な�

立�

場�

の
も
と
で
表
明
し
た
、
解
説
的
な
言
説
と
見
な
し
う
る
。

（
２
）
公
民
教
育
調
査
委
員
会
と
主
査
委
員
の
役
割

先
述
の
と
お
り
、
大
正
１３
年
公
民
科
の
「
教
授
要
綱
」
を
審
議
・
策
定
し
た
の

は
、
大
正
１１
年
に
文
部
省
が
「
各
方
面
の
学
者
、
実
際
家
、
又
広
く
実
業
界
の

人
々
」
を
集
め
て
設
置
し
た
（
４３
）
「
公
民
教
育
調
査
委
員
会
（
４４
）」
で
あ
り
、
同
委
員
会
で

は
、
委
員
二
十
余
名
に
よ
り
二
十
数
回
に
渡
る
審
議
が
行
わ
れ
た
（
４５
）
。
し
か
し
、
そ

の
審
議
過
程
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
「
明
ら
か
で
な
い
」
と
さ
れ

て
お
り
（
４６
）
、
そ
の
過
程
で
ど
の
よ
う
な
意
見
が
出
さ
れ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
収
斂

さ
れ
て
「
教
授
要
綱
」
が
策
定
さ
れ
た
の
か
（
４７
）
を
直
接
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
史
料

は
確
認
で
き
な
い
（
４８
）
。

と
は
い
え
、
二
十
数
回
に
わ
た
る
同
審
議
の
ご
く
大
ま
か
な
経
過
に
つ
い
て
は
、

当
時
の
教
育
雑
誌
『
教
育
時
論
（
４９
）
』
な
ど
に
よ
っ
て
も
知
れ
る
。
ま
た
、
先
に
掲
げ

た
武
藤
氏
の
研
究
は
、
当
時
の
新
聞
・
雑
誌
記
事
等
か
ら
、
同
審
議
の
初
期
に
示

さ
れ
た
「
教
授
要
綱
」
の
当
初
案
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
審
議
過
程
で
修
正
・

変
更
が
加
え
ら
れ
た
事
項
を
整
理
し
て
い
る
（
５０
）
。

こ
れ
ら
の
史
料
や
先
行
研
究
か
ら
そ
の
経
過
を
追
う
と
、（
ア
）「
公
民
教
育
調

査
委
員
会
」
の
第
１
回
総
会
（
大
正
１１
年
１２
月
）
で
は
、「
教
授
要
綱
」
の
当
初

案
（
５１
）
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
、（
イ
）「
公
民
教
育
調
査
委
員
会
」
で
は
、
当
初
案
を
基

礎
に
審
議
が
展
開
さ
れ
た
が
、
同
委
員
会
に
よ
る
「
基
礎
案
各
項
に
つ
い
て
の
意

見
の
交
換
」
は
、
第
１０
回
総
会
（
大
正
１２
年
７
月
）
で
終
了
し
た
こ
と
、（
ウ
）

そ
の
後
は
、「
公
民
教
育
調
査
委
員
会
」
委
員
の
う
ち
９
名
が
委
員
を
務
め
る

「
主
査
委
員
会
」
が
設
け
ら
れ
、
こ
こ
で
審
議
を
「
整
理
」
し
「
修
正
案
を
作

成
」
し
て
「
更
に
改
め
て
総
会
に
附
す
る
」
と
い
っ
た
手
順
が
と
ら
れ
た
こ
と
、

（
エ
）
こ
の
「
主
査
委
員
会
」
に
お
い
て
、「
人
ト
社
会
」、「
社
会
改
善
」
と
い
う

特
徴
的
な
２
つ
の
題
目
が
追
加
さ
れ
、「
教
授
要
綱
」
は
ほ
ぼ
最
終
的
な
成
案
と

な
っ
た
こ
と
、
な
ど
の
事
実
を
指
摘
で
き
る
。

こ
こ
で
、
本
稿
が
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
、�「
教
授
要
綱
」
の
最�

終�

的�

な�

確�

定�

に
際
し
て
最
も
中
心
的
・
実
質
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、「
公
民
教
育
調
査

委
員
会
」
委
員
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
「
主
査
委
員
会
」
委
員
を
務
め
た
９
名
（
５２
）

（
以
降
、
単
に
「
主
査
委
員
」
と
す
る
。）
で
あ
っ
た
�
と
い
う
事
実
で
あ
る
（
５３
）
。
す

な
わ
ち
、
こ
の
「
主
査
委
員
」
９
名
は
、「
教
授
要
綱
」
の
策
定
に
関
す
る
政�

策�

当�

局�

者�

と
見
な
し
う
る
人
物
で
あ
り
、
そ
の
言
説
は
、
本
稿
で
優
先
的
に
検
討
す

べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
公
民
教
育
講
習
会
の
意
義

「
主
査
委
員
」
各
氏
は
行
政
官
で
は
な
く
、
各
分
野
の
学
者
等
が
中
心
で
あ
る

か
ら
、
本
稿
で
の
検
討
に
際
し
て
は
、
各
委
員
の
専
門
家
と
し
て
の
見
解
や
個
人

的
信
条
よ
り
も
、
文
部
省
に
任
命
さ
れ
た
主�

査�

委�

員�

と�

い�

う�

立�

場�

の
も
と
で
の
言

説
を
検
討
す
る
よ
う
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
言
説
と

し
て
最
も
適
切
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
学
校
教
員
ら
を
対
象
に
文
部
省
主
催
で
行

わ
れ
た
「
公
民
教
育
講
習
会
」（
大
正
１３
・
１４
年
実
施
。
以
降
、
適
宜
「
講
習
」

と
略
す
。）
に
お
け
る
講
習
内
容
（
５４
）
で
あ
る
。

大
正
１３
年
の
同
講
習
の
冒
頭
、
文
部
省
実
業
学
務
局
長
の
武
部
欽
一
は
「
此
講

習
会
の
講
師
も
其
殆
ど
大
部
分
は
此
要
綱
の
編
纂
に
従
事
し
て
居
ら
れ
た
諸
君
で

あ
り
ま
し
て
…
…
実
際
此
編
纂
に
従
事
せ
ら
れ
た
諸
君
か
ら
し
て
此
要
綱
に
基
い

て
内
容
の
講
話
を
御
願
ひ
す
る
と
云
ふ
こ
と
で
此
講
習
会
を
開
い
た
次
第
で
あ
り

ま
す
か
ら
、
ど
う
ぞ
其
御
積
り
を
以
て
御
聴
取
り
を
願
ひ
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
５５
）
。

す
な
わ
ち
同
講
習
は
、「
教
授
要
綱
」
の
策
定
に
携
わ
っ
た
委
員
ら
が
講
師
と
な
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り
、
同
要
綱
に
基
づ
い
て
公
民
科
で
教
授
す
べ
き
内
容
を
解
説
し
た
も
の
で
あ
る

か
ら
、
と
り
わ
け
「
主
査
委
員
」
に
よ
る
講
習
内
容
に
は
、「
教
授
要
綱
」
で
想

定
さ
れ
た
公
民
科
の
理
念
や
教
育
内
容
が
最
も
端
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

な
お
、「
公
民
教
育
調
査
委
員
」
２４
名
の
う
ち
同
講
習
の
講
師
を
務
め
た
者
は

７
名
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
６
名
ま
で
が
「
主
査
委
員
」
で
あ
り
（
５６
）
、
逆
に
い
う
と

「
主
査
委
員
」
９
名
の
う
ち
６
名
ま
で
が
同
講
習
の
講
師
を
務
め
て
い
る
。
こ
こ

か
ら
も
、「
主
査
委
員
」
の
位
置
と
「
公
民
教
育
講
習
会
」
の
性
格
が
知
れ
よ
う
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
第
３
章
で
の
「
主
査
委
員
」
の
言
説
の
検
討
に
際
し
て
は
、

同
「
公
民
教
育
講
習
会
」
に
お
け
る
講
習
内
容
を
、
そ
の
基
本
的
な
対
象
と
す
る
。

（
４
）
文
部
官
僚
・
木
村
正
義
の
役
割

以
上
の
よ
う
な
大
正
１３
年
公
民
科
の
導
入
を
め
ぐ
る
一
連
の
過
程
に
お
い
て
、

文�

部�

省�

行�

政�

官�

と
し
て
最
も
中
心
的
・
総
括
的
な
役
割
を
担
っ
た
人
物
と
し
て
は
、

ま
ず
木
村
正
義
（
５７
）（

文
部
省
書
記
官
兼
参
事
官
）
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
木
村
は
、

先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
本
件
の
「
実
質
上
の
責
任
者
で
あ
っ
た
（
５８
）
」
と
か
、「
文

部
省
で
公
民
教
育
を
中
心
的
に
推
進
し
た
（
５９
）
」
と
い
っ
た
扱
い
を
受
け
て
い
る
が
、

そ
の
根
拠
と
な
る
事
実
・
背
景
等
は
必
ず
し
も
指
摘
さ
れ
て
お
ら
ず
、
木
村
の
公

民
教
育
論
に
つ
い
て
専
門
的
に
扱
っ
た
先
行
研
究
は
見
当
た
ら
な
い
。

一
方
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
本
件
に
お
け
る
木
村
の
位
置
・
役
割
は
、（
ア
）「
公

民
教
育
調
査
委
員
会
」
に
お
い
て
「
幹
事
」
を
務
め
、
行
政
官
と
し
て
実
務
上
の

総
括
を
担
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
（
６０
）
、（
イ
）「
公
民
教
育
講
習
会
」
に
お
い
て
も

幹
事
的
な
役
割
を
担
い
、
文
部
省
行
政
官
と
し
て
た
だ
一
人
、
２
年
連
続
で
講
師

を
務
め
、
し
か
も
「
総
論
」「
概
論
」
と
い
っ
た
最
も
基
本
と
な
る
テ
ー
マ
の
講

習
を
担
当
し
て
い
る
こ
と
（
６１
）
、（
ウ
）
現
役
の
文
部
省
行
政
官
と
し
て
、『
公
民
教

育
』（
大
正
１４
年
９
月
刊
）
を
は
じ
め
と
す
る
関
連
書
・
論
文
を
多
数
著
し
、
そ

の
公
民
教
育
論
が
広
く
発
信
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
６２
）
、（
エ
）
他
の
著
者
に
よ
る
公
民

科
の
解
説
書
類
に
お
い
て
も
、
木
村
に
よ
る
定
義
や
解
釈
等
が
引
用
・
紹
介
さ
れ

て
い
る
こ
と
（
６３
）
、（
オ
）
木
村
に
よ
る
公
民
教
育
論
は
、
そ
の
発
表
媒
体
等
に
よ
ら

ず
、
定
義
や
内
容
規
定
等
に
体
系
性
・
共
通
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
（
６４
）
な
ど
、
多
く
の

諸
事
実
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
実
・
背
景
に
鑑
み
れ
ば
、
文
部
省
か
ら
公
式
に
発
表
さ
れ
た
解

釈
・
解
説
等
が
乏
し
い
な
か
に
あ
っ
て
は
、
文
部
官
僚
・
木
村
正
義
に
よ
る
同
時

期
の
言
説
は
、
大
正
１３
年
公
民
科
に
関
す
る
政�

策�

当�

局�

と�

し�

て�

の�

見�

解�

に
最
も
近

い
性
格
の
も
の
と
し
て
、
第
一
に
検
討
す
る
意
義
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
焦
点
を
絞
っ
て
の
検
討
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

木
村
の
公
民
教
育
論
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
重
視
し
、
詳
細
に
検
討
す
る
。

第
２
章

大
正
１３
年
公
民
科
の
基
本
的
理
念
・
性
格

―
木
村
正
義
に
よ
る
把
握
・
説
明
―

本
章
で
は
、
大
正
１３
年
公
民
科
の
基
本
的
な
理
念
・
性
格
等
に
つ
い
て
、
政
策

当
局
は
い
か
に
想
定
・
説
明
し
た
の
か
を
、
先
述
の
と
お
り
木
村
正
義
の
言
説
か

ら
検
討
す
る
。
こ
こ
で
は
、
文
部
省
主
催
「
公
民
教
育
講
習
会
」（
大
正
１３
年
７

月
及
び
大
正
１４
年
７
月
に
実
施
）
に
お
け
る
木
村
の
講
習
内
容
（
６５
）
や
、
同
時
期
に

「
文
部
書
記
官
」
の
肩
書
の
も
と
に
出
さ
れ
た
著
書
『
公
民
教
育
（
６６
）』（
大
正
１４
年
９

月
刊
）
等
を
主
な
史
料
と
し
て
用
い
る
（
６７
）
。

第
１
節

大
正
１３
年
公
民
科
の
基
本
的
理
念

本
節
で
は
、
公
民
科
が
必
要
と
さ
れ
た
社
会
的
背
景
や
そ
の
基
本
的
な
目
的
・
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内
容
等
に
つ
い
て
、
木
村
正
義
の
言
説
か
ら
、
そ
の
政
策
当
局
が
想
定
し
た
と
こ

ろ
を
検
討
す
る
。

（
１
）
公
民
科
の
必
要
性

ま
ず
、
公
民
科
が
な
ぜ
必
要
と
さ
れ
た
の
か
、
す
な
わ
ち
「
公
民
教
育
の
起
因

及
必
要
」
に
つ
い
て
は
、「
政
治
生
活
」「
経
済
生
活
」「
思
想
問
題
」「
社
会
問

題
」
の
四
方
面
か
ら
説
明
さ
れ
る
（
６８
）
。

「
政
治
生
活
」
に
関
連
し
て
は
、「
国
民
全
体
が
国
家
の
利
害
と
密
接
な
る
関
係

を
持
っ
て
来
た
、
国
の
政
治
は
国
民
を
離
れ
て
は
考
へ
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
国

民
が
其
政
治
の
中
に
立
入
っ
て
能
動
的
に
働
い
て
居
る
」
と
い
う
「
近
代
国
家
の

特
色
」
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
（
６９
）
。
す
な
わ
ち
、「
専
制
主
義
」
の
時

代
に
は
、
国
民
は
「
由
ら
し
む
べ
し
、
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
（
７０
）
」
の
「
被
治
者
」
に

過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
近
代
の
立
憲
国
家
に
お
い
て
、
国
民
は
「
被�

治�

者�

た�

る�

と�

同�

時�

に�

治�

者�

た�

る�

の�

地�

位�

を
獲
得
（
７１
）」（
傍
点
原
典
。
以
後
、
同�

種�

の�

傍�

点�

を
付
し
た

も
の
は
原
典
に
よ
る
。）
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
「
立
憲
制
度
を
十
分
運
用
さ
せ
て

行
か
せ
る
」
と
い
う
「
新
た
な
る
責
任
」
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
７２
）
と
い
う
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、「
政
治
上
の
権
利
を
認
め
た
以
上
は
国
民
に
政
治
思
想
を
与
え

る
と
云
ふ
こ
と
が
近
代
国
家
の
一
大
要
件
（
７３
）」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
が
国

で
は
、「
単
に
制
度
を
作
っ
た
ば
か
り
で
其
の
思
想
其
の
精
神
を
教
養
す
べ
き
こ

と
を
閑
却
し
た
（
７４
）
」
と
い
う
問
題
意
識
が
表
明
さ
れ
、
こ
こ
に
公
民
教
育
の
必
要
性

が
主
張
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
主
張
の
背
景
と
し
て
は
、「
国
民
全
部
が
共�

同�

の�

責�

任�

を
以
つ
て

国
の
政
治
に
参
加
し
、
国�

民�

全�

部�

の�

最�

大�

幸�

福�

を
図
り
、
以
つ
て
国
運
の
興
隆
を

期
す
る
所
に
、
近�

代�

国�

家�

の�

力�

強�

き�

意�

義�

が
存
在
す
る
（
７５
）
」（
傍
点
引
用
者
。
以
後
、

同�

種�

の�

傍�

点�

を
付
し
た
も
の
は
引
用
者
に
よ
る
。）
と
の
基
本
的
認
識
が
あ
る
。

と
り
わ
け
「
普
通
選
挙
も
遠
か
ら
ず
実
現
せ
ら
れ
ん
と
す
る
今
日
（
７６
）
」
に
お
い
て
、

国
民
に
対
し
「
立
憲
自
治
の
思
想
を
涵
養
」
す
る
こ
と
は
、「
憲
政
有
終
の
美
」

を
達
成
し
「
国
民
的
偉
力
」
を
発
揮
す
る
た
め
に
、
い
よ
い
よ
「
急
務
（
７７
）」
だ
と
い

う
の
で
あ
る
。

「
経
済
生
活
」
の
方
面
で
は
、「
家
内
工
業
」
か
ら
「
工
場
組
織
」
へ
、「
個
人

経
済
」
か
ら
「
国
民
経
済
」「
世
界
経
済
」
へ
（
７８
）、
と
い
う
経
済
活
動
の
態
様
変
化

が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
経
済
社
会
の
な
か
に
あ
っ
て
は
、「
経

済
生
活
の
正
し
き
意
義
」
を
理
解
し
、「
社
会
国
家
の
経
済
事
情
」
に
精
通
す
る

こ
と
が
、「
個
人
竝
に
国
家
生
活
の
完
成
を
期
す
る
（
７９
）
」
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
と

の
認
識
か
ら
、
公
民
教
育
の
必
要
性
は
主
張
さ
れ
て
く
る
。

併
せ
て
、
こ
こ
で
は
と
り
わ
け
「
職
業
」
に
つ
い
て
、
単
な
る
「
衣
食
の
方

便
」
で
は
な
く
、「
経
済
生
活
の
一
部
」
で
あ
る
と
の
見
方
か
ら
、「
職
業
生
活
」

の
意
義
も
強
調
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
民
各
々
が
職
業
の
「
社
会
的
意
義
、
道

徳
的
意
義
」
を
認
識
し
て
、
人
は
「
職�

業�

を�

通�

じ�

て�

公�

民�

で�

あ�

る�

」
と
い
う
考
え

を
持
つ
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
（
８０
）
。

そ
し
て
、
従
来
の
教
育
に
お
い
て
は
「
職
業
的
陶
冶
又
は
経
済
観
念
の
養
成
」

が
無
視
又
は
軽
視
さ
れ
て
き
た
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
そ
の
こ
と
が
「
多
く
の
経

済
的
無
能
力
者
」
を
生
み
出
し
、
あ
る
い
は
「
経
済
界
を
支
配
し
た
る
利
己
的
又

は
自
我
的
思
想
」
を
馴
致
し
て
「
社
会
的
不
安
」
の
一
因
を
為
し
て
い
る
と
の
認

識
が
表
明
さ
れ
、
こ
う
し
た
経
済
方
面
の
教
育
は
、「
現
代
に
於
け
る
教
育
の
重

要
な
る
内
容
」
と
規
定
さ
れ
る
（
８１
）
。

「
思
想
問
題
、
社
会
問
題
」
に
つ
い
て
は
、「
今
日
の
我
々
の
共
同
生
活
の
上
に

於
て
極
め
て
難
渋
な
る
問
題
」
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
従
来
の
教
育
は
、
こ
れ
ら

に
関
す
る
「
相
当
の
理
解
」
を
与
え
な
か
っ
た
た
め
に
、「
誤
つ
た
思
想
が
宣
伝

せ
ら
れ
」
て
も
、
国
民
は
「
そ
れ
を
批
判
す
る
能
力
が
な
」
く
、「
そ
れ
に
追
随

146



し
て
行
く
、
不
和
雷
同
す
る
」
と
い
っ
た
弊
害
を
も
た
ら
し
て
い
た
と
の
認
識
が

表
明
さ
れ
る
（
８２
）
。
そ
し
て
、「
個
人
主
義
、
物
質
主
義
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
社
会
主

義
等
の
諸
思
想
、
ボ
ル
シ
エ
ウ
イ
ズ
ム
と
云
ふ
や
う
な
思
想
の
意
味
、
其
の
起
り

等
」
に
つ
い
て
も
、「
正�

当�

に�

理�

解�

し
、
正�

当�

に�

批�

判�

す
る
所
の
教
育
を
与
へ
」

る
（
８３
）こ
と
で
、「
以�

つ�

て�

己�

の�

進�

む�

べ�

き�

道�

を�

見�

出�

す�

」
こ
と
が
「
吾
人
が
社
会
生

活
を
完
う
す
る
上
に
於
て
極
め
て
肝
要
（
８４
）
」
と
い
う
認
識
か
ら
、
公
民
教
育
の
必
要

性
は
主
張
さ
れ
る
。

と
く
に
「
社
会
問
題
」
に
関
し
て
は
、「
教
授
要
綱
」
の
備
考
に
掲
げ
ら
れ
て

い
る
と
お
り
、
主
に
は
「
労
働
問
題
」「
小
作
問
題
（
８５
）」

等
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
原
因
と
し
て
は
、
と
り
わ
け
「
産
業
革
命
」
と
の
関
係
が
強
く
意
識
さ
れ
る
。

こ
の
点
に
関
す
る
説
明
の
論
理
に
は
一
定
の
幅
が
あ
る
が
（
８６
）

、
著
書
『
公
民
教
育
』

で
は
、「
産
業
革
命
」
に
よ
っ
て
、「
一
方
巨
大
な
る
資
本
の
蓄
積
行
は
る
ゝ
に
も

拘
わ
ら
ず
、
他
方
労
働
者
の
生
活
は
毫
も
改
善
せ
ら
れ
ず
、
労
働
者
は
、
貧
困
と

無
知
の
間
に
彷
徨
し
、
過
労
と
失
業
と
の
循
環
の
下
に
不
安
の
生
活
を
送
る
」
と

い
っ
た
状
況
が
「
労
働
問
題
の
客
観
的
基
礎
」
と
し
て
提
示
さ
れ
、「
労
働
者
」

と
い
う
「
一
つ
の
社
会
階
級
」
が
生
じ
た
こ
と
で
、「
階
級
全
体
と
し
て
其
の
不

安
不
満
を
除
去
せ
ん
と
す
る
運
動
」
を
展
開
す
る
に
至
っ
た
と
説
明
さ
れ
る
（
８７
）
。

ま
た
、
そ
こ
で
は
、「
労
働
運
動
」
や
「
農
民
運
動
」
に
つ
い
て
、（
ア
）「
工

場
労
働
者
其
の
他
の
労
働
者
、
小
作
人
…
…
等
の
知
徳
の
開
発
、
生
活
の
向
上
」

を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
「
人
間
理
性
…
…
社�

会�

的�

正�

義�

の�

要�

求�

で
あ
る
」
と
し
、「
社
会
民
の
全
体
は
一
致
協
力
し
て
其
の
目
的
の
達
成
に
努

め
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
す
る
一
方
、（
イ
）「
無
産
階
級
支
配
の
社
会
の
実
現
」
を
目

的
と
し
、「
階
級
闘
争
」
に
よ
る
「
現
在
の
社
会
的
秩
序
の
破
壊
」
を
手
段
と
す

る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
こ
れ
は
「
部
分
主
義
」
で
あ
り
、「
社
会
全
体
の
福
祉
を

目
的
と
す
る
全
部
一
体
観
の
思
想
で
は
な
い
」
か
ら
、「
極
力
之
に
反
対
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
」
と
の
基
本
的
認
識
が
示
さ
れ
る
（
８８
）
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、

「
社
会
問
題
」
を
適
切
に
解
決
す
る
た
め
に
も
、
公
民
教
育
に
よ
っ
て
、
社
会
一

般
の
民
心
に
「
他
人
の
人
格
を
尊
重
し
て
他
人
と
共
に
社
会
を
造
つ
て
行
か
う
と

云
ふ
共�

存�

共�

栄�

」
の
念
、
す
な
わ
ち
「
社�

会�

連�

帯�

の�

思�

想�

」
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
８９
）
。

そ
の
一
方
、
著
書
『
公
民
教
育
』
で
は
、
よ
り
具
体
的
・
政
策
的
な
認
識
と
し

て
、「
仏
蘭
西
革
命
以
来
確
立
し
た
所
有
権
絶
対
性
の
観
念
」
に
対
し
て
、「
所
有

者
道
徳
を
振
起
」
し
、「
社
会
的
正
義
の
要
求
に
基
づ
き
相
当
の
按
排
制
限
を
為

す
」
こ
と
の
必
要
性
も
主
張
さ
れ
、「
社
会
問
題
の
解
決
に
関
す
る
方
策
は
、
社�

会�

政�

策�

を
実
行
す
る
よ
り
他
に
採
る
べ
き
道
は
な
い
」
こ
と
も
強
調
さ
れ
る
。
そ

し
て
、「
国
家
」
が
「
社
会
政
策
を
実
行
」
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、「
先
ず
国

民
を
し
て
国
家
観
念
を
養
成
し
て
、
国�

家�

が�

人�

類�

生�

活�

の�

必�

然�

産�

出�

物�

に�

し�

て�

人�

類�

社�

会�

の�

向�

上�

は�

一�

に�

国�

家�

制�

度�

に�

負�

ふ�

も�

の�

た
る
こ
と
を
深
く
意
識
せ
し
む

る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
こ
の
論
理
か
ら
も
公
民
教
育
の
必
要
性
は
提
起

さ
れ
る
（
９０
）
。

ま
た
、
こ
こ
で
は
、
と
り
わ
け
第
一
次
世
界
大
戦
を
経
て
、「
現
代
に
於
け
る

国
家
観
が
、
軍
国
主
義
帝
国
主
義
の
舊
套
を
脱
し
、
人�

民�

全�

体�

の�

幸�

福�

を
唯
一
最

高
の
目
的
と
す
る
民
本
的
又
は
道
徳
的
国
家
を
理
想
と
す
る
に
至
つ
た
今
日
」
に

お
い
て
は
、「
領
土
の
拡
張
や
国
権
の
伸
張
に
対
す
る
国
家
の
対
外
的
努
力
を
圧

倒
」
し
て
、「
社�

会�

問�

題�

」
の
解
決
が
、
世
界
各
国
の
国
政
に
お
け
る
「
最�

も�

重�

要�

問�

題�

と
な
つ
た
」
と
い
う
現
状
認
識
も
表
明
さ
れ
て
い
る
（
９１
）
。

こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
大
正
１３
年
公
民
科
は
、
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
�
社

会
の
発
見
�
と
い
う
時
代
情
勢
を
反
映
し
た
も
の
と
見
な
し
う
る
が
、
そ
れ
は
結

果
と
し
て
国
家
の
役
割
を
相�

対�

化�

す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
国
家
の
役
割
を

再�

定�

義�

し
、�
現
代
�
的
な
�
積
極
国
家
�
を
志
向
す
る
性
格
を
帯
び
て
い
た
と
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も
い
え
よ
う
。

（
２
）
公
民
科
の
目
的
と
基
調

こ
う
し
た
認
識
の
も
と
、「
公
民
教
育
の
任
務
、
目
的
」
は
、「
国�

民�

に�

社�

会�

完�

成�

の�

為�

に�

社�

会�

と�

政�

治�

経�

済�

に�

関�

す�

る�

知�

識�

を�

授�

け�

徳�

操�

を�

涵�

養�

し�

て�

之�

を�

実�

際�

生�

活�

に�

実�

現�

せ�

し�

む�

る�（
９２
）」
こ
と
と
定
義
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
定
義
に
込
め
ら

れ
た
意
味
は
、
次
の
４
方
面
か
ら
説
明
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、「
第
一
」
に
は
「
社
会
の
完
成
（
９３
）
」
を
目
的
と
す
る
、
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
今
や
社�

会�

の�

努�

力�

や�

国�

家�

の�

任�

務�

は
、
如
何
に
し
て
此
の

社
会
的
不
安
を
除
去
し
て
、
人�

類�

の�

幸�

福�

を
招
来
す
る
か
に
集
注
せ
ら
れ
て
居

る
（
９４
）
」
と
い
う
基
本
的
認
識
を
前
提
と
し
て
、（
広
い
意
味
で
の
）「
社
会
」
を
向
上

さ
せ
て
い
く
こ
と
を
、
各
人
の
「
社
会
生
活
を
営
ん
で
居
る
一
員
と
し
て
の
任

務
（
９５
）
」
と
し
て
捉
え
さ
せ
る
よ
う
な
教
育
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
と
く
に
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
「
社
会
」
と
い
う
用
語
の
捉
え
ら
れ

方
で
あ
る
。
公
民
教
育
に
お
け
る
「
社
会
」
と
は
、「
家
…
…
市
町
村
、
郷
土
、

府
県
、
国
家
、
世
界
、
組
合
、
学
校
、
倶
楽
部
」
と
、「
あ
ら
ゆ
る
社
会
を
包

含
（
９６
）
」
す
る
意
味
で
用
い
ら
れ
、
こ
う
し
た
「
大
小
と
な
く
総
て
の
社
会
を
完
成
す

る
と
云
ふ
こ
と
に
公
民
教
育
の
目
的
は
向
つ
て
居
る
（
９７
）
」
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

「
矢
張
り
国
家
も
重
要
な
る
社
会
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
唯�

国�

家�

ば�

か�

り�

で�

な�

く�

他�

の�

社�

会�

の
統
制
の
こ
と
も
公
民
教
育
の
眼
目
（
９８
）
」
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
、
大
正

１３
年
公
民
科
が
、
い
わ
ゆ
る
�
社
会
の
発
見
�
と
い
う
時
代
背
景
を
強
く
反
映
し

た
科
目
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、「
第
二
」
に
は
「
国
民
全
体
に
対
す
る
教
育
（
９９
）
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
公
民
科
の
対
象
は
、「
市
町
村
制
に
謂
ふ
公
民
」
で
は
な
く
、「
老�

若�

男�

女�

を�

問�

は�

ず�

凡
て
社
会
生
活
を
営
ん
で
居
る
一
員
」
で
あ
っ
て
、「
社�

会�

連�

帯�

の�

責�

任�

を
相
互
に
負
ふ
て
居
る
者
」
全
体
（
１００
）
と
捉
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
「
公
民
」
観
の
背
景
に
あ
る
の
は
、「
今
日
の
社
会
を
救
済
す
る
に

は
ど
う
し
て
も
国�

民�

の�

智�

識�

の�

水�

平�

線�

を
高
め
る
こ
と
が
必
要
」
と
の
認
識
で
あ

る
。
併
せ
て
、
こ
の
認
識
の
も
と
で
は
、
と
り
わ
け
「
実
業
補
習
学
校
」
が
「
小

学
校
の
教
科
を
卒
へ
直
に
職
業
に
従
事
す
る
者
に
対
す
る
教
育
施
設
」
で
あ
る
こ

と
が
強
く
意
識
さ
れ
、「
現
在
中
等
教
育
を
卒
ら
ざ
る
も
の
年
々
約
百
万
（
小
学

校
卒
業
者
約
百
二
十
万
）
に
達
す
る
状
況
」
の
な
か
で
、「
此
等
に
対
し
公
民
教

育
を
授
け
社
会
公
共
生
活
の
発
達
完
成
に
寄
与
せ
し
む
る
こ
と
は
、
他
の
何
れ
の

教
育
に
於
け
る
公
民
教
育
よ
り
も
我
が
国
運
の
進
展
に
多
く
の
関
係
」
が
あ
る
と

捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
１０１
）
。

な
お
、
こ
の
点
と
関
連
し
て
木
村
は
、「
婦
人
に
も
選
挙
権
が
与
へ
ら
れ
…
…

財�

産�

や�

男�

女�

の�

性�

別�

に�

依�

つ�

て�

国�

民�

の�

政�

治�

参�

画�

に�

差�

等�

を�

認�

め�

ざ�

る�

純�

然�

た�

る�

普�

通�

選�

挙�

に
依
る
真
の
国
民
政
治
が
実
現
せ
ら
る
る
こ
と
を
切
望
」
す
る
と
の
認

識
も
表
明
し
て
い
る
（
１０２
）
。
第
３
章
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
こ
の
認
識
は
多
く
の

「
主
査
委
員
」
に
も
共
有
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
正
１３
年
公
民
科
は
、

い
わ
ゆ
る
「
普
通
選
挙
」
の
実
施
を
準
備
す
る
科
目
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、

そ
の
基
本
的
性
格
に
お
い
て
、「
婦�

人�

参�

政�

権�

」
の
導
入
を
理
想
と
す
る
価
値
観

を
本
質
的
に
内
包
す
る
科
目
で
あ
っ
た
と
規
定
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、「
第
三
」
に
は
「
社
会
と
政
治
と
経
済
に
関
す
る
知
識
徳
操
を
与
へ

る
（
１０３
）
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
人
を
社
会
的
の
人
間
と
し
て
見
」
る

と
い
う
人
間
観
の
も
と
に
、
公
民
教
育
と
し
て
は
「
先
づ
人�

と�

社�

会�

と
云
ふ
や
う

な
関
係
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
」
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
、「
政
治
経
済
」
は
も
ち

ろ
ん
、「
社
会
生
活
」
に
関
す
る
「
知
識
徳
操
」
を
教
育
内
容
に
含
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
さ
れ
る
（
１０４
）
。

こ
れ
は
「
実
際
生
活
に
実
現
さ
せ
る
」
と
い
う
理
念
と
も
重
な
る
こ
と
で
あ
る
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が
、
こ
の
「
知
識
徳
操
」
と
い
う
表
現
は
、「
知�

識�

の�

中�

に�

働�

い�

て�

居�

る�

、
活
き

て
居
る
所
の
道
徳
（
１０５
）
」
と
い
う
意
味
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
公
民
教
育
は
、

「
社
会
意
識
」「
国
家
意
識
」「
国
際
意
識
」
を
養
う
こ
と
を
そ
の
「
基
調
」
と
し
（
１０６
）
、

「
社
会
的
生
活
に
関
す
る
事
項
、
国
家
的
生
活
に
関
す
る
事
項
、
国
際
生
活
に
関

す
る
事
項
」
な
い
し
「
社
会
的
の
事
項
、
政
治
的
の
事
項
、
経
済
的
の
事
項
」
を

そ
の
内
容
と
す
る
の
で
あ
る
（
１０７
）
。

そ
し
て
、「
第
四
」
に
は
「
実
際
生
活
に
実
現
さ
せ
る
（
１０８
）
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、「
唯
単
純
に
上
か
ら
知
識
な
り
道
徳
な
り
を
頭
の
中
に
入
れ
た
だ
け

で
は
何
に
も
な
ら
ぬ
」
と
強
調
さ
れ
、「
従
来
の
教
育
」
の
「
弊
害
」
を
改
め
、

「
生�

活�

本�

位�

」
で
の
教
育
（
１０９
）
を
行
う
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
は
、「
教
授
要
綱
」
に
お
け
る
「
第
一
に
『
人
と
社
会
』

よ
り
出
発
し
て
、
出
来
る
だ
け
児
童
生
徒
の
身
辺
よ
り
説
」
く
と
い
う
「
排
列
の

順
序
」
の
重
要
性
も
強
調
さ
れ
て
お
り
（
１１０
）
、
こ
の
点
、
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
る

「
同�

心�

円�

的�

拡�

大�

」
と
い
う
教
育
手
法
上
の
理
念
（
１１１
）
は
、
文
部
省
当
局
自
体
に
よ
っ

て
強
く
意
識
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
木
村
は
、「
蔵
前
工
業
専

修
学
校
と
云
ふ
補
習
学
校
（
１１２
）
」
に
お
い
て
、
自
身
で
週
１
回
の
公
民
科
の
授
業
を
担

当
し
て
「
自
分
の
公
民
教
育
の
参
考
」
に
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
そ
こ
で
は

「
教
科
書
」
を
使
わ
ず
、「
問�

答�

に
依
つ
て
児
童
を
自�

由�

に�

活�

動�

さ
せ
、
児
童
の
経�

験�

し
た
所
を
総
て
出
さ
せ
る
」
と
い
う
教
育
手
法
を
採
用
し
て
い
る
と
述
べ
る
。

そ
し
て
講
習
で
は
、
聴
講
者
で
あ
る
教
員
ら
に
対
し
て
、「
殊
に
公
民
科
及
び
修

身
に
関
し
て
は
教
科
書
を
余
り
に
偏
重
す
る
の
は
」
望
ま
し
く
な
い
と
し
（
１１３
）
、
現
代

の
社
会
科
等
に
お
け
る
教
育
実
践
で
重
ん
じ
ら
れ
て
き
た
「
問�

答�

法�

」
と
い
う
教

育
手
法
が
提
唱
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
２
節

大
正
１３
年
公
民
科
の
性
格
を
め
ぐ
る
諸
論
点

本
節
で
は
、「
は
じ
め
に
」
の
註
の
な
か
で
先
行
研
究
か
ら
設
定
し
た
各
論
点

に
関
す
る
木
村
正
義
の
説
明
を
通
じ
て
、
政
策
当
局
が
想
定
し
た
大
正
１３
年
公
民

科
の
性
格
を
検
討
し
て
い
く
。

（
１
）「
修
身
科
」
と
の
相
違

そ
も
そ
も
「
修
身
科
」
は
、
広
義
に
お
い
て
は
�
公
民
教
育
�
の
一
種
と
見
な

し
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
所
謂
公
民
道
徳
と
い
ふ
特
殊
な
道
徳
が
あ
る
わ
け
で
も

な
い
」
な
ど
と
い
っ
た
論
理
で
、
修
身
科
以
外
の
道
徳
教
育
は
不
要
で
あ
る
、
す

な
わ
ち
公
民
科
は
不
要
で
あ
る
と
す
る
言
説
も
も
ち
ろ
ん
存
在
し
た
（
１１４
）
。
こ
う
し
た

な
か
に
あ
っ
て
、「
修
身
科
」
と
「
公
民
科
」
を
併
置
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
政

策
当
局
は
、「
修
身
科
」
と
の
相
違
を
ど
の
よ
う
に
構
想
・
説
明
し
た
の
か
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
木
村
は
、
ま
ず
、「
現
代
の
社
会
」
で
は
「
社
会
を
離
れ

た
る
個
人
」
は
想
像
し
得
な
い
と
し
て
「
個
人
道
徳
」
と
「
社
会
道
徳
」
の
区
別

を
否
定
（
１１５
）
し
た
う
え
で
、「
修
身
は
公
民
道
徳
の
基
礎
と
な
り
否
寧
ろ
こ
れ
と
一
致

す
る
も
の
」
と
し
て
修
身
科
の
本
来
的
意
義
を
評
価
す
る
（
１１６
）
。

し
か
し
、
現
状
の
修
身
教
育
に
つ
い
て
は
、「
道
徳
の
為
の
道
徳
を
授
け
る
」

と
い
っ
た
傾
向
を
有
し
、
そ
れ
が
「
実
際
生
活
の
上
に
実
現
せ
ら
れ
な
い
」
た
め

に
、「
一
般
に
無
力
な
も
の
ゝ
や
う
に
考
へ
ら
れ
、
生
徒
の
興
味
を
引
か
な
い
と

云
ふ
や
う
な
状
況
に
な
つ
て
居
る
」
と
い
う
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
る
（
１１７
）
。
こ
こ
で
は
、

我
が
国
の
小
学
校
等
に
お
い
て
は
「
道
徳
倫
理
に
重
き
を
置
い
て
知
識
を
軽
蔑
す

る
、
軽
々
し
く
扱
ふ
」
傾
向
が
あ
る
と
い
っ
た
問
題
意
識
が
表
明
さ
れ
、
従
来
行

わ
れ
て
き
た
「
修
身
教
授
等
に
於
て
色
々
な
る
公
民
教
材
を
加
へ
て
公
民
教
育
を

施
す
企
て
」
に
つ
い
て
も
、「
結
局
は
道
徳
教
育
と
し
て
の
修
身
科
と
云
ふ
も
の
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に
支
配
さ
れ
て
居
つ
て
公
民
教
育
の
目
的
は
達
し
て
い
な
い
」
と
否
定
さ
れ
る
（
１１８
）
。

そ
し
て
、「
政
治
経
済
に
関
す
る
道
徳
と
云
ふ
も
の
は
、
政�

治�

的�

事�

実�

、
経�

済�

的�

事�

実�

の�

中�

に�

存�

在�

す�

る�

…
…
其
事
実
を
離
れ
て
道
徳
と
云
ふ
も
の
は
な
い
」
と
い

う
注
目
す
べ
き
認
識
が
表
明
さ
れ
（
１１９
）
、
公
民
教
育
で
は
「
道
徳
化
す
る
倫
理
化
す
る

と
云
っ
て
其
為
に
知
識
を
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
」
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ

る
。ま

た
、
そ
の
具
体
的
内
容
面
に
つ
い
て
も
、「
従
来
の
修
身
科
は
、
と
も
す
れ

ば
忠
君
愛
国
や
忠
孝
一
致
を
説
く
を
専
ら
に
し
て
」
お
り
、「
市
町
村
民
、
立
憲

国
民
と
し
て
の
徳
育
、
日
常
生
活
に
お
け
る
共
存
共
栄
の
精
神
、
協
同
心
、
公
徳

心
の
養
成
等
、
換
言
す
れ
ば
政
治
、
経
済
、
そ
の
他
社
会
日
常
の
生
活
に
関
す
る

徳
性
」
の
涵
養
に
は
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
の
問
題
意
識
が
表
明
さ
れ
る
（
１２０
）
。

す
な
わ
ち
、「
公
民
教
育
の
第
一
に
又
全
般
に
渉
つ
て
常
に
留
意
し
強
調
す
べ
き

事
項
」
と
し
て
は
、「
忠
君
愛
国
、
忠
孝
一
致
の
縦
の
生
活
」
と
は
異
な
る
「
横�

の�

生�

活�

」、
す
な
わ
ち
「
他
人
の
人�

格�

を�

尊�

重�

し
、
共
同
生
活
を
営
み
、
共�

存�

共�

栄�

を
図
る
こ
と
が
人
生
の
目
的
」
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
際
、「
倫�

理�

学�

、
社�

会�

学�

の�

研�

究�

並�

に�

説�

明�

を
必
要
と
す
る
」
と
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
（
１２１
）
。

以
上
の
よ
う
に
「
公
民
科
」
は
、「
修
身
科
」
と
同
じ
く
道
徳
的
基
礎
を
重
ん

ず
る
科
目
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、
そ
こ
で
は
「
政
治
経
済
に
関
す
る
道
徳
」
は

「
事
実
」
の
中
に
存
在
す
る
と
い
う
認
識
の
も
と
に
「
知
識
」
が
重
ん
じ
ら
れ
、

ま
た
、「
道
徳
」
の
内
容
と
し
て
も
、「
忠
君
愛
国
」
と
い
っ
た
�
縦
�
の
道
徳
よ

り
も
む
し
ろ
、「
共
存
共
栄
」
と
い
っ
た
�
横
�
の
道
徳
が
積
極
的
に
想
定
さ
れ

て
い
た
。
す
な
わ
ち
大
正
１３
年
公
民
科
は
、
そ
の
政
策
当
局
に
お
い
て
、
修
身
科

と
は
大
き
く
異
な
る
論
理
な
い
し
理
念
に
基
づ
く
科
目
と
し
て
構
想
・
説
明
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

（
２
）
従
来
の
公
民
教
育
な
い
し
「
法
制
及
経
済
」
と
の
相
違

「
は
じ
め
に
」
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
広
義
の
公
民
教
育
に
は
、
各
種
の
社
会

教
育
活
動
も
、
あ
る
い
は
公
教
育
の
存
在
自
体
も
含
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
う

し
た
な
か
で
、
こ
れ
ら
従
来
の
公
民
教
育
と
「
公
民
科
」
と
の
相
違
に
関
す
る
政

策
当
局
の
把
握
・
説
明
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
同
公
民
科
の
性
格
に
つ
い
て
有
益

な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
木
村
は
、
ま
ず
、「
庶
民
階
級
に
及
ば
ず
、
謂
は
ゞ
一
部

少
数
の
治
者
に
対
す
る
治
者
と
し
て
の
教
育
」
で
あ
っ
た
「
古
代
」
以
来
の
「
公

民
教
育
（
１２２
）
」
に
対
し
て
、「
今
日
の
公
民
教
育
」
は
「
一
九
世
紀
に
於
け
る
政
治
上

竝
に
産
業
上
の
変
革
に
起
因
」
し
、「
国�

民�

全�

般�

」
を
対
象
と
す
る
「
謂
は
ゞ
被

治
者
に
対
す
る
治�

者�

と�

し�

て�

の�

教�

育�

」
で
あ
る
と
し
、
そ
の
意
義
を
指
摘
す
る
（
１２３
）
。

そ
し
て
、「
明
治
維
新
以
後
」
の
種
々
の
教
育
制
度
・
実
践
に
つ
い
て
、
そ
の

近
代
的
な
「
公
民
教
育
」
と
し
て
の
側
面
を
指
摘
（
１２４
）
し
た
う
え
で
、「
公
民
教
育
」

と
い
う
名
称
を
伴
う
形
で
こ
れ
が
出
現
し
た
の
は
「
最
近
十
四
五
年
来
の
こ
と
に

し
て
、
特
に
一
般
社
会
の
注
意
を
惹
く
に
至
っ
た
の
は
、
近
々
二
三
年
来
の
こ
と

で
あ
る
」
と
し
、「
公
民
教
育
」
の
意
味
の
変
遷
に
つ
い
て
「
今
日
よ
り
之
を
概

観
す
れ
ば
、
大
体
三
段
の
変
化
を
な
し
た
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
」
と
説
明
し
て

い
る
（
１２５
）
。
す
な
わ
ち
、
第
一
段
階
と
し
て
の
「
最
初
十
四
五
年
前
」
に
は
、「
公
民

教
育
は
自
治
の
振
興
を
計
る
、
即
ち
自
治
教
育
と
云
ふ
や
う
な
意
味
に
用
ゐ
ら
れ
、

公
民
教
育
の
内
容
も
大
抵
市
町
村
に
関
す
る
こ
と
が
主
で
あ
つ
た
（
１２６
）
」（
こ
れ
は
、

ま
さ
に
地
方
改
良
運
動
期
に
お
け
る
公
民
教
育
の
こ
と
で
あ
ろ
う
（
１２７
）。）
が
、
第
二

段
階
で
は
「
立
憲
国
民
と
し
て
の
教
養
」
教
育
と
い
っ
た
意
味
を
与
え
ら
れ
、
第

三
段
階
に
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
「
思
想
上
経
済
上
の
変
化
」
あ
る
い
は
「
社
会

問
題
」「
国
際
協
調
」
と
い
っ
た
課
題
を
背
景
に
、
広
く
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
事
項

を
扱
う
全
般
的
な
教
育
と
い
う
意
味
を
帯
び
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
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木
村
は
、「
近
時
、
公
民
教
育
の
内
容
が
、
第
三
の
社
会
化
に
及
ば
ん
と
し
つ
ゝ

あ
る
は
、
余
の
喜
び
に
堪
え
ぬ
こ
と
」
と
表
明
し
て
い
る
（
１２８
）
。

こ
う
し
た
政
策
当
局
の
説
明
と
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
内
容
を
考
え
合
わ

せ
る
と
、
政
策
当
局
は
大
正
１３
年
公
民
科
に
つ
い
て
、
古
代
以
来
の
統
治
者
間
教

育
、
明
治
維
新
以
来
の
国
民
教
育
、
地
方
改
良
運
動
期
の
公
民
教
育
や
、
立
憲
思

想
涵
養
の
た
め
の
政
治
教
育
な
ど
と
の
関
連
を
意
識
し
つ
つ
も
、
第
一
次
世
界
大

戦
後
の
「
近
時
」
に
出
現
し
た
複
雑
な
状
況
に
対
応
す
る
た
め
の
�
画
期
的
�
な

も
の
と
し
て
想
定
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、「
社
会
生
活
を
営
ん
で
居

る
一
員
で
あ
つ
て
社�

会�

連�

帯�

の
責
任
を
相
互
に
負
う
て
居
る
者
」
と
い
う
、
い
か

に
も
�
大
戦
後
�
ら
し
い
「
公
民
」
観
を
強
く
反
映
し
た
公
民
教
育
だ
っ
た
の
で

あ
る
（
１２９
）
。

一
方
、
先
述
し
た
公
民
科
に
類
す
る
科
目
と
し
て
の
「
法
制
及
経
済
」
は
、

「
政
府
が
時
勢
の
進
運
に
鑑
み
公
民
教
育
の
必
要
を
認
め
た
為
」
に
設
置
さ
れ
た

も
の
と
説
明
さ
れ
、
同
科
は
「
公
民
教
育
」
の
範
疇
に
あ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る

が
（
１３０
）
、
一
方
で
そ
れ
は
「
単
に
知
識
の
授
与
が
そ
の
要
旨
で
あ
つ
た
為
に
…
…
生
徒

の
実
生
活
と
没
交
渉
に
理
論
抽
象
に
馳
せ
全
く
無
味
乾
燥
の
も
の
と
な
」
っ
た
と

い
う
批
判
（
１３１
）
の
も
と
、「
公
民
教
育
と
し
て
は
殆
ど
論
ず
る
に
足
ら
ぬ
（
１３２
）
」
と
い
っ
た

否
定
的
扱
い
を
受
け
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
法
制
及
経
済
」
に
対
し
て
「
無
味
乾

燥
」「
実
生
活
と
没
交
渉
」「
理
論
抽
象
」
と
い
っ
た
形
容
句
を
用
い
て
批
判
す
る

動
き
は
、「
公
民
科
」
の
主
唱
者
た
ち
に
広
く
共
通
し
て
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
（
１３３
）
。

そ
し
て
木
村
は
、
こ
う
し
た
認
識
の
も
と
に
、「
社
会
公
共
生
活
を
理
解
せ
し
め
、

共
同
生
活
の
観
念
を
自
覚
せ
し
む
る
」
た
め
に
、「
修
身
、
歴
史
、
地
理
、
実
業

等
の
諸
学
科
目
中
よ
り
之
に
必
要
な
る
教
材
を
抽
出
し
来
て
、
此
等
と
法
制
経
済

と
を
融�

合�

し
た
る
公
民
科
を
設
け
、
以
て
公�

民�

教�

育�

統�

合�

の�

科�

目�

」
と
す
べ
き
で

あ
る
と
主
張
し
て
い
る
（
１３４
）
。

以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
、「
公
民
科
」
は
、「
修
身
」
や
「
法
制
及
経
済
」
に
対

す
る
反
省
の
も
と
に
、
政
治
・
経
済
・
社
会
等
に
関
す
る
「
知
識
」
と
「
徳
操
」

を
有
機
的
に
結
び
つ
け
、
こ
れ
ら
が
複
雑
に
絡
み
合
う
現
代
社
会
を
生
き
る
「
公

民
」
に
求
め
ら
れ
る
教
育
を
総
合
的
に
担
う
べ
き
科
目
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
公
民
科
の
「
経
済
上
の
事
項
」
に
関
す
る
取
扱
い
の

説
明
に
お
い
て
、「
経
済
の
社
会
的
意
義
を
理
解
せ
し
め
、
各
人
の
職
業
は
即
ち

分
業
に
し
て
、
社
会
に
お
け
る
相
互
依
存
即
ち
協
同
の
表
れ
で
あ
っ
て
、
社
会
奉

仕
の
一
形
式
た
る
こ
と
を
十
分
に
意
識
せ
し
め
、
社
会
連
帯
の
責
任
感
を
啓
発
す

る
」
と
い
っ
た
道
徳
教
育
的
な
理
念
設
定
が
な
さ
れ
る
一
方
で
、
関
連
す
る
社
会

的
概
念
・
事
実
と
し
て
「
資
本
家
と
労
働
者
、
地
主
と
小
作
人
の
争
ひ
、
人
種
間

争
闘
、
国
際
的
紛
争
」
と
い
っ
た
事
項
が
掲
げ
ら
れ
、
政
策
論
と
し
て
の
�
財
産

権
の
制
限
�
と
い
っ
た
問
題
も
積
極
的
に
扱
わ
れ
る
（
１３５
）
の
は
、
こ
う
し
た
公
民
科
の

理
念
に
お
け
る
総
合
性
を
象
徴
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
３
）
国
際
協
調
主
義
の
反
映
如
何

先
に
掲
げ
た
武
藤
氏
の
研
究
で
は
、
教
授
要
綱
の
題
目
「
世
界
ト
日
本
」
に
つ

い
て
、「
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
連
盟
の
成
立
や
世
界
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
高
揚
等
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
解
釈
」
は
「
妥
当
で
は
な
い
」
と
さ
れ
、

「
国
体
」
論
に
基
づ
き
他
国
に
対
す
る
日
本
の
「
優
越
」
を
説
く
こ
と
を
本
質
と

し
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
（
１３６
）
。
こ
こ
で
は
、「
主
査
委
員
」
の
一

人
で
あ
る
田
澤
義
鋪
の
講
習
内
容
の
み
に
基
づ
い
て
こ
の
よ
う
な
性
格
規
定
が
行

わ
れ
た
が
、
本
項
で
は
ひ
と
ま
ず
、
広
く
大
正
１３
年
公
民
科
に
お
け
る
国
際
的
事

項
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
政
策
当
局
が
い
か
に
把
握
・
説
明
し
た
か
に
つ
い
て
検

討
し
た
い
（
１３７
）
。

ま
ず
、
大
正
１３
年
（
武
藤
氏
が
取
り
上
げ
た
田
澤
義
鋪
の
講
習
と
同
年
度
）
の
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講
習
中
で
は
、「
公
民
教
育
の
基
調
」
と
し
て
、「
社
会
意
識
」、「
国
家
意
識
」、

「
国
際
意
識
」
の
３
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
国
際
意
識
」
の
教
育
上
の
理

念
に
つ
い
て
の
解
説
で
は
、「
公
民
教
育
の
基�

調�

と�

し�

目�

的�

と�

し�

て�

国�

際�

意�

識�

を

与
へ
る
と
云
ふ
こ
と
が
必
要
に
な
つ
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
…
…
今
日
は
教
育

に
於
て
も
国
際
教
育
と
云
つ
て
国
際
的
の
国
民
精
神
を
陶
冶
す
る
、
国
際
道
徳
を

与
え
る
こ
と
が
世�

界�

平�

和�

の
為
、
人
類
平
和
の
為
に
必
要
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が

強
く
考
え
ら
れ
て
居
る
の
で
、
公
民
教
育
で
は
当
然
此
意
識
を
与
へ
ね
ば
な
ら

ぬ
」
と
さ
れ
、「
世
界
諸
国
民
が
互
に
一
致
共
同
す
る
精
神
、
即
ち
国
際
主
義
」

を
理
解
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
高
調
さ
れ
る
（
１３８
）
。

す
な
わ
ち
、「
国
際
意
識
」
は
、「
社
会
意
識
」
や
「
国
家
意
識
」
と
す
ら
並
ぶ

公
民
教
育
の
「
基
調
」
す
な
わ
ち
根
本
的
精
神
と
想
定
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
は

「
世
界
平
和
」
等
を
目
的
と
す
る
も
の
と
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

日
本
の
「
使
命
」
や
「
優
越
」
な
い
し
「
国
体
」
と
い
っ
た
こ
と
は
全
く
言
及
さ

れ
ず
、
一
貫
し
て
ご
く
純
粋
な
意
味
で
の
国
際
協
調
主
義
が
説
か
れ
て
い
る
だ
け

で
あ
る
。

ま
た
、「
公
民
教
育
の
内
容
」
を
分
類
し
て
の
解
説
の
な
か
で
も
、「（
ハ
）
国

際
生
活
に
関
す
る
事
項
と
し
て
は
、
国
交
と
平
和
、
国
際
法
、
国
際
連
盟
、
国
交

と
国
民
、
国
際
道
徳
等
に
つ
き
説
明
し
、
偏�

狭�

な�

る�

愛�

国�

心�

を�

排�

除�

し
、
人�

類�

愛�

に
基
き
国
際
的
協
同
に
依
り
、
世
界
文
運
の
進
展
に
貢
献
す
る
精
神
を
涵
養
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
い
っ
た
内
容
規
定
が
な
さ
れ
る
（
１３９
）
。
現
役
の
文
部
省
行
政

官
で
あ
る
人
物
が
、
教
育
内
容
の
取
扱
い
に
つ
い
て
解
説
す
る
な
か
で
、「
偏
狭

な
る
愛
国
心
」
は
「
排
除
」
す
べ
き
こ
と
ま
で
明
言
し
、「
人
類
愛
」
に
基
づ
く

べ
き
と
提
唱
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

以
上
の
よ
う
な
政
策
当
局
の
説
明
か
ら
し
て
、
大
正
１３
年
公
民
科
の
教
育
内
容

に
お
け
る
国
際
的
事
項
（
教
授
要
綱
に
お
け
る
題
目
「
世
界
ト
日
本
」
等
を
含

む
。）
は
、
や
は
り
一
般
的
な
意
味
で
の
国
際
協
調
主
義
に
基
づ
く
も
の
と
し
て

構
想
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
１４０
）
。

（
４
）�
日
本
の
特
殊
性
�
の
反
映
如
何

戦
前
期
の
公
民
教
育
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
�
日
本
の
特
殊
性
�

を
強
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
評
価
も
見
ら
れ
る
（
１４１
）
が
、
本
項
で
は
、
こ

の
よ
う
な
性
格
規
定
が
大
正
１３
年
公
民
科
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
の
か
と
い
う
点

を
検
討
す
る
。
た
だ
し
、
国
に
よ
っ
て
公
民
教
育
の
内
容
が
異
な
る
の
は
あ�

る�

程�

度�

ま
で
は
必
然
で
あ
り
、
当
時
に
お
い
て
も
実
際
そ
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
（
１４２
）

か
ら
、
公
民
科
の
全
体
的
性
格
を
規
定
す
る
と
き
、
そ
の
一
部
分
に
見
ら
れ
た
傾

向
（
た
と
え
ば
「
教
授
要
綱
」
に
「
国
体
ノ
精
華
」
と
い
っ
た
項
目
が
含
ま
れ
て

い
た
こ
と
な
ど
）
を
以
て
、
即
座
に
�
特
殊
�
だ
っ
た
と
評
価
す
る
の
は
適
切
で

は
な
い
と
思
わ
れ
る
（
１４３
）
。
本
項
で
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
を
前
提
と
し
て
、
大
正
１３

年
公
民
科
の
理
念
・
内
容
が
全
体
と
し
て
�
日
本
的
特
殊
性
�
を
帯
び
た
も
の
で

あ
っ
た
と
解
す
る
べ
き
か
否
か
を
、
関
連
す
る
事
実
関
係
や
政
策
当
局
の
意
図
か

ら
検
討
す
る
。

ま
ず
、「
公
民
科
」
の
構
想
に
当
た
っ
て
、
政
策
当
局
が
欧
米
の
公
民
教
育
を

強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
大
正
１３
年
当
時
に
文
部

省
実
業
学
務
局
長
を
務
め
て
い
た
武
部
欽
一
は
、
昭
和
３
年
、
中
学
校
へ
の
「
公

民
科
」
導
入
を
め
ぐ
る
文
政
審
議
会
に
お
い
て
、
大
正
１３
年
「
教
授
要
綱
」
の
策

定
に
当
た
っ
て
は
、「
英
国
ノ
公
民
教
育
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
先
ヅ
比
較
的
良
ク
行
ツ

テ
居
ル
」
と
い
う
認
識
の
も
と
、「
英
国
」
や
「
亜
米
利
加
」
の
公
民
教
育
に
つ

い
て
「
余
程
調
査
ヲ
致
シ
テ
相
当
ノ
…
…
三
年
位
ノ
年
月
ヲ
懸
ケ
」
て
、「
十
分

考
慮
」
し
た
（
１４４
）
と
述
べ
て
い
る
（
１４５
）
。

こ
の
こ
と
は
、
事
実
関
係
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
公
民
教
育
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講
習
会
」
に
お
い
て
そ
の
理
念
や
方
法
等
が
説
か
れ
る
際
に
は
、
英
国
、
米
国
、

ド
イ
ツ
等
の
公
民
教
育
実
践
（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
教
科
書
等
）
が
し
ば
し
ば
援
用

さ
れ
、
講
習
中
だ
け
で
も
１９
人
も
の
欧
米
思
想
家
の
名
（
１４６
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
木
村
の
著
書
『
公
民
教
育
』
に
お
い
て
は
、
計
１５０
頁
近
く
に
わ
た
り
専
ら
欧

米
の
公
民
教
育
に
関
す
る
研
究
・
紹
介
が
な
さ
れ
（
１４７
）
、
我
が
国
の
公
民
科
が
目
指
す

べ
き
理
念
を
説
く
際
に
も
「
ケ
ル
シ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
言
ふ
が
如
く
法
治
国

及
文
化
国
の
完
成
を
…
…
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ダ
ン
の
言
に
従
へ
ば
、
社

会
の
共
通
目
的
（C

om
m
on
P
urpose

）
の
達
成
」
を
目
的
と
す
べ
き
で
あ
る
と

提
唱
す
る
（
１４８
）
な
ど
、
至
る
と
こ
ろ
で
欧
米
の
公
民
教
育
論
が
援
用
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

文
部
省
実
業
学
務
局
と
し
て
も
、「
資
料
と
し
て
価
値
あ
り
と
認
め
た
る
も
の
」

と
し
て
、
欧
米
の
公
民
教
育
理
論
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
教
科
書
の
一
部
な
ど
を

「
随
時
訳
出
」
し
た
『
欧
米
の
公
民
教
育
』
と
題
す
る
書
物
を
刊
行
し
て
い
る
の

で
あ
る
（
１４９
）
。

以
上
の
よ
う
に
政
策
当
局
は
、
大
正
１３
年
公
民
科
の
導
入
に
当
た
っ
て
、
欧
米

の
公
民
教
育
を
実
に
詳
細
に
検
討
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
「
講
習
」
で
解

説
し
、
ま
た
一
般
に
刊
行
し
た
と
い
う
点
か
ら
、
実
際
の
教
育
実
践
に
お
い
て
も

そ
れ
を
参
考
に
す
べ
き
で
あ
る
と
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

一
方
、
大
正
１３
年
公
民
科
の
理
念
・
内
容
に
関
す
る
よ
り
直
接
的
な
説
明
か
ら

も
、
政
策
当
局
は
�
日
本
的
特
殊
性
�
を
志
向
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
が
読
み

取
れ
る
。

ま
ず
、
そ
の
理
念
に
関
し
て
は
、
講
習
中
で
「
日�

本�

固�

有�

の�

も�

の�

と
云
ふ
意
味

の
国
民
教
育
と
云
ふ
意
味
で
あ
れ
ば
、
公�

民�

教�

育�

と�

は�

違�

う�

の
で
あ
り
ま
す
。
公

民
教
育
は
日
本
固
有
の
良
い
も
の
を
含
む
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
其
の
上
に
国
際

協
調
の
精
神
、
国
際
道
徳
等
も
」
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
な
ど
、
公

民
科
は
日
本
「
固
有
」
の
「
国
民
教
育
」
で
は
な
い
こ
と
が
明
確
に
表
明
さ
れ
て

い
る
（
１５０
）
。

ま
た
、
そ
の
具
体
的
内
容
面
で
も
、
本
節
（
１
）
で
述
べ
た
と
お
り
、
公
民
科

は
い
わ
ゆ
る
日
本
特
殊
的
な
「
忠
君
愛
国
」
と
い
っ
た
�
縦
�
の
道
徳
よ
り
も
む

し
ろ
、「
共
存
共
栄
」
と
い
っ
た
�
横
�
の
道
徳
を
積
極
的
に
提
唱
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
我
が
国
で
は
「
家
を
中
心
と
し
国
を
中
心
と
し
た
る
生
活
、

謂
は
ば
縦�

の�

生�

活�

」
に
は
現
に
「
相
当
の
社
会
意
識
」
が
見
ら
れ
る
が
、「
横�

の�

生�

活�

、
即
ち
他
人
の
人
格
を
尊
び
、
要
求
を
認
め
、
相
寄
り
相
援
け
て
共
同
生
活

を
営
み
共
存
共
栄
を
図
る
こ
と
」
に
つ
い
て
は
理
解
が
乏
し
い
と
い
っ
た
問
題
意

識
が
表
明
さ
れ
、「
忠
孝
一
致
、
忠
君
愛
国
の
道
が
、
従
来
と
も
す
れ
ば
…
…
上

下
の
道
徳
の
如
く
解
さ
れ
て
」
き
た
こ
と
は
「
遺
憾
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ

る
（
１５１
）
。
こ
こ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
縦
の
生
活
」「
上
下
の
道
徳
」
は
日
本
国
民
に
は

す
で
に
備
わ
っ
て
い
る
と
の
認
識
の
も
と
で
、「
公
民
科
」
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ

る
近�

代�

思�

想�

あ
る
い
は
第�

一�

次�

大�

戦�

後�

の�

思�

潮�

を
反
映
し
た
社
会
道
徳
を
よ
り
積

極
的
に
想
定
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
。

し
か
し
一
方
で
は
、「
心
を
一
に
し
、
力
を
合
わ
せ
、
私
を
捨
て
て
公
に
奉
す

る
公
共
的
精
神
は
、
…
…
公
民
教
育
の
核
心
を
な
す
も
の
（
１５２
）
」
と
い
っ
た
、
一
部
先

行
研
究
で
指
摘
さ
れ
る
「
反
動
」
的
、「
滅
私
奉
公
」
的
な
理
念
（
１５３
）
を
後
押
し
す
る

か
に
見
え
る
説
明
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、「
誤
れ
る
個
人
思
想
」
に
つ
い
て
は

「
打
破
」
す
る
必
要
が
あ
る
（
１５４
）
と
も
強
調
さ
れ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
木
村
の
言
説

で
は
、「
共
同
」「
連
帯
」
を
重
視
す
る
こ
と
の
裏
返
し
な
の
か
、「
個
人
主
義
」

に
対
し
て
は
あ
ま
り
積
極
的
な
評
価
が
見
ら
れ
な
い
（
１５５
）
。

と
は
い
え
、
第
３
章
で
検
討
す
る
「
主
査
委
員
」
に
よ
る
講
習
の
な
か
に
は
、

「
個
人
主
義
」
に
つ
い
て
極
め
て
積
極
的
に
評
価
す
る
も
の
も
複
数
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
個
人
主
義
を
戒
め
、
社
会
奉
仕
を
勧
め
る
内
容
は
、
当
時
の
欧
米
に
お
け

る
公
民
教
育
論
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
類
と
し
て
文
部
省
が
取
り
上
げ
た
も
の
（
和
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訳
）
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
（
１５６
）
、
こ
う
し
た
点
を
以
て
、
大
正
１３
年
公
民
科
が

�
日
本
的
特
殊
性
�
と
し
て
の
「
滅
私
奉
公
」
や
「
全
体
主
義
」
的
性
格
を
強
く

帯
び
て
い
た
と
評
価
す
る
の
は
妥
当
と
は
い
い
が
た
い
。

以
上
の
よ
う
な
事
実
・
背
景
か
ら
し
て
、
大
正
１３
年
公
民
科
は
、�
日
本
の
特

殊
性
�
を
強
く
反
映
す
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
そ
れ
を
戒
め
る
意
図
を
強
く
帯
び

な
が
ら
、
欧
米
の
公
民
教
育
を
常
に
意
識
し
、
基
本
的
に
は
普
遍
的
近
代
思
想
に

立
脚
し
た
科
目
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
１５７
）
。

第
３
章

大
正
１３
年
公
民
科
の
具
体
的
内
容

―
主
査
委
員
に
よ
る
把
握
・
説
明
―

本
章
で
は
、
第
１
章
第
２
節
（
２
）
〜
（
３
）
で
述
べ
た
と
お
り
、「
主
査
委

員
」
９
名
の
言
説
―
―
と
り
わ
け
「
公
民
教
育
講
習
会
」
に
お
け
る
講
習
内
容
―
―

を
基
本
的
な
検
討
対
象
と
し
な
が
ら
、
大
正
１３
年
公
民
科
で
教
授
す
べ
き
も
の
と

し
て
想
定
さ
れ
た
具
体
的
内
容
を
探
っ
て
い
く
。

な
お
、
先
行
研
究
で
も
同
講
習
に
注
目
し
た
も
の
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず

れ
も
、
あ
ら
か
じ
め
注
目
す
る
概
念
等
を
設
定
し
た
う
え
で
関
連
す
る
言
説
の
み

を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
（
１５８
）
。
し
か
し
、
先
述
の
と
お
り
同
講
習
は
、
文
部
省
主

催
の
も
と
、「
教
授
要
綱
」
策
定
に
最
も
中
心
的
に
携
わ
っ
た
「
主
査
委
員
」
ら

を
講
師
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
我
が
国
最
初
の
「
公
民
科
教
授
要
綱
」

を
め
ぐ
る
解
説
的
な
言
説
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
最
も
公�

的�

か
つ
体�

系�

的�

な
も
の

と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
講
習
の
内
容
は
、
当
時
の
�
理
想
的
公
民
像
�
を

探
る
意
味
か
ら
は
、
よ
り
全
面
的
に
検
討
す
る
意
義
を
有
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
本
章
で
は
、
本
稿
末
尾
に
掲
げ
た
「
教
授
要
綱
」
に
即
し
て
、�
そ
の

各
項
目
に
示
さ
れ
た
抽�

象�

的�

な�

社�

会�

的�

諸�

概�

念�

が
、
ど
の
よ
う
な
理
念
・
内
容
の

も
と
に
教
え
ら
れ
る
べ
き
と
想
定
さ
れ
た
の
か
�
と
い
う
分
析
視
角
（
１５９
）
の
も
と
に
、

「
主
査
委
員
」
に
よ
る
講
習
内
容
を
、
で
き
る
限
り
全
面
的
に
概
観
す
る
こ
と
を

目
指
す
。
ま
た
、
叙
述
に
当
た
っ
て
は
、「
教
授
要
綱
」
の
策
定
を
中
心
的
に

担
っ
た
「
主
査
委
員
」
が
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
か
を
可
視
化
す
る
こ
と
や
、

史
料
そ
の
も
の
の
息
づ
か
い
・
表
現
を
活
か
す
こ
と
を
意
図
し
て
、
各
委
員
の
言

説
を
「
教
授
要
綱
」
の
項
目
別
に
ま
と
め
る
こ
と
は
せ
ず
、
各
委
員
別
に
講
習
内

容
等
を
概
観
し
な
が
ら
、
関
連
す
る
「
教
授
要
綱
」
の
項
目
名
（
１６０
）を
太
字
で
付
記
し

て
い
く
と
い
う
方
針
を
採
用
す
る
（
１６１
）
。

そ
の
一
方
、
各
委
員
が
�
公
民
教
育
講
習
会
で
表
明
す
る
態
度
・
見
解
�
と

�
著
書
等
で
専
門
的
立
場
か
ら
表
明
す
る
態
度
・
見
解
�
と
の
間
に
は
、
一
定
の

相
違
が
あ
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
、
こ
の
間
の
ズ
レ
に
あ
え
て
注
目
す
れ
ば
、
あ
る

意
味
こ
こ
に
�
公
民
科
で
教
え
る
べ
き
（
又
は
教
え
て
も
よ
い
）
と
考
え
ら
れ
た

内
容
�
と
�
公
民
科
で
は
教
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
内
容
�
と
の
境

界
を
見
出
せ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
（
１６２
）
。
ま
た
、「
主
査
委
員
」
の
う
ち
上
田
、

佐
野
、
中
島
の
３
委
員
は
講
習
を
担
当
し
て
い
な
い
が
、
先
述
し
た
「
主
査
委

員
」
の
役
割
の
大
き
さ
に
鑑
み
、
大
正
１３
年
公
民
科
な
い
し
「
教
授
要
綱
」
に
込

め
ら
れ
た
理
念
・
内
容
を
的
確
に
分
析
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
委
員
も
含
め

た
す
べ
て
の
「
主
査
委
員
」
に
つ
い
て
、
そ
の
公
民
教
育
論
な
い
し
「
教
授
要

綱
」
に
掲
げ
ら
れ
た
諸
概
念
に
関
す
る
立
場
・
認
識
等
を
な
る
べ
く
広
く
見
て
お

く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
本
章
で
は
、
講
習
内
容
と
関
連
が

深
い
と
思
わ
れ
る
委
員
各
氏
の
著
書
・
論
文
等
も
適
宜
検
討
の
対
象
と
す
る
（
１６３
）
。

第
１
節

主
査
委
員
に
よ
る
講
習
内
容
の
概
観

本
節
で
は
、
穂
積
、
清
水
、
渡
辺
、
佐
藤
、
深
作
、
田
澤
の
６
委
員
に
よ
る
講

習
内
容
等
を
概
観
し
、「
教
授
要
綱
」
に
示
さ
れ
た
諸
概
念
が
具
体
的
に
ど
の
よ
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う
な
理
念
・
内
容
の
も
と
に
教
え
ら
れ
る
べ
き
と
さ
れ
た
の
か
を
検
討
し
て
い
く
。

（
１
）
穂
積
重
遠
（
１６４
）の
講
習

―
私
法
に
関
す
る
事
項
（
人
ト
社
会
、
我
ガ
家
、
親
族
、
財
産
、
国
法
等
）

こ
こ
で
は
、
穂
積
が
担
当
し
た
「
私
法
に
関
す
る
事
項
」
を
め
ぐ
る
講
習
内
容
（
１６５
）

に
つ
い
て
検
討
す
る
。

穂
積
は
ま
ず
、
第
一
学
年
の
題
目
一
「
人
ト
社
会
」
に
関
す
る
解
説
に
お
い
て
、

法
律
の
前
提
、
公
民
教
育
の
前
提
・
目
的
、
さ
ら
に
は
「
人
生
ノ
意
義
」
は
、

「
共
同
生
活
を
円
満
に
し
て
行
く
」
こ
と
だ
と
強
調
し
（
１６６
）
、
こ
の
理
念
が
穂
積
の
講

習
全
体
を
貫
く
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
人
間
に
は
「
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
色
々
の

共
同
生
活
の
種
類
が
あ
る
」
と
し
て
「
社
会
ノ
態
様
」
を
説
明
し
、
こ
れ
ら
が

「
何
段
に
も
色
々
細
か
く
組
み
合
は
さ
つ
て
居
る
が
故
に
万
事
都
合
好
く
行
く
」

の
だ
と
説
い
て
、
た
と
え
ば
「
個
人
主
義
」
も
「
国
家
主
義
」
も
「
国
際
主
義
」

も
、
互
い
に
「
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
の
見
解
を
表
明
し
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
な
か
で
、「
国
家
」
よ
り
も
「
も
う
一
段
大
き
い
」
単
位
と
し
て
の

「
世
界
全
体
の
国
際
的
共
同
生
活
」
を
円
満
に
し
て
い
く
こ
と
が
「
是
か
ら
後
の

人
間
の
真
価
で
あ
り
ま
せ
う
」
と
解
説
し
、
第
三
学
年
の
題
目
一
一
「
国
交
」
中

の
細
目
「
国
際
連
盟
」
に
つ
い
て
も
「
大
変
値
打
が
あ
る
」
と
し
て
評
価
し
て
い

る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
（
１６７
）
。

次
に
、
題
目
二
「
我
ガ
家
」
の
解
説
は
、
社
会
的
共
同
生
活
の
意
義
に
関
す
る

説
明
に
続
い
て
、「
そ
こ
で
人�

間�

は�

家�

庭�

を�

作�

る�

、
而
し
て
其
家
庭
生
活
は
大
変

に
楽
し
い
も
の
だ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
る
。
要
目
「
家
」
の
説
明
に
お
い
て

穂
積
は
、「
其
家
自
身
の
為
に
家
が
大
事
だ
、
自
分
の
家
の
為
な
ら
ば
何
も
の
を

も
犠
牲
に
す
る
」
と
い
っ
た
考
え
方
を
批
判
し
、「
家
」
が
大
切
な
所
以
は
、
そ

れ
が
「
国�

家�

社�

会�

の�

基�

礎�

」
で
あ
る
か
ら
だ
と
強
調
す
る
。
ま
た
、「
我
ガ
国
ノ

家
族
制
度
」
に
つ
い
て
は
、「
家
族
制
度
維
持
論
と
家
族
制
度
破
壊
論
と
…
…

ど
っ
ち
も
間
違
つ
て
居
る
と
思
」
う
と
し
、
家
族
制
度
は
「
唯
法
律
の
形
式
の
上

だ
け
で
維
持
し
て
も
何
に
も
な
ら
ぬ
」
か
ら
、「
一
緒
に
共
同
生
活
を
し
て
居
る

も
の
は
一
家
と
見
る
、
別
々
に
な
つ
て
居
れ
ば
別
の
一
家
と
見
る
」
と
い
っ
た

「
実
際
の
共
同
生
活
」
に
見
合
っ
た
家
族
制
度
の
「
発
達
」
を
期
す
べ
き
だ
と
し
、

目
下
「
臨
時
法
制
審
議
会
」
に
お
い
て
そ
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
旨
を
説
明
し

て
い
る
（
１６８
）
。
な
お
、
講
習
中
で
は
、
や
は
り
公
的
な
立
場
を
意
識
し
て
か
、
こ
の
よ

う
に
�
事
実
の
紹
介
�
と
い
う
形
で
の
説
明
に
な
っ
て
い
る
が
、
著
書
『
家
族
制

大
意
』
で
は
、
よ
り
直
接
的
な
表
現
で
家
族
制
度
改
革
が
主
張
さ
れ
て
い
る
（
１６９
）
。

要
目
「
戸
主
ト
家
族
」
に
つ
い
て
の
説
明
で
は
、「
一
家
が
戸
主
を
中
心
と
し

て
和
合
し
て
行
く
と
云
ふ
こ
と
が
大
事
な
こ
と
」
と
す
る
が
、「
戸
主
の
位
置
」

が
「
昔
の
家
族
制
度
よ
り
も
余
程
軽
い
」
方
向
へ
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、「
一
家
の
円
満
な
る
共
同
生
活
と
云
ふ
上
か
ら
云
ふ
と
、
却
つ
て
そ
れ
が
宜

い
こ
と
」
と
し
、「
戸
主
権
」
を
法
律
上
で
強
化
し
よ
う
と
す
る
主
張
に
対
し
て

は
、「
今
日
の
時
勢
」
に
反
す
る
と
批
判
す
る
。
こ
こ
で
は
、「
戸
主
で
も
家
族
で

も
公�

の�

方�

面�

で�

は�

銘�

々�

一�

人�

」
で
「
同�

じ�

く�

日�

本�

国�

民�

と�

し�

て�

の�

人�

格�

を�

持�

つ�

」

と
い
う
基
本
的
認
識
が
見
ら
れ
る
（
１７０
）
。

題
目
四
「
親
族
」
の
な
か
の
要
目
「
婚
姻
」
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
詳
し
い
説

明
が
な
さ
れ
る
（
１７１
）
。
ま
ず
、「
配
偶
者
ノ
選
択
」
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
「
あ
の
家

と
此
家
が
釣
合
が
宜
い
と
か
云
ふ
や
う
な
方
面
」
が
重
ん
じ
ら
れ
て
「
当
人
同
士

の
こ
と
は
無
視
し
て
し
ま
う
」
よ
う
な
考
え
方
は
「
ど
う
し
て
も
変
え
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
」
と
し
、「
婚
姻
と
云
ふ
こ
と
は
法
律
的
に
云
へ
ば
其�

結�

婚�

す�

る�

人�

の�

合�

意�

で
あ
る
…
…
本
人
の
意
思
に
特
に
重
き
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
云
ふ

迄
も
な
い
こ
と
」
で
あ
る
と
す
る
（
１７２
）
。
そ
の
一
方
、
婚
姻
は
「
そ
れ
が
本
に
な
つ
て

一
家
が
出
来
社�

会�

の�

組�

織�

の�

基�

礎�

が
出
来
る
」
点
で
「
唯
二
人
だ
け
の
問
題
で
は
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な
い
」
こ
と
も
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
（
１７３
）
。

細
目
「
夫
婦
相
和
」
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
も
「
共
同
生
活
」
の
理
念
に
基
づ

き
、「
対
等
の
人
格
者
が
相
互
に
意
志
人
格
を
尊
重
し
合
ふ
」
こ
と
が
そ
の
前
提

で
あ
る
と
し
、「
夫�

婦�

対�

等�

に�

な�

る�

と�

云�

ふ�

こ�

と�

が�

婚�

姻�

の�

根�

本�

」
で
あ
る
と
強

調
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
夫
が
威
張
つ
て
妻
は
御
辞
儀
を
し
て
居
る
」
と
い
う

よ
う
な
関
係
は
「
理
想
的
の
夫
婦
関
係
で
は
な
」
く
、「
夫
が
外
へ
出
て
働
く
の

も
細
君
が
内
に
居
て
飯
を
炊
く
の
も
共
同
生
活
に
於
け
る
仕
事
の
社
会
的
価
値
は

同
じ
（
１７４
）
」
で
あ
る
と
の
認
識
の
も
と
、「
御
互
に
尊
重
し
合
」
う
べ
き
で
あ
る
と
い

う
の
で
あ
る
（
１７５
）
。

ま
た
、「
親
族
間
ノ
交
際
」
に
関
連
す
る
解
説
の
な
か
で
は
、「
親
類
で
な
い
者

は
仲
良
く
し
な
く
て
も
宜
い
と
云
ふ
や
う
な
、
其
間
に
差
別
を
設
け
る
や
う
な
傾

き
」
は
「
我�

国�

の�

弊�

」
で
あ
る
と
し
、「
公
民
教
育
と
し
て
は
一
方
に
於
て
は
親

族
間
の
交
際
に
重
き
を
置
く
と
同
時
に
、
同
じ
日
本
人
、
同
じ
位
置
に
居
る
内
地

人
、
朝
鮮
人
、
台
湾
人
、
又
日
本
人
と
外
国
人
と
の
関
係
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
に

重
き
を
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
よ
う
（
１７６
）
。

一
方
、
題
目
六
「
財
産
」
の
な
か
の
細
目
「
物
権
、
債
権
」
に
つ
い
て
の
解
説

で
は
、
と
く
に
「
所
有
権
」
を
め
ぐ
る
問
題
が
詳
し
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、「
所
有
権
」
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
・
民
法
な
ど
の

規
定
を
引
き
な
が
ら
、「
何
も
絶
対
無
限
の
も
の
で
は
な
い
、
相
当
の
制
限
が
あ

る
の
で
あ
る
か
ら
権
利
を
濫
用
し
て
は
い
け
な
い
（
１７７
）」
と
し
、「
所�

有�

権�

は�

義�

務�

を�

伴�

ふ�（
１７８
）」
と
い
っ
た
新
し
い
考
え
方
が
強
調
さ
れ
る
。
ま
た
、「
売
買
・
貸
借
権
」

の
説
明
に
お
い
て
は
、「
契
約
自
由
の
原
則
」
に
つ
い
て
も
そ
の
制
限
の
必
要
性

が
説
か
れ
、「
契
約
の
自
由
と
云
ふ
け
れ
ど
も
扨
て
実
際
に
行
は
れ
て
居
る
所
を

見
る
と
必
ず
し
も
契
約
は
自
由
で
は
な
い
」
と
し
、「
そ
れ
の
著
し
い
の
は
労
働

問
題
」
で
あ
る
と
し
て
、
と
く
に
「
労
働
者
と
工
場
主
」
の
雇
用
契
約
に
は
現
状

と
し
て
問
題
が
あ
る
か
ら
「
制
限
」
さ
れ
う
る
も
の
と
し
て
お
り
、「
工
場
法
」

に
つ
い
て
も
必
然
視
さ
れ
て
い
る
（
１７９
）
。

ま
た
、
要
目
「
財
産
権
ノ
尊
重
」
に
つ
い
て
の
説
明
で
は
、
ま
ず
、「
唯
無
暗

と
財
産
権
と
云
ふ
考
を
打
ち
毀
さ
う
」
と
い
う
「
共
産
主
義
」
は
「
非
常
に
危

険
」
と
し
、「
私
有
財
産
制
度
」
は
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
（
１８０
）
が
、
一

方
、「
私
有
財
産
万
能
…
…
ど
う
で
も
勝
手
に
出
来
る
」
と
い
っ
た
考
え
方
も

「
非
常
な
問
題
」
と
し
、「
所�

有�

者�

道�

徳�

」
の
必
要
性
を
長
々
と
強
調
し
た
う
え
で
、

公
民
教
育
で
は
、「
各�

自�

の�

所�

有�

観�

念�

と
云
ふ
も
の
を
利
己
的
な
も
の
で
な
く
も

つ
と
道
徳
的
な
も
の
に
す
る
」
と
い
う
点
に
力
を
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
（
１８１
）
。

こ
れ
ら
の
立
場
・
見
解
は
、
そ
れ
が
「
共
同
生
活
」
の
理
念
か
ら
意
義
づ
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
も
含
め
て
、
木
村
の
言
説
と
共
通
し
て
い
る
。

第
三
学
年
の
題
目
八
「
国
法
」
の
な
か
の
要
目
「
法
ノ
尊
重
」
に
関
し
て
は
、

従
来
は
「
な
ぜ
一
体
法
律
は
尊
重
し
な
け
れ
ば
い
か
な
い
か
」
と
い
う
点
に
つ
い

て
の
説
明
が
「
甚
だ
不
完
全
で
あ
つ
た
」
と
し
、
公
民
教
育
で
は
、「
国
家
の
命

令
だ
か
ら
」「
背
け
ば
罰
せ
ら
れ
る
か
ら
」
と
い
う
単
純
な
説
明
で
は
な
く
、「
国�

家�

は�

一�

体�

何�

を�

命�

令�

す�

る�

の�

か�

、
な�

ぜ�

国�

家�

の�

命�

令�

な�

ら�

ば�

従�

わ�

な�

け�

れ�

ば�

な�

ら�

ぬ�

か�

」
と
い
う
点
に
立
ち
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
外
部

か
ら
与
え
ら
れ
た
規
範
と
し
て
で
は
な
く
、「
国
家
と
云
ふ
も
の
は
我
々
の
共
同

生
活
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
の
も
と
、「
唯
法
律
の
文
句
」
に
従
う
の
で
は
な
く
、

「
法
律
の
根
本
精
神
」
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
の
理
念
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
（
１８２
）
。

ま
た
、
細
目
「
法
ト
道
徳
」
に
関
す
る
説
明
で
は
、「
道
徳
」
を
「
法
律
」
の

基
礎
に
あ
る
も
の
と
捉
え
、「
悪
法
と
雖
も
法
な
り
」
と
い
う
考
え
方
に
対
し
て

「
私
は
悪
法
は
法
に
あ
ら
ず
、
法
律
は
全
体
良
く
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
と
思
う
と

表
明
し
て
い
る
（
１８３
）
。
併
せ
て
、
こ
こ
で
は
、「
法
の
不
知
は
弁
解
と
な
ら
ず
」
な
る

格
言
の
問
題
点
も
指
摘
し
、
国
家
は
「
法
律
の
趣
旨
を
国
民
に
知
ら
せ
る
手
段
を
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採
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
し
て
、
法
律
の
口
語
化
を
提
唱
し
て
い
る
（
１８４
）
。

題
目
九
「
裁
判
所
」
に
関
す
る
説
明
で
は
、
ま
ず
、
現
状
の
裁
判
所
の
問
題
点

と
し
て
「
時
間
が
か
ゝ
り
過
ぎ
る
」
こ
と
と
「
費
用
が
か
ゝ
る
」
こ
と
に
加
え
、

「
原
告
と
被
告
と
が
…
…
初
め
か
ら
喧
嘩
腰
」
で
あ
る
こ
と
を
も
挙
げ
る
。
そ
こ

で
穂
積
は
、
裁
判
を
受
け
る
こ
と
は
「
国
民
の
一
の
権
利
」
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、

「
勝
つ
た
負
け
た
の
争
ひ
に
な
ら
ぬ
中
に
両
方
の
言
分
を
よ
く
聞
い
て
仲
に
這
入

つ
て
程
よ
く
譲
っ
て
貰
っ
て
話
を
付
け
や
う
」
と
い
う
解
決
策
と
し
て
、「
小
作

調
停
」
等
の
調
停
制
度
を
詳
し
く
解
説
し
、
こ
の
制
度
へ
の
期
待
を
表
明
す
る
（
１８５
）
。

こ
の
点
に
関
す
る
穂
積
の
説
明
は
、
や
や
楽
観
的
に
過
ぎ
る
感
も
あ
る
も
の
の
、

裁
判
と
い
う
形
で
「
時
間
」
や
「
費
用
」
を
か
け
る
こ
と
が
難
し
い
庶
民
層
の
実

状
を
考
慮
し
、
現
実
的
で
利
用
し
や
す
い
権
利
救
済
の
手
段
を
詳
し
く
提
示
し
た

も
の
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

一
方
、
細
目
「
刑
事
裁
判
、
陪
審
」
に
関
し
て
は
、
穂
積
の
講
習
を
締
め
く
く

る
部
分
で
あ
る
か
ら
か
、
と
く
に
広
い
視
点
か
ら
の
解
説
が
な
さ
れ
、
近
く
実
施

が
予
定
さ
れ
て
い
た
「
陪
審
制
度
（
１８６
）
」
に
触
れ
て
、「
日�

本�

国�

民�

全�

体�

の�

共�

同�

生�

活�

と
云
ふ
こ
と
が
一
方
で
は
普�

通�

選�

挙�

と
し
て
現
は
れ
一
方
に
は
陪�

審�

制�

度�

と
し
て

現
は
れ
て
来
る
の
で
あ
ら
う
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
日
本
が
「
大
に
学
ぶ
べ
き
」

立
憲
政
治
の
あ
り
方
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
例
を
挙
げ
な
が
ら
（
１８７
）
、「
一
般
の
人
々
が

政
治
と
か
法
律
と
か
云
ふ
こ
と
を
唯
政
府
の
こ
と
だ
と
思
は
ず
に
、
銘
々
が
本
当

に
自�

分�

の�

こ�

と�

だ
と
思
つ
て
銘
々
が
十
分
に
考�

へ�

て�

、
悪
い
こ
と
が
あ
れ
ば
十
分

議�

論�

を
し
て
そ
れ
を
直�

す�

や
う
に
す
る
と
云
ふ
こ
と
が
大
事
な
こ
と
で
、
そ�

れ�

が�

出�

来�

る�

の�

が�

本�

当�

の�

公�

民�

」
で
あ
る
と
し
、
こ
こ
に
公
民
教
育
の
目
指
す
べ
き
と

こ
ろ
が
表
明
さ
れ
る
（
１８８
）
。

以
上
の
よ
う
に
穂
積
の
講
習
に
は
、
国
際
協
調
主
義
に
基
づ
く
国
際
連
盟
へ
の

高
い
評
価
、「
家
」
制
度
の
相
対
化
や
男
女
平
等
の
高
調
、
あ
る
い
は
「
所
有
権

は
義
務
を
伴
ふ
」、「
悪
法
は
法
に
あ
ら
ず
」
と
い
っ
た
指
摘
な
ど
、
多
く
の
興
味

深
い
理
念
・
内
容
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
理
念
は
す
べ
て
「
対
等
の

人
格
者
」
の
自
発
的
な
連
帯
と
し
て
の
「
共
同
」
と
い
う
精
神
か
ら
説
明
さ
れ
、

講
習
の
最
後
で
は
、
政
治
や
法
律
と
い
っ
た
問
題
を
「
自
分
の
こ
と
」
と
捉
え
、

「
悪
い
こ
と
が
あ
れ
ば
十
分
議
論
を
し
て
そ
れ
を
直
す
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な

公
民
像
が
理
想
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
穂
積
の
講
習
は
、
と

り
わ
け
公
民
科
ら
し
い
精
神
に
貫
か
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、「
共
同
」

の
理
念
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
「
本
当
の
人
格
主
義
の
意
味
の
個
人
主
義
」
の

「
自
覚
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
規
定
し
て
個
人
主
義
を
重
ん
ず
る
論
理
（
１８９
）
は
、

一
見
あ
り
が
ち
に
見
え
て
、
木
村
ら
の
言
説
と
比
較
し
た
と
き
、
先
進
的
な
も
の

と
い
え
る
。

（
２
）
清
水
澄
（
１９０
）
の
講
習

―
公
法
に
関
す
る
事
項
（
我
ガ
国
家
、
天
皇
、
臣
民
、
立
憲
政
治
等
）

こ
こ
で
は
、
清
水
が
担
当
し
た
「
公
法
に
関
す
る
事
項
」
を
め
ぐ
る
講
習
内
容
（
１９１
）

に
つ
い
て
検
討
す
る
（
１９２
）
。

第
三
学
年
の
題
目
一
「
我
ガ
国
家
」
に
関
す
る
こ
と
か
ら
清
水
の
講
習
は
始
ま

る
。
そ
の
冒
頭
、
要
目
で
あ
る
「
国
家
」
に
つ
い
て
、「
自�

然�

人�

と
同
様
に
権
利

義
務
を
有
す
る
こ
と
の
出
来
る
資
格
を
持
つ
て
居
る
も
の
」
と
い
う
意
味
で
の

「
法
人
（
１９３
）
」
で
あ
る
と
し
て
国
家
法
人
説
に
立
ち
、
国
家
形
成
の
原
理
に
つ
い
て
は

「
人
民
が
段
々
多
数
に
な
り
ま
し
て
自
分
の
生
活
を
完
う
す
る
と
云
ふ
上
か
ら
申

し
ま
す
と
、
自
然
に
団
体
を
作
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
に
な
つ
て
来
る
（
１９４
）
」
と
し
て

「
人
類
ト
国
家
」
の
関
係
を
説
い
て
い
る
。

一
方
、
細
目
「
国
体
」
に
つ
い
て
は
、「
権
力
の
所
在
」
を
「
国
体
の
違
い
を

現
は
す
一
の
特
色
」
で
あ
る
と
し
、
天
皇
の
統
治
権
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
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共
和
制
国
家
の
例
な
ど
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
日
本
の
皇
室
の
「
万
世
一

系
」
を
強
調
し
た
う
え
で
、「
欧
羅
巴
亜
米
利
加
に
較
べ
て
違
つ
て
居
る
と
な
ん

だ
か
日
本
の
方
が
悪
い
よ
う
に
考
え
て
卑
下
」
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
と
説
き
、

我
々
は
、「
所
謂
国
体
の
精
華
」
及
び
「
此
国
体
」
を
「
非
常
な
誇
り
」
と
す
べ

き
だ
と
す
る
（
１９５
）
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
、
題
目
四
「
立
憲
政
治
」
中
の
要
目
「
帝
国
憲

法
」
の
う
ち
の
細
目
「
憲
法
制
定
の
沿
革
」
に
関
連
す
る
説
明
も
行
わ
れ
る
が
、

憲
法
の
制
定
に
よ
り
、
天
皇
の
政
治
に
対
す
る
権
力
が
一
定
の
「
制
限
」
を
受
け
、

「
従
来
は
専
制
政
治
で
あ
つ
た
の
が
立
憲
政
治
に
な
つ
た
」
と
は
し
つ
つ
も
、
こ

の
こ
と
は
「
政
治
の
仕
方
」
の
変
化
に
過
ぎ
ず
、「
国
体
に
は
何
等
の
影
響
が
な

い
」
こ
と
も
強
調
し
て
い
る
（
１９６
）
。

第
三
学
年
題
目
二
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
「
天
皇
」
に
つ
い
て
は
、「
我
ガ
国

家
」「
立
憲
政
治
」
と
い
っ
た
他
の
題
目
に
関
す
る
説
明
で
も
し
ば
し
ば
言
及
が

な
さ
れ
る
（
１９７
）
が
、
国
家
法
人
説
を
基
礎
に
導
出
さ
れ
る
は
ず
の
天
皇
機
関
説
等
に
つ

い
て
は
、
講
習
全
体
を
通
じ
て
全
く
言
及
が
見
ら
れ
な
い
。
一
方
、
著
書
『
帝
国

公
法
大
意
』
に
お
い
て
は
、
学
問
的
論
理
に
よ
っ
て
天
皇
機
関
説
を
批
判
し
つ
つ

も
、「
国
家
ガ
統
治
権
ノ
主
体
」
と
す
る
解
釈
は
認
め
、
一
定
の
立
場
を
と
る
天

皇
機
関
説
に
つ
い
て
は
「
敢
ヘ
テ
誤
リ
ナ
キ
」
も
の
と
す
る
な
ど
詳
し
い
言
及
が

見
ら
れ
（
１９８
）
る
こ
と
か
ら
、
同
書
と
講
習
に
お
け
る
扱
い
を
対
比
的
に
見
る
と
、
天
皇

機
関
説
は
、
庶
民
層
向
け
の
教
育
機
関
た
る
実
業
補
習
学
校
に
お
い
て
は
取
り
上

げ
る
必
要
の
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
（
１９９
）
。

以
上
の
よ
う
に
清
水
の
講
習
は
、
天
皇
な
い
し
「
国
体
」
に
関
す
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
い
わ
ば
保
守
的
な
立
場
で
貫
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
と
は
い
え
、
立

憲
政
治
の
意
義
や
国
民
の
権
利
の
尊
重
と
い
っ
た
テ
ー
マ
に
関
し
て
は
、
一
定
の

限
界
は
見
ら
れ
る
に
せ
よ
、
立
憲
主
義
的
精
神
に
基
づ
く
合
理
的
な
解
説
が
行
わ

れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
第
三
学
年
の
題
目
三
「
臣
民
、
領
土
」
に
お
け
る
細
目
「
臣
民
ノ

権
利
義
務
」
に
つ
い
て
の
説
明
で
は
、
い
わ
ゆ
る
天
賦
人
権
論
に
基
づ
く
説
明
は

な
さ
れ
ず
（
２００
）
、
権
利
は
「
絶
対
」
で
は
な
い
と
し
つ
つ
も
、「
制
限
す
る
に
は
制
限

す
る
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
又
制
限
す
る
手
続
き
が
合
理
的
で
な
く
て
は
な

ら
ぬ
」
と
し
、「
憲�

法�

に�

於�

い�

て�

人�

民�

の�

権�

利�

義�

務�

を�

保�

障�

す�

る�

と�

云�

ふ�

こ�

と�

は�

立�

憲�

政�

治�

の�

起�

つ�

た�

本�

と�

云�

つ�

て�

も�

宜�

し�

い�

」
と
強
調
し
て
、
国
民
の
権
利
を
保

障
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
（
２０１
）。

第
三
学
年
の
題
目
四
「
立
憲
政
治
」
に
関
し
て
は
、
第
一
に
「
立
法
を
行
ふ
の

に
議
会
を
設
け
」、
第
二
に
「
司
法
権
を
行
ふ
の
に
独
立
の
裁
判
所
を
設
け
」、
第

三
に
「
行
政
事
務
を
行
ふ
の
に
別
に
官
庁
を
設
け
」
る
と
い
う
「
三
権
分
立
」
に

加
え
て
、「
政
府
の
当
局
に
当
る
者
は
責
任
を
以
て
政
務
を
行
」
う
こ
と
が
立
憲

政
治
の
要
件
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
ら
の
事
項
は
「
日
本
の
憲
法
の
上
に
も
矢
張
り

現
わ
れ
て
居
る
」
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
大
日
本
帝
国
憲
法
の
第
５
条
、
第
５７
条
、

第
１０
条
、
第
５５
条
を
引
用
し
な
が
ら
説
明
す
る
（
２０２
）
。
こ
の
よ
う
に
�
三
権
分
立
�
と

�
政
府
の
責
任
�
と
を
以
て
立
憲
政
治
の
要
件
と
す
る
理
解
は
、
現
代
的
理
解
と

比
べ
れ
ば
や
や
狭
い
感
は
あ
る
も
の
の
、
そ
こ
で
は
、「
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
」
か
ら

始
ま
り
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
著
書
「
法
の
精
神
」
に
よ
る
「
三
権
分
立
」
の
提

唱
、
初
め
て
の
「
成
文
憲
法
」
と
し
て
の
「
合
衆
国
憲
法
」
の
制
定
、
そ
し
て

「
仏
蘭
西
大
革
命
」
へ
と
連
な
る
人
類
の
立
憲
政
治
史
上
の
出
来
事
が
、
現
代
の

社
会
科
教
育
と
同
様
に
説
き
起
こ
さ
れ
、
そ
の
意
義
が
語
ら
れ
て
い
る
（
２０３
）
。

第
三
学
年
の
題
目
五
「
帝
国
議
会
」
に
つ
い
て
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
に
明
確

な
規
定
が
な
い
な
か
で
も
、「
議�

会�

と�

云�

ふ�

も�

の�

は�

国�

民�

の�

代�

表�

機�

関�

で
あ
る
」

と
の
基
本
的
認
識
に
立
ち
、
議
会
は
「
立
憲
政
治
の
最
も
必
要
な
機
関
」
で
あ
る

と
し
て
、
国
民
の
「
色
々
の
社
会
の
方
面
」「
色
々
の
意
見
」
を
「
縮
写
」
し
、

「
少
数
の
意
見
も
意
見
と
し
て
尊
重
」
す
る
な
ど
し
て
「
全
体
の
議
員
が
国
民
全
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体
を
代
表
」
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
２０４
）
と
解
説
す
る
。
一
方
、
権
力
分
立

を
重
ん
ず
る
立
場
か
ら
か
、「
二
院
制
」
に
対
す
る
評
価
が
高
く
、「
貴
族
院
改
造

論
」
に
は
消
極
的
で
あ
る
（
２０５
）
。

ま
た
、
要
目
「
選
挙
」
中
の
細
目
「
選
挙
権
」
に
関
連
し
て
は
、
普
通
選
挙
に

つ
い
て
、「
何
処
の
国
で
も
早
晩
来
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
疑
い
な

い
」
と
し
た
う
え
で
、「
普�

通�

選�

挙�

に�

関�

連�

し�

て�

起�

る�

の�

は�

婦�

人�

の�

問�

題�

で
あ
り

ま
す
」
と
強
調
し
、
婦
人
参
政
権
に
つ
い
て
、「
納
税
制
限
の
撤
廃
と
同
時
に
…

…
考
え
の
中
に
入
れ
」
る
べ
き
も
の
だ
と
言
及
し
て
い
る
（
２０６
）
。
細
目
「
立
憲
政
治
ト

選
挙
」
に
関
連
し
て
は
、「
金
に
依
つ
て
投
票
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
「
選
挙
の

弊
害
の
防
止
」
を
「
立
憲
政
治
を
完
成
す
る
上
に
於
て
非
常
に
大
事
な
こ
と
」
と

し
、「
教
育
の
力
を
以
て
」
こ
の
実
現
に
努
め
る
べ
き
だ
と
提
唱
し
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
穂
積
と
同
じ
く
「
権�

利�

の�

観�

念�

は�

義�

務�

を�

伴�

ふ�

」
と
い
う
考
え
方
を
引

き
、「
選
挙
権
」
も
「
濫�

用�

し�

な�

い�

で�

権�

利�

の�

目�

的�

通�

り�

公�

正�

に�

行�

ふ�

べ�

き�

」
も

の
で
あ
る
と
説
い
て
る
（
２０７
）
。

第
三
学
年
の
題
目
六
「
国
務
大
臣
、
枢
密
顧
問
」
中
の
細
目
に
あ
る
「
国
務
大

臣
の
責
任
」
に
つ
い
て
は
、「
立
憲
政
治
に
於
て
国
務
大
臣
に
特
に
必
要
な
点
は
、

責�

任�

を�

負�

ふ�

と
云
ふ
こ
と
」
で
あ
る
と
し
、
こ
こ
に
は
、
抽
象
的
な
意
味
で
�
国

家
・
国
民
に
対
し
正
し
い
政
策
を
行
う
責
任
�
と
い
っ
た
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
（
２０８
）
。
な
お
、
こ
こ
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
責
任
内
閣
制
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
�
議
会
に
対
す
る
責
任
�
に
つ
い
て
は
何
ら
言
及
さ
れ
て
い
な
い
（
２０９
）
が
、
日
本
に

お
い
て
議
会
が
「
政
府
の
責
任
」
を
問
う
方
法
と
し
て
は
、「
政
府
攻
撃
の
意

味
」
で
用
い
ら
れ
る
「
質
問
」
と
「
政
府
を
弾
劾
」
す
る
内
容
の
「
上
奏
」
が
あ

る
と
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
政
府
は
答
弁
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
義
務
が

あ
る
」
か
ら
、「
議
会
に
於
て
多
数
党
が
政
府
を
攻
撃
す
る
こ
と
に
依
つ
て
内
閣

が
代
つ
て
行
く
と
云
ふ
こ
と
に
な
れ
ば
責
任
制
度
を
設
け
る
必
要
は
な
い
」
と

い
っ
た
ふ
う
に
、
清
水
は
現
行
制
度
の
運
用
に
よ
っ
て
政
府
の
�
議
会
に
対
す
る

責
任
�
を
実
質
的
に
担
保
す
る
方
法
を
説
明
し
て
い
る
と
い
え
る
（
２１０
）
。

ま
た
、
第
三
学
年
の
題
目
九
「
裁
判
所
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
要
目
「
司
法
」

中
の
細
目
「
司
法
権
の
独
立
」
に
関
連
し
、「
裁
判
所
の
特
色
は
独�

立�

の�

地�

位�

を

持
つ
て
居
」
る
こ
と
だ
と
説
明
し
、「
政
府
」
も
「
君
主
」
も
含
め
て
「
何
人
も

拘
束
が
出
来
な
い
」
も
の
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
（
２１１
）
。

一
方
、
要
目
「
帝
国
憲
法
」
中
の
細
目
「
立
憲
政
治
ト
国
民
」
の
備
考
と
し
て

「
輿
論
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
清
水
は
こ
れ
に
つ
い
て
あ
ま
り
積
極
的
に
評

価
す
る
態
度
は
示
し
て
い
な
い
（
２１２
）。
要
目
に
あ
る
「
政
党
」
に
つ
い
て
も
、
イ
ギ
リ

ス
の
よ
う
に
「
下
院
に
多
数
を
制
し
た
党
派
が
内
閣
を
造
る
…
…
是
が
即
ち
政
党

政
治
、
さ
う
云
ふ
具
合
に
す
る
の
が
議
院
政
治
即
ち
立
憲
政
治
で
あ
る
」
と
の
考

え
方
は
「
狭
い
考
へ
」
で
あ
る
と
し
（
２１３
）
、
細
目
に
含
ま
れ
る
「
政
党
の
意
義
」「
政

党
の
利
弊
」
と
い
っ
た
興
味
深
い
事
項
に
つ
い
て
の
体
系
的
な
解
説
は
見
ら
れ
な

い
。
こ
こ
で
は
「
議
会
が
出
来
る
以
上
は
政
党
と
云
ふ
も
の
は
必
然
の
結
果
と
し

て
出
来
る
」
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
多
数
党
が
政
治
の
上
に
於
て
勢
力
を
有
す

る
」
こ
と
も
必
然
で
あ
る
（
２１４
）
と
い
っ
た
説
明
が
な
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。

ま
た
、
第
三
学
年
の
題
目
一
一
「
国
交
」
に
含
ま
れ
る
細
目
「
国
際
連
盟
」
に

つ
い
て
は
、「
国
家
の
上
に
又
国
家
を
造
る
」
の
は
「
各
国
の
主
権
と
相
容
れ
な

い
」
と
い
う
認
識
の
も
と
、
国
際
連
盟
が
「
各
国
に
対
し
て
強
制
力
を
持
た
な
い

…
…
極
め
て
弱
い
」
性
質
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
必
然
視
し
て
お
り
（
２１５
）
、
国

際
連
盟
は
消
極
的
な
評
価
し
か
受
け
得
て
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、「
公
法
に
関
す
る
事
項
」
を
扱
う
清
水
の
講
習
内
容
は
、
と

り
わ
け
「
国
体
」
な
ど
に
関
す
る
説
明
に
お
い
て
、
い
わ
ば
保
守
的
な
傾
向
が
強

く
、「
人
ト
社
会
」
や
「
我
ガ
家
」
と
い
っ
た
「
私
法
」
の
方
面
を
扱
う
穂
積
の

講
習
内
容
と
比
較
す
れ
ば
、
両
者
の
傾
向
に
は
相
当
の
距
離
が
感
じ
ら
れ
る
。
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と
は
い
え
、
憲
法
に
基
づ
き
国
民
の
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
、
君
主
や
政
府
の

権
力
を
制
限
し
、
三
権
の
分
立
を
確
保
す
る
こ
と
、
政
府
が
政
治
に
責
任
を
負
う

べ
き
こ
と
な
ど
の
重
要
性
は
、
立
憲
政
治
の
当
然
の
前
提
と
し
て
高
調
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
議
会
は
「
国
民
の
代
表
機
関
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
普
通
選
挙
や
婦
人

参
政
権
も
必
然
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
を
見
る
と
、
清
水
の
講
習

は
、
概
し
て
国
民
の
実
質
的
な
権
利
・
利
益
に
つ
い
て
は
擁
護
し
た
も
の
と
も
い

え
、
当
時
に
お
い
て
は
、
公
民
科
の
教
育
内
容
に
関
す
る
講
習
と
し
て
、
あ
る
意

味
�
穏
当
�
な
内
容
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
３
）
渡
辺
鉄
蔵
（
２１６
）の
講
習

―
経
済
、
都
市
に
関
す
る
事
項
（
生
産
、
商
業
、
金
融
、
都
市
生
活
等
）

こ
こ
で
は
、
渡
辺
が
担
当
し
た
「
経
済
、
都
市
に
関
す
る
事
項
」
を
め
ぐ
る
講

習
内
容
（
２１７
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
（
２１８
）
。

渡
辺
は
ま
ず
、
第
一
学
年
の
題
目
八
「
生
産
」
に
つ
い
て
、「
物
を
造
る
」
こ

と
で
は
な
く
、「
価�

値�

の�

増�

進�

」
で
あ
る
と
経
済
学
的
に
定
義
し
、
要
目
に
掲
げ

ら
れ
て
い
る
「
土
地
（
２１９
）」「
資
本
」「
労
力
」
を
「
生�

産�

の�

三�

要�

素�

」
と
位
置
づ
け
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
に
つ
い
て
合
理
的
・
学
問
的
な
説
明
を
加
え
て
い

く
（
２２０
）が
、
そ
う
し
た
な
か
で
「
資
本
の
蓄
積
が
な
か
つ
た
ら
学
校
を
造
る
こ
と
も
飛

行
機
を
造
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
此
頃
資
本
を
否
定
す
る
や
う
な
思
想
が
あ
り
ま

す
が
、
労
力
だ
け
で
は
勿
論
生
産
は
出
来
な
い
」
な
ど
と
、
同
時
代
の
社
会
思
潮

を
意
識
し
た
言
及
も
織
り
交
ぜ
る
。
ま
た
、「
労
力
」
に
つ
い
て
、「
労
力
の
優
れ

た
国
が
個
人
に
も
国
民
生
活
に
も
楽
」
で
あ
る
と
し
て
「
労
力
の
良
否
」
の
重
要

性
を
説
く
が
、
こ
こ
で
は
、
公
民
科
の
一
つ
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
道
徳
の
問
題
」

を
「
経
済
一
般
に
関
係
し
て
来
る
」
も
の
だ
と
し
て
、「
労�

働�

者�

の�

責�

任�

心�

、
義�

務�

心�

、
経�

営�

者�

自�

身�

の�

責�

任�

心�

」
の
重
要
性
を
説
き
、「
例
え
ば
英
吉
利
の
労
働

者
と
日
本
の
労
働
者
と
比
較
し
て
、
唯
技
術
、
体
力
ば
か
り
で
な
く
道
徳
上
の
観

念
に
於
て
日
本
が
非
常
に
劣
つ
て
居
れ
ば
大
変
不
利
益
な
こ
と
で
あ
る
、
さ
う
云

ふ
点
に
注
意
し
て
教
育
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
（
２２１
）
。

な
お
、
細
目
で
あ
る
「
能
率
ノ
増
進
」
に
つ
い
て
は
、「
最
近
」「
亜
米
利
加
な

ど
で
唱
へ
ら
れ
て
居
る
」
考
え
方
と
し
て
、
経
営
学
の
大
家
・
テ
イ
ラ
ー
が
提
唱

し
た
「
科
学
的
管
理
法
」
す
な
わ
ち
「
テ
ー
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
」
を
紹
介
す
る
。
こ

こ
で
渡
辺
は
、
こ
の
「
能
率
増
進
」
の
「
起
り
の
思
想
」
に
つ
い
て
、「
生
産
費

マ
マ

用
を
下
げ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
労
働
賃
銀
を
安
く
し
な
く
て
も
」
よ
い
の
で

あ
っ
て
、「
労
働
賃
金
を
上
げ
て
生
産
費
を
安
く
す
る
こ
と
を
考
へ
出
せ
ば
労�

働�

者�

も�

利�

益�

で�

あ�

る�

し�

雇�

主�

も�

利�

益�

で�

あ�

る�

か
ら
、
今
迄
の
敵
対
で
な
く
調
和
で
行

か
う
」
と
い
う
考
え
方
だ
と
説
明
し
て
い
る
（
２２２
）
。

「
都
市
用
」
第
二
学
年
の
題
目
一
三
「
商
業
」
の
説
明
で
は
、
ま
ず
、
備
考
に

掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
商
業
ノ
任
務
」
に
つ
い
て
、「
唯
金
を
儲
け
る
」
と
い
う
の

で
は
な
く
、「
国
民
生
活
上
の
働
き
と
し
て
は
…
…
財
貨
の
交
換
」
で
あ
る
と
ま

と
め
（
２２３
）
、「
商
業
道
徳
」
に
つ
い
て
も
「
財
貨
の
交
換
と
云
う
役
目
を
立
派
に
勤

め
」
る
こ
と
を
以
て
説
明
し
て
い
る
（
２２４
）
。
そ
し
て
渡
辺
は
、「
商
人
が
利
益
を
得
る

と
云
ふ
こ
と
は
月
給
取
り
が
月
給
を
取
る
の
と
変
わ
つ
た
こ
と
は
な
い
」
と
し
た

う
え
で
、「
生�

産�

と�

云�

ふ�

こ�

と�

は�

営�

利�

経�

済�

が�

一�

番�

宜�

い�

の
で
国
が
経
営
す
る
と

云
ふ
や
う
な
こ
と
は
原
則
で
は
な
い
」
と
し
、
営
利
経
済
の
原
則
と
そ
の
長
所
を

強
調
す
る
（
２２５
）
。
ま
た
、
備
考
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
カ
ル
テ
ル
」「
ト
ラ
ス
ト
」
の

解
説
に
お
い
て
も
、「
暴
利
」
は
否
定
す
る
一
方
、「
兎
に
角
経
済
上
の
問
題
は
凡

て
自
由
が
宜
い
の
で
あ
つ
て
、
已
む
を
得
な
け
れ
ば
は
つ
き
り
解
つ
た
も
の
を
確

信
の
就
い
た
時
に
取
り
締
ま
る
と
か
制
限
す
べ
き
も
の
」
と
い
う
原
則
を
強
調
し

て
お
り
（
２２６
）
、「
商
業
」
に
関
す
る
渡
辺
の
解
説
は
、
自
由
放
任
主
義
の
傾
向
が
強
い
。

と
は
い
え
、
備
考
に
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
保
険
」
に
つ
い
て
は
、「
個
人
的
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な
不
幸
或
は
努
力
の
足
り
な
い
所
」
に
よ
ら
な
い
「
突
然
起
つ
て
き
た
事
情
」
に

対
し
て
個
人
が
備
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、「
或
る
部
分
国
が
責
任
を
以

て
此
制
度
を
設
け
」
て
、「
物
質
的
の
補
助
」
を
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
と

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
経
済
組
織
は
今
の
儘
で
宜
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
併

し
今
の
儘
で
は
矢
張
り
弱
い
者
の
収
入
が
少
い
、
一
方
に
於
て
は
人
間
と
し
て
相

当
の
生
活
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
か
ら
、「
危
険
の
あ
つ
た
場
合
に
は
保
険
に

依
つ
て
国
が
助
け
る
な
り
雇
主
が
助
け
る
な
り
す
る
必
要
」
が
あ
る
と
し
て
、

「
国�

営�

保�

険�

」
す
な
わ
ち
社
会
保
険
制
度
に
つ
い
て
は
積
極
的
に
肯
定
さ
れ
る
（
２２７
）
。

「
都
市
用
」
第
二
学
年
の
題
目
一
四
「
工
業
」
の
説
明
に
お
い
て
は
、
備
考
に

あ
る
「
工
業
ノ
任
務
」
に
つ
い
て
、「
自
然
に
労
力
を
加
へ
て
価
値
を
増
進
す

る
」
こ
と
と
定
義
し
た
う
え
で
、「
殊
に
日
本
の
や
う
な
富
源
の
少
い
国
で
は
出

来
る
だ
け
労�

力�

を�

加�

え�

て�

外�

国�

に�

売�

る�

、
加
工
業
と
商
業
で
成
立
つ
て
そ
れ
で
国�

民�

経�

済�

の�

要�

求�

を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
か
ら
「
工
業
の
任
務
は
益
々
重

大
」
で
あ
る
と
強
調
す
る
。
ま
た
、
同
じ
く
備
考
の
「
粗
製
濫
造
ノ
防
止
」
に
つ

い
て
は
、「
英
吉
利
の
国
民
性
は
忠
実
で
あ
る
か
ら
製
品
に
対
し
て
非
常
に
注
意

を
す
る
」
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
製
品
の
品
質
の
高
さ
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
、

「
日
本
の
製
造
品
は
粗
製
乱
造
で
自
ら
販
路
を
狭
め
て
居
る
」
と
批
判
し
、「
本
当

の
競
争
」
と
し
て
外
国
品
か
ら
恐
れ
ら
れ
る
よ
う
な
「
丈
夫
な
も
の
親
切
な
品

物
」
を
作
る
よ
う
、
製
造
業
者
の
「
自
覚
」
を
求
め
て
い
る
（
２２８
）
。

な
お
、
備
考
に
あ
る
「
工
場
法
」
に
つ
い
て
は
、「
労
働
者
の
保
護
」
と
い
う

観
点
に
基
づ
き
、
そ
の
沿
革
や
「
種
々
の
制
限
」
等
に
つ
い
て
説
明
を
行
う
が
、

当
時
「
国
際
労
働
会
議
」
に
お
い
て
も
提
唱
さ
れ
た
「
八
時
間
労
働
」
の
原
則
に

つ
い
て
は
強
く
批
判
（
２２９
）
し
、「
国
際
労
働
会
議
で
日
本
が
除
外
例
を
設
け
た
の
は
当

然
の
こ
と
（
２３０
）
」
と
述
べ
て
い
る
。

な
お
、
労
働
組
合
に
つ
い
て
は
、
著
書
『
経
済
政
策
要
論
』
で
は
、
労
働
者
が

「
多
数
団
結
し
て
相
手
方
に
対
抗
す
る
の
必
要
な
る
は
当
然
の
事
由
」
と
し
、「
適

当
に
労
働
組
合
の
発
達
を
助
長
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
積
極
的
肯
定
の
姿
勢
が
見

ら
れ
る
（
２３１
）
。
し
か
し
、
著
書
で
の
こ
う
し
た
言
及
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
講
習
中
で
は
、

労
働
組
合
に
つ
い
て
の
実
質
的
な
言
及
は
な
い
。

第
三
学
年
の
題
目
一
三
「
我
ガ
国
ノ
産
業
」
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、「
内
地
の

需
要
を
充
た
す
だ
け
の
産
業
を
起
す
の
で
は
日
本
の
国
民
経
済
上
の
立
場
か
ら
は

十
分
で
な
い
」
と
し
、「
外
国
に
販
路
の
あ
る
品
物
を
造
り
得
る
産
業
を
発
達
さ

せ
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
」
と
強
調
し
た
う
え
、
日
本
に
と
っ
て
貿
易
品
と

し
て
の
「
紡�

績�

と�

生�

糸�

工�

業�

は
非
常
に
重
大
」
で
、「
外
に
は
殆
ど
大
し
た
も
の

は
な
い
」
の
だ
と
率
直
に
指
摘
す
る
。
渡
辺
の
講
習
は
、
基
本
的
に
学
問
的
・
合

理
的
な
説
明
を
基
調
と
す
る
が
、
こ
こ
で
は
「
毎
年
六
十
万
の
人
口
が
殖
え
て
来

る
人�

口�

問�

題�

は
目
の
前
に
迫
っ
て
居
る
、
其
為
に
外
交
問
題
迄
起
し
て
居
る
、
而

し
て
山
ば
か
り
の
国
で
あ
る
」
日
本
は
、「
農
業
国
で
は
立
ち
行
か
ぬ
こ
と
は
決

り
切
つ
て
居
る
」
と
、
日
本
経
済
に
対
す
る
危
機
意
識
が
や
や
感
情
的
に
語
ら
れ

る
（
２３２
）
。そ

し
て
、
要
目
「
我
ガ
国
ノ
貿
易
」
に
関
連
し
て
は
、「
八
億
近
く
の
輸
入
超

過
」
で
「
戦
後
余
程
苦
し
い
立
場
」
に
あ
る
日
本
経
済
の
「
逆
境
」
に
触
れ
（
２３３
）
、

「
植
民
地
を
持
」
っ
て
お
り
「
産
業
が
発
達
」
し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
を
除
い
て
、

「
外
の
国
は
大
抵
保
護
政
策
を
採
つ
て
い
る
」
と
説
明
し
、
日
本
も
「
遅
れ
て
立

つ
て
居
る
国
で
あ
る
し
…
…
富
源
の
少
い
国
で
あ
る
」
か
ら
、「
内
地
の
産
業
を

起
す
為
」
に
関
税
が
必
要
だ
と
説
明
し
て
い
る
。

「
都
市
用
」
第
二
学
年
の
題
目
一
一
「
都
市
生
活
」
に
お
け
る
細
目
「
都
市
ノ

発
達
」
に
つ
い
て
は
、「
物
の
生
産
或
は
政
治
文
化
の
点
か
ら
已
む
を
得
ず
大
都

会
が
出
来
る
」
と
い
う
説
明
が
行
わ
れ
、「
人�

口�

の�

集�

中�

は�

喜�

ぶ�

べ�

き�

こ�

と�

で�

は�

な�

い�

」
と
強
調
し
た
う
え
で
、
要
目
「
都
市
生
活
」
に
つ
い
て
は
、「
空
気
も
悪
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い
し
、
総
て
の
衛
生
状
態
も
悪
い
。
又
人
間
の
性
質
に
非
常
に
悪
影
響
を
与
へ
る

こ
と
が
多
い
」
と
い
う
ふ
う
に
「
生
活
ノ
現
状
」
を
指
摘
す
る
（
２３４
）
。
ま
た
、
細
目

「
生
活
ノ
改
善
」
に
つ
い
て
の
説
明
で
は
、
と
く
に
日
本
の
都
市
の
物
価
高
を
問

題
視
し
、
備
考
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
購
買
組
合
」
に
つ
い
て
「
恐
ら
く
は
小
売

商
が
多
過
ぎ
る
か
ら
購
買
組
合
を
普
及
さ
せ
や
う
と
云
ふ
の
で
あ
り
ま
せ
う
」
と

し
、
こ
れ
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
す
る
。
と
は
い
え
渡
辺
は
こ
こ
で
、

「
英
吉
利
の
や
う
に
自
治
の
精
神
、
組
合
制
度
の
運
用
が
百
年
以
上
の
歴
史
を
持

つ
て
居
る
所
な
ら
ば
旨
く
行
く
け
れ
ど
も
、
日
本
の
よ
う
な
所
で
は
…
…
組
合
の

運
用
と
云
ふ
こ
と
は
な
か
�
�
困
難
な
こ
と
」
と
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
（
２３５
）
。

同
じ
く
細
目
「
住
宅
ノ
改
良
」
に
つ
い
て
は
、「
我
々
の
生
活
は
…
…
家
の
中

に
居
る
時
間
が
一
番
多
い
」
ゆ
え
に
、
住
宅
の
不
衛
生
は
「
衛
生
上
生
理
上
」
の

み
な
ら
ず
「
精
神
的
」
に
も
「
非
常
な
障
害
」
を
与
え
、「
殊
に
子
供
に
与
へ
る

感
化
」
も
懸
念
さ
れ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
住
環
境
を
極
め
て
重
視
し
て
お
り
、

イ
ギ
リ
ス
の
事
例
な
ど
を
引
い
て
、
住
宅
政
策
は
「
政
府
」
の
「
任
務
」
で
あ
る

と
強
調
し
て
い
る
（
２３６
）
。

以
上
の
よ
う
に
渡
辺
は
、
都
市
政
策
や
社
会
保
険
制
度
等
に
つ
い
て
は
政
府
の

関
与
を
求
め
つ
つ
も
、
全
体
と
し
て
は
営
利
経
済
・
自
由
放
任
主
義
の
傾
向
が
強

い
と
い
え
、
他
の
委
員
に
比
べ
れ
ば
（
２３７
）
、�
社
会
改
善
�
の
手
段
と
し
て
の
資
本
主

義
の
修
正
に
は
消
極
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
徒
に
精
神
論
や
理
想
論
を
唱
え
る
こ

と
な
く
、
客
観
的
・
学
問
的
な
説
明
を
基
調
と
す
る
そ
の
講
習
内
容
は
、
あ
る
意

味
�
合
理
的
�
な
態
度
で
貫
か
れ
て
い
る
と
い
え
、
あ
る
意
味
で
は
大
正
１３
年
公

民
科
の
性
格
を
具
現
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

（
４
）
佐
藤
寛
次
（
２３８
）
の
講
習

―
農
政
に
関
す
る
事
項
（
人
口
ト
国
土
、
農
業
ノ
尊
重
、
産
業
組
合
等
）

こ
こ
で
は
、
佐
藤
が
担
当
し
た
「
農
政
に
関
す
る
事
項
」
を
め
ぐ
る
講
習
内
容
（
２３９
）

に
つ
い
て
検
討
す
る
。

講
習
は
、
第
三
学
年
の
題
目
一
三
「
我
ガ
国
ノ
産
業
」
中
の
細
目
「
人
口
ト
国

土
」
に
つ
い
て
の
説
明
か
ら
始
ま
る
。
そ
こ
で
は
、
日
本
は
耕
地
面
積
当
た
り
の

人
口
が
主
要
国
で
最
も
多
い
と
い
っ
た
事
実
が
指
摘
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
少

し
も
扇
情
的
な
語
り
方
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
客
観
的
・
理
性
的
に
、
多
種
多
様

な
統
計
を
引
き
な
が
ら
説
明
さ
れ
る
（
２４０
）
。
そ
し
て
、
こ
の
題
目
に
含
ま
れ
る
細
目

「
拓
殖
と
移
住
」
や
要
目
「
海
外
発
展
」
に
つ
い
て
は
、「
勧
め
て
宜
い
だ
け
の
事

情
に
は
今
日
な
つ
て
居
な
い
」「
国
も
実
は
悪
い
と
思
ひ
ま
す
」
と
率
直
に
指
摘

し
、「
斯
う
云
ふ
問
題
は
海�

外�

発�

展�

に�

依�

つ�

て�

解�

決�

す�

る�

と�

云�

ふ�

こ�

と�

は�

日�

本�

の�

農�

村�

で�

は�

実�

は�

困�

難�

で
あ
る
と
私
は
思
ふ
」
と
し
た
う
え
で
、「
唯
今
の
所
に
於

て
は
…
…
産
業
組
合
の
力
其
の
他
共
同
の
力
に
依
つ
て
…
…
事
業
の
拡
張
を
行
つ

て
そ
れ
に
依
つ
て
収
入
を
上
げ
て
行
く
、
さ
う
し
て
自
分
達
の
生
活
の
根
拠
を
幾

分
で
も
固
く
し
て
行
く
よ
り
外
に
宜
い
方
法
は
見
当
た
ら
ぬ
」
と
い
う
堅
実
な
説

明
を
し
て
い
る
（
２４１
）
。

第
一
学
年
の
題
目
七
「
職
業
」
中
の
細
目
「
農
業
ノ
尊
重
」
な
い
し
第
三
学
年

の
題
目
一
三
「
我
が
国
ノ
産
業
」
に
関
連
し
て
は
、「
日
本
の
農
業
の
特
色
」
と

し
て
、「
金
儲
け
を
目
的
と
し
た
農
業
で
な
く
、
家
族
の
生
活
を
維
持
す
る
た
め

の
農
業
で
あ
る
（
２４２
）
」
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、「
一
つ
々
々
の
農

家
に
就
て
見
る
と
、
農
業
者
は
経
済
的
に
弱
い
」
と
い
う
問
題
も
生
じ
る
が
、
一

方
で
そ
う
し
た
特
色
は
、「
多�

数�

の�

国�

民�

に�

独�

立�

的�

の�

職�

業�

を�

与�

へ�

る�

」
こ
と
か

ら
、「
社
会
に
健
全
な
る
気
風
を
維
持
す
る
」
と
い
う
効
果
を
も
も
た
ら
し
て
お

り
、
こ
れ
を
佐
藤
は
「
日
本
の
農
業
の
貴
重
な
る
所
以
」
で
あ
る
と
強
調
す
る
。

ま
た
、「
農
業
ト
商
工
業
」
に
関
連
し
て
、「
工
業
に
対
し
て
は
原
料
を
供
給
し
、

商
業
に
対
し
て
は
確
実
な
る
顧
客
を
与
へ
る
と
い
う
農
業
の
働
き
は
、「
一
国
全
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体
の
経
済
力
を
高
め
る
上
に
於
て
多
大
の
貢
献
を
な
す
」
も
の
で
あ
る
こ
と
も
指

摘
さ
れ
る
（
２４３
）
。

次
に
佐
藤
は
、「
日
本
の
農
業
の
特
色
」
の
も
う
一
方
の
側
面
と
し
て
「
小
さ

い
農
業
」
す
な
わ
ち
「
小
農
」
が
中
心
の
零
細
経
営
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
た
う
え
、

社
会
経
済
の
変
化
等
も
相
ま
っ
て
「
農
家
の
経
済
は
益
々
困
難
」
に
な
っ
て
い
る
（
２４４
）

こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、「
小�

農�

の�

困�

難�

な�

る�

経�

済�

を�

如�

何�

に�

し�

て�

救�

済�

す

る
こ
と
が
出
来
る
だ
ら
う
か
と
云
ふ
問
題
に
就
て
少
し
考
へ
て
見
た
い
」
と
し
、

「
小
農
を
廃
し
て
大
農
に
す
る
」
方
法
と
し
て
、「
資
本
主
義
的
経
営
」「
労
働
管

理
」「
国
営
公
営
」
と
い
う
３
つ
の
方
向
性
を
想
定
し
、
検
討
し
て
い
く
（
２４５
）
。

こ
こ
で
は
、
農
業
の
「
資
本
主
義
的
経
営
」
す
な
わ
ち
「
会
社
的
農
業
経
営
」

は
、「
資
本
と
労
働
の
分
離
」
を
招
き
、
す
な
わ
ち
「
自
作
農
、
小
作
農
の
や
う

な
独
立
的
の
職
業
を
有
す
る
所
の
者
を
労
働
者
に
し
て
し
ま
」
う
と
の
観
点
か
ら

否
定
さ
れ
る
（
２４６
）
。
そ
の
一
方
、「
労�

働�

管�

理�

」
す
な
わ
ち
「
農
業
労
働
者
が
寄
り
集

ま
つ
て
一
纏
め
の
土
地
を
借
入
れ
て
借
地
し
た
所
の
土
地
の
上
に
共
同
経
営
を
打

立
て
る
」
と
い
う
イ
タ
リ
ア
等
で
発
達
し
て
い
る
方
法
に
つ
い
て
は
、「
資
本
主

義
的
経
営
に
対
し
て
は
正
に
反
対
の
立
場
」
の
も
の
で
、「
此
方
の
立
案
者
は
社

会
主
義
者
で
あ
つ
て
、
其
報
告
に
依
る
と
相
当
に
成
績
は
上
つ
て
居
る
と
云
つ
て

居
る
（
２４７
）
」
と
や
や
肯
定
的
に
扱
わ
れ
る
が
、
能
率
低
下
や
資
金
力
等
の
問
題
点
も
指

摘
さ
れ
る
（
２４８
）
。

そ
こ
で
佐
藤
が
提
唱
す
る
の
は
、「
是
以
外
の
方
法
」
と
し
て
の
「
産�

業�

組�

合�

の�

制�

度�

に�

依�

る�

所�

の�

共�

同�

経�

営�（
２４９
）」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
学
年
の
題
目
一
〇

に
掲
げ
ら
れ
る
「
産
業
組
合
」
を
活
用
し
た
農
業
経
営
は
、「
労
働
管
理
で
も
な

く
資
本
主
義
的
経
営
で
も
な
い
、
其
中
間
に
位
置
す
る
所
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
、

「
日
本
の
農
業
経
営
の
特
色
即
ち
小
農
経
営
の
改
善
を
な
す
上
に
於
て
甚
だ
甚
大

な
る
働
き
を
す
る
も
の
」
と
し
て
意
義
づ
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、「
組
合
員
の

心
得
」
に
関
連
し
て
、
産
業
組
合
の
「
経
済
上
の
目
的
」
を
達
す
る
に
は
「
精
神

的
方
面
」「
道
徳
的
方
面
」
が
必
要
で
あ
る
と
説
か
れ
、「
産
業
組
合
の
モ
ッ
ト
ー

に
はA

ll
for
each

each
for
all

（
２５０
）と
云
ふ
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
組
合
は
一
人
の
為

に
、
一
人
は
組
合
の
為
に
存
す
る
、
言
葉
を
換
へ
て
云
へ
ば
連�

帯�

と
云
ふ
こ
と
、

是
は
日
本
で
は
ど
う
訳
し
た
ら
宜
い
か
、
公�

民�

教�

育�

の�

一�

番�

先�

に�

御�

話�

の�

あ�

つ�

た�

こ�

と�

と�

思�

ひ�

ま�

す�

が�

、
共�

存�

共�

栄�

で
あ
る
（
２５１
）
」
と
、「
公
民
科
」
の
基
本
的
理
念
と

関
連
づ
け
る
形
で
、「
共
存
共
栄
」
の
理
念
が
語
ら
れ
る
。

ま
た
、
第
二
学
年
の
題
目
一
三
「
農
村
ト
開
発
」
に
お
け
る
細
目
「
地
主
と
小

作
」
に
関
連
し
、「
産
業
組
合
」
は
、「
地
主
及
び
小
作
人
の
間
を
調
和
す
る
働

き
」
を
有
す
る
と
も
指
摘
さ
れ
る
（
２５２
）
。
そ
こ
で
は
、「
農
村
の
中
に
産
業
組
合
を
有

す
る
所
に
於
て
は
村
民
の
中
に
自
然
に
融
和
す
る
観
念
が
湧
い
て
来
る
」
た
め
、

「
産
業
組
合
の
よ
く
発
達
し
た
地
方
に
於
て
は
小
作
争
議
ら
し
い
小
作
争
議
は
な

い
と
云
つ
て
も
宜
し
い
（
２５３
）
」
と
い
っ
た
観
念
的
な
認
識
が
示
さ
れ
る
の
み
で
は
な
く
、

「
地
主
と
小
作
人
の
間
に
産
業
組
合
が
介
在
し
て
地
主
の
土
地
を
全
部
組
合
が
引

受
け
、
さ
う
し
て
組
合
員
た
る
小
作
人
に
対
し
て
組
合
か
ら
土
地
を
貸
付
け
る
」

こ
と
で
、
小
作
料
を
「
相
当
小
作
料
」
と
し
、「
問
題
の
起
つ
た
時
に
は
組
合
が

間
に
立
つ
て
之
を
裁
定
す
る
機
関
を
設
け
る
」
と
い
っ
た
具
体
的
な
事
例
も
紹
介

さ
れ
る
（
２５４
）
。

ま
た
、「
小
作
問
題
」
は
、
第
三
学
年
の
題
目
一
四
「
社
会
改
善
」
に
お
け
る

要
目
「
社
会
問
題
」
に
お
け
る
備
考
と
し
て
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
佐
藤
は

「
小
作
争
議
」
に
つ
い
て
、「
農
業
上
に
色
々
の
損
失
を
与
へ
る
」
ば
か
り
で
な
く
、

「
町
村
民
の
気
分
を
荒
く
す
る
」
も
の
と
指
摘
し
、「
出
来
る
だ
け
少
く
す
る
、
若

く
は
な
く
し
て
行
く
」
こ
と
が
必
要
だ
と
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、「
自
作
農

の
創
定
」
が
理
想
で
あ
る
と
す
る
が
、
日
本
で
は
「
土
地
が
高
い
」
こ
と
な
ど
か

ら
そ
の
困
難
度
の
高
さ
も
指
摘
し
（
２５５
）
、
同
年
制
定
さ
れ
た
ば
か
り
の
「
小
作
調
停
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法
」
の
仕
組
み
・
手
続
等
に
つ
い
て
詳
述
す
る
こ
と
で
、
現
実
的
な
対
応
策
を
提

示
（
２５６
）
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
佐
藤
の
講
習
は
、「
家
族
」
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、
多
数
の
国
民

に
「
独
立
的
の
職
業
」
を
与
え
て
い
る
日
本
農
業
の
特
色
を
重
ん
じ
つ
つ
も
、
そ

の
「
小
さ
い
農
業
」
で
あ
る
が
ゆ
え
の
困
難
の
克
服
を
常
に
模
索
す
る
立
場
か
ら

展
開
さ
れ
る
。
そ
し
て
結
論
と
し
て
は
、
農
業
の
「
国
営
・
公
営
」
や
「
資
本
主

義
的
経
営
（
２５７
）
」、
あ
る
い
は
「
海
外
発
展
」
と
い
っ
た
方
策
は
否
定
さ
れ
、「
産
業
組

合
」
の
活
用
を
は
じ
め
と
す
る
堅
実
な
方
策
が
提
唱
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
佐
藤

の
講
習
は
、
実
直
で
現
実
的
な
立
場
で
貫
か
れ
な
が
ら
、「
生
活
改
善
」
に
関
す

る
具
体
的
方
策
を
積
極
的
に
示
そ
う
と
し
、
そ
の
基
調
に
「
共
存
共
栄
」
の
精
神

が
流
れ
て
い
る
点
で
、
や
は
り
公
民
科
ら
し
さ
が
表
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
５
）
深
作
安
文
（
２５８
）
の
講
習

―
思
想
問
題
（
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
社
会
主
義
、
共
産
主
義
等
ノ
批
判
）

こ
こ
で
は
、
深
作
が
担
当
し
た
「
思
想
問
題
」
を
め
ぐ
る
講
習
内
容
（
２５９
）
に
つ
い
て

検
討
す
る
。

深
作
の
講
習
は
全
体
を
通
じ
て
、
第
三
学
年
の
題
目
一
四
「
社
会
改
善
」
に
お

け
る
要
目
「
思
想
問
題
」
中
の
備
考
「「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」・
社
会
主
義
・
共
産
主

義
等
ノ
批
判
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
つ
い
て
の
解
説
で
は
、
ま
ず
、
現
代
の
社
会
科
教
育
と

ほ
ぼ
全
く
同
様
な
叙
述
に
よ
り
そ
の
歴
史
的
発
達
の
過
程
が
語
ら
れ
る
（
２６０
）
。
そ
し
て

深
作
は
、
そ
の
概
念
定
義
の
難
し
さ
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を

「
自
由
平
等
の
二
つ
を
人
類
の
生
れ
な
が
ら
に
得
た
権
利
と
な
し
て
、
全
体
意
思

の
力
を
以
て
こ
の
権
利
を
人
類
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
行
使
せ
ん
と
す
る
精
神
及
び

努
力
（
２６１
）

」
と
定
義
す
る
。
こ
の
「
全
体
意
思
」
は
、「
何
処
迄
も
之
を
分
量
的
に
見

て
は
い
け
な
い
、
品
質
的
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
な
ど
と
説
明
さ
れ
（
２６２
）
、
デ
モ
ク

マ
マ

ラ
シ
ー
は
我
々
に
「
私
我
を
抑
へ
て
公
我
に
忠
な
れ
」
と
い
う
「
道
徳
率
」
を
課

マ
マ

す
も
の
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
道
徳
率
は
そ�

つ�

く�

り�

其�

の�

儘�

公�

民�

教�

育�

に�

箝�

ま�

り�

ま�

す�

」
と
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
念
か
ら
公
民
教
育
の
精

神
が
説
か
れ
る
。
ま
た
、「
公
民
教
育
の
方
か
ら
立�

派�

な�

政�

党�

員�

を�

教�

養�

し
て
誠

の
意
味
の
政
党
を
築
く
や
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
公
民
教
育
の
目
標

と
し
て
良
き
政
党
政
治
の
実
現
も
据
え
ら
れ
る
（
２６３
）
。

そ
し
て
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
批
判
」
の
く
だ
り
で
は
、
そ
の
「
長
所
」
と
し
て
、

富
や
門
閥
や
情
実
で
は
な
く
「
人
物
」
を
重
ん
ず
る
こ
と
（
２６４
）
、「
己
の
意
思
が
己
に

命
ず
る
道
徳
法
に
依
つ
て
自
分
を
支
配
し
て
行
く
」
と
い
う
「
自
治
」
を
重
ん
ず

る
こ
と
（
２６５
）
、「
社�

会�

を�

大�

な�

る�

我�

」
と
考
え
る
こ
と
か
ら
く
る
「
公
共
心
（
２６６
）
」
を
重
ん

ず
る
こ
と
、
の
３
点
を
挙
げ
る
（
２６７
）
。
一
方
、
そ
の
「
短
所
」
と
し
て
は
、「
輿
論
を

抜
き
に
し
て
は
政
治
を
行
ふ
こ
と
が
出
来
な
い
」
ゆ
え
に
、「
扇
動
政
治
家
―
デ

マ
ゴ
ー
グ
」
な
ど
に
ひ
か
れ
て
「
多
数
の
横
暴
」
が
起
こ
り
得
る
こ
と
な
ど
（
２６８
）

を
挙

げ
る
。

マ
マ

「
社
会
主
義
」
に
つ
い
て
は
、「
自
由
」「
評
等
」「
同
胞
」
と
い
う
３
観
念
を
基

調
と
す
る
「
仏
蘭
西
革
命
」
を
「
父
」
と
し
、「
産
業
革
命
」
を
「
母
」
と
す
る

思
想
と
し
て
説
明
す
る
が
、「
直
接
社
会
主
義
が
公
民
教
育
と
関
係
を
持
つ
」
方

面
と
し
て
は
「
産
業
革
命
」
の
影
響
を
重
視
し
て
い
る
（
２６９
）
。
そ
こ
で
は
、
社
会
主
義

が
唱
え
ら
れ
た
歴
史
的
経
緯
と
し
て
、
産
業
革
命
、
機
械
工
業
の
発
展
が
、「
労

働
者
」
と
い
う
階
級
を
生
み
、
階
級
対
立
、
都
市
の
問
題
、
富
の
分
配
の
不
公
正

と
い
っ
た
問
題
を
生
ん
だ
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、「
政
府
」
は
当
然
「
工
場

法
」
な
ど
を
整
備
し
、「
此
の
問
題
を
解
決
し
て
民
衆
の
苦
し
み
を
減
ず
る
と
云

ふ
役
目
」
を
負
う
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、
産
業
革
命
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
無

策
で
あ
り
、
し
か
も
「
自
由
放
任
主
義
」
に
立
っ
て
「
薪
の
上
に
油
を
注
」
ぐ
こ
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と
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
る
（
２７０
）
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
背
景
の
も
と
、
社
会
主

義
も
無
政
府
主
義
も
「
起�

る�

べ�

く�

し�

て�

起�

つ�

た�

ん
だ
、
唯
之
を
嫌
つ
た
り
憎
ん
だ

り
す
る
だ
け
で
は
い
け
な
い
」
旨
を
教
え
る
べ
き
だ
と
強
調
す
る
（
２７１
）
。

社
会
主
義
か
ら
「
公
民
教
育
の
上
で
学
ぶ
べ
き
箇
条
」
と
し
て
は
、「
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
批
判
の
際
に
申
上
げ
た
程
積
極
的
の
長
所
は
実
は
見
当
ら
な
い
」
と
し

つ
つ
も
、
ま
ず
、「
社
会
主
義
の
真�

の�

精�

神�

は�

道�

徳�

的�

で
あ
る
（
２７２
）
」
と
い
う
解
釈
を

表
明
す
る
。
そ
こ
で
は
、「
世
界
が
国
家
主
義
に
囚
は
れ
、
利
己
的
軍
国
主
義
に

囚
は
れ
」
て
、
社
会
の
「
欠
陥
」
を
放
置
し
た
こ
と
に
第
一
次
世
界
大
戦
の
原
因

を
見
出
し
、「
今
度
は
国
家
主
義
を
斥
け
、
利
己
的
軍
国
主
義
を
避
け
て
、
社
会

を
我
が
も
の
と
考
へ
て
其
の
社�

会�

の�

欠�

陥�

を�

補�

ひ�

、
社�

会�

全�

体�

を�

幸�

福�

に
し
や

う
」
と
い
う
主
義
を
奉
ず
る
「
社
会
党
員
」
が
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
勢
力
を
持
っ

た
の
は
、「
当
然
過
ぎ
る
ほ
ど
当
然
」
の
こ
と
だ
と
し
た
う
え
で
、
イ
ギ
リ
ス
労

働
党
に
よ
る
政
権
の
成
立
な
ど
を
例
に
挙
げ
、「
社
会
主
義
」
は
「
日
本
の
常
識

が
考
へ
て
居
る
や
う
に
嫌
う
べ
き
も
の
、
恐
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
と
強
調
す

る
（
２７３
）
。
そ
の
他
、「
恕
し
て
見
る
べ
き
点
」
と
し
て
、
社
会
主
義
が
旧
来
の
「
応
報

主
義
」
を
否
定
し
た
「
新
罪
悪
観
（
２７４
）」
に
親
和
的
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、
こ
の
新
罪

悪
観
を
肯
定
的
に
扱
っ
て
い
る
。
一
方
、「
短
所
」
と
し
て
は
３
点
を
挙
げ
、「
絶

対
自
由
、
絶
対
平
等
」
は
、
文
字
ど
お
り
実
行
す
れ
ば
「
何
を
考
へ
て
も
よ
し
、

何
を
行
つ
て
も
よ
し
」
と
な
り
、
救
わ
ん
と
し
た
は
ず
の
社
会
が
逆
に
「
乱
れ

る
」
こ
と
、
実
際
の
社
会
主
義
者
の
言
動
が
「
改
造
で
は
な
く
破
壊
」
と
な
っ
て

い
る
こ
と
、「
無
階
級
無
特
権
の
社
会
」
は
実
際
に
は
「
空
想
」
で
あ
る
な
ど
を

挙
げ
る
（
２７５
）
。

ま
た
、「
共
産
主
義
」
に
つ
い
て
も
、
ご
く
一
般
的
な
定
義
づ
け
を
行
い
（
２７６
）
、
こ

れ
を
「
宗
教
的
」、「
空
想
的
」、「
科
学
的
」、「
革
命
的
」
の
４
種
類
に
分
け
て
説

明
す
る
が
、
こ
こ
で
は
「
革
命
的
共
産
主
義
」
に
つ
い
て
も
、
か
な
り
客
観
的
に

説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
（
２７７
）
。

そ
の
う
え
で
、「
共
産
主
義
批
判
」
の
く
だ
り
で
は
、
共
産
主
義
も
「
皆
が
皆

危
険
で
は
な
い
」
と
い
っ
た
理
解
を
あ
え
て
強
調
し
つ
つ
も
、「
革
命
的
共
産
主

義
」
と
「
こ
れ
を
国
際
に
延
長
し
や
う
と
云
ふ
第
三
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
は

「
極
め
て
危
険
」
で
あ
り
、「
是
だ
け
は
断
じ
て
日
本
に
這
入
る
べ
き
も
の
で
は
な

い
と
云
ふ
こ
と
を
被
教
育
者
に
徹
底
し
て
教
え
る
必
要
が
あ
る
」
と
説
明
し
て
い

る
（
２７８
）
。以

上
の
よ
う
に
深
作
の
講
習
に
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
は
積
極
的
に
長

所
を
見
出
す
こ
と
、
社
会
主
義
に
つ
い
て
も
一
定
の
必
然
性
を
見
出
し
、
む
し
ろ

自
由
放
任
主
義
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
、
一
方
で
ロ
シ
ア
型
の
革
命
的
共
産

主
義
に
つ
い
て
は
断
固
と
し
て
否
定
す
る
こ
と
な
ど
の
基
本
的
立
場
が
見
ら
れ
、

こ
れ
は
木
村
ら
と
共
通
の
態
度
・
傾
向
と
い
え
る
。

ま
た
、
深
作
の
講
習
が
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」「
社
会
主
義
」「
共
産
主
義
」
の

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
が
生
ま
れ
て
き
た
経
緯
や
そ
の
概
要
等

を
「
解
説
」
し
た
う
え
で
、
学
ぶ
べ
き
「
長
所
」
と
学
ん
で
は
な
ら
ぬ
「
短
所
」

の
双
方
を
挙
げ
て
い
く
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
こ

と
は
、「
教
授
要
綱
」
の
「「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」・
社
会
主
義
・
共
産
主
義
等
ノ
批

判
」
に
お
け
る
「
批
判
」
と
い
う
語
句
が
、�
否
定
す
る
�
と
い
う
意
味
合
い
で

は
な
く
、
む
し
ろ
�
客
観
的
に
検
討
す
る
�
と
い
っ
た
意
味
に
近
い
も
の
と
し
て

想
定
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
深
作
の
よ
う
な
人
物
が

「
思
想
問
題
」
の
解
説
を
専
門
的
に
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
、
大
正
１３
年
公
民

科
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
示
唆
的
と
思
わ
れ
る
。

（
６
）
田
澤
義
鋪
（
２７９
）の

講
習
―
科
外
講
演
（
社
会
改
善
、
世
界
ト
日
本
）

こ
こ
で
は
、
田
澤
が
担
当
し
た
「
科
外
講
演
（
２８０
）
」
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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田
澤
に
関
す
る
先
行
研
究
は
多
く
（
２８１
）
、
な
か
に
は
彼
の
「
公
民
教
育
講
習
会
」
で

の
講
習
内
容
に
触
れ
る
も
の
も
あ
る
（
２８２
）
。
ま
た
、「
教
授
要
綱
」
に
お
け
る
「
社
会

改
善
」「
世
界
ト
日
本
」
と
い
う
題
目
は
、「
主
査
委
員
会
」
に
お
け
る
田
澤
の
提

案
が
も
と
に
な
っ
て
追
加
さ
れ
た
と
い
う
（
２８３
）
。

こ
の
田
澤
に
よ
る
講
習
で
扱
わ
れ
る
の
も
、
第
三
学
年
の
題
目
一
四
及
び
一
五

の
「
社
会
改
善
」「
世
界
ト
日
本
」
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
（
２８４
）
。
ま
ず
、
田
澤
は

「
諸
論
」
と
し
て
、
公
民
教
育
を
「
社
会
と
か
国
家
と
か
云
ふ
組
織
体
の
組
成
員

と
し
て
の
必
要
な
る
知
識
と
徳
操
と
を
涵
養
す
る
教
育
」
と
定
義
し
た
う
え
、
聴

講
者
た
る
教
員
ら
に
向
け
て
、
そ
の
教
育
に
当
た
っ
て
依
る
べ
き
「
根
本
的
の
態

度
」
等
に
関
す
る
「
御
注
文
又
御
願
」
を
述
べ
る
（
２８５
）
。
そ
こ
で
は
、「
社
会
問
題
」

マ
マ

と
い
っ
た
テ
ー
マ
を
「
単
な
る
理
論
」
と
し
て
で
な
く
「
実
際
に
活
き
て
行
く
人

生
の
最
も
重
大
な
る
出
来
事
と
し
て
…
…
円
満
な
る
情
操
を
基
礎
と
し
て
」
扱
い
（
２８６
）
、

「
公
民
教
育
は
常
に
歴�

史�

的�

考�

察�

と�

理�

想�

の�

将�

来�

と
を
閑
却
し
な
い
や
う
に
（
２８７
）
」
す

べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
と
と
も
に
、「
教
授
要
綱
」
全
体
の
な
か
で
「
社
会
改

善
」「
世
界
ト
日
本
」
と
い
う
２
題
目
が
占
め
る
「
位
置
」
に
つ
い
て
、
そ
の
最

初
の
題
目
で
あ
る
「
人
ト
社
会
」
や
要
目
「
人
生
ノ
意
義
」
と
関
連
づ
け
な
が
ら
、

「
此
公
民
教
育
の
最
後
の
結
論
と
で
も
云
ふ
べ
き
問
題
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
（
２８８
）
。

要
目
「
思
想
問
題
」
に
関
し
て
は
、「
歴
史
的
考
察
を
加
へ
て
教
へ
れ
ば
、
ど�

ん�

な�

思�

想�

を�

ど�

ん�

な�

徹�

底�

的�

に�

教�

へ�

て�

も�

決�

し�

て�

危�

険�

思�

想�

は�

惹�

き�

起�

さ�

な�

い�

と�

思�

ふ�（
２８９
）
」
と
の
立
場
の
も
と
、
専
ら
社
会
主
義
・
共
産
主
義
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い

て
扱
っ
て
お
り
、
第
一
・
第
二
・
第
三
の
各
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
い
っ
た
個

別
の
事
項
に
つ
い
て
も
詳
細
に
説
明
さ
れ
る
。

「
社
会
主
義
」
に
つ
い
て
は
、「
内
容
が
複
雑
し
て
色
々
の
種
類
に
分
か
れ
て
居

る
」
思
想
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
は
「
危
険
な
思
想
か
ら
極
め
て
当
然
の
思
想
迄

を
含
」
む
と
し
た
う
え
で
、「
国
に
依
り
歴
史
的
経
過
の
相
違
に
依
っ
て
非
常
な

差
異
を
生
じ
て
居
る
」
こ
と
を
「
ど
う
し
て
も
十
分
に
注
意
を
し
て
御
教
授
を
願

い
た
い
」
と
強
調
す
る
。
そ
こ
で
は
、「
露
西
亜
の
社
会
主
義
」
と
「
英
吉
利
の

社
会
主
義
」
を
区
別
・
対
比
す
る
（
２９０
）
と
い
っ
た
一
般
的
な
指
摘
を
す
る
ば
か
り
で
な

く
、
ロ
シ
ア
の
「
ボ
リ
シ
ェ
ビ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
す
ら
、「
共
産
主
義
」
と
「
革

命
主
義
」
の
両
面
を
併
せ
持
つ
思
想
だ
と
整
理
し
た
う
え
、「
共
産
主
義
」
の
是

非
に
つ
い
て
も
「
冷
静
な
る
学
理
の
問
題
」
と
扱
っ
て
い
る
（
２９１
）
。
こ
こ
で
田
澤
は
、

「
日
本
に
於
て
は
、
社
会
主
義
も
共
産
主
義
も
ボ
リ
シ
ェ
ビ
ズ
ム
も
皆
ご
っ
ち
ゃ

で
あ
つ
て
、
其
間
に
何
ら
の
区
別
も
な
い
危
険
思
想
」
と
す
る
考
え
が
一
般
に
根

強
い
こ
と
を
「
馬
鹿
な
こ
と
」
だ
と
し
た
う
え
、
学
校
で
「
単
に
社
会
主
義
は
危

険
な
る
思
想
」
と
教
え
て
し
ま
う
と
、
生
徒
が
学
校
外
で
様
々
な
話
題
に
触
れ
た

と
き
、「
学
校
の
教
授
に
対
し
て
反
感
」
を
抱
い
て
し
ま
う
恐
れ
を
指
摘
し
て
お

り
（
２９２
）
、
か
か
る
認
識
が
こ
う
し
た
講
習
内
容
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
最
終
的
に
は
、「
社
会
主
義
よ
り
も
寧
ろ
、
今
日
の
資
本
主
義
制
度
の

根
幹
た
る
自
由
競
争
、
私
有
財
産
の
制
度
を
根
底
か
ら
覆
さ
な
い
で
、
そ
れ
を
認

め
て
行
き
な
が
ら
其
弊
害
を
除
去
す
る
為
に
、
相
当
の
制
限
を
加
え
て
行
く
と
云

ふ
社�

会�

政�

策�

の�

立�

場�

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
風
に
教
授
し
て
戴
き
た
い
（
２９３
）
」
と

し
て
、「
思
想
問
題
」
に
関
す
る
説
明
を
ま
と
め
る
。

要
目
「
社
会
問
題
」
に
関
す
る
説
明
で
は
、
田
澤
も
ま
た
木
村
ら
と
同
様
に
、

「
産
業
革
命
」
に
よ
っ
て
「
労
働
者
と
云
ふ
一
つ
の
階
級
」
が
発
生
し
た
こ
と
を

「
社
会
問
題
」
の
根
本
的
原
因
と
見
る
が
、
田
澤
の
場
合
、
そ
の
発
生
を
「
起
る

べ
き
歴
史
上
の
理
由
が
あ
つ
て
起
る
」「
進
化
の
理
法
か
ら
当
然
の
現
象
」
だ
と

す
る
認
識
が
一
貫
し
て
強
い
（
２９４
）
。
と
く
に
、
社
会
運
動
を
「
恰
も
国
家
に
対
す
る
反

逆
な
る
か
の
如
」
く
、
あ
る
い
は
「
罪
悪
な
る
か
の
如
」
く
捉
え
る
向
き
に
対
し

て
は
、「
頑
迷
固
陋
の
…
…
社
会
に
進
化
の
必
要
な
る
こ
と
を
知
ら
な
い
思
想
」

で
あ
る
と
痛
烈
に
批
判
し
、
そ
れ
は
「
人�

間�

が�

人�

生�

の�

意�

義�

を�

追�

求�

す�

る�

道�

徳�

的�
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の�

欲�

求�

」
に
基
づ
い
た
も
の
だ
と
の
認
識
を
示
す
（
２９５
）
。
そ
し
て
、
備
考
に
掲
げ
ら
れ

る
「
労
働
争
議
」「
小
作
争
議
」
に
関
連
し
て
は
、「
国
家
も
社
会
も
さ
う
し
て
労

働
者
自
身
も
資
本
家
も
…
…
正
当
な
る
労
働
運
動
を
是
認
し
小
作
運
動
を
是
認
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
強
調
し
て
い
る
。

一
方
、
社
会
運
動
に
は
「
合
理
的
の
限
界
」
も
あ
る
と
し
、「
社
会
一
体
観
の

思
想
」
す
な
わ
ち
「
社
会
全
体
の
福
祉
」
を
無
視
し
た
運
動
は
是
認
さ
れ
ず
（
２９６
）
、
と

り
わ
け
「
苟
も
そ
れ
が
階
級
闘
争
か
ら
出
た
な
ら
ば
其
思
想
は
誤
り
で
あ
る
」
こ

と
を
徹
底
的
に
教
え
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
（
２９７
）
。

ま
た
、
要
目
「
社
会
改
善
」
の
説
明
に
お
い
て
は
、
貧
困
は
本
人
の
責
任
で
あ

る
の
み
な
ら
ず
、「
現�

在�

の�

社�

会�

組�

織�

の�

欠�

陥�

の�

犠�

牲�

」
で
も
あ
る
と
し
、「
社

会
」
に
も
「
責
任
」
が
あ
る
と
の
基
本
的
認
識
が
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
救

貧
」「
防
貧
」
の
事
業
は
「
社
会
事
業
」
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
２９８
）
、
い
わ

ゆ
る
「
慈
善
事
業
」
に
つ
い
て
も
、「
単
な
る
個
人
の
為
め
同
情
心
の
発
露
」
と

し
て
で
な
く
、「
寧
ろ
社
会
全
体
が
其
社
会
の
欠
陥
を
補
ひ
直
し
て
行
く
所
の
事

業
を
自
ら
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
の
で
あ
る
（
２９９
）
。
そ
し
て
、「
社
会
改

善
」
の
教
授
に
当
た
っ
て
は
、「
人
生
の
意
義
」
を
完
う
す
る
た
め
に
は
「
社
会

改
善
に
向
つ
て
努
力
す
る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
「
社�

会�

改�

善�

の�

理�

想�

」

を
「
高
調
」
し
た
う
え
で
、
そ
の
方
法
は
「
革
命
」
な
ど
で
は
な
く
「
社�

会�

政�

策�

、

社�

会�

事�

業�

に�

依�

る�

外�

は�

な�

い�

」
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
（
３００
）
。

一
方
、
題
目
「
世
界
ト
日
本
」
に
関
し
て
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
「
濃

厚
」
と
な
っ
た
「
国�

家�

と�

云�

ふ�

も�

の�

に�

対�

す�

る�

疑�

念�

」
に
対
し
て
、「
国
家
と
云

ふ
組
織
は
人
類
の
生
活
様
式
か
ら
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
強
調
し
た
う

え
、
こ
の
題
目
を
「
人
生
の
意
義
と
云
ふ
点
か
ら
国
家
と
云
ふ
も
の
を
も
う
一
度

見
返
し
…
…
国
家
で
固
ま
つ
て
居
る
頭
を
ち
ょ
っ
と
離
れ
て
人
類
の
道
と
云
ふ
点

に
立
脚
し
て
国
家
を
一
つ
眺
め
て
見
」
る
（
３０１
）
た
め
の
「
公
民
教
育
の
最
後
の
仕
上

げ
」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
（
３０２
）
。
す
な
わ
ち
、「
人
生
の
意
義
」
は
「
人
類
文
化
の

進
展
に
貢
献
す
る
生
活
」
に
あ
る
と
見
て
、「
国�

家�

と�

云�

ふ�

も�

の�

を�

通�

じ�

て�

我
々

は
如
何
に
人
類
文
化
の
発
達
に
貢
献
す
る
か
」
と
い
う
点
が
「
公
民
教
育
の
最
後

の
結
論
」
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
３０３
）
。

こ
こ
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
国
家
が
、「
此
人
類
の
道
と
は
無
関
係
」
に
、

他
民
族
・
他
国
民
に
対
す
る
「
支
配
欲
」
と
、
国
民
の
物
質
欲
を
満
足
さ
せ
る
た

め
の
「
経
済
的
欲
望
」
ば
か
り
を
原
動
力
と
し
、
そ
れ
が
「
人
類
の
福
祉
を
圧

迫
」
し
て
き
た
こ
と
が
、
国
家
に
対
す
る
「
疑
念
」
や
「
思
想
不
安
」
の
大
き
な

原
因
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
、「
此
儘
で
進
ん
で
行
け
ば
人
類
は
滅
亡
す
る
外
は
な

い
、
さ
れ
ば
と
云
つ
て
国
家
否
認
は
い
か
ず
共
産
主
義
で
は
い
か
ぬ
」
か
ら
、
人

類
は
「
道�

徳�

国�

家�

」
に
進
む
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
（
３０４
）
。
一
方
、
こ
こ
で
は
、

「
国
際
連
盟
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
理
念
自
体
は
肯
定
さ
れ
る
も
の
の
、
実
態
と

し
て
は
「
国
際
連
盟
の
組
織
体
で
あ
る
各
国
が
相
変
わ
ら
ず
支
配
欲
と
経
済
欲
を

逞
し
う
し
富
国
強
兵
に
汲
々
と
し
て
居
る
」
と
問
題
視
さ
れ
る
（
３０５
）
。

そ
の
う
え
で
、
細
目
「
我
ガ
国
ノ
使
命
」
に
関
連
し
て
は
、「
我
々
は
一
面
に

於
て
自�

己�

の�

個�

性�

に�

目�

醒�

め�

個
性
に
立
脚
し
て
さ
う
し
て
全
体
の
為
、
社
会
人
類

の
為
に
貢
献
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
の
と
同
様
に
、「
自
分
の
国
家
の
個

性
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
取
り
も
直
さ
ず
人
類
文
化
の
進
展
に
貢
献

す
る
」
と
の
普
遍
的
認
識
が
提
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
田
澤
は
、「
日
本
の
個
性
」

と
し
て
「
道
徳
国
家
に
ふ
さ
は
し
い
国�

民�

性�

」
と
「
国�

体�

」
の
２
つ
を
挙
げ
た
う

え
で
（
３０６
）
、「
国
家
に
対
す
る
疑
惑
」
の
も
と
に
無
政
府
主
義
や
共
産
主
義
が
台
頭
す

る
な
か
、
こ
の
「
日
本
の
個
性
」
は
世
界
人
類
が
求
め
て
い
る
「
道
徳
国
家
」
の

マ
マ

本
質
に
合
致
す
る
と
指
摘
し
、「
今
我
が
国
民
の
尽
さ
な
け
れ
ば
な
ら
る
舞
台
が

世
界
の
文
化
史
の
上
に
開
け
て
来
た
」
と
し
て
、「
世
界
人
類
の
文
化
の
進
展
の

為
に
我
々
民
族
が
負
う
て
居
る
所
の
重
大
な
る
光
栄
あ
る
使
命
」
を
強
調
し
、
講
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習
を
結
ぶ
（
３０７
）
。

な
お
、
先
述
の
と
お
り
武
藤
氏
の
研
究
で
は
、
こ
う
し
た
田
澤
の
講
習
内
容
に

基
づ
き
、
題
目
「
世
界
ト
日
本
」
の
性
格
に
つ
い
て
、
他
国
に
対
す
る
日
本
の

「
優
越
」
を
説
く
こ
と
を
本
質
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
（
３０８
）
。

こ
う
し
た
性
格
規
定
に
つ
い
て
は
、
文
部
省
当
局
が
想
定
し
た
内
容
か
ら
す
る
と

妥
当
で
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
第
２
章
第
２
節
で
指
摘
し
た
が
、
講
習
に
お
け

る
田
澤
の
言
説
の
み
を
見
て
も
、
や
は
り
一
面
的
の
感
が
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う

に
、
田
澤
の
「
我
ガ
国
ノ
使
命
」
に
関
す
る
主
張
は
、「
自
分
の
国
家
の
個
性
を

十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
取
り
も
直
さ
ず
人
類
文
化
の
進
展
に
貢
献
す

る
」
と
い
う
理
念
を
、
世
界
各
国
に
当
て
は
ま
る
普
遍
的
な
原
則
と
し
て
提
示
し

た
う
え
で
、
ア
メ
リ
カ
な
ら
「
自
由
」、
イ
ギ
リ
ス
な
ら
「
質
実
」「
穏
健
」
と

い
っ
た
個
性
に
立
脚
し
て
世
界
人
類
に
貢
献
す
べ
し
と
説
く
文
脈
に
続
い
て
な
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
（
３０９
）
。
こ
う
し
た
文
脈
で
日
本
が
立
脚
す
べ
き
「
個
性
」
を
自
己
規

定
す
る
と
き
、
ま
ず
「
国
体
」
や
「
国
民
性
」
が
想
起
・
強
調
さ
れ
る
の
は
、
当

時
の
日
本
の
国
際
的
位
置
や
国
内
的
背
景
を
考
え
れ
ば
、
あ
る
意
味
�
必
然
�

だ
っ
た
と
も
思
わ
れ
（
３１０
）
、
こ
れ
は
一
定
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
伴
っ
た
も
の
と
は
い

え
、
基
本
的
に
は
国
際
協
調
な
い
し
国
際
貢
献
の
重
要
性
を
説
く
主
張
で
あ
っ
た

と
見
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
（
３１１
）
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
田
澤
の
講
習
内
容
に
は
、「
社
会
改
善
」
を
目
指
す
実

践
的
傾
向
が
強
く
表
れ
て
い
る
が
、
そ
の
「
社
会
改
善
」
な
い
し
「
思
想
問
題
」

「
社
会
問
題
」
等
に
関
す
る
基
本
的
な
態
度
・
認
識
は
、
木
村
ら
が
表
明
し
て
い

る
も
の
と
ほ
ぼ
同
様
な
も
の
と
い
え
る
（
３１２
）
。
そ
も
そ
も
田
澤
は
、
公
民
科
の
成
立
以

前
よ
り
、「
文
部
省
が
提
示
す
る
、
国
家
に
直
接
結
び
付
く
国
民
養
成
の
公
民
教

育
」
と
は
異
な
る
理
念
か
ら
、「
自
治
の
担
い
手
」
た
る
「
自
立
し
た
公
民
」
の

養
成
を
志
向
し
（
３１３
）

、
実
業
補
習
学
校
の
「
国
語
」
や
「
修
身
」
の
時
間
に
含
ま
れ
て

い
た
公
民
教
育
を
独
立
の
「
公
民
科
」
に
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
と
い
う
が
（
３１４
）
、

第
１
章
第
１
節
（
１
）
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
当
初
の
文
部
省
は
そ
う
し
た
方
向

性
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
大
正
末
期
に
至
る
と
、
こ
の
よ
う
な
田
澤
が

「
公
民
教
育
調
査
委
員
会
」
の
「
主
査
委
員
」
に
選
ば
れ
、
実
際
に
「
国
家
」
と

並
ん
で
「
人
」
や
「
社
会
」
と
い
っ
た
領
域
を
重
ん
じ
る
「
公
民
科
教
授
要
綱
」

が
成
立
し
、
し
か
も
こ
の
よ
う
な
内
容
で
の
講
習
が
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ

り
、
こ
の
一
連
の
事
実
は
、
大
正
期
の
思
潮
の
推
移
を
反
映
し
た
も
の
と
し
て
注

目
さ
れ
よ
う
。

第
２
節

そ
の
他
の
主
査
委
員
に
よ
る
公
民
教
育
論
等
の
概
観

本
節
で
は
、「
主
査
委
員
」
の
う
ち
、「
公
民
教
育
講
習
会
」
に
お
い
て
講
師
を

務
め
な
か
っ
た
上
田
、
佐
野
、
中
島
の
３
委
員
の
言
説
か
ら
、
そ
の
公
民
教
育
論

な
い
し
「
教
授
要
綱
」
に
掲
げ
ら
れ
た
諸
概
念
に
関
す
る
立
場
・
認
識
等
を
概
観

す
る
。

（
１
）
上
田
貞
次
郎
（
３１５
）の
言
説

上
田
は
、「
公
民
教
育
講
習
会
」
に
お
い
て
講
師
を
務
め
て
お
ら
ず
、
彼
の
言

説
か
ら
�
公
的
な
立
場
�
で
表
明
さ
れ
た
公
民
教
育
論
を
抽
出
す
る
こ
と
は
難
し

い
。
し
か
し
上
田
は
、
そ
の
『
上
田
貞
次
郎
日
記
』
な
ど
か
ら
、
公
民
教
育
へ
の

思
い
と
関
与
の
強
さ
が
明
ら
か
な
人
物
で
あ
り
（
３１６
）
、
ま
た
、「
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命

の
思
想
史
的
考
察
や
、
国
際
通
商
、
す
す
ん
で
は
社
会
改
造
・
人
口
問
題
に
も
及

ぶ
広
い
思
索
と
分
析
を
こ
こ
ろ
み
」
た
（
３１７
）と
評
価
さ
れ
る
経
済
学
者
で
あ
る
か
ら
、

「
教
授
要
綱
」
の
策
定
に
際
し
て
も
、
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
分
野
等
に
影
響
を
与

え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
彼
の
「
理
論
的
よ
り
実
際
的
…
…
歴
史
的
、

研
究
者
的
静
観
よ
り
改
良
家
的
行
動
を
特
色
と
す
る
研
究
の
凝
集
（
３１８
）

」
と
評
さ
れ
る
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論
文
集
『
社
会
改
造
と
企
業
（
３１９
）
』
か
ら
、「
教
授
要
綱
」
に
お
け
る
第
三
学
年
の
題

目
一
四
「
社
会
改
善
」
等
に
関
す
る
上
田
の
立
場
・
認
識
を
探
り
た
い
。

ま
ず
、
上
田
は
同
書
の
序
文
で
、
労
働
時
間
の
削
減
の
み
な
ら
ず
、
労
働
の

「
快
楽
化
」「
芸
術
化
」
を
唱
え
、「
現
在
の
社
会
組
織
は
所
謂
資
本
主
義
で
あ
る
。

企
業
中
心
の
組
織
で
あ
る
。
故
に
吾
人
は
現
在
企
業
の
為
し
つ
つ
あ
る
生
産
及
び

分
配
の
職
分
を
如
何
に
し
て
合
理
的
に
改
造
し
得
る
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
」
と
し
て
「
現
在
の
社
会
組
織
か
ら
踏
み
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
っ
た
認
識

を
表
明
し
て
い
る
（
３２０
）
。
こ
こ
か
ら
は
、
い
わ
ば
産
業
民
主
主
義
的
な
傾
向
の
価
値
観

が
読
み
取
れ
よ
う
。

ま
た
、
上
田
は
、
第
三
学
年
の
題
目
一
一
「
国
際
協
同
」
中
の
細
目
「
国
際
連

盟
」
の
備
考
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
「
国
際
労
働
会
議
」
に
つ
い
て
も
、「
世
界
に

於
け
る
労
働
条
件
の
最
低
限
を
定
」
め
る
と
と
も
に
、「
初
め
て
世
界
的
に
労
働

者
の
団
結
権
を
認
め
た
も
の
（
３２１
）
」
と
高
く
評
価
し
、
同
会
議
を
、「
世
界
中
何
れ
の

国
よ
り
も
我
国
に
と
り
て
重
要
な
も
の
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
３２２
）
。
こ
こ
で
は
、
同
会

議
に
対
す
る
国
内
の
反
対
論
（
３２３
）に
対
し
て
「
其
偏
狭
な
る
は
む
し
ろ
笑
ふ
べ
」
き
と

批
判
し
、「
我
日
本
の
如
き
民
衆
輿
論
の
幼
稚
に
し
て
微
力
な
る
場
合
に
は
、
寧

ろ
国
際
会
議
を
利
用
し
て
労
働
状
態
の
改
善
を
促
進
す
る
こ
と
こ
そ
国
家
の
利
益

な
り
（
３２４
）
」
と
ま
で
主
張
し
て
お
り
、「
国
際
労
働
会
議
」
な
い
し
「
国
際
連
盟
」
の

意
義
や
、
国
内
の
労
働
条
件
改
善
に
対
し
て
、
上
田
が
か
な
り
強
い
思
い
を
抱
い

て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

そ
し
て
、「
社
会
主
義
」
に
つ
い
て
は
、「
寧
ろ
社
会
主
義
の
理
想
の
実
現
を
希

望
す
る
が
、
唯
之
を
空
想
的
破
壊
的
で
な
く
、
実
際
的
建
設
的
に
考
へ
て
見
た
い

と
思
う
の
で
あ
る
」
と
い
っ
た
立
場
か
ら
、「
此
の
如
く
社
会
主
義
を
実
際
的
建

設
的
な
る
経
論
と
し
て
取
扱
ふ
…
…
一
派
の
社
会
主
義
者
」
と
し
て
「
英
国
労
働

党
を
中
堅
と
す
る
「
第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」」
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
の
「
社

会
主
義
」（
社
会
改
良
主
義
）
に
対
す
る
明
確
な
共
感
を
表
明
し
て
い
る
（
３２５
）
。
ま
た
、

こ
こ
で
は
、「
社
会
改
造
は
漸
進
的
に
為
さ
る
る
で
あ
ら
う
。
財
産
の
社
会
化
も

又
漸
進
的
に
為
さ
る
る
で
あ
ら
う
。
先
づ
第
一
に
為
す
べ
き
は
鉄
道
、
鉱
山
、
水

力
、
電
気
、
瓦
斯
…
…
銀
行
、
保
険
…
…
の
国
有
、
市
有
で
あ
ら
う
」
と
し
て
、

公
共
性
の
高
い
財
産
の
社
会
化
も
理
想
と
し
て
展
望
し
て
い
る
（
３２６
）
。

と
は
い
え
、
上
田
が
提
唱
す
る
の
は
あ
く
ま
で
い
わ
ゆ
る
社
会
改
良
主
義
で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
上
田
が
「
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
」
ら
を
高
く
評
価
し
て
い

る
（
３２７
）
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
上
田
自
身
、
そ
の
論
は
「
一
部
社
会
主

義
者
か
ら
見
た
ら
如
何
に
も
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
臭
い
で
あ
ら
う
」
と
自
認
し
て
い

る
が
（
３２８
）

、
そ
こ
に
は
あ
る
種
の
矜
持
す
ら
感
じ
ら
れ
、
革
命
的
社
会
主
義
や
非
議
会

主
義
に
対
し
て
は
、
終
始
否
定
的
な
立
場
を
貫
い
て
い
る
（
３２９
）
。

こ
の
よ
う
に
上
田
は
、「
教
授
要
綱
」
の
審
議
・
策
定
に
携
わ
っ
た
時
期
（
３３０
）
の
前

後
に
お
い
て
、
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
的
な
社
会
改
良
主
義
に
対
す
る
共
感
（
３３１
）
の
も
と
に
、

い
わ
ゆ
る
産
業
民
主
主
義
や
公
共
的
財
産
の
社
会
化
な
ど
の
理
念
を
含
む
、
強
い

「
社�

会�

改�

造�

」
の
志
向
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
。
と
は
い
え
、
革
命
的
社
会
主

義
等
に
対
す
る
強
い
否
定
の
姿
勢
は
一
貫
し
て
お
り
、
上
田
の
立
場
も
基
本
的
に

は
、
木
村
、
深
作
や
田
澤
ら
と
共
通
す
る
か
、
な
い
し
そ
の
延
長
上
に
あ
る
も
の

と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
の
よ
う
な
思
想
・
態
度
は
公
民
教
育
論
と
し
て
表
明
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
が
、
こ
の
よ
う
な
認
識
を
有
し
た
人
物
が
「
主
査
委
員
」
と
し
て
「
教
授
要

綱
」
の
策
定
に
携
わ
っ
た
こ
と
自
体
、
公
民
科
の
「
社
会
改
善
」
志
向
の
強
さ
を

示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
主
査
委
員
の
う
ち
�
経
済
学
者
�
は
上
田

と
渡
辺
の
２
名
で
あ
る
が
、
先
に
見
た
よ
う
に
渡
辺
は
自
由
経
済
の
信
奉
者
で
あ

る
一
方
、
上
田
は
社
会
改
良
主
義
傾
向
が
強
く
、
こ
の
２
名
が
主
査
委
員
に
含
ま

れ
て
い
た
こ
と
は
、
バ
ラ
ン
ス
を
意
識
し
た
人
選
だ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
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（
２
）
佐
野
利
器
（
３３２
）の
言
説

佐
野
は
、「
公
民
教
育
講
習
会
」
の
講
師
を
務
め
て
お
ら
ず
、
直
接
的
に
公
民

教
育
全
般
を
扱
っ
た
著
作
も
な
い
。
建
築
学
者
で
あ
る
佐
野
が
、
公
民
科
の
教
授

要
綱
を
策
定
す
る
た
め
の
主
要
な
委
員
と
し
て
選
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
一
見

す
る
と
疑
問
に
思
わ
れ
る
が
、「
教
授
要
綱
」
が
「
農
村
用
」
と
「
都
市
用
」
に

分
け
て
策
定
さ
れ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
佐
野
の
役
割
が
推
察
さ
れ
る
。

佐
野
に
は
、
都
市
計
画
論
ば
か
り
で
な
く
、
庶
民
の
都
市
生
活
等
に
関
連
す
る

著
作
等
も
多
い
。
た
と
え
ば
、
同
時
期
の
『
中
央
公
論
』
掲
載
論
文
「
都
市
の
職

能
（
３３３
）」
に
お
い
て
は
、
村
落
と
都
市
と
の
間
に
は
性
質
上
・
職
能
上
の
大
差
が
あ
る

と
し
て
、「
都
市
計
画（

３３４
）
」
の
必
要
を
説
く
と
と
も
に
、
都�

市�

民�

に�

は�

都�

市�

の�

特�

性�

を�

ふ�

ま�

え�

た�

教�

育�

が�

必�

要�

で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
都
市
民
に
は

「
特
に
市
民
た
る
も
の
に
必
要
な
知
識
、
技
能
及
び
心
得
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

筈
」
で
あ
る
か
ら
「
普
通
教
育
な
ど
の
上
に
も
差
を
見
る
が
妥
当
」
と
し
、「
都

市
の
職
能
」
た
る
「
商
業
工
業
」
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、「
一
般
市
民
殊
に

青
年
の
商
業
上
工
業
上
の
教
育
」
が
有
力
な
方
法
の
一
つ
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

あ
た
か
も
、「
教
授
要
綱
」
に
お
け
る
「
都
市
用
」
特
有
の
題
目
は
、
第
二
学

年
「
一
一
都
市
生
活
」、「
一
二
都
市
計
画
」、「
一
三
商
業
」、「
一
四
工
業
」
の
４

題
目
で
あ
り
、
以
上
の
よ
う
な
佐
野
の
言
説
か
ら
す
る
と
、
佐
野
は
こ
れ
ら
の
題

目
を
め
ぐ
っ
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
（
３３５
）
。

思
え
ば
、「
地
方
改
良
運
動
」
期
に
お
け
る
公
民
教
育
は
、
主
に
�
農
村
�
を

対
象
と
し
て
想
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
大
正
１３
年
公
民
科
は
、

以
上
の
よ
う
な
学
識
・
認
識
を
持
つ
佐
野
が
重
ん
じ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
当
時

我
が
国
の
総
人
口
に
占
め
る
割
合
が
急
増
し
て
い
た
（
３３６
）�
都
市
�
の
一
般
民
衆
を
、

�
農
村
�
民
と
並
ぶ
対
象
と
し
て
強
く
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
３
）
中
島
半
次
郎
（
３３７
）の
言
説

中
島
は
、「
公
民
教
育
講
習
会
」
に
お
い
て
講
師
を
務
め
て
い
な
い
も
の
の
、

「
公
民
科
に
つ
い
て
最
も
権
威
あ
る
論
者
の
一
人
（
３３８
）
」
と
さ
れ
、「
主
査
委
員
」
で
唯

一
の
教
育
学
者
で
あ
っ
て
、
公
民
教
育
全
般
を
扱
う
著
作
『
公
民
教
育
要
領
（
３３９
）』
を

持
ち
、
し
か
も
「
教
授
要
綱
」
の
原
案
と
な
っ
た
「
参
考
案
」
の
作
成
者
の
一
人

で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
中
島
は
公
民
科
の
全
般
的
理
念
設
定
に
深
く
関
与

し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
の
で
（
３４０
）
、
本
項
で
は
中
島
の
公
民
教
育
論
の
基
調
を
な
す

理
念
等
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
中
島
は
、「
国
民
教
育
」
と
「
公
民
教
育
」
と
を
明
確
に
区
分
す
る
。

す
な
わ
ち
「
国
民
」
は
「
主
権
の
下
に
服
従
し
、
一
定
の
国
土
に
住
し
て
を
る
（
３４１
）
」

も
の
に
対
し
、「
公
民
」
は
「
そ
の
国
の
政
治
に
参
与
し
国
家
公
共
の
生
活
に
与

る
（
３４２
）
」
も
の
と
し
た
う
え
で
、「
国
民
教
育
」
と
「
公
民
教
育
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ

「
受
動
的
」
に
対
し
「
主
動
的
」、「
上
下
の
服
従
」
に
対
し
「
自
発
的
の
協
力
」

「
連
帯
」「
横
の
関
係
」、「
自
国
中
心
」
に
対
し
「
列
国
相
協
調
」
と
い
っ
た
キ
ー

ワ
ー
ド
で
対
比
的
に
説
明
す
る
（
３４３
）
。
ま
た
、「
道
徳
教
育
」
と
「
公
民
教
育
」
に
つ

い
て
も
、「
道
徳
教
育
は
児
童
の
良
心
を
啓
培
し
動
機
を
純
潔
に
し
…
…
主
観
的

個
人
的
の
立
脚
地
か
ら
出
発
」
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
る
一
方
、「
公
民
教
育
は

国
家
社
会
の
法
制
的
経
済
的
基
礎
を
理
解
せ
し
め
、
国
家
公
共
の
為
に
働
か
し
め

ん
と
す
る
客
観
的
社
会
的
立
脚
地
に
立
つ
」
と
の
対
比
的
な
説
明
を
行
っ
て
い
る
（
３４４
）
。

そ
の
う
え
で
、
公
民
教
育
は
「
国
民
教
育
及
び
道
徳
教
育
の
足
ら
ざ
る
所
を
補

ひ
、
又
其
の
偏
狭
に
陥
れ
る
の
を
矯
め
直
さ
ん
と
し
て
起
つ
て
来
た
」
も
の
と
説

明
さ
れ
「
各
個
人
の
有
す
る
自
治
協
同
の
精
神
を
助
長
し
、
国
家
社
会
の
生
活
に

対
す
る
理
解
を
与
へ
其
の
進
歩
発
展
の
為
め
に
尽
く
さ
ん
と
す
る
情
操
及
び
意
志

を
練
ら
し
む
る
も
の
」
と
定
義
さ
れ
る
（
３４５
）

。
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公
民
教
育
の
対
象
に
つ
い
て
は
、「
立
憲
政
体
の
採
用
せ
ら
れ
た
る
今
日
に
於

て
は
、
総
て
の
国
民
が
公
民
と
し
て
の
教
育
を
う
け
、
男
女
の
性
別
を
論
ぜ
ず
又

そ
の
階
級
の
如
何
を
問
は
ず
、
総
て
に
国
家
の
運
命
を
分
担
し
て
居
る
と
の
責
任

感
を
有
せ
し
む
る
」
必
要
が
あ
る
（
３４６
）
と
説
明
し
て
お
り
、
こ
れ
は
木
村
と
極
め
て
近

い
認
識
と
い
え
る
。

ま
た
、「
我
が
国
民
は
国
民
精
神
に
は
強
き
所
あ
る
も
社
会
精
神
に
於
て
弱
く
、

常
に
自
他
を
一
体
と
見
て
協
調
す
る
精
神
を
欠
如
」
し
て
い
る
と
の
問
題
意
識
（
３４７
）
か

ら
、「
社
会
の
為
の
個
人
、
個
人
の
為
の
社
会
と
い
ふ
意
味
が
十
分
に
徹
底
し
な

く
て
は
な
ら
ぬ
（
３４８
）」
と
い
っ
た
個
人
―
社
会
観
が
表
明
さ
れ
、「
公
民
教
育
は
即
ち

個
人
と
国
家
社
会
を
一
体
と
見
、
個
人
の
完
成
は
即
ち
社
会
の
完
成
、
社
会
の
完

成
は
即
ち
個
人
の
完
成
と
見
る
」
も
の
だ
と
し
て
公
民
教
育
の
精
神
が
説
明
さ
れ

る
（
３４９
）
点
も
、
木
村
ら
と
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
職
業
」
に
関
し
て
、「
農
工
商

業
の
如
き
私
（
３５０
）の
職
業
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
も
己
の
為
め
の
み
で
な
く
、

又
全
体
の
為
に
存
し
て
を
る
」
と
い
っ
た
、
こ
れ
ま
た
木
村
ら
と
同
じ
職
業
観
も

表
明
さ
れ
る
（
３５１
）
。

一
方
、「
個
人
主
義
」
に
対
す
る
評
価
は
木
村
よ
り
も
徹
底
し
て
積
極
的
で
あ

り
、「
自
己
の
尊
厳
に
目
醒
め
自
己
の
重
ん
ず
べ
き
こ
と
を
自
覚
」
し
な
け
れ
ば
、

国
家
公
共
の
た
め
に
奮
闘
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
３５２
）
と
の
論
理
か
ら
、「
個
人
主
義

は
決
し
て
利
己
主
義
を
意
味
し
な
い
。
真
の
個
人
主
義
は
十
分
に
社
会
主
義
と
相

待
つ
こ
と
が
出
来
る
（
３５３
）
」
と
明
言
さ
れ
て
い
る
点
は
、
注
目
し
う
る
。

ま
た
第
三
学
年
の
題
目
一
〇
「
国
防
」
に
関
し
て
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
つ

い
て
、
ド
イ
ツ
は
「
軍
閥
と
官
僚
と
を
中
心
と
し
て
戦
」
っ
た
の
に
対
し
、
連
合

国
は
「
国
民
全
体
と
共
に
戦
」
っ
た
た
め
に
勝
っ
た
の
だ
と
い
う
認
識
が
表
明
さ

れ
て
お
り
、
興
味
深
い
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、「
一
国
の
中
に
総
て
の
こ
と
が
立

憲
的
に
行
は
る
る
こ
と
を
要
求
す
る
公
民
教
育
は
、
国
家
と
国
家
の
間
に
は
、
正

義
が
保
た
れ
、
相
互
の
理
解
と
協
力
と
に
依
っ
て
世
界
の
平
和
が
維
持
さ
れ
、
人

類
の
進
歩
が
来
さ
る
る
や
う
に
な
る
こ
と
を
要
求
す
る
」
と
い
う
論
理
に
よ
っ
て
、

各
国
が
相
互
に
「
軍
備
縮
小
」
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
提
唱
も
な
さ
れ
る
（
３５４
）
。

そ
し
て
、
題
目
一
一
「
国
交
」
に
お
け
る
要
目
「
国
交
ト
国
民
」
に
関
連
し
て

は
、
国
際
関
係
に
お
い
て
、「
先
方
の
位
置
に
自
国
を
置
き
換
え
て
考
慮
」
し
、

「
外
交
官
」
任
せ
で
は
な
い
「
国
民
外
交
」
に
よ
っ
て
「
相
互
の
協
調
」
を
実
現

で
き
る
国
民
を
育
成
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
こ
う
し
た
「
新
し
い
局
面
」
を
「
教

育
の
力
で
…
…
展
開
」
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
（
３５５
）
。

な
お
、
題
目
「
世
界
ト
日
本
」
に
お
け
る
要
目
「
我
ガ
国
ノ
使
命
」
に
関
連
し

て
は
、
日
本
が
「
万
世
一
系
の
皇
統
を
奉
戴
し
、
世
界
に
比
類
な
き
立
憲
君
主
国

を
う
ち
立
て
て
ゆ
く
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
欧
米
に
「
東
洋
」
の
こ
と
を
認
め
さ
せ
、

「
人
種
平
等
」
を
認
め
さ
せ
る
こ
と
を
「
我
国
家
の
使
命
」
と
し
て
規
定
し
て
い

る
（
３５６
）
。
こ
こ
に
は
、
い
わ
ば
ア
ジ
ア
主
義
的
な
発
想
に
基
づ
く
「
使
命
」
意
識
が
見

ら
れ
る
。

以
上
、
中
島
の
公
民
教
育
論
は
、「
個
人
主
義
」
へ
の
評
価
の
高
さ
や
、
軍
縮

の
推
奨
と
「
国
民
外
交
」
の
提
唱
、
ま
た
、「
我
ガ
国
ノ
使
命
」
の
規
定
に
当

た
っ
て
ア
ジ
ア
主
義
的
な
発
想
が
見
ら
れ
る
点
な
ど
に
お
い
て
特
徴
的
傾
向
を
有

す
る
が
、
公
民
教
育
と
国
民
教
育
と
の
対
比
や
、
社
会
的
分
業
と
し
て
の
職
業
観
、

「
我
が
国
民
は
国
民
精
神
に
は
強
き
所
あ
る
も
社
会
精
神
に
於
て
弱
く
…
」
と

い
っ
た
問
題
意
識
を
背
景
と
し
た
「
共
存
共
栄
」
の
重
視
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の

理
念
を
貫
く
個
人
―
社
会
の
一
体
観
な
ど
、
そ
の
基
本
的
な
部
分
は
木
村
ら
と
き

わ
め
て
類
似
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
理
念
は
、
大
正
１３
年
公
民
科
の

基
調
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
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《
別
表
１
》
大
正
１３
年
公
民
科
に
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
理
念
・
内
容
等

本
表
で
は
、
政
策
当
局
者
（
木
村
正
義
及
び
主
査
委
員
）
に
よ
る
「
公
民
教
育
講
習
会
」
等
で
の
言
説
か
ら
、
大
正
１３
年
公
民
科
の
特
徴
的
な
理
念
・
内
容
な
い
し
傾
向
と
見
な
し
う
る
も
の

を
抽
出
し
て
項
目
と
し
、
当
該
項
目
に
関
す
る
各
当
局
者
の
態
度
・
認
識
を
以
下
の
記
号
に
よ
り
整
理
し
た
。

・
◎
…
同
講
習
中
で
、
当
該
項
目
の
よ
う
な
態
度
・
認
識
が
明
確
な
い
し
積
極
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
も
の
。

・
○
…
関
連
著
作
に
お
い
て
当
該
項
目
の
よ
う
な
態
度
・
認
識
が
表
明
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
同
講
習
中
で
の
言
説
か
ら
も
当
該
項
目
に
近
い
態
度
・
認
識
を
見
出
し
う
る
も
の
。

ま
た
、
同
講
習
で
講
師
を
務
め
て
い
な
い
上
田
、
佐
野
、
中
島
の
３
名
（
網
掛
け
）
に
つ
い
て
は
、
関
連
著
作
に
お
い
て
当
該
項
目
の
よ
う
な
態
度
・
認
識
が
表
明
さ
れ
て
い
る
も
の
。

・
△
…
同
講
習
中
で
、
当
該
項
目
に
対
し
て
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
対
立
的
な
態
度
や
相
当
程
度
の
問
題
意
識
が
表
明
さ
れ
て
い
る
も
の
。

・
●
…
い
わ
ゆ
る
�
時
代
的
限
界
�
を
見
出
し
う
る
傾
向
を
示
す
「
そ
の
他
」
区
分
中
の
２
項
目
に
つ
い
て
、
同
講
習
中
の
言
説
に
、
当
該
項
目
の
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
も
の
。

特
徴
的
な
理
念
・
内
容
・
傾
向

木
村

穂
積

清
水

渡
辺

佐
藤

深
作

田
澤

上
田

佐
野

中
島

「人と社会」方面

「
共
存
共
栄
」「
連
帯
」
の
提
唱

（�
横
の
道
徳
�
の
重
視
）

◎

◎

◎

◎

◎

○

○

○

�
縦
の
道
徳
�
偏
重
へ
の
批
判
・
戒
め

◎

◎

○

○

○

「
人
格
」
の
尊
重
・「
平
等
」
の
高
調

◎

◎

○

◎

○

広
範
な
�
社
会
�
観

◎

◎

○

◎

◎

○

国際意識方面

国
際
協
調
主
義
の
高
調

◎

◎

○

○

◎

○

○

「
軍
国
主
義
」「
帝
国
主
義
」
の
否
定

○

◎

◎

○

○

国
際
連
盟
へ
の
期
待
・
評
価

◎

◎

△

△

○

○

活方面

政
治
教
育
・
立
憲
思
想
涵
養
の
重
視

◎

◎

○

◎

◎

○

○

国
民
の
利
福
と
民
意
の
重
視

◎

◎

◎

○

○

○

�
治
者
�
と
し
て
の
国
民
観

◎

◎

○

◎

◎

○
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政治生

�
治
者
�
と
し
て
の
「
責
任
」
の
提
唱

◎

◎

◎

○

○

○

婦
人
参
政
権
を
含
む
普
通
選
挙
の
提
唱

○

○

○

○

（
政
治
・
公
徳
等
に
関
す
る
）
英
国
の
模
範
視

○

◎

◎

◎

○

○

○

○

経済生活方面

経
済
教
育
・
経
済
観
念
涵
養
の
重
視

◎

○

◎

○

○

○

○

○

「
生
活
改
善
」「
生
活
の
向
上
」
の
重
視

◎

○

◎

◎

○

◎

○

○

○

国
家
的
経
済
発
展
の
重
視

○

◎

○

○

○

○

�
職
業
の
社
会
的
意
義
�
の
高
調

◎

○

◎

◎

○

○

○

労
働
環
境
・
労
働
条
件
改
善
の
提
唱

◎

◎

○

◎

○

○

思想問題方面

（
第
２
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
英
国
労
働
党
等
の
）

「
社
会
主
義
」
へ
の
肯
定
的
・
共
感
的
態
度

○

○

△

○

◎

◎

○

○

社
会
主
義
・
共
産
主
義
等
に
関
す
る

客
観
的
・
分
析
的
教
育
の
提
唱

◎

○

○

◎

◎

○

○

社会問題方面

�
産
業
革
命
の
弊
害
�
へ
の
注
目

◎

○

○

◎

◎

○

○

○

社
会
運
動
の
必
然
視
・
道
徳
視

○

○

◎

◎

○

自
由
放
任
主
義
へ
の
懐
疑
・
否
定

◎

○

△

○

◎

◎

○

○

国
家
に
よ
る
社
会
政
策
の
重
視

◎

○

◎

◎

○

○

その他

「
国
体
」
等
に
関
す
る
合
理
的
説
明
の
不
備

●

●

●

提
示
さ
れ
る
�
具
体
的
制
度
論
�
の
制
約

●

●

●

●

●

特
徴
的
な
理
念
・
内
容
・
傾
向

木
村

穂
積

清
水

渡
辺

佐
藤

深
作

田
澤

上
田

佐
野

中
島
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お
わ
り
に
（
ま
と
め
）

以
上
の
と
お
り
本
稿
で
は
、
大
正
１３
年
公
民
科
に
お
い
て
我
が
国
最
初
の
「
公

民
科
教
授
要
綱
」
が
示
さ
れ
た
こ
と
の
歴
史
的
意
義
に
注
目
し
、
大
正
末
―
昭
和

初
期
に
お
け
る
公
民
科
の
理
念
的
連
続
性
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
こ
こ
で
政
策
当

局
が
提
示
し
た
教
育
上
の
理
念
・
内
容
等
（
３５７
）
を
俯
瞰
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、

同
時
期
に
一
定
の
社
会
的
承
認
を
受
け
得
た
�
理
想
的
公
民
像
�
の
あ
り
さ
ま
に

つ
い
て
探
る
こ
と
を
試
み
て
き
た
。

こ
れ
ま
で
の
検
討
に
基
づ
き
、「
公
民
教
育
講
習
会
」
等
で
政
策
当
局
者
に
よ

り
表
明
さ
れ
た
言
説
か
ら
、
大
正
１３
年
公
民
科
に
見
出
し
う
る
特
徴
的
な
理
念
・

内
容
等
を
ま
と
め
た
も
の
が
《
別
表
１
》
で
あ
る
。
こ
の
表
は
必
ず
し
も
客
観

性
・
網
羅
性
を
備
え
た
も
の
と
は
言
い
難
い
が
（
３５８
）
、
少
な
く
と
も
こ
こ
で
複
数
の
◎

印
が
付
さ
れ
た
よ
う
な
理
念
・
内
容
等
は
、�
大
正
１３
年
公
民
科
に
お
い
て
、
教�

え�

る�

べ�

き�

も�

の�

又
は
教�

え�

て�

も�

よ�

い�

も�

の�

と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
�
と
見
る
こ

と
は
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
、
こ
の
表
に
沿
い
な
が
ら
（
３５９
）
、
大
正
１３
年
公
民
科
（
以
降

で
は
、
原
則
と
し
て
単
に
「
公
民
科
」
と
す
る
。）
で
想
定
さ
れ
た
理
念
・
内
容

等
を
整
理
し
、
そ
こ
か
ら
見
出
せ
る
�
理
想
的
公
民
像
�
な
ど
を
ま
と
め
る
こ
と

と
す
る
（
３６０
）
。

ま
ず
、〈
人
と
社
会
〉
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
い
わ
ゆ
る
�
社
会
の
発
見
�
と
い

う
時
代
思
潮
を
反
映
し
て
か
「
教
授
要
綱
」
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
が
、
こ
こ
で

説
か
れ
た
「
共�

存�

共�

栄�

」
や
「
連�

帯�

」
と
い
っ
た
理
念
・
精
神
は
、
法
・
政
治
・

経
済
・
社
会
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
説
明
に
お
い
て
広
く
援
用
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

い
わ
ゆ
る
「
忠
君
愛
国
」「
忠
孝
一
致
」
と
い
っ
た
�
縦
の
道
徳
�
と
の
対
比
の

も
と
に
、
近
代
的
社
会
意
識
に
基
づ
く
�
横
の
道
徳
�
と
し
て
提
唱
さ
れ
た
も
の

で
、
公
民
科
で
目
指
さ
れ
た
�
理
想
的
公
民
像
�
の
基
調
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
従
来
の
我
が
国
に
お
け
る
道
徳
は
�
縦
の
道

徳
�
に
偏
り
過
ぎ
て
い
た
と
い
う
問
題
意
識
も
表
明
さ
れ
、「
共
存
共
栄
」「
連

帯
」
を
可
能
と
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、「
倫
理
学
・
社
会
学
の
研
究
並
に
説

明
」
に
基
づ
き
、「
人
格
」
の
尊
重
や
「
平
等
」
の
意
義
も
高
調
さ
れ
た
の
で
あ

る
。ま

た
、
こ
の
�
横
の
道
徳
�
は
、
社
会
の
構
成
員
と
し
て
の
自
発
的
意
識
に
基

づ
く
道
徳
と
さ
れ
た
か
ら
、
そ
れ
は
公
民
科
に
お
け
る
�
社
会
�
観
の
広
範
性
と

も
表
裏
一
体
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
公
民
科
に
お
け
る
「
社
会
」
と

は
、「
家
…
…
市
町
村
、
郷
土
、
府
県
、
国
家
、
世
界
、
組
合
、
学
校
、
倶
楽

部
」
な
ど
「
あ
ら
ゆ
る
社
会
を
包
含
」
す
る
広
い
意
味
で
用
い
ら
れ
た
が
、
そ
こ

で
理
想
と
さ
れ
た
の
は
、「
社
会
生
活
を
営
ん
で
居
る
一
員
」
と
し
て
「
社�

会�

を�

大�

な�

る�

我�

」
と
考
え
、「
大
小
と
な
く
総
て
の
社
会
を
完
成
す
る
」
こ
と
を
目
指

す
積
極
的
・
自
発
的
意
識
を
備
え
た
公
民
像
で
あ
っ
た
。

一
方
、
公
民
科
に
お
い
て
〈
国
際
意
識
〉
を
養
う
こ
と
が
重
ん
じ
ら
れ
た
の
も
、

こ
の
よ
う
な
�
社
会
�
観
の
延
長
上
に
自
ず
と
現
れ
て
き
た
性
向
と
見
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、「
国
家
」
よ
り
も
「
も
う
一
段
大
き
い
」
単

位
と
し
て
の
「
世
界
全
体
の
国
際
的
共
同
生
活
」
を
円
満
に
し
て
い
く
こ
と
が

「
是
か
ら
後
の
人
間
の
真
価
」（
穂
積
）
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
も
と
よ
り
第

一
次
世
界
大
戦
後
と
い
う
時
代
背
景
も
反
映
し
て
、
国
際
協
調
の
理
想
が
広
く
高

調
さ
れ
た
。
そ
し
て
、「
軍
国
主
義
」
や
「
帝
国
主
義
」
な
い
し
「
国
家
主
義
」

は
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
招
い
た
悪
弊
と
し
て
否
定
的
に
扱
わ
れ
、
大
戦
後
に
成

立
し
た
「
国
際
連
盟
」
等
の
意
義
も
説
か
れ
た
の
で
あ
る
（
３６１
）
。

す
な
わ
ち
、
国
際
意
識
の
方
面
で
は
、
意
外
な
ほ
ど
に
純
粋
な
意
味
（
３６２
）

で
の
国
際
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協
調
意
識
、
す
な
わ
ち
「
世
界
平
和
の
為
、
人
類
平
和
の
為
」
に
「
世
界
諸
国
民

が
互
に
一
致
共
同
す
る
精
神
、
即
ち
国
際
主
義
」
を
備
え
た
公
民
像
が
理
想
と
さ

れ
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
、〈
政
治
生
活
〉
の
方
面
で
は
、
政
治
に
関
す
る
教
育
を
通
じ
て
「
立

憲
思
想
」
を
涵
養
す
る
こ
と
が
、
政
策
当
局
者
に
広
く
共
有
さ
れ
た
公
民
科
の
基

本
的
目
標
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、「
国
民
全
部
が
共�

同�

の�

責�

任�

を
以
っ
て
国
の

政
治
に
参
加
し
、
国�

民�

全�

部�

の�

最�

大�

幸�

福�

を
図
り
、
以
っ
て
国�

運�

の�

興�

隆�

を
期
す

る
所
に
、
近
代
国
家
の
力
強
き
意
義
が
存
在
す
る
」
と
い
う
認
識
に
象
徴
さ
れ
る

よ
う
に
、
国
民
の
利
益
・
幸
福
と
民
意
を
重
視
す
る
民
本
主
義
的
な
政
治
観
・
国

家
観
を
前
提
と
し
て
、
受
動
的
な
「
被
治
者
」
で
は
な
く
、
政
治
に
能
動
的
・
積

極
的
に
参
画
す
る
「
治
者
」
と
し
て
の
公
民
像
が
理
想
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
こ
う
し
た
公
民
像
は
、「
治
者
」
と
し
て
の
「
新
た
な
る
責
任
」
を

国
民
に
求
め
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
選
挙
権
・
参
政
権
も
、「
権
利

の
観
念
は
義
務
を
伴
ふ
」
と
い
う
理
念
の
も
と
に
、「
濫
用
し
な
い
で
権
利
の
目

的
通
り
公
正
に
行
ふ
べ
き
」（
清
水
）
も
の
と
強
調
さ
れ
、「
権
利
」
で
あ
る
ば
か

り
で
な
く
、
国
民
の
「
責
任
」
と
し
て
も
説
か
れ
た
の
で
あ
る
（
３６３
）
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
公
民
像
の
も
と
で
は
、「
国
民
の
智
識
の
水
平
線
を
高
め

る
」
こ
と
が
当
然
に
重
要
視
さ
れ
た
か
ら
、
公
民
科
の
対
象
者
は
「
市
町
村
制
に

謂
ふ
公
民
」
で
は
な
く
、「
老
若
男
女
を
問
は
ず
…
…
社
会
連
帯
の
責
任
を
相
互

に
負
ふ
て
居
る
者
」
全
体
で
あ
る
こ
と
が
高
調
さ
れ
た
。
こ
の
点
、
公
民
科
が
普

通
選
挙
の
実
施
を
準�

備�

す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
か
ね
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
「
国
民
全
体
」
を
「
治
者
」
と
規
定
す
る
�
理
想

的
公
民
像
�
は
、
そ
れ
自
体
の
基
調
と
し
て
、「
財
産
や
男
女
の
性
別
（
３６４
）
に
依
っ
て

国
民
の
政
治
参
画
に
差
等
を
認
め
ざ
る
純
然
た
る
普
通
選
挙
」
を
要�

請�

す
る
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
政
治
生
活
の
方
面
に
お
け
る
�
理
想
的
公
民
像
�
と

は
、
国
家
に
対
し
て
無
批
判
に
服
従
す
る
受
動
的
な
客
体
で
は
な
く
、
国
家
や
政

治
に
つ
い
て
「
銘
々
が
本
当
に
自
分
の
こ
と
だ
と
思
っ
て
銘
々
が
十
分
に
考
へ
て
、

悪
い
こ
と
が
あ
れ
ば
十
分
議
論
を
し
て
そ
れ
を
直
す
」（
穂
積
）
こ
と
を
可
能
と

す
る
よ
う
な
、
立
憲
国
家
に
お
け
る
政
治
的
主
体
と
し
て
想
定
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
講
習
中
、
政
治
な
い
し
公
徳
等
に
関
し
て
�
あ
る
べ
き
姿
�
が
説
か
れ

る
際
に
は
、
そ
の
英
国
に
お
け
る
在
り
方
が
模
範
例
と
し
て
広
く
提
示
さ
れ
た
こ

と
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
公
民
科
に
お
け
る
�
理
想
的
公
民
像
�
が
、
多
分

に
英
国
を
モ
デ
ル
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
い
え

よ
う
（
３６５
）
。

〈
経
済
生
活
〉
の
方
面
で
も
、
経
済
に
関
す
る
教
育
を
通
じ
て
「
経
済
観
念
」

を
涵
養
す
る
こ
と
が
、
公
民
科
の
基
本
的
目
標
と
さ
れ
た
。
こ
の
「
経
済
観
念
」

涵
養
の
重
要
性
は
、「
国
民
経
済
」
な
い
し
「
世
界
経
済
」
と
い
う
現
代
経
済
の

態
様
を
前
提
と
し
て
、
大
き
く
分
け
れ
ば
、
国
民
そ
れ
ぞ
れ
の
「
生
活
改
善
」
と

国
家
的
な
「
経
済
発
展
」
と
い
う
２
方
面
を
目
標
と
し
て
説
か
れ
た
も
の
と
い
え

る
。こ

こ
で
と
り
わ
け
高
調
さ
れ
た
の
が
、「
職
業
」
の
意
義
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
職
業
は
、「
社
会
に
お
け
る
相
互
依
存
即
ち
協
同
の
表
れ
」
で
あ
り
、
個
々
人

の
「
人
生
の
意
義
」
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
と
も
に
「
社
会
的
意

義
」
を
有
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
、
人
は
「
職
業
を
通
じ
て
公
民
で
あ
る
」
と
ま

で
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
職
業
」
観
は
、
勤
労
者
の
一

方
的
な
服
従
を
求
め
る
も
の
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
勤
労
者
の
自
発
的
意
識
に

期
待
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
こ
で
は
産
業
・
労
働
の
�
合
理
化
�
と
�
人

間
化
�
も
要
請
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、「
能
率
の
増
進
」
や
労
働
環
境
の
改
善
な

175



ど
の
必
要
も
盛
ん
に
説
か
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
公
民
科
に
お
け
る
�
理
想
的
公
民
像
�
と
は
、

「
普
通
選
挙
」
等
を
通
じ
て
「
国
民
政
治
」
を
担
う
主
体
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
「
職
業
」
等
を
通
じ
て
「
国
民
経
済
」
を
担
う
主
体
で
も
あ
り
、
ひ

い
て
は
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
福
利
を
享
受
す
る
主
体
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

〈
思
想
問
題
〉
の
方
面
で
は
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」「
社
会
主
義
」「
共
産
主
義
」

等
に
関
す
る
問
題
が
扱
わ
れ
た
が
、
講
習
中
で
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
が
扱
わ
れ
る
際

に
概
し
て
共
通
す
る
傾
向
は
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
つ
い
て
は
概
ね
積
極
的
に

そ
の
「
長
所
」
が
見
出
さ
れ
、「
社
会
主
義
」
に
つ
い
て
も
そ
の
本
質
は
概
ね
肯

定
的
・
共
感
的
に
扱
わ
れ
る
一
方
で
、
ロ
シ
ア
型
の
「
共
産
主
義
」
な
い
し
「
革

命
的
社
会
主
義
」
に
つ
い
て
は
強
く
否
定
さ
れ
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

こ
で
、
と
り
わ
け
「
社
会
主
義
」
に
対
す
る
肯
定
的
・
共
感
的
な
傾
向
は
む
し
ろ

意
外
な
ほ
ど
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、「
社
会
を
我
が
も
の
と
考
へ
て
其
の
社
会
の

欠
陥
を
補
ひ
、
社
会
全
体
を
幸
福
に
し
や
う
」
と
い
う
「
社
会
主
義
の
真
の
精

神
」
は
「
道
徳
的
」（
深
作
）
で
あ
る
と
い
っ
た
説
明
も
広
く
見
ら
れ
た
。
そ
し

て
、
第
２
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
英
国
労
働
党
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
社

会
主
義
」（
い
わ
ゆ
る
社
会
改
良
主
義
）
は
、
む
し
ろ
「
当
然
過
ぎ
る
ほ
ど
当

然
」
の
思
想
と
し
て
扱
わ
れ
る
向
き
す
ら
あ
っ
た
の
で
あ
る
。「
社
会
主
義
」
に

対
す
る
こ
の
よ
う
な
評
価
・
説
明
は
、
そ
れ
自
体
、
公
民
科
に
お
け
る
「
社
会
改

善
」
志
向
の
強
さ
を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
併
せ
て
注
目
す
べ
き
は
、「
共
産
主
義
」
な
ど
も
含
め
て
、
い
か
な
る

思
想
に
つ
い
て
も
「
単
に
…
…
危
険
な
思
想
」
と
し
て
扱
う
よ
う
な
教
育
は
戒
め

ら
れ
、
一
定
の
客
観
的
・
分
析
的
説
明
を
加
え
よ
う
と
試
み
る
姿
勢
が
政
策
当
局

者
に
共
通
し
て
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
思
想
に
つ
い
て

「
正
当
に
理
解
し
、
正
当
に
批
判
す
る
所
の
教
育
を
与
へ
」
る
こ
と
で
、
被
教
育

者
が
「
以
っ
て
己
の
進
む
べ
き
道
を
見
出
す
」
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
と
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
理
念
的
傾
向
か
ら
す
る
と
、
こ
こ
で
想
定
さ
れ
た
�
理
想
的
公
民

像
�
と
は
、
一
般
に
生
活
的
課
題
か
ら
は
離
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
社
会
・
経
済

体
制
に
関
し
て
さ
え
も
一
定
の
客
観
的
な
知
識
や
分
析
力
を
備
え
、
現
体
制
を

�
自
ら
選
択
し
た
も
の
�
と
捉
え
る
意
識
の
も
と
に
擁
護
す
る
公
民
像
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
公
民
像
は
、
も
は
や
単
に
否
定
す
る
だ
け

で
は
�
危
険
思
想
�
を
防
ぎ
得
な
い
と
い
う
政
策
当
局
の
認
識
を
前
提
と
し
た
も

の
で
あ
っ
て
、
前
近
代
的
な
「
由
ら
し
む
べ
し
、
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
」
と
い
う

公
民
像
と
は
ほ
と
ん
ど
対
極
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、〈
社
会
問
題
〉
も
、
と
り
わ
け
経
済
・
労
働
の
問
題
と
の
強
い
関
連
の

も
と
に
捉
え
ら
れ
、「
産
業
革
命
」
を
端
緒
と
し
て
生
じ
た
諸
問
題
、
す
な
わ
ち

非
人
格
的
な
労
働
の
あ
り
方
、
都
市
の
問
題
、
富
の
分
配
の
不
公
正
や
そ
れ
ら
に

伴
う
階
級
対
立
な
ど
が
、
社
会
問
題
の
客
観
的
原
因
と
し
て
提
示
さ
れ
た
。
そ
し

て
、
社
会
問
題
の
解
決
を
求
め
て
行
わ
れ
る
「
社
会
運
動
」
は
、「
起
る
べ
き
歴

史
上
の
理
由
が
あ
っ
て
起
る
」「
進
化
の
理
法
か
ら
当
然
の
現
象
」（
田
澤
）
と
さ

れ
、
と
り
わ
け
「
生
活
の
向
上
」
な
い
し
「
人
生
の
意
義
」
を
求
め
て
行
わ
れ
る

運
動
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
是
認
」
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
「
社
会
的

正
義
の
要
求
」
で
あ
っ
て
、「
社
会
民
の
全
体
は
一
致
協
力
し
て
其
の
目
的
の
達

成
に
努
め
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
ま
で
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
公

民
科
に
お
け
る
�
理
想
的
公
民
像
�
と
は
、「
社
会
を
大
な
る
我
」
と
考
え
て

「
社
会
改
善
」
な
い
し
「
社
会
の
完
成
」
を
目
指
す
公
民
像
で
あ
っ
た
と
い
え
る

が
、
こ
こ
で
は
併
せ
て
、
単
に
そ
う
し
た
意�

識�

を
備
え
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
た

め
に
積
極
的
に
行�

動�

で
き
る
公
民
像
が
目
指
さ
れ
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。

そ
の
一
方
、
経
済
上
の
自
由
放
任
主
義
は
概
し
て
懐
疑
的
・
否
定
的
に
扱
わ
れ
、
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国
家
に
よ
る
社
会
政
策
の
重
要
性
が
広
く
説
か
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
公
民
科
の
性

格
を
特
徴
づ
け
る
、
注
目
す
べ
き
「
国
家
観
」
も
表
明
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
第

一
次
世
界
大
戦
を
経
て
「
国
家
と
云
ふ
も
の
に
対
す
る
疑
念
」
が
「
濃
厚
」
に

な
っ
た
（
田
澤
）
と
の
現
状
認
識
を
前
提
と
し
て
、
こ
こ
で
は
「
社
会
問
題
の
解

決
に
関
す
る
方
策
は
、
社�

会�

政�

策�

を
実
行
す
る
よ
り
他
に
採
る
べ
き
道
は
な
い
」

と
強
調
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
公
民
科
で
は
「
人
類
社
会
の
向
上
は
一
に
国
家
制
度
に

負
ふ
も
の
た
る
こ
と
を
深
く
意
識
せ
し
む
る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
現
代
に
於
け
る
国
家
観
」
と
は
、「
軍
国
主
義
帝
国
主

義
の
舊
套
を
脱
し
、
人�

民�

全�

体�

の�

幸�

福�

を
唯
一
最
高
の
目
的
と
す
る
民
本
的
又
は

道
徳
的
国
家
を
理
想
と
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
領
土
の
拡
張
や
国
権

の
伸
張
に
対
す
る
国
家
の
対
外
的
努
力
を
圧
倒
」
し
て
、「
社
会
問
題
」
の
解
決

こ
そ
、
国
政
に
お
け
る
「
最
も
重
要
問
題
」
に
な
り
得
る
も
の
と
規
定
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
「
社
会
問
題
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
公
民
科
の
性
格
を
特
徴
づ
け
る

よ
う
な
理
念
・
内
容
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
同
時
期
に
お
け
る
公
民
科
の
特
徴

を
「
社
会
問
題
に
対
す
る
積
極
的
な
教
育
的
対
応
（
３６６
）
」
と
し
て
規
定
す
る
の
は
順
当

な
理
解
と
い
え
る
。
し
か
し
、
社
会
問
題
へ
の
積
極
的
対
応
と
い
っ
た
理
念
的
傾

向
の
前
提
に
こ
の
よ
う
な
「
国
家
観
」
が
見
ら
れ
た
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
公
民

科
に
は
よ
り
総
括
的
な
評
価
を
与
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ

こ
で
提
示
さ
れ
た
国
家
観
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
以
前
の
�
帝
国
主
義
�
時
代
に

お
け
る
国
家
観
と
は
一
線
を
画
す
る
、
極
め
て
�
現
代
的
�
な
国
家
観
で
あ
っ
た

こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
公
民
科
と
は
�
現
代
に
つ
な
が
る
新
し
い
国
家
の
役
割
を
提

示
し
、
か
か
る
国
家
像
に
対
応
す
る
新
し
い
公
民
像
を
提
唱
す
る
試
み
�
と
し
て

評
価
し
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
公
民
科
は
�
社
会
の
発
見
�

と
い
っ
た
時
代
思
潮
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
つ
つ
も
、
決
し
て
国
家
を
相
対
化

す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
社
会
改
善
」
に
積
極
的
に
関
与
す
る
現
代
型
国

家
を
志
向
す
る
性
格
を
帯
び
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
現
代
的
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
大
正
１３
年
公
民
科
の
教
育
内
容
に
関
す

る
政
策
当
局
の
説
明
に
は
、
い
わ
ゆ
る
�
時
代
的
限
界
�
を
指
摘
し
う
る
よ
う
な

傾
向
も
見
ら
れ
た
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、「
国
体
」
な
ど
に
関
す
る
合
理
的
説
明

の
不
備
や
、
提
示
さ
れ
た
具
体
的
方
法
論
の
制
約
な
ど
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、「
国
体
」
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
情
緒
的
な
家
族
国
家
観
が
援

用
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
国
体
の
精
華
」
が
高
調
さ
れ
る
な
ど
、
必
ず
し
も
合
理

的
・
近
代
的
な
説
明
は
な
さ
れ
な
い
傾
向
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
国
家
」
や

「
立
憲
政
治
」
等
に
関
し
て
も
、
一
般
論
と
し
て
は
国
家
法
人
説
や
立
憲
主
義
に

基
づ
く
説
明
が
見
ら
れ
た
一
方
で
、
そ
れ
を
我
が
国
に
適
用
し
た
と
き
想
起
さ
れ

る
は
ず
の
天
皇
機
関
説
等
に
つ
い
て
の
言
及
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
３６７
）
。
先

に
見
て
き
た
よ
う
に
公
民
科
で
は
、
各
種
の
社
会
的
諸
概
念
に
つ
い
て
、
現
代
か

ら
見
て
も
さ
ほ
ど
違
和
感
の
な
い
合
理
的
な
説
明
が
な
さ
れ
た
と
い
え
る
が
、
一

方
で
、
と
り
わ
け
「
国
体
」
な
ど
に
関
す
る
説
明
に
�
限
界
�
が
見
ら
れ
る
の
は
、

当
時
に
お
け
る
初
中
等
教
育
の
内
容
と
し
て
は
避
け
が
た
い
傾
向
で
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
（
３６８
）
。

ま
た
、
先
進
的
な
理
念
や
理
想
は
積
極
的
に
高
調
さ
れ
た
と
は
い
え
、
そ
の
実

現
の
た
め
の
�
具
体
的
制
度
論
�
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
現�

行�

制�

度�

等�

の�

枠�

内�

で
提
示
さ
れ
る
に
止
ま
る
傾
向
も
あ
っ
た
（
３６９
）
。
た
と
え
ば
、
生
活
の
向
上
や
労
働
条

件
の
改
善
と
い
っ
た
理
想
の
も
と
、
社
会
運
動
を
「
必
然
的
」
か
つ
「
道
徳
的
」

な
も
の
と
す
る
よ
う
な
理
念
は
積
極
的
に
説
か
れ
た
一
方
で
、
労
働
者
の
法
的
権

利
と
い
う
概
念
や
労
働
組
合
と
い
っ
た
仕
組
み
に
つ
い
て
の
積
極
的
言
及
は
見
ら

れ
な
か
っ
た
し
、
既
存
の
制
度
で
あ
る
「
工
場
法
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
い
わ
ゆ

る
不
徹
底
さ
が
明
確
に
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

傾
向
は
、
政
治
的
課
題
に
対
す
る
中
立
が
求
め
ら
れ
る
学
校
教
育
の
内
容
と
し
て
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は
必
然
の
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
逆
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、

�
当
時
の
日
本
社
会
に
は
、
そ
れ
ら
の
理
想
や
理
念
を
具
体
的
制
度
と
し
て
受

容
・
確
立
す
る
に
至
る
ま
で
の
社
会
的
承
認
は
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
�
と
い
う

こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

と
は
い
え
、
こ
こ
で
見
ら
れ
た
「
国
体
の
精
華
」
へ
の
賛
辞
な
ど
の
多
く
は
、

実
体
的
意
味
を
伴
う
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
い
わ
ば
所
与
の
前
提
と
し
て
�
枕

詞
�
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
（
３７０
）
、
そ
れ
は
決
し

て
公
民
科
の
理
念
的
本
質
を
な
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
た
し
か

に
具
体
的
制
度
論
の
提
示
に
は
一
定
の
制
約
が
見
ら
れ
た
と
は
い
え
、
そ
も
そ
も

政
治
的
中
立
性
が
極
め
て
重
ん
じ
ら
れ
た
な
か
で
、
現
代
に
通
じ
る
よ
う
な
普
遍

的
・
合
理
的
な
�
理
念
�
は
政
策
当
局
か
ら
積
極
的
か
つ
広
範
に
提
示
さ
れ
た
の

で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
ら
は
広
く
「
実
際
生
活
」
上
の
課
題
と
も
関
連
づ
け
な
が

ら
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
大
正
１３
年
公
民
科
に
は
、
現
代
的
視
点
か
ら

す
れ
ば
た
し
か
に
一
定
の
�
時
代
的
限
界
�
も
見
出
し
う
る
と
は
い
え
、
以
て
そ

の
本
質
を
「
日
本
の
特
殊
性
」
を
反
映
し
た
「
二
義
的
」
な
も
の
と
規
定
し
（
３７１
）
、
あ

る
い
は
抽
象
的
な
政
治
的
権
利
等
を
提
示
す
る
こ
と
で
民
衆
を
「
欺
瞞
」
し
た
も

の
と
す
る
よ
う
な
理
解
（
３７２
）
は
、
当
時
に
お
け
る
政
策
当
局
の
認
識
・
説
明
か
ら
す
る

と
、
や
は
り
妥
当
な
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
公
民
科
の
本
質
は
、
現
代
的
視
点

か
ら
見
た
�
限
界
�
を
指
摘
・
強
調
す
る
よ
り
も
、
や
は
り
そ
の
同
時
代
に
お
け

る
位
置
づ
け
を
摯
実
に
顧
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
よ
り
的
確
に
描
き
出
さ
れ

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
い
ま
一
度
、
大
正
１３
年
当
時
に
お
け
る
政
策
当
局
の
説
明
に
立
ち
返
れ

ば
、
公
民
科
の
目
的
と
は
「
国�

民�

に�

社�

会�

完�

成�

の�

為�

に�

社�

会�

と�

政�

治�

経�

済�

に�

関�

す�

る�

知�

識�

を�

授�

け�

徳�

操�

を�

涵�

養�

し�

て�

之�

を�

実�

際�

生�

活�

に�

実�

現�

せ�

し�

む�

る�

」
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
ふ
ま
え
、
こ
の
よ
う
な
目
的
の
も
と
に
大
正
１３
年

公
民
科
が
目
指
し
た
�
理
想
的
公
民
像
�
を
簡
潔
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、

政�

治�

・
経�

済�

・
社�

会�

と
い
っ
た
各
方
面
に
わ
た
る
「
事
実
」
に
基
づ
く
合
理
的
か

つ
客
観
的
な
「
知�

識�

」
と
、「
立
憲
国
民
と
し
て
の
徳
育
」
あ
る
い
は
「
日
常
生

活
に
お
け
る
共
存
共
栄
の
精
神
」
と
い
っ
た
近
代
的
社
会
意
識
に
基
づ
く
�
横
の

道
徳
�
を
基
調
と
し
た
「
徳�

操�

」
と
を
併
せ
持
ち
、
各
自
の
「
実�

際�

生�

活�

」
を
通

じ
て
そ
の
公
民
的
総
合
力
を
発
揮
す
る
こ
と
で
、
家
・
学
校
か
ら
国
家
・
世
界
に

至
る
ま
で
の
広
範
な
「
社�

会�

」
を
「
大
な
る
我
」
と
し
て
「
完�

成�

」
さ
せ
る
た
め

に
努
め
る
公
民
像
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
公
民
像
は
、
大
き

く
見
れ
ば
「
国
民
全
部
の
最
大
幸
福
」
と
「
国
運
の
興
隆
」
と
い
う
２
方
面
の
理

想
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
、
そ
の
理
念
的
前
提
と
し
て
は
、「
人
民
全

体
の
幸
福
を
唯
一
最
高
の
目
的
と
す
る
民
本
的
又
は
道
徳
的
国
家
」
を
理
想
と
す

る
国
家
像
が
提
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
か
か
る
国
家
像
の
も
と
で
個
人
―
社
会
―

国
家
の
「
一
体
観
」
が
高
調
さ
れ
、「
老
若
男
女
を
問
わ
ず
…
…
国
民
全
体
」
に

対
し
て
、「
社
会
連
帯
の
責
任
を
相
互
に
負
ふ
て
居
る
者
」
と
し
て
の
自
発
性
と

責
任
感
を
備
え
た
�
治
者
�
と
し
て
の
役
割
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

大
正
１３
年
公
民
科
で
目
指
さ
れ
た
�
理
想
的
公
民
像
�
の
本
質
を
以
上
の
よ
う

に
捉
え
た
と
き
、
そ
れ
は
「
自
治
心
」
や
「
立
憲
思
想
」
の
涵
養
を
目
的
と
し
た

従
来
の
公
民
教
育
の
枠
組
み
を
い
さ
さ
か
超
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
�
帝

国
主
義
国
家
�
に
よ
る
�
国
民
総
力
戦
�
と
し
て
の
第
一
次
世
界
大
戦
に
対
す
る

多
義
的
な
反
省
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、

大
正
１３
年
公
民
科
で
想
定
さ
れ
た
�
理
想
的
公
民
像
�
と
は
、
社
会
生
活
の
各
方

面
に
わ
た
る
�
治
者
�
と
し
て
の
意
識
や
�
連
帯
�
の
精
神
を
備
え
、
以
て
政

治
・
経
済
・
社
会
に
わ
た
る
国
家
的
総
合
力
の
向
上
を
担
う
と
と
も
に
、
そ
の
福

利
と
し
て
の
生
活
の
向
上
を
享
受
す
る
主
体
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

す
な
わ
ち
大
正
１３
年
公
民
科
と
は
、
い
わ
ば
世
界
史
上
に
お
け
る
一
大
画
期
を
経
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た
時
代
に
あ
っ
て
、�
現
代
�
に
つ
な
が
る
新
し
い
公
民
像
・
社
会
像
・
国
家
像

を
目
指
す
教
育
上
の
試
み
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
我
が
国
最
初
の
「
公
民
科
教
授
要
綱
」
の
成
立
に
際
し
て
、
政
策
当
局

に
よ
り
提
示
さ
れ
た
公
民
科
の
理
念
・
内
容
な
い
し
�
理
想
的
公
民
像
�
と
は
、

以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
は
じ
め
に
」
な
ど
で
指
摘
し
た
公

教
育
の
特
性
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
こ
で
提
示
さ
れ
た
公
民
像
・
社
会
像
・
国
家
像
な

ど
を
め
ぐ
る
広
範
な
理
念
や
理
想
は
、
同
時
代
に
お
い
て
た
し
か
に
一
定
の
社
会

的
承
認
を
受
け
得
た
も
の
で
あ
り
、
い
う
な
れ
ば
同�

時�

代�

の�

社�

会�

に�

広�

く�

共�

有�

さ�

れ�

た�

理�

念�

や�

理�

想�

の�

一�

般�

像�

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
そ
れ

は
、
広
く
見
れ
ば
大
正
末
―
昭
和
初
期
（
３７３
）
に
お
い
て
、
我
が
国
の
公
民
科
教
育
に
お

け
る
理
念
的
基
調
を
な
す
も
の
と
し
て
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
は
、
我
が
国
の
近
代
に
お
け
る
大
正
末
―
昭
和
初
期
と
い
う
時

代
が
宿
し
て
い
た
可
能
性
、
す
な
わ
ち
�
現
代
と
の
連
続
性
�
が
示
唆
さ
れ
て
く

る
。
さ
ら
に
い
う
な
れ
ば
、
そ
も
そ
も
近
代
に
お
け
る
公
民
科
の
歴
史
的
位
相
と

は
、
我
が
国
の
近
代
―
現
代
に
お
け
る
�
連
続
�
と
�
断
絶
�
と
い
う
テ
ー
マ
に

関
す
る
一
断
面
を
、
我
々
に
投
げ
か
け
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

【
付
記
】

本
稿
は
、
平
成
２１
年
１
月
に
東
京
大
学
文
学
部
に
提
出
し
た
卒
業
論
文
を
改
稿

し
た
も
の
で
あ
る
。

179



凡
例

・
史
料
の
引
用
の
際
に
は
、
概
ね
意
味
の
同
じ
常
用
漢
字
に
改
め
る
こ
と
の
で
き

る
漢
字
は
こ
れ
を
改
め
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
句
読
点
及
び
濁
点
を
付

し
た
。

・
カ
ッ
コ
は
、
固
有
名
称
及
び
史
料
・
先
行
研
究
等
か
ら
引
用
し
た
箇
所
に
は

「

」
を
付
し
、
本
稿
筆
者
が
設
定
し
た
用
語
及
び
強
調
を
意
図
す
る
箇
所
に

は
�

�
を
付
し
た
。

・
傍
点
は
、
原
典
に
よ
る
も
の
は
ゴ�

マ�

と
し
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
も
の
は
マ�

ル�

と

し
て
区
別
し
た
。

・
本
文
中
の
人
名
に
つ
い
て
、
検
討
対
象
と
す
る
歴
史
上
の
人
物
に
は
敬
称
を
付

さ
ず
、
先
行
研
究
の
著
者
に
は
敬
称
を
付
し
た
。

註（
１
）
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」（
平
成
１１
年
３
月
告
示
）
に
お
け
る
教
科

「
公
民
」
の
「
目
標
」
に
関
す
る
表
現
か
ら
一
部
を
引
用
し
た
も
の
。

（
２
）

近
代
日
本
に
お
い
て
、
各
方
面
か
ら
実
に
多
様
な
公
民
教
育
論
が
唱
え
ら

れ
た
こ
と
は
、
松
野
修
『
近
代
日
本
の
公
民
教
育
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

1997

）
な
ど
、
多
く
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）●
実
業
補
習
学
校：

小
学
校
卒
業
後
に
農
業
・
工
業
・
商
業
等
の
職
業
に
従

事
し
て
い
る
青
少
年
に
対
し
て
、
季
節
制
・
夜
間
制
授
業
等
に
よ
り
教
育
を

施
し
た
学
校
で
あ
り
、
大
正
９
年
改
正
の
「
実
業
補
習
学
校
規
程
」
で
は
、

「
職
業
教
育
」
と
「
公
民
教
育
」
と
が
そ
の
教
育
の
二
大
眼
目
と
さ
れ
た
。

実
業
補
習
学
校
の
多
く
は
小
学
校
に
併
設
さ
れ
た
簡
易
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、

大
正
末
期
以
降
、
そ
の
学
校
数
は
概
ね
１
万
５
千
校
（
小
学
校
数
に
対
す
る

割
合
に
し
て
７
割
強
）
を
数
え
、
生
徒
数
も
百
万
人
を
超
え
て
い
る
こ
と
か

ら
、
当
時
の
庶
民
層
に
向
け
た
教
育
機
関
と
し
て
は
、
か
な
り
大
き
な
位
置

を
占
め
る
学
校
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
学
校
数
・
生
徒
数
の
増
加
に

伴
っ
て
、
大
正
期
に
は
文
部
省
に
よ
る
制
度
的
整
備
も
進
め
ら
れ
、
大
正
９

年
に
は
「
実
業
補
習
学
校
規
程
」
の
改
正
、
大
正
１１
年
に
は
「
実
業
補
習
学

校
標
準
学
科
課
程
」
の
制
定
な
ど
が
行
わ
れ
た
。
な
お
、
も
と
よ
り
実
業
補

習
学
校
の
学
科
課
程
は
、
設
置
主
体
で
あ
る
各
道
府
県
等
が
地
域
の
実
情
に

合
わ
せ
て
柔
軟
に
編
成
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
「
公
民
科
」

と
い
う
名
称
の
科
目
も
、
大
正
８
年
の
時
点
で
、
１２
府
県
が
管
下
の
実
業
補

習
学
校
に
お
い
て
特
設
し
て
い
た
（
国
立
教
育
研
究
所
編
『
日
本
近
代
教
育

百
年
史
』
第
５
巻
（1974

）
よ
り
）。

（
４
）

詳
し
い
事
実
関
係
等
に
つ
い
て
は
、
第
１
章
で
検
討
す
る
。

（
５
）�
教
育
は
政
治
的
・
党
派
的
に
偏
向
し
て
は
な
ら
な
い
�
と
い
う
規
範
意
識

は
、
明
治
期
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
自
由
民
権
運
動
期

に
政
治
教
育
を
扱
う
科
目
が
廃
止
さ
れ
た
（
第
１
章
第
１
節
に
て
詳
述
）
背

景
に
は
、
学
校
の
教
員
及
び
生
徒
が
「
政
争
」
に
身
を
投
じ
る
こ
と
へ
の
危

惧
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
少
な
く
と
も
そ
れ
以
来
、「
政
治
と
教
育
と
を
厳
密

に
区
別
す
る
を
以
つ
て
教
育
の
神
聖
を
維
持
す
る
も
の
と
信
じ
」
ら
れ
た
と

い
う
（
木
村
正
義
『
公
民
教
育
』（
冨
山
房
、1924

）
１１
頁
）。

（
６
）

当
時
は
、
文
部
省
が
「
公
民
教
育
調
査
委
員
会
を
設
立
し
…
…
実
業
補
習

学
校
に
於
け
る
公
民
科
教
授
要
綱
の
調
査
を
初
む
る
や
、
教
育
界
は
勿
論
一

般
社
会
の
注
目
を
惹
き
…
…
時
恰
か
も
普
選
問
題
、
陪
審
法
案
の
議
論
喧
し

き
時
に
際
会
し
、
時
勢
は
公
民
教
育
の
必
要
を
要
求
し
て
止
ま
」
な
い
状
況

で
あ
っ
た
（
木
村
前
掲
書
『
公
民
教
育
』
１６５
頁
）
と
さ
れ
、「
新
聞
等
」
は

「
屢
々
公
民
教
育
に
関
す
る
論
説
を
発
表
」
し
、「
各
政
党
」
も
「
国
民
教
育

の
根
本
的
革
新
」
を
唱
え
て
「
公
民
教
育
、
或
は
産
業
教
育
、
或
は
画
一
主
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義
の
打
破
」
を
重
要
な
問
題
と
し
て
い
た
（
木
村
正
義
「
公
民
教
育
概
論
」

（
文
部
省
実
業
学
務
局
編
『
公
民
教
育
講
演
集
』
第
二
輯
、1925

）
４
頁
）。

（
７
）

堀
尾
輝
久
「《
公
民
》
お
よ
び
公
民
教
育
に
つ
い
て
」（『
教
育
学
誌
』
第

１
号
・
集
団
教
育
、
牧
書
店
、1957

）
等
。
堀
尾
氏
は
、
ま
ず
「
市
民
」
概

念
と
「
公
民
」
概
念
を
明
確
に
区
別
し
た
う
え
で
、
大
正
期
の
階
級
間
対
立

の
激
化
の
な
か
で
生
じ
た
自
由
の
要
求
に
対
し
て
、
体
制
側
が
抽
象
的
な
政

治
的
権
利
を
提
示
す
る
こ
と
で
「
欺
瞞
」
す
る
た
め
に
、
す
な
わ
ち
「『
自

由
』『
市
民
』
を
拒
否
す
る
た
め
に
の
み
『
公
民
』
は
主
張
さ
れ
た
」
と
し
、

戦
前
期
公
民
（
科
）
教
育
の
「
反
動
」
性
を
指
摘
す
る
。
な
お
、「
先
鞭
を

つ
け
た
」
と
の
評
価
は
、
斉
藤
利
彦
氏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
８
）

斉
藤
利
彦
「
地
方
改
良
運
動
と
公
民
教
育
の
成
立
」（『
東
京
大
学
教
育
学

部
紀
要
』
２２
巻
、1982

）、「
日
本
公
民
教
育
の
歴
史
と
構
造
（
そ
の
一
）」

（『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
３２
巻
、1985
）
等
。
前
者
の
論
文
に
お

い
て
斉
藤
氏
は
、
戦
前
期
公
民
教
育
は
、「
立
憲
国
家
」
と
し
て
の
側
面
も

た
し
か
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
、
従
来
の
研
究
の
一
面
性
を

批
判
す
る
が
、
そ
れ
は
一
方
で
や
は
り
、「
天
皇
制
権
力
に
よ
っ
て
強
行
さ

れ
た
形
で
、
い
わ
ば
上
か
ら
の
近
代
化
が
行
わ
れ
、
そ
の
た
め
に
封
建
遺
制

が
残
存
す
る
こ
と
と
な
っ
た
」「
日
本
の
特
殊
性
」
を
も
ま
た
強
く
反
映
し

た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
こ
で
斉
藤
氏
は
、
戦
前
の
「
公
民
」
概
念
を

〈
オ
オ
ミ
タ
カ
ラ
と
し
て
の
公
民
〉
と
〈
近
代
立
憲
国
民
と
し
て
の
公
民
〉

の
２
類
型
に
分
け
、
戦
前
の
公
民
教
育
は
、
こ
れ
ら
一
見
相
対
立
す
る
か
の

よ
う
な
「
公
民
」
概
念
が
同
時
に
並
存
す
る
「
二
義
的
」
な
も
の
で
あ
っ
た

と
の
性
格
規
定
を
行
う
。
本
稿
で
は
、「
日
本
の
特
殊
性
」
を
強
く
反
映
し

た
も
の
と
い
う
性
格
規
定
は
、「
大
正
１３
年
公
民
科
」
に
つ
い
て
も
妥
当
す

る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
第
２
章
２
節
（
４
）
に
お
い
て
論
点
の
一
つ

と
す
る
。

ま
た
、
後
者
の
論
文
に
お
い
て
は
、「
地
方
改
良
運
動
」
期
の
自
治
に
関

す
る
講
演
会
な
ど
が
公
民
教
育
の
「
原
型
」
と
さ
れ
、
大
正
期
の
「
公
民

科
」
特
設
も
そ
れ
に
連
な
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、「
大

正
１３
年
公
民
科
」
に
お
い
て
、「
地
方
改
良
運
動
」
期
の
公
民
教
育
と
の
関

係
は
い
か
に
把
握
・
説
明
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
第
２
章
２

節
（
２
）
に
お
い
て
論
点
の
一
つ
と
す
る
。

（
９
）

中
野
重
人
「
我
が
国
に
お
け
る
公
民
科
教
育
の
史
的
研
究
」（『
宮
崎
大
学

教
育
学
部
紀
要
社
会
科
学
』
通
号
３０
、1971

）。
同
論
文
で
は
、
当
時
の

「
公
民
教
育
論
」
お
よ
び
「
公
民
教
育
運
動
」
に
つ
い
て
、「
多
分
に
海
外
の

公
民
教
育
思
想
の
影
響
を
受
け
」
た
も
の
で
あ
り
、「
そ
の
本
質
は
、
資
本

主
義
の
発
展
が
必
然
的
に
も
た
ら
す
複
雑
な
問
題
、
新
し
い
階
級
の
出
現
を

全
面
的
に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
も
の
を
認
め
た
う
え
で
、

あ
く
ま
で
現
社
会
体
制
の
維
持
、
発
展
を
目
指
す
も
の
と
し
て
の
「
共
存
共

栄
」
の
思
想
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、「
実
業
補
習
学
校
公
民
科

教
授
要
綱
」
に
つ
い
て
は
、「
ド
イ
ツ
公
民
教
育
の
思
想
を
根
底
に
据
え
な

が
ら
も
、
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
るSocial

Studies

のC
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的
な
考

え
方
を
取
り
入
れ
」
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
同
要
綱
の
構
成
は
、「
身
近
な

も
の
か
ら
遠
大
な
も
の
へ
と
い
う
同
心
円
的
拡
大
の
原
理
」
に
立
ち
、「
生

徒
の
日
常
経
験
」
を
重
視
し
、「
知
識
・
理
論
」
に
偏
す
る
こ
と
な
く
「
態

度
形
成
」
の
重
要
性
を
説
い
た
点
で
特
徴
的
で
あ
り
、「
２０
世
紀
初
頭
に
お

け
る
世
界
的
な
動
向
と
し
て
の
、
改
革
教
育
学
運
動
や
経
験
主
義
教
育
思

想
」
を
背
景
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
整
理
し
て
い
る
。

中
野
氏
の
こ
う
し
た
指
摘
は
、
教
育
思
想
に
関
す
る
幅
広
い
知
見
ゆ
え
に

な
し
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
同
論
文
で
は
、
大
正
１３
年
公
民
科
で
想
定

181



さ
れ
た
具
体
的
教
育
内
容
に
関
す
る
検
討
は
必
ず
し
も
十
分
に
な
さ
れ
て
お

ら
ず
、
本
稿
で
は
こ
の
点
を
課
題
と
し
て
意
識
し
た
い
。

（
１０
）

武
藤
拓
也
「
実
業
補
習
学
校
公
民
科
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」（『
北
海
道
大
学

教
育
学
部
紀
要
』
６２
号
、1994

）。
同
論
文
は
、「
実
業
補
習
学
校
公
民
科
教

授
要
綱
」
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
は
「
一
般
的
な
性
格
規
定
を
行
う
に
と

ど
ま
」
っ
て
い
る
と
の
問
題
意
識
の
も
と
、「「
要
綱
」
の
内
容
と
そ
の
編
成

に
即
し
て
」
検
討
を
行
う
こ
と
を
課
題
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
検
討
に
際
し

て
は
、
と
く
に
、
文
部
省
が
当
初
準
備
し
て
い
た
「
原
案
」
と
、
最
終
的
な

成
案
た
る
「
教
授
要
綱
」
と
の
間
の
「
変
更
点
」
に
注
目
し
、
新
聞
や
雑
誌

記
事
等
の
史
料
か
ら
明
ら
か
に
し
た
「
変
更
点
」
の
な
か
で
「
特
に
特
徴
的

な
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
」
点
と
し
て
、「
個
人
と
社
会
の
関
係
」「
地
方

自
治
、
地
方
団
体
」「
政
党
お
よ
び
選
挙
」「
思
想
問
題
、
社
会
問
題
」「
世

界
と
日
本
」
の
５
点
を
挙
げ
て
い
る
。

「
教
授
要
綱
」
の
審
議
過
程
に
関
す
る
直
接
的
な
史
料
が
な
い
（
第
１
章

２
節
で
詳
述
）
な
か
で
、
武
藤
氏
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
実

は
興
味
深
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
特
徴
的
な
内
容
」
と
は
、「
原
案
」
と

「
教
授
要
綱
」
と
の
間
の
「
変
更
点
」
の
な
か
か
ら
武
藤
氏
が
抽
出
し
た
も

の
で
あ
り
、
大
正
１３
年
公
民
科
の
全
体
像
を
俯
瞰
す
る
た
め
に
は
、「
変
更

点
」
に
焦
点
を
当
て
る
の
み
で
な
く
、
成
案
た
る
「
教
授
要
綱
」
の
全
体
を

概
観
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
特
徴
的
な
内
容
」
と
し
た

５
点
に
関
す
る
検
討
は
、
そ
れ
ぞ
れ
概
ね
一
人
の
言
説
を
引
い
て
行
わ
れ
る

の
み
で
あ
り
、
不
十
分
の
感
も
否
め
な
い
。
と
り
わ
け
、
こ
の
う
ち
「
世
界

と
日
本
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
武
藤
氏
の
性
格
規
定
（
１７５
―
１７６
頁
）

は
疑
問
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
、
大
正
１３
年
公
民
科
に
お
け
る
国
際

協
調
主
義
の
反
映
如
何
に
つ
い
て
も
、
第
２
章
２
節
（
３
）
及
び
第
３
章
第

１
節
（
６
）
に
お
い
て
論
点
と
す
る
。

（
１１
）

松
野
修
『
近
代
日
本
の
公
民
教
育
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、1997

）。
同

書
で
は
、
ま
ず
、
広
義
の
「
公
民
教
育
」
を
、
広
く
一
般
に
〈
国
民
統
合
の

た
め
の
、
社
会
認
識
の
形
成
や
秩
序
形
成
へ
の
積
極
的
態
度
の
養
成
を
目
標

と
す
る
教
育
〉
と
定
義
し
た
う
え
で
、
近
代
日
本
の
公
民
教
育
を
、
天
皇
制

家
族
国
家
観
（
神
話
的
・
情
緒
的
訓
話
）
に
立
脚
す
る
公
民
教
育
（「
修
身

科
」
等
）
と
、
自
然
権
論
を
基
調
と
す
る
公
民
教
育
（「
法
制
及
経
済
」「
公

民
科
」
等
）
に
分
類
（
６
頁
）
し
、
公
民
教
育
や
「
公
民
」
概
念
に
つ
い
て
、

近
代
を
通
し
て
の
思
想
史
的
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
同
書
で
は
、

「
公
民
科
」
の
主
な
源
流
を
、
明
治
３４
年
に
中
学
校
で
設
置
さ
れ
た
「
法
制

及
経
済
」
と
い
う
科
目
で
あ
る
と
捉
え
つ
つ
（
２１８
頁
）、
両
科
目
の
大
き
な

違
い
を
、「
公
民
科
」
教
授
要
綱
に
あ
る
「
社
会
改
善
」
の
項
目
（
小
作
争

議
・
労
働
争
議
な
ど
の
社
会
問
題
の
事
実
と
そ
の
思
想
的
背
景
、
社
会
政
策

の
原
理
な
ど
を
含
む
）
に
見
出
し
、「
公
民
科
」
の
性
格
を
「
社
会
問
題
に

対
す
る
積
極
的
な
教
育
的
対
応
」（
２３２
頁
）
と
規
定
す
る
。

本
稿
で
は
、「
大
正
１３
年
公
民
科
」
の
導
入
に
当
た
っ
て
、
政
策
当
局
は
、

「
修
身
科
」
や
「
法
制
及
経
済
」
と
の
相
違
を
い
か
に
把
握
・
説
明
し
た
の

か
と
い
う
点
を
、
第
２
章
２
節
（
１
）（
２
）
に
お
い
て
論
点
の
一
つ
と
す

る
。

（
１２
）

詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
文
部
官
僚
・
木
村
正
義
と
、「
公
民
教
育
調
査

委
員
会
」
に
お
け
る
「
主
査
委
員
」（
９
名
）
の
計
１０
名
に
注
目
し
、
彼
ら

が
�
政
策
当
局
者
と
し
て
の
公
的
な
立
場
�
の
も
と
で
表
明
し
た
と
見
な
し

う
る
言
説
を
主
な
検
討
対
象
と
す
る
。

（
１３
）

武
藤
氏
や
松
野
氏
に
よ
る
先
行
研
究
は
、
あ
ら
か
じ
め
注
目
す
る
概
念
等

を
設
定
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
関
連
す
る
言
説
等
を
取
り
上
げ
、
ま
と
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め
た
も
の
と
い
え
る
。
対
し
て
本
稿
で
は
、
検
討
対
象
に
設
定
し
た
言
説
に

つ
い
て
は
で
き
る
限
り
全
面
的
に
概
観
す
る
よ
う
努
め
、
な
る
べ
く
原
史
料

の
表
現
を
本
文
に
生
か
す
な
ど
し
て
、
史
料
の
筆
者
等
の
意
図
や
意
識
を
も

含
め
て
、
そ
の
全
体
像
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
意
図
す
る
。

（
１４
）

本
稿
題
目
に
冠
す
る
時
期
を
「
大
正
末
―
昭
和
初
期
の
」
と
し
た
理
由
に

つ
い
て
は
、
第
１
章
１
節
で
述
べ
る
。

（
１５
）

松
野
前
掲
書
１４
頁
。

（
１６
）

松
野
前
掲
書
１４
頁
。

（
１７
）

木
村
正
義
『
公
民
教
育
』（
冨
山
房
、1924

）
１５０
―
１５２
頁
。（
以
下
、
同
書

を
木
村
『
公
民
教
育
』
と
表
記
す
る
。）

（
１８
）

木
村
正
義
「
公
民
教
育
総
論
」（
文
部
省
実
業
学
務
局
編
『
公
民
教
育
講

演
集
』
第
１
輯
、1924

）
１１
―
１２
頁
。

（
１９
）

松
野
前
掲
書
１４
頁
。
な
お
、
こ
れ
は
、「
立
憲
帝
国
主
義
者
」
に
よ
っ
て

主
導
さ
れ
た
と
い
う
（
松
野
前
掲
書
２１７
頁
）。

（
２０
）

松
野
前
掲
書
１５９
頁
。

（
２１
）

斉
藤
前
掲
論
文
「
地
方
改
良
運
動
と
公
民
教
育
の
成
立
」
１８０
頁
。

（
２２
）

金
宗
植
『
近
代
日
本
官
僚
の
国
民
統
合
』（
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
叢

書
６
、2004

）
６１
頁
。
出
典
は
、
真
野
文
二
「
実
業
補
習
教
育
の
調
査
に
就

て
」（『
帝
国
農
会
報
』
明
治
４４
年
１１
月
１５
頁
）。
真
野
は
、
当
時
の
文
部
省

実
業
学
務
局
長
で
あ
る
。

（
２３
）

金
前
掲
書
６２
頁
。

（
２４
）

松
野
前
掲
書
２１７
―
２１８
頁
。

（
２５
）

木
村
『
公
民
教
育
』
２
頁
。

（
２６
）

中
野
前
掲
論
文
６３
頁
。

（
２７
）

木
村
『
公
民
教
育
』
３
頁
。

（
２８
）

武
部
欽
一
「
開
会
の
挨
拶
」
１
頁
（
前
掲
『
公
民
教
育
講
演
集
』
第
１

輯
）。

（
２９
）

木
村
『
公
民
教
育
』
２０８
頁
。

（
３０
）

武
部
前
掲
「
開
会
の
挨
拶
」
１
頁
。

（
３１
）

同
委
員
会
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
章
第
２
節
で
述
べ
る
。

（
３２
）

木
村
『
公
民
教
育
』
２０８
頁
。

（
３３
）

木
村
『
公
民
教
育
』
３
頁
。

（
３４
）

実
業
学
校
の
も
の
は
昭
和
６
年
１
月
文
部
省
訓
令
第
３
号
、
中
学
校
の
も

の
は
昭
和
６
年
２
月
文
部
省
訓
令
第
５
号
、
師
範
学
校
の
も
の
は
昭
和
６
年

３
月
文
部
省
訓
令
第
７
号
、
高
等
女
学
校
の
も
の
は
昭
和
７
年
２
月
文
部
省

訓
令
第
３
号
と
し
て
公
布
さ
れ
て
い
る
（
内
閣
印
刷
局
編
『
昭
和
年
間
法
令

全
書
』
よ
り
）。

（
３５
）

斉
藤
利
彦
「
公
民
科
の
変
質
―
昭
和
１２
年
に
お
け
る
公
民
科
教
授
要
目
改

訂
の
内
容
と
性
格
」（『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
３４
巻
、1987

）
１７２

頁
（
出
典
は
近
藤
恭
一
郎
「
改
正
要
目
に
見
る
日
本
的
公
民
教
育
へ
の
志

向
」、1937

）。

（
３６
）

松
野
前
掲
書
１２
、
１５
頁
。

（
３７
）
「
公
民
教
育
講
習
会
」
に
お
け
る
木
村
正
義
の
発
言
。
木
村
正
義
「
公
民

教
育
総
論
」（
文
部
省
実
業
学
務
局
編
『
公
民
教
育
講
演
集
』
第
一
輯
、

1924

）
２０
頁
。

（
３８
）

文
政
審
議
会
に
お
け
る
武
部
欽
一
（
当
時
、
普
通
学
務
局
長
）
の
発
言
。

「
各
種
調
査
会
委
員
会
文
書
・
文
政
審
議
会
書
類
・
三
十
諮
詢
第
十
一
号
特

別
委
員
会
議
事
速
記
録
（
一
）」（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
、
レ
フ
ァ
レ

ン
ス
コ
ー
ドA

05021063500

）。

（
３９
）

斉
藤
前
掲
論
文
「
公
民
科
の
変
質
」
１７５
頁
（
出
典
は
樋
田
豊
太
郎
「
公
民

183



科
の
精
神
並
に
其
の
取
扱
方
（
一
）」、1938

）。
樋
田
は
、
文
部
省
図
書
監

修
官
と
し
て
直
接
に
公
民
科
を
担
当
し
た
人
物
で
あ
る
。

（
４０
）

た
と
え
ば
、
中
学
校
教
授
要
目
（
昭
和
１２
年
３
月
文
部
省
訓
令
第
９
号
）

は
、「
我
ガ
国
」（
我
ガ
国
、
我
ガ
大
君
、
我
等
御
民
）
と
い
う
項
目
に
始
ま

る
も
の
と
な
る
。
と
り
わ
け
、「
我
ガ
国
体
及
国
憲
ノ
本
義
特
ニ
肇
国
ノ
精

神
及
憲
法
発
布
ノ
由
来
ヲ
知
ラ
シ
メ
テ
我
ガ
国
統
治
ノ
根
本
観
念
ノ
他
国
ト

異
ル
所
以
ヲ
明
ニ
シ
…
…
」
な
ど
と
す
る
序
文
か
ら
は
、
立
憲
政
治
等
の
概

念
を
も
日
本
固
有
の
「
国
体
」
論
に
基
づ
き
説
明
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
う

か
が
え
、
後
述
す
る
大
正
１３
年
公
民
科
に
お
い
て
そ
れ
ら
が
基
本
的
に
は
近

代
的
社
会
思
想
に
基
づ
き
説
明
さ
れ
た
こ
と
と
比
べ
れ
ば
、
大
き
な
「
変

質
」
が
見
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、「
事
例
ヲ
成
ル
ベ
ク
日
常
生
活
ニ
於
ケ
ル

経
験
ニ
求
メ
」
な
が
ら
、「
憲
政
治
下
ノ
国
民
タ
ル
ノ
資
質
」
の
養
成
を
目

指
す
点
な
ど
に
は
、
大
正
１３
年
公
民
科
と
の
連
続
性
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
、

両
公
民
科
の
間
の
い
わ
ば
�
断
絶
と
連
続
�
と
い
う
問
題
は
、
別
途
検
討
を

要
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
４１
）
「
文
部
省
と
し
て
は
、
教
科
書
編
纂
に
は
多
額
の
費
用
を
要
す
る
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
単
に
教
授
要
綱
と
し
て
省
令
を
発
す
る
方
針
」（
開
発
社
編

『
教
育
時
論
』
第1413

号
（1924

）
３４
頁
）
で
あ
っ
た
。

（
４２
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
松
野
氏
が
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
が
、
と
く
に
教
科

書
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
「
高
等
女
学
校
用
公
民
科
教
科
書
と
し

て
文
部
省
教
科
書
検
定
を
通
過
し
た
書
目
」
は
９２
種
（
同
一
の
著
者
に
よ
る

改
訂
版
を
一
括
し
て
も
３９
種
）
も
存
在
し
て
い
た
（
松
野
前
掲
書
２４０
頁
）。

本
稿
で
は
、
様
々
な
教
科
書
に
よ
っ
て
�
何
が
教
え
ら
れ
た
か
�
よ
り
も
、

政
策
当
局
に
よ
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
お
い
て
�
何
が
教
え
ら
れ
る
べ
き
と
さ

れ
た
の
か
�
を
検
討
し
た
い
。

（
４３
）

武
部
前
掲
「
開
会
の
挨
拶
」
１
頁
。

（
４４
）

設
置
根
拠
は
、
大
正
１１
年
文
部
省
訓
令
第
２２
号
。「
委
員
」
は
、
佐
野
利

器
、
山
崎
亀
吉
、
下
村
寿
一
、
清
水
澄
、
佐
藤
寛
次
、
渡
辺
鉄
蔵
、
田
子
一

民
、
穂
積
重
遠
、
西
河
龍
治
、
鈴
木
静
穂
、
森
岡
常
蔵
、
中
島
半
次
郎
、
小

尾
晴
敏
、
岸
田
久
雄
、
山
崎
達
之
輔
、
板
倉
卓
造
、
深
作
安
文
、
上
田
貞
次

郎
、
佐
々
木
吉
三
郎
、
中
島
久
万
吉
、
潮
恵
之
輔
、
田
澤
義
鋪
、
粟
屋
謙
、

武
部
欽
一
の
２４
名
。
な
お
「
幹
事
」
を
木
村
正
義
が
、「
書
記
」
を
水
口
吉

蔵
、
鷲
谷
龍
潭
が
務
め
た
。（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
資
料
「
公
民
教
育
調
査

委
員
会
」、
大
正
十
三
年
〜
昭
和
二
十
二
年
・
特
別
市
町
村
認
定
審
査
会
外

十
一
・
官
制
及
定
員
、﹇
請
求
番
号
﹈
本
館
―3A

―030

―06

・
昭
５９
文
部

01127100

﹇
件
名
番
号
﹈003

﹇
作
成
部
局
﹈
文
部
省
普
通
学
務
局
庶
務
課

／
氏
名
は
掲
載
順
）

（
４５
）

木
村
『
公
民
教
育
』
２０８
頁
。

（
４６
）

松
野
前
掲
書
２３１
頁
。

（
４７
）

大
正
１３
年
公
民
科
の
「
教
授
要
綱
」
は
、
国
家
的
基
準
と
し
て
は
我�

が�

国�

最�

初�

の
公
民
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
あ
り
、（
従
来
の
公
民
教
育
に
お
け
る
諸

実
践
の
蓄
積
は
あ
る
に
せ
よ
）
そ
の
決
定
に
お
け
る
経
路
依
存
性
は
小
さ
い

か
ら
、
そ
の
審
議
過
程
で
は
各
委
員
に
よ
り
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
も

の
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
審�

議�

過�

程�

で�

出�

さ�

れ�

た�

具�

体�

的�

意�

見�

等

は
、
当
時
の
�
理
想
的
公
民
像
�
を
探
る
う
え
で
極
め
て
重
要
な
鍵
に
な
る

と
思
わ
れ
る
か
ら
、
本
来
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
意
義
は
大
き
い
。

（
４８
）

前
掲
註
の
国
立
公
文
書
館
所
蔵
資
料
「
公
民
教
育
調
査
委
員
会
」
に
も
、

そ
の
委
員
会
規
則
や
委
員
名
簿
等
が
残
る
の
み
で
あ
る
。

（
４９
）

前
掲
『
教
育
時
論
』
第1359

号
―1416

号
（1922

―1924

）
の
間
の
「
時

事
」
欄
。
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（
５０
）

武
藤
前
掲
論
文
「
実
業
補
習
学
校
公
民
科
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」。

（
５１
）
『
教
育
時
論
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
第
１
回
総
会
で
示
さ
れ
た
「
参
考
案
」

は
、
中
島
半
次
郎
（
早
稲
田
大
学
教
授
）、
鈴
木
静
穂
（
東
京
都
立
豊
島
師

範
学
校
併
設
豊
島
農
業
補
習
学
校
教
諭
）、
岸
田
久
雄
（
東
京
市
立
第
五
実

業
学
校
校
長
）
の
３
名
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
。
こ
の
う
ち
中
島
半
次

郎
に
つ
い
て
は
、「
公
民
科
に
つ
い
て
最
も
権
威
あ
る
論
者
の
一
人
」（
松
野

前
掲
書
２５５
頁
）
と
さ
れ
、「
主
査
委
員
会
」
委
員
も
務
め
る
人
物
で
あ
る
た

め
、
第
３
章
で
そ
の
言
説
を
検
討
す
る
。
な
お
、
鈴
木
静
穂
も
、
同
時
期
に

『
実
業
補
習
教
育
公
民
科
教
授
』（
明
文
堂
、1924

）
と
い
う
教
員
向
け
の
解

説
書
を
著
し
て
い
る
。
同
書
に
は
、
文
部
省
実
業
学
務
局
長
の
武
部
欽
一
が

序
文
を
寄
せ
て
お
り
、「
立
憲
政
治
」「
社
会
改
善
」
な
ど
に
つ
い
て
、
第
２

章
・
第
３
章
で
取
り
上
げ
る
木
村
正
義
や
中
島
半
次
郎
と
理
念
的
・
内
容
的

に
近
い
解
説
が
見
ら
れ
る
。

（
５２
）
「
公
民
教
育
調
査
委
員
」
は
、
前
掲
資
料
「
公
民
教
育
調
査
委
員
会
」
に

よ
れ
ば
２４
名
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
「
主
査
委
員
」
と
な
っ
た
の
は
、
佐
野

利
器
、
清
水
澄
、
佐
藤
寛
次
、
渡
辺
鉄
蔵
、
穂
積
重
遠
、
中
島
半
次
郎
、
深

作
安
文
、
上
田
貞
次
郎
、
田
澤
義
鋪
の
９
名
で
あ
る
。

（
５３
）

武
藤
論
文
は
、「
主
査
委
員
会
に
お
い
て
重
要
な
変�

更�

が�

あ�

っ�

た�

」（
前
掲

武
藤
論
文
１７１
頁
）
こ
と
に
注
目
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
、「
は
じ
め

に
」
で
述
べ
た
分
析
視
角
に
基
づ
く
本
稿
で
は
、�「
教
授
要
綱
」
は
、
主
査

委
員
会
に
お
い
て
社�

会�

に�

公�

示�

す�

べ�

き�

成�

案�

と
し
て
確�

定�

さ�

れ�

た�

�
と
い
う

事
実
に
よ
り
注
目
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
５４
）

そ
れ
を
「
速
記
」
し
た
も
の
が
、
前
掲
の
文
部
省
実
業
学
務
局
編
『
公
民

教
育
講
演
集
』
第
一
輯
・
第
二
輯
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
部
省
が
学
校
教
員
ら

に
向
け
た
、「
教
授
要
綱
」
の
解
説
書
的
性
格
を
有
す
る
も
の
と
思
わ
れ
、

頁
数
は
計
１
３
０
０
頁
以
上
に
渡
る
。
な
お
、
同
書
に
は
通
し
ペ
ー
ジ
番

号
が
な
く
、
ペ
ー
ジ
番
号
は
講
習
ご
と
（
各
委
員
別
）
に
振
ら
れ
て
い
る
た

め
、
以
降
、
引
用
に
当
た
っ
て
は
、
講
師
名
「
論
題
名
」
○
頁
、
あ
る
い
は

簡
略
に
講
師
名
○
頁
、
の
よ
う
に
表
記
す
る
。

（
５５
）

武
部
前
掲
「
開
会
の
挨
拶
」
１
―
２
頁
。
ま
た
、
大
正
１３
年
の
講
習
は
、

「
教
授
要
綱
」（
都
市
用
）
確
定
の
当
日
に
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
分

か
る
（
木
村
「
公
民
教
育
総
論
」
１９
頁
）。

（
５６
）

残
り
１
名
の
公
民
教
育
調
査
委
員
は
、
１４
年
の
講
習
で
「
宗
教
」
に
関
す

る
講
習
を
行
う
文
部
省
宗
教
局
長
の
下
村
寿
一
で
あ
る
。

（
５７
）●
木
村
正
義：

明
治
２３
年
熊
本
県
生
ま
れ
（
旧
姓
は
瀬
口
）
で
、
第
五
高
等

学
校
か
ら
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
独
法
科
に
進
み
、
大
正
３
年
文
官
高
等

試
験
に
合
格
。
大
学
卒
業
後
、
新
潟
県
警
視
保
安
課
長
、
京
都
府
警
務
課
長
、

京
都
府
久
世
郡
長
、
文
部
省
書
記
官
兼
参
事
官
、
文
部
大
臣
秘
書
官
、
実
業

学
務
局
補
習
教
育
課
長
、
大
臣
官
房
会
計
課
長
兼
営
繕
管
財
局
事
務
官
、
文

部
省
学
生
部
長
等
を
歴
任
し
、
昭
和
４
年
実
業
学
務
局
長
に
就
任
。
昭
和
７

年
に
は
官
を
辞
し
、
立
憲
政
友
会
か
ら
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
出
馬
し
、
当

選
。
以
後
４
期
連
続
当
選
し
、
こ
の
間
、
第
一
次
近
衛
内
閣
の
内
務
参
与
官
、

米
内
内
閣
の
大
蔵
政
務
次
官
を
務
め
た
。
昭
和
２０
年
に
は
香
川
県
知
事
に
就

任
、
の
ち
四
国
地
方
総
監
を
兼
任
し
た
。
な
お
、
大
正
８
年
に
は
ワ
シ
ン
ト

ン
で
の
第
１
回
国
際
労
働
会
議
に
派
遣
さ
れ
た
の
ち
、
欧
米
に
外
遊
し
て
そ

の
教
育
を
視
察
し
て
い
る
（
校
友
調
査
会
編
『
帝
国
大
学
出
身
人
名
辞
典
』

（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、2003

／
校
友
調
査
会
編
「
帝
国
大
学
出
身
名
鑑
」

（1932
）
の
複
製
）
及
び
衆
議
院
・
参
議
院
編
『
議
会
制
度
七
十
年
史

衆

議
院
議
員
名
鑑
』（
大
蔵
省
印
刷
局
、1962

）
よ
り
）。

（
５８
）

斉
藤
前
掲
論
文
「
公
民
科
の
変
質
」
１９０
頁
。
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（
５９
）

木
村
勝
彦
「
昭
和
初
期
の
小
学
校
に
お
け
る
公
民
教
育
―
公
民
科
特
設
論

を
め
ぐ
っ
て
」（『
茨
城
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
５２
巻
、2003

）
１２５
頁
。

（
６０
）

公
民
教
育
調
査
委
員
会
規
程
に
お
い
て
、「
幹
事
」
は
「
委
員
長
の
指
揮

を
承
け
庶
務
を
処
理
す
」
る
役
職
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、「
委
員
長
」
は

「
文
部
次
官
」
が
務
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
審
議
経
過
中
に
も
次
官
の

退
任
・
就
任
に
伴
い
交
代
が
あ
っ
た
こ
と
、
委
員
長
に
よ
る
公
民
教
育
に
関

す
る
著
作
等
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
同
委
員
会
に
お
け
る
実
務
上

の
総
括
は
、
実
質
的
に
「
幹
事
」
の
木
村
正
義
が
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

（
６１
）

文
部
省
行
政
官
で
講
師
を
務
め
て
い
る
の
は
、
実
業
学
務
局
長
に
よ
る

「
挨
拶
」
を
除
け
ば
、
木
村
の
ほ
か
は
下
村
寿
一
（
文
部
省
宗
教
局
長
・
公

民
教
育
調
査
委
員
。
大
正
１４
年
の
講
習
で
「
宗
教
」
に
関
す
る
講
習
を
担

当
。）
の
１
名
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
同
講
習
で
は
、
た
と
え
ば
佐
藤
寛
次

（
主
査
委
員
）
が
そ
の
講
習
の
冒
頭
、「
木
村
書
記
官
は
私
の
時
間
を
二
時
間

取
っ
て
し
ま
っ
た
」（
佐
藤
講
習
１
頁
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

木
村
が
そ
の
実
施
に
関
す
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。

（
６２
）

木
村
正
義
『
公
民
教
育
』（
冨
山
房
、1925

）
は
、
総
頁
数
４２７
頁
に
及
び
、

公
民
教
育
に
つ
い
て
、
そ
の
意
義
や
目
的
を
語
る
こ
と
に
止
ま
ら
ず
、
欧
米

諸
国
に
お
け
る
公
民
教
育
の
沿
革
や
学
説
、
学
校
に
お
け
る
他
の
教
科
目
と

の
関
係
や
教
育
実
践
に
お
け
る
方
法
論
な
ど
に
つ
い
て
も
幅
広
く
ま
と
め
た

体
系
的
な
解
説
書
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
第
２
章
で
検
討

す
る
。
な
お
、
同
時
期
に
文
部
省
行
政
官
が
著
し
た
公
民
科
に
関
す
る
著
作

と
し
て
は
、
ほ
か
に
千
葉
敬
止
（
実
業
補
習
教
育
主
事
）
ら
に
よ
る
も
の
も

あ
る
が
、
そ
の
著
作
数
や
内
容
の
体
系
性
に
お
い
て
、
木
村
の
右
に
出
る
者

は
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

（
６３
）

た
と
え
ば
、
教
授
要
綱
の
「
参
考
案
」（「
公
民
教
育
調
査
委
員
会
」
第
１

回
総
会
で
提
示
さ
れ
た
も
の
）
起
草
者
の
一
人
で
あ
る
鈴
木
静
穂
の
前
掲
書

『
実
業
補
習
教
育
公
民
科
教
授
』
で
は
、「
公
民
教
育
の
意
義
目
的
」
や
そ
の

「
内
容
」
区
分
な
ど
に
つ
い
て
、「
文
部
省
書
記
官
木
村
正
義
氏
」
の
定
義
・

見
解
を
引
用
し
て
紹
介
し
て
い
る
（
５
頁
）。

（
６４
）

た
と
え
ば
田
澤
義
鋪
（
主
査
委
員
）
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
公
民
教
育
の

必
要
性
を
主
張
し
て
き
た
人
物
で
あ
る
が
、
田
澤
の
公
民
教
育
論
に
は
、
そ

の
発
表
媒
体
等
に
よ
っ
て
一
定
の
幅
が
見
ら
れ
る
。
対
し
て
、
木
村
の
公
民

教
育
論
の
体
系
性
・
共
通
性
は
、
木
村
の
言
説
が
教
育
行
政
当
局
と
し
て
の

公
式
見
解
に
近
い
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

（
６５
）

大
正
１３
年
の
講
習
「
公
民
教
育
総
論
」
は
文
部
省
実
業
学
務
局
編
『
公
民

教
育
講
演
集
』
第
一
輯
（1924

）
に
、
大
正
１４
年
の
講
習
「
公
民
教
育
概

論
」
は
同
じ
く
第
二
輯
（1925

）
に
所
収
。
以
下
、
前
者
を
「
木
村
１３
年
講

習
」、
後
者
を
「
木
村
１４
年
講
習
」
と
表
記
す
る
。

（
６６
）

木
村
正
義
『
公
民
教
育
』（
冨
山
房
、1925

）。
前
掲
註
で
触
れ
た
と
お
り

同
書
は
総
頁
数
４２７
頁
に
及
ぶ
体
系
的
な
解
説
書
で
あ
る
。
以
下
、
同
書
を
木

村
『
公
民
教
育
』
と
表
記
す
る
。

（
６７
）

併
せ
て
、
木
村
正
義
「
公
民
教
育
は
社
会
教
育
の
核
心
」（
報
徳
会
編

『
斯
民
』
１９
編
２
号
（1924

）
所
収
）
も
適
宜
用
い
る
（
以
下
、「
木
村
斯
民

論
文
」
と
表
記
）。
な
お
、
こ
れ
ら
の
史
料
の
引
用
等
に
当
た
っ
て
は
、
そ

の
言
説
に
お
け
る
政
策
当
局
者
た
る
立
場
の
反
映
の
強
弱
と
い
う
観
点
か
ら

は
、
�
『
公
民
教
育
講
演
集
』
第
一
輯
・
第
二
輯
、
�
『
公
民
教
育
』、
�

「
公
民
教
育
は
社
会
教
育
の
核
心
」
と
い
う
優
先
順
位
が
基
本
と
な
る
が
、

�
は
講
習
の
速
記
録
と
い
う
性
質
か
ら
誤
字
・
脱
字
や
説
明
の
省
略
等
も
多
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い
た
め
、
体
系
的
か
つ
詳
細
な
記
述
を
重
視
し
、
�
も
積
極
的
に
用
い
る
こ

と
と
す
る
。

（
６８
）

木
村
１４
年
講
習
１２
―
１６
頁
。
な
お
、「
公
民
教
育
を
必
要
と
す
る
事
由
」

は
、
木
村
『
公
民
教
育
』
に
お
い
て
も
同
じ
く
四
方
面
か
ら
説
明
さ
れ
る

（
９
―
６１
頁
）
が
、
木
村
１３
年
講
習
に
お
い
て
は
、「
政
治
的
の
理
由
」
と

「
社
会
的
の
理
由
」
の
２
方
面
か
ら
、
や
や
簡
潔
に
「
公
民
教
育
の
起
因
」

が
説
明
さ
れ
る
（
木
村
１３
年
講
習
１
―
１０
頁
）。

（
６９
）

木
村
１３
年
講
習
２
―
４
頁
。

（
７０
）

木
村
１４
年
講
習
１２
―
１３
頁
。

（
７１
）

木
村
１３
年
講
習
２
頁
。

（
７２
）

木
村
１４
年
講
習
１３
頁
。

（
７３
）

木
村
１４
年
講
習
１３
頁
。

（
７４
）

木
村
『
公
民
教
育
』
１５０
頁
。

（
７５
）

木
村
『
公
民
教
育
』
１０
頁
。

（
７６
）

木
村
『
公
民
教
育
』
１５
頁
。

（
７７
）

木
村
『
公
民
教
育
』
１５
―
１６
頁
。

（
７８
）

木
村
１４
年
講
習
１４
頁
。

（
７９
）

木
村
『
公
民
教
育
』
１６
頁
。

（
８０
）

木
村
１４
年
講
習
１４
頁
。

（
８１
）

木
村
『
公
民
教
育
』
１７
―
１８
頁
。

（
８２
）

木
村
１４
年
講
習
。

（
８３
）

木
村
１４
年
講
習
１５
頁
。

（
８４
）

木
村
『
公
民
教
育
』
１８
―
１９
頁
。

（
８５
）

木
村
１４
年
講
習
１７
頁
。

（
８６
）

た
と
え
ば
、
大
正
１３
年
の
講
習
で
は
、「
産
業
革
命
」
以
来
の
「
工
場
工

業
」
下
で
の
「
人
々
の
勤
労
生
活
、
勤
労
作
業
」
に
よ
っ
て
、「
人
間
の
人

格
が
傷
つ
け
ら
れ
」
た
た
め
に
、「
昔
の
や
う
に
親
方
と
弟
子
、
徒
弟
と
云

ふ
や
う
な
麗
し
い
情
緒
と
云
ふ
や
う
な
も
の
」
が
段
々
な
く
な
っ
て
「
社
会

連
帯
の
思
想
が
な
く
な
ら
う
と
」
し
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
情
緒
的
な
論

理
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
（
木
村
１３
年
講
習
４
―
５
頁
）。

（
８７
）

木
村
『
公
民
教
育
』
４９
頁
。

（
８８
）

木
村
『
公
民
教
育
』
４９
頁
。

（
８９
）

木
村
１３
年
講
習
５
頁
。
な
お
、
こ
う
い
っ
た
理
念
は
、
古
代
か
ら
当
時
に

至
る
ま
で
の
欧
米
の
思
想
家
・
教
育
学
者
等
の
用
語
を
引
用
し
て
語
ら
れ
る
。

（
９０
）

木
村
『
公
民
教
育
』
５７
頁
―
５８
頁
。

（
９１
）

木
村
『
公
民
教
育
』
４６
―
４７
頁
。

（
９２
）

木
村
１３
年
講
習
２８
頁
。
な
お
、
木
村
『
公
民
教
育
』
７４
頁
、
１４
年
講
習
２０

頁
、
斯
民
論
文
３０
頁
に
お
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
表
現
で
定
義
さ
れ
て
い

る
。

（
９３
）

木
村
１３
年
講
習
２８
頁
。

（
９４
）
『
公
民
教
育
』
２６
―
２７
頁
。

（
９５
）

木
村
１３
年
講
習
２８
頁
。
な
お
、
こ
れ
は
、「
社
会
を
離
れ
て
個
人
は
な
い

の
で
あ
っ
て
、
又
個
人
を
離
れ
て
社
会
は
な
い
」（
２９
頁
）
と
い
っ
た
「
共

存
共
栄
」
の
理
念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

（
９６
）

木
村
１４
年
講
習
２０
頁
。

（
９７
）

木
村
１３
年
講
習
２８
―
２９
頁
。

（
９８
）

木
村
１３
年
講
習
１７
頁
。

（
９９
）

木
村
１４
年
講
習
２１
頁
。

（
１００
）

木
村
１３
年
講
習
２９
―
３０
頁
。

（
１０１
）

木
村
『
公
民
教
育
』
１６４
頁
。
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（
１０２
）

木
村
『
公
民
教
育
』
緒
論
５
頁
。

（
１０３
）

木
村
１３
年
講
習
３０
頁
。

（
１０４
）

木
村
１４
年
講
習
２３
頁
。
こ
こ
で
は
、「
是
は
公
民
教
育
の
内
容
或
は
公
民

教
材
の
問
題
と
し
て
後
で
御
話
し
た
い
」
と
し
て
い
る
。

（
１０５
）

木
村
１３
年
講
習
３２
頁
。

（
１０６
）

木
村
１３
年
講
習
３３
―
４２
頁
。

（
１０７
）

木
村
１３
年
講
習
４３
―
４４
頁
。

（
１０８
）

木
村
１３
年
講
習
３１
頁
。

（
１０９
）

木
村
１４
年
講
習
２３
頁
。

（
１１０
）

木
村
『
公
民
教
育
』
２０５
―
２１０
頁
。
な
お
、
実
際
の
教
授
要
綱
の
排
列
は

「
余
の
趣
旨
と
大
体
同
一
」
と
し
て
い
る
。

（
１１１
）

中
野
前
掲
論
文
６８
頁
。

（
１１２
）

財
団
法
人
協
調
会
蔵
前
工
業
専
修
学
校
の
こ
と
。
明
治
３２
年
に
設
立
さ
れ

た
東
京
工
業
学
校
附
属
工
業
教
員
養
成
所
附
属
工
業
補
習
学
校
を
母
体
と
し
、

大
正
１０
年
に
財
団
法
人
協
調
会
に
移
管
・
改
称
さ
れ
た
実
業
補
習
学
校
で
あ

る
。
現
・
東
京
工
業
大
学
附
属
科
学
技
術
高
等
学
校
専
攻
科
。

な
お
、
同
校
の
開
校
式
で
は
、
渋
沢
栄
一
（
協
調
会
副
会
長
）
が
、「
…
…

階
級
闘
争
…
…
此
れ
は
双
方
と
も
不
利
の
事
で
あ
る
。
天
下
は
資
本
家
労
働

者
の
み
の
天
下
で
は
な
い
、
社
会
構
成
の
中
心
は
多
数
は
公
衆
で
あ
る
、
資

本
も
社
会
の
為
に
存
し
労
働
も
社
会
の
為
に
存
す
る
、
社
会
共
同
の
福
祉
を

離
れ
て
資
本
も
労
働
も
其
の
用
を
為
さ
ぬ
。
其
の
両
者
の
専
恣
を
戒
め
、
其

の
方
向
を
誤
ら
し
め
ぬ
や
う
に
策
す
る
の
が
、
協
調
会
の
趣
旨
で
あ
る
。

…
…
交
温
主
義
即
ち
忠
恕
敬
愛
の
念
を
以
て
交
を
温
め
合
ふ
の
で
あ
る
。」

と
挨
拶
し
て
い
る
。
こ
の
内
容
は
、
木
村
正
義
や
「
主
査
委
員
」
の
言
説

（
第
３
章
・
第
４
章
で
検
討
す
る
。）
と
類
似
し
て
お
り
、
両
者
の
関
係
が
う

か
が
え
る
。（
実
業
史
研
究
情
報
セ
ン
タ
ー
ブ
ロ
グhttp

://w
w
w
.hst.

titech.ac.jp/about/history/20100531

（
公
益
財
団
法
人
渋
沢
栄
一
記
念

財
団
運
営
）
よ
り
。
出
典
は
『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
４４
巻
５１３
―
５１５
頁
。）

●
協
調
会：

労
使
（
資
）
協
調
の
た
め
に
大
正
８
年
１２
月
に
設
立
さ
れ
た
財

団
法
人
機
関
。
労
働
者
、
使
用
者
（
資
本
家
）、
公
益
及
び
政
府
の
四
者
代

表
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
労
使
協
調
機
関
の
設
立
が
考
え
ら
れ
た
も
の
。
労

働
組
合
は
、
当
時
最
大
の
友
愛
会
な
ど
も
戦
闘
化
の
傾
向
を
強
め
、
労
働
者

の
階
級
的
成
長
を
阻
止
す
る
も
の
だ
と
参
加
を
拒
否
し
た
の
で
、
労
働
者
代

表
ぬ
き
で
発
足
し
た
。
し
か
し
、
比
較
的
に
公
平
な
立
場
か
ら
の
内
外
労
働

事
情
の
調
査
・
研
究
、
月
刊
機
関
誌
『
労
働
政
策
時
報
』『
労
働
年
鑑
』
そ

の
他
の
刊
行
物
は
高
く
評
価
さ
れ
た
。
ま
た
労
働
者
教
育
、
労
働
争
議
の
仲

裁
な
ど
の
事
業
を
行
っ
た
（
小
学
館
編
『
日
本
大
百
科
全
書
』（1994

）
よ

り
）。

（
１１３
）

木
村
１４
年
講
習
３２
頁
。

（
１１４
）

松
野
２２３
頁
。
出
典
は
紀
平
正
美
「
公
民
教
育
に
就
て
」（『
東
亜
の
光
』
第

２
巻
第
２０
号
、1925

）。

（
１１５
）

木
村
『
公
民
教
育
』
１５５
―
１５６
頁
。

（
１１６
）

木
村
『
公
民
教
育
』
３３２
―
３３３
頁
。
こ
こ
で
は
、「
修
身
は
、
道
徳
の
要
領

を
授
け
、
国
家
、
社
会
及
家
族
に
対
す
る
責
務
竝
に
人
格
修
養
に
関
し
必
要

な
る
事
項
を
知
ら
し
め
、
特
に
我
が
国
道
徳
の
特
質
を
悟
ら
し
む
る
と
を
以

て
本
旨
」
と
す
る
と
い
う
「
小
学
校
令
施
行
規
則
第
二
条
」「
中
学
校
令
施

行
規
則
第
二
条
」
を
引
き
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
。

（
１１７
）

木
村
１３
年
講
習
５２
頁
。

（
１１８
）

木
村
１３
年
講
習
３１
頁
。

（
１１９
）

木
村
１３
年
講
習
５２
頁
。
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（
１２０
）

木
村
『
公
民
教
育
』
１５５
―
１５６
頁
。
ま
た
こ
こ
で
、「
公
民
科
は
従
来
の
修

身
科
と
異
な
り
単
に
道
徳
教
育
の
み
を
目
的
と
な
す
も
の
に
あ
ら
ず
、
社
会

生
活
の
完
成
を
図
ら
む
が
為
、
実
生
活
に
即
し
た
る
多
く
の
知
識
を
包
含
す

る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

（
１２１
）

木
村
斯
民
論
文
３１
頁
。
木
村
１３
年
講
習
９
―
１０
頁
に
も
同
様
な
言
説
が
見

ら
れ
る
。

（
１２２
）

こ
こ
で
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
都
市
国
家
に
お
け
る
教
育
や
、「
公
卿
、

武
家
、
僧
侶
等
」
の
間
で
「
修
身
斉
家
治
国
平
天
下
」
と
い
っ
た
儒
学
的
理

念
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
教
育
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

（
１２３
）

木
村
『
公
民
教
育
』
１４５
―
１４６
頁
。
木
村
１３
年
講
習
３
―
４
頁
。

（
１２４
）

木
村
『
公
民
教
育
』
１４７
頁
以
降
。

（
１２５
）

木
村
『
公
民
教
育
』
１９０
頁
。

（
１２６
）

木
村
１４
年
講
習
１８
頁
。

（
１２７
）

こ
こ
で
い
う
「
十
四
五
年
前
」
は
、1910

年
ご
ろ
（
日
露
戦
後
・
明
治
末

期
）
を
指
す
か
ら
、
当
然
こ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
。
な
お
、
斉
藤
前
掲
論

文
「
地
方
改
良
運
動
と
公
民
教
育
の
成
立
」
で
は
、
地
方
改
良
運
動
期
の
内

務
官
僚
に
よ
る
「
公
民
教
育
」
に
関
す
る
言
説
が
複
数
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
こ
で
は
、「
公
民
教
育
是
は
地�

方�

の�

自�

治�

体�

の�

一�

員�

た�

る�

の�

教�

養�

を
為
さ
し
む
る
も
の
で
あ
り
ま
す
」（
１７６
頁
。
出
典
は
第
９
回
地
方
改
良
講

演
会
に
お
け
る
書
記
官
・
後
藤
文
夫
の
発
言
）
と
い
っ
た
言
説
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
に
、
公
民
教
育
は
「
自
治
教
育
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

斉
藤
論
文
は
地
方
改
良
運
動
期
の
公
民
教
育
と
大
正
１３
年
公
民
科
と
を
あ
ま

り
明
確
に
は
区
別
し
て
い
な
い
が
、
少
な
く
と
も
前
者
が
基
本
的
に
「
自
治

教
育
」
の
意
味
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
後
者
す
な
わ
ち
大
正
１３
年
「
公
民

科
」
と
は
、
よ
り
明
確
に
区
別
さ
れ
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
１２８
）

木
村
『
公
民
教
育
』
１９０
―
１９２
頁
。

（
１２９
）

木
村
１３
年
講
習
３０
頁
。

（
１３０
）

木
村
『
公
民
教
育
』
１５８
頁
。
と
り
わ
け
、
大
正
１２
年
の
実
業
学
校
に
お
け

る
「
法
制
及
経
済
」
の
必
須
科
目
化
に
つ
い
て
は
、
そ
の
趣
旨
が
「
国
家
社

会
生
活
に
処
す
る
の
素
養
を
与
え
ん
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

「
名
は
法
制
及
経
済
で
あ
る
が
、
実
は
公
民
科
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
」
と
し

て
い
る
。

（
１３１
）

木
村
『
公
民
教
育
』
１５９
頁
。

（
１３２
）

木
村
斯
民
論
文
２８
頁
。

（
１３３
）

松
野
前
掲
書
１７４
頁
。
し
か
し
、
こ
こ
で
「
法
制
及
経
済
」
に
対
す
る
批
判

と
し
て
見
ら
れ
る
、
あ
る
意
味
で
「
知
識
」
や
「
理
論
」
を
軽
視
し
か
ね
な

い
論
理
は
、「
修
身
科
」
の
優
位
性
を
相
対
的
に
高
め
、
後
の
時
代
に
「
公

民
科
」
が
「
修
身
科
」
に
収
斂
さ
れ
て
い
く
一
因
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。

（
１３４
）

木
村
『
公
民
教
育
』
１５９
頁
。

（
１３５
）

木
村
『
公
民
教
育
』
２００
―
２０１
頁
。

（
１３６
）

武
藤
前
掲
論
文
１７５
―
１７６
頁
。

（
１３７
）

第
３
章
に
お
い
て
は
、
田
澤
義
鋪
の
講
習
内
容
に
つ
い
て
も
再
検
討
す
る
。

（
１３８
）

木
村
１３
年
講
習
４１
頁
。

（
１３９
）

木
村
斯
民
論
文
３２
頁
。

（
１４０
）

前
掲
註
で
述
べ
た
と
お
り
、
第
３
章
に
お
い
て
は
、「
主
査
委
員
」
ら
の

講
習
内
容
か
ら
も
こ
の
点
を
検
討
す
る
。

（
１４１
）

前
掲
斉
藤
論
文
「
日
本
公
民
教
育
の
歴
史
と
構
造
（
そ
の
一
）」
に
お
け

る
評
価
で
あ
る
。

（
１４２
）

主
査
委
員
の
中
島
半
次
郎
の
著
書
『
公
民
教
育
要
領
』（
文
明
協
会
、
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1926

）
は
、「
立
憲
国
が
そ
れ
ぞ
れ
民
族
を
異
に
し
国
体
を
異
に
し
又
歴
史

を
異
に
し
て
を
る
点
か
ら
」（
５９
頁
）、「
同
じ
く
公
民
教
育
と
云
ひ
な
が
ら
、

其
の
意
義
な
り
目
的
な
り
方
法
な
り
に
就
い
て
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
居
ら

ず
、
幾
分
か
づ
ゝ
違
っ
て
居
る
所
が
あ
る
」（
１
頁
）
と
、
米
英
仏
独
と

い
っ
た
諸
国
間
で
も
公
民
教
育
の
内
容
に
は
相
違
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘

し
、
そ
の
実
例
も
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
本
項
で
紹
介
す
る
文
部
省
実
業
学

務
局
編
『
欧
米
の
公
民
教
育
』
も
、
こ
う
し
た
認
識
を
ふ
ま
え
て
各
国
別
に

編
纂
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

（
１４３
）

仮
に
、
日
本
の
「
公
民
科
」
に
欧
米
各
国
の
公
民
教
育
と
異
な
る
内
容
が

見
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
差
異
が
�
欧
米
諸
国
間
で
の
差
異
�
と
概
ね
同

程
度
と
い
え
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
の
「
公
民
科
」
が
「
特
殊
」
で
あ
る

と
は
評
価
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

（
１４４
）

具
体
的
に
は
、「
英
国
デ
ハ
先
ヅ
公
民
科
ノ
教
科
書
ト
致
シ
テ
ハ
有
名
」

と
さ
れ
る
「
シ
リ
ッ
ク
ス
」
と
い
う
英
国
の
中
学
校
教
科
書
等
を
「
余
程
参

考
」
と
し
、
ま
た
「
亜
米
利
加
ノ
方
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
…
…
『
ギ
ム
ン
レ
ッ

ト
ス
』
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
本
」
等
も
「
研
究
」
し
た
と
し
て
い
る
。

（
１４５
）
「
文
政
審
議
会
書
類
・
三
十
三
諮
詢
第
十
一
号
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録

（
四
）」
３０
／
１０２
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドA

05021070300

、
昭
和
３
年
１１
月
２２
日
）。
な
お
、「
中
学
校
」
に
お
け
る
公

民
科
導
入
に
際
し
て
の
議
論
は
、
同
史
料
に
よ
り
明
ら
か
な
と
こ
ろ
も
多
い
。

（
１４６
）
「
プ
ラ
ト
ー
」「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
」「
シ
セ
ロ
」「
ド
ク
ト
ル
・
フ
ェ
ル
ス

テ
ル
」「
リ
ュ
ー
ル
マ
ン
」「
ケ
ル
シ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
」「
ア
ー
サ
ー
・

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ダ
ン
」「
ス
イ
ッ
チ
エ
ル
」（
以
上
、
大
正
１３
年
の
講
習
）、

「
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
」「
コ
メ
ニ
ウ
ス
」「
ジ
ョ
ン
ロ
ッ
ク
」「
ル
ソ
ー
」

「
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
」「
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
」「
ス
テ
フ
ァ
ニ
ー
」「
ホ
ワ
イ
ト
女

史
」「
メ
ッ
サ
ー
」「
デ
ュ
イ
ー
」（
以
上
、
大
正
１４
年
の
講
習
）
の
計
１９
人

で
あ
る
。

（
１４７
）

木
村
『
公
民
教
育
』
７９
―
１４４
頁
及
び
２５０
―
３３１
頁
。
た
と
え
ば
、
欧
米
の
公

民
教
育
に
関
す
る
学
説
、
欧
米
の
公
民
教
育
の
沿
革
（
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、

イ
タ
リ
ア
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
イ
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ

カ
）、
欧
米
の
公
民
教
育
に
関
す
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
類
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市

や
、
イ
ギ
リ
ス
の
郡
教
育
委
員
会
、
フ
ラ
ン
ス
の
省
令
な
ど
に
定
め
ら
れ
た

も
の
）
な
ど
が
各
国
別
に
詳
し
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
巻
頭
に

は
「
本
書
に
引
用
し
た
る
参
考
書
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
う

ち
、
国
内
の
文
献
は
５
冊
（
う
ち
辞
典
・
事
典
類
を
除
く
と
３
冊
）
な
の
に

対
し
、
欧
米
の
文
献
は
２０
冊
に
上
っ
て
い
る
。

（
１４８
）

木
村
『
公
民
教
育
』
７９
頁
。

（
１４９
）

第
１
編
『
英
国
の
公
民
教
育
』、
第
２
編
『
米
国
の
公
民
教
育
』、
第
３
編

『
独
逸
及
仏
蘭
西
の
公
民
教
育
』
と
い
う
一
連
の
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
（
い
ず

れ
も
文
部
省
実
業
学
務
局
編
、1925

―
）。

（
１５０
）

木
村
１４
年
講
習
２６
頁
。

（
１５１
）

木
村
『
公
民
教
育
』
１９３
頁
。
ま
た
、「
公
民
教
育
講
習
会
」
で
も
同
様
な

言
説
が
見
ら
れ
、「
我
国
に
は
今
日
と
雖
も
封
建
の
遺
風
を
受
け
て
、
道
徳

が
動
も
す
る
と
上
に
対
す
る
道
徳
、
主
君
に
対
す
る
道
徳
と
云
ふ
方
面
に
偏

り
過
ぎ
て
居
る
」
欠
陥
が
あ
る
と
し
、「
他
人
の
人
格
を
尊
重
し
、
他
人
と

共
に
共
同
生
活
を
営
む
一
員
と
し
て
の
道
徳
…
…
所
謂
公
共
道
徳
、
公
徳
」

が
必
要
で
あ
る
か
ら
公
民
科
が
必
要
な
の
だ
と
し
て
い
る
（
木
村
１３
年
講
習

９
―
１０
頁
）。

（
１５２
）

木
村
『
公
民
教
育
』
１９３
頁
。

（
１５３
）

前
掲
堀
尾
論
文
。
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（
１５４
）

木
村
『
公
民
教
育
』
緒
論
７
頁
。「
第
十
九
世
紀
に
お
け
る
個
人
の
自
覚

は
、
近
代
文
化
の
進
歩
に
偉
大
な
る
原
動
力
を
与
え
た
る
も
、
全
部
と
部
分

と
の
関
係
、
独
立
と
帰
一
と
の
関
係
を
無
視
し
た
る
所
に
大
な
る
錯
誤
が
あ

り
、
社
会
不
安
の
種
を
蒔
い
た
」
と
し
て
、
こ
れ
を
「
誤
れ
る
個
人
思
想
」

と
し
て
い
る
。

（
１５５
）

木
村
は
、「
個
性
の
自
覚
竝
に
之
に
基
づ
く
個
人
主
義
の
思
想
が
新
時
代

の
黎
明
を
齎
し
、
近
代
世
界
文
化
を
建
設
し
た
」
と
し
て
個
人
主
義
の
「
著

大
な
る
功
績
」
を
認
め
る
が
、
結
局
は
こ
れ
が
「
深
く
吟
味
さ
れ
る
こ
と
な

く
…
…
己
れ
の
好
む
所
を
行
ひ
欲
す
る
ま
ま
に
振
舞
ふ
利
己
主
義
又
は
我
利

主
義
と
な
り
、
又
国
家
社
会
の
統
制
制
馭
を
出
来
る
丈
け
少
く
し
、
各
人
の

自
利
追
求
を
自
由
に
放
任
す
べ
し
と
云
ふ
政
治
経
済
上
の
自
由
主
義
と
な
っ

て
表
は
れ
た
。
こ
ゝ
に
於
て
か
個
人
と
個
人
と
の
衝
突
、
自
由
競
争
の
弊
害
、

階
級
争
闘
、
国
際
間
の
不
和
等
所
謂
現
代
社
会
的
不
安
を
齎
し
た
の
で
あ

る
。」
と
い
っ
た
見
解
か
ら
、
全
体
と
し
て
個
人
主
義
に
対
す
る
評
価
は
高

く
な
い
（
木
村
『
公
民
教
育
』
２６
―
２７
頁
）。

（
１５６
）
『
英
国
の
公
民
教
育
』
に
紹
介
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
の
公
民
教
育
の
教
師
用

参
考
書
で
は
、「
現
代
の
如
き
複
雑
な
社
会
に
於
て
は
、
と
も
す
れ
ば
個
人

的
と
な
り
。
社
会
と
孤
立
す
る
が
如
き
誘
惑
が
多
い
。
然
し
同
胞
に
対
す
る

同
情
と
奉
仕
が
多
く
な
れ
ば
な
る
だ
け
我
々
の
国
は
更
に
幸
福
と
な
り
偉
大

と
な
る
の
で
あ
る
。」
と
い
っ
た
一
節
が
あ
る
。（
文
部
省
実
業
学
務
局
編

『
英
国
の
公
民
教
育
』（1925

）
１９３
頁
）。

（
１５７
）

す
な
わ
ち
、
政
策
当
局
は
公
民
科
の
設
計
に
当
た
り
�
欧
米
と
異
な
る
日

本
固
有
の
公
民
教
育
�
で
は
な
く
、
む
し
ろ
�
欧
米
と
共
通
す
る
精
神
・
理

念
に
基
づ
く
公
民
教
育
�
を
目
指
し
て
い
た
と
い
え
る
。

（
１５８
）

松
野
前
掲
書
で
は
、『
公
民
教
育
講
演
集
』
等
の
講
演
記
録
を
「
当
時
の

公
民
科
教
育
論
を
集
大
成
し
た
も
の
」
と
捉
え
て
検
討
対
象
と
し
て
い
る
が
、

同
書
に
お
け
る
検
討
は
概
ね
、
各
講
師
に
お
い
て
「
個
人
主
義
」
と
「
社
会

連
帯
」
の
原
理
と
が
い
か
に
調
和
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
関
心
の
も
と
、
講

習
内
容
の
「
類
型
」
を
整
理
す
る
こ
と
に
止
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
分

類
の
軸
と
な
る
概
念
に
関
係
し
な
い
言
説
は
注
目
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ど
の

講
師
が
ど
の
類
型
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の
か
も
明
示
さ
れ
て
い
な
い
（
松
野

２５６
―
２６６
頁
）。

ま
た
、
武
藤
前
掲
論
文
「
実
業
補
習
学
校
公
民
科
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
は
、

前
掲
註
で
触
れ
た
と
お
り
、「
教
授
要
綱
」
の
原
案
と
成
案
と
の
間
に
あ
る

「
変
更
点
」
の
な
か
か
ら
「
特
徴
的
」
な
点
を
抽
出
し
て
検
討
す
る
も
の
で

あ
り
、「
教
授
要
綱
」
の
内
容
全
体
を
概
観
し
た
も
の
で
は
な
い
。

（
１５９
）

た
と
え
ば
、「
人
ト
社
会
」
や
「
人
生
ノ
意
義
」、「
国
家
」
や
「
立
憲
政

治
」
な
い
し
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
や
「
社
会
主
義
」
な
ど
、「
教
授
要
綱
」

は
様
々
な
抽
象
的
・
社
会
的
概
念
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が

ど
の
よ
う
な
理
念
・
内
容
の
も
と
に
教
授
さ
れ
る
べ
き
と
想
定
さ
れ
た
の
か

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
こ�

こ�

で�

想�

定�

さ�

れ�

た�

��

理�

想�

的�

公�

民�

像�

��

の�

本�

質�

に
か
か
わ
る
極
め
て
重
要
な
問
題
と
思
わ
れ
る
。

（
１６０
）
「
教
授
要
綱
」
の
項
目
は
、
題
目
（
大
項
目
）・
要
目
（
中
項
目
）・
細
目

（
小
項
目
）・
備
考
と
い
う
４
段
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
各
項
目
は
原

則
と
し
て
農
村
用
に
沿
っ
て
引
用
す
る
が
、「
都
市
用
」
に
し
か
存
在
し
な

い
項
目
に
つ
い
て
は
、「
都
市
用
」
と
付
し
た
う
え
で
こ
れ
を
引
用
す
る
。

（
１６１
）

そ
も
そ
も
同
講
習
は
、
必
ず
し
も
「
教
授
要
綱
」
の
項
目
に
沿
っ
て
展
開

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、「
私
法
」「
公
法
」「
経
済
、
都
市
」
と
い
っ
た
極

め
て
大
き
な
分
野
ご
と
に
な
さ
れ
る
た
め
、「
教
授
要
綱
」
の
各
項
目
を
単

位
と
し
て
言
説
を
ま
と
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
選
択
は
恣
意
的
に
な
ら
ざ
る
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を
得
な
い
。

（
１６２
）

そ
も
そ
も
実
業
補
習
学
校
は
義
務
教
育
の
補
習
機
関
で
あ
る
か
ら
、
教
育

上
の
配
慮
等
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
相
違
は
十
分
生
じ
得
る
。
実
際
、
委
員
ら

の
「
公
民
教
育
講
習
会
」
に
お
け
る
態
度
と
、
個
人
の
著
書
・
論
文
に
お
け

る
態
度
の
間
に
は
、
そ
の
内
容
や
レ
ベ
ル
に
お
い
て
相
違
が
見
ら
れ
る
場
合

も
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、�
個
人
の
著
作
�
で
は
表
明
さ
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、�
公
民
教
育
講
習
会
�
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
内
容
や
見

解
に
注
目
す
る
。

（
１６３
）

検
討
対
象
と
す
る
著
書
・
論
文
等
は
、
公
民
教
育
調
査
委
員
会
が
開
催
さ

れ
た
時
期
の
前
後
２
〜
３
年
以
内
に
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
な
る
べ
く

公
民
科
教
育
と
関
係
の
深
い
分
野
に
関
す
る
も
の
か
ら
選
択
し
た
。

（
１６４
）●
穂
積
重
遠：

当
時
、
東
京
帝
国
大
学
教
授
、
民
法
学
者（
法
学
博
士
）。1883

―1951

。
東
京
出
身
。
穂
積
陳
重
の
長
男
。
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
（
独

法
）
卒
（
銀
時
計
）。
大
正
５
年
母
校
東
京
帝
大
の
教
授
と
な
り
、
民
法
講

座
な
ど
を
担
当
。
家
族
法
学
の
基
礎
を
築
く
。
ま
た
東
京
帝
大
セ
ツ
ル
メ
ン

ト
の
創
設
に
尽
力
。
貴
族
院
議
員
、
最
高
裁
判
事
。
著
作
に
「
民
法
読
本
」

「
親
族
法
」
な
ど
（
講
談
社
編
『
日
本
人
名
大
辞
典
』（2001

）
よ
り
）。

（
１６５
）

穂
積
重
遠
「
私
法
に
関
す
る
事
項
」（
前
掲
『
公
民
教
育
講
演
集
』
第
一

輯
の
う
ち
１５８
頁
分
。
以
下
、「
穂
積
講
習
」
と
表
記
。）。

（
１６６
）

穂
積
講
習
３
―
４
頁
。

（
１６７
）

穂
積
講
習
５
―
７
頁
。

（
１６８
）

穂
積
講
習
１１
―
１５
頁
。

（
１６９
）

す
な
わ
ち
、
旧
家
族
制
度
は
「
寧
ろ
戸
主
制
度
と
称
す
べ
き
も
の
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
」
と
指
摘
し
た
う
え
で
、「
家
族
各
個
人
の
人
格
が

承
認
さ
れ
た
上
で
の
共
同
生
活
で
な
く
し
て
は
真
の
家
族
制
度
で
な
」
い
と

明
言
し
て
い
る
（
穂
積
重
遠
『
家
族
制
大
意
』（
冬
夏
社
、1922

）
７
頁
、

１９
―
２１
頁
）。

（
１７０
）

穂
積
講
習
１６
―
１９
頁
。

（
１７１
）

穂
積
講
習
４７
―
６３
頁
。

（
１７２
）

穂
積
講
習
４８
頁
。

（
１７３
）

穂
積
講
習
４８
―
５１
頁
。
な
お
、
当
時
の
法
律
で
は
婚
姻
は
原
則
と
し
て
親

と
戸
主
の
同
意
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
穂
積
は
、
実
際
の
と
こ

ろ
「
婚
姻
の
問
題
は
唯
法
律
で
喧
し
く
云
っ
て
見
て
も
何
に
も
な
ら
ぬ
」
も

の
だ
と
し
、「
子
の
方
は
婚
姻
と
云
ふ
こ
と
は
男
女
の
情
愛
に
基
く
こ
と
だ

け
れ
ど
も
唯
一
時
の
情
愛
と
云
ふ
こ
と
だ
け
で
は
な
い
と
云
ふ
点
を
よ
く
考

へ
、
親
の
方
で
は
婚
姻
は
子
供
達
の
問
題
だ
と
云
ふ
こ
と
を
十
分
考
え
る
」

こ
と
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
。

（
１７４
）

一
方
、
こ
こ
で
穂
積
は
、「
偶
に
は
細
君
が
外
へ
出
て
働
く
の
が
あ
っ
て

も
決
し
て
悪
い
こ
と
で
は
な
い
」
と
は
し
つ
つ
も
、「
共
同
生
活
で
は
銘
々

の
特
徴
に
依
っ
て
仕
事
を
分
担
」
す
る
も
の
で
あ
り
、「
細
君
は
内
に
居
っ

て
飯
を
炊
く
、
夫
は
外
へ
出
て
稼
い
で
来
る
と
云
ふ
の
は
共
同
生
活
の
当
然

の
や
り
方
で
あ
る
」
と
も
述
べ
て
お
り
、
こ
の
点
、
一
定
の
思
想
的
限
界
も

見
出
せ
よ
う
。

（
１７５
）

穂
積
講
習
６２
―
６３
頁
。

（
１７６
）

穂
積
講
習
４６
―
４７
頁
。

（
１７７
）

穂
積
講
習
９１
頁
。

（
１７８
）

穂
積
講
習
９４
頁
。

（
１７９
）

穂
積
講
習
１０５
―
１０７
頁
。

（
１８０
）

穂
積
講
習
９５
―
９６
頁
。

（
１８１
）

穂
積
講
習
９６
―
１０４
頁
。
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（
１８２
）

穂
積
講
習
１２８
―
１２９
頁
。

（
１８３
）

穂
積
講
習
１３５
頁
。

（
１８４
）

穂
積
講
習
１３７
―
１３９
頁
。

（
１８５
）

穂
積
講
習
１４３
―
１５２
頁
。
こ
こ
で
穂
積
は
、「
都
市
用
」
教
授
要
綱
の
備
考

に
あ
る
「
借
地
借
家
調
停
」
や
、「
農
村
用
」
教
授
要
綱
の
備
考
に
あ
る

「
小
作
調
停
」
の
ほ
か
、「
労
働
争
議
の
調
停
」、「
家
庭
事
件
の
調
停
」
と

い
っ
た
各
種
の
調
停
を
挙
げ
る
。

（
１８６
）

陪
審
法
（
大
正
１２
年
４
月
１８
日
法
律
第
５０
号
）
は
、
こ
の
講
習
の
前
年
に

公
布
さ
れ
、
そ
の
５
年
後
の
施
行
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。

（
１８７
）

穂
積
講
習
１５４
―
１５６
頁
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
「
国
民
一
人
々
々
自
分
達
の
国
家

で
あ
る
」
と
の
意
識
を
持
ち
、
政
府
当
局
者
も
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
、
サ
ー
ヴ
ン

ト
」
と
し
て
の
意
識
を
持
っ
て
国
民
全
体
の
た
め
に
な
る
こ
と
を
行
っ
て
い

る
と
し
、
そ
う
し
た
点
を
「
英
吉
利
の
立
憲
政
治
の
強
み
」
で
あ
る
と
し
て

い
る
。

（
１８８
）

穂
積
講
習
１５２
―
１５４
頁
。

（
１８９
）

穂
積
講
習
１０
―
１１
頁
。
当
時
「
西
洋
諸
国
」
で
広
が
っ
て
い
た
と
い
う
、

「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
を
重
ん
ず
る
動
き
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
個
人
主
義
の
「
反

省
」
に
基
づ
く
も
の
だ
と
す
る
解
釈
を
否
定
し
た
う
え
で
、
穂
積
は
こ
れ
を

「
本
当
の
人
格
主
義
の
意
味
の
個
人
主
義
」
の
「
自
覚
」
の
も
と
に
生
ま
れ

た
動
き
な
の
だ
と
解
釈
し
、
個
人
主
義
を
積
極
的
に
擁
護
し
て
い
る
。

（
１９０
）●
清
水
澄：

当
時
、
行
政
裁
判
所
評
定
官
（
法
学
博
士
）。1868

―1947

。

明
治
―
昭
和
時
代
の
官
僚
、
法
学
者
。
加
賀
（
石
川
県
）
出
身
。
帝
国
大
学

卒
。
内
務
省
に
入
り
、
東
京
府
参
事
官
、
学
習
院
教
授
を
経
て
、
昭
和
７
年

行
政
裁
判
所
長
官
、
９
年
枢
密
顧
問
官
、
１０
年
帝
国
美
術
院
院
長
。
２１
年
、

最
後
の
枢
密
院
議
長
と
な
る
。
２２
年
、
大
日
本
帝
国
憲
法
の
改
定
に
反
対
し
、

こ
れ
に
殉
じ
て
自
決
し
た
（
前
掲
『
日
本
人
名
大
辞
典
』
よ
り
）。

（
１９１
）

清
水
澄
「
公
法
に
関
す
る
事
項
」（
前
掲
『
公
民
教
育
講
演
集
』
第
一
輯

の
う
ち
１４１
頁
分
。
以
下
、「
清
水
講
習
」
と
表
記
。）。

（
１９２
）

こ
こ
で
は
、
清
水
澄
『
帝
国
公
法
大
意
』（
清
水
書
店
、1925

）
も
補
助

的
に
用
い
る
が
、
清
水
は
同
書
の
「
序
文
」
に
お
い
て
、「
次
の
総
選
挙
前

に
公
民
教
育
の
普
及
を
図
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
殊
に
其
の
学
科
中
公
民
に
於

て
最
も
必
要
な
る
は
憲
法
及
び
行
政
法
に
関
す
る
智
識
な
り
。
故
に
予
は
本

書
を
起
草
し
、
以
て
其
の
参
考
に
資
せ
ん
と
欲
す
」
と
し
、
同
書
を
「
教
育

の
任
に
当
ら
る
る
人
」
に
向
け
た
本
で
あ
る
と
も
し
て
い
る
。

（
１９３
）

清
水
講
習
１
頁
。

（
１９４
）

清
水
講
習
４
頁
。

（
１９５
）

清
水
講
習
５
―
９
頁
。

（
１９６
）

清
水
講
習
９
―
１４
頁
。
こ
こ
で
は
、「
外
国
の
憲
法
」
は
「
多
く
議
会
の

議
決
に
か
け
て
作
」
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
契
機
に
「
国
体
」
の
変
更

も
あ
り
得
る
が
、
日
本
の
憲
法
は
天
皇
自
身
が
「
将
来
は
立
憲
政
治
に
依
る

…
…
立
憲
政
治
の
要
件
を
定
め
た
憲
法
を
作
っ
て
其
憲
法
通
り
に
実
行
す
る

と
云
ふ
こ
と
が
最
も
政
治
と
し
て
は
勝
っ
て
居
る
だ
ら
う
」
と
の
「
ご
自
分

の
意
志
」
で
作
っ
た
「
欽
定
憲
法
」
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
も
強
調
さ
れ
て

い
る
。

（
１９７
）

清
水
講
習
３３
―
５３
頁
。

（
１９８
）

著
書
『
帝
国
公
法
大
意
』
に
お
い
て
、
清
水
は
、「
国
家
ガ
統
治
権
ノ
主

体
」
で
あ
る
と
の
解
釈
は
認
め
つ
つ
も
、
統
治
権
は
「
意
思
ノ
力
」
で
あ
る

か
ら
「
自
然
人
」
を
離
れ
て
は
存
在
し
得
ず
、「
何
人
ノ
意
思
ヲ
以
テ
国
家

ノ
意
思
ト
為
ス
カ
」
は
「
国
民
ノ
確
信
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
「
理
論
」

の
み
で
決
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
、
結
局
「
統
治
権
ノ
主
体
」
は
天
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皇
に
あ
る
と
す
る
。
た
だ
し
、
い
わ
ゆ
る
天
皇
機
関
説
で
あ
っ
て
も
、
天
皇

を
「
国
家
活
動
ノ
中
心
力
ノ
存
ス
ル
所
ニ
シ
テ
国
家
ノ
存
立
ニ
欠
ク
ベ
カ
ラ

ザ
ル
モ
ノ
」
た
る
「
最
高
機
関
」
と
見
な
す
説
に
つ
い
て
は
、「
結
局
予
輩

ノ
天
皇
主
体
説
ト
同
一
ニ
帰
着
シ
、
語
ヲ
異
ニ
ス
ル
ニ
過
ギ
ズ
、
敢
ヘ
テ
誤

リ
ナ
キ
」
も
の
と
し
て
い
る
。（『
帝
国
公
法
大
意
』
９７
―
１０１
頁
）。

（
１９９
）

こ
の
点
、
統
治
エ
リ
ー
ト
の
間
で
は
天
皇
機
関
説
が
前
提
と
さ
れ
な
が
ら

（
密
教
）、
一
般
国
民
に
対
し
て
は
天
皇
の
神
聖
さ
が
強
調
さ
れ
た
（
顕
教
）

と
す
る
説
（
久
野
収
・
鶴
見
俊
輔
『
現
代
日
本
の
思
想
』
岩
波
書
店
、

1956

）
の
表
れ
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

（
２００
）
「
臣
民
の
権
利
義
務
」
に
関
す
る
説
明
は
、「
国
民
と
し
て
特
別
に
国
籍
を

持
っ
て
居
れ
ば
其
為
に
外
国
人
と
違
っ
た
権
利
が
あ
り
、
一
方
に
於
て
は
外

国
人
と
違
っ
た
義
務
が
あ
る
」
と
い
っ
た
言
及
か
ら
始
ま
る
。

（
２０１
）

清
水
講
習
６６
―
６８
頁
。

（
２０２
）

清
水
講
習
１９
―
２１
頁
。

（
２０３
）

清
水
講
習
１６
―
１９
頁
。

（
２０４
）

清
水
講
習
６９
―
７１
頁
。

（
２０５
）

清
水
講
習
８４
―
８５
頁
。
こ
こ
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
会
法
（1911
年
）
で

上
院
の
権
限
が
縮
小
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、「
私
は
矢
張
り
二
院
制
が
宜

い
と
信
じ
ま
す
か
ら
英
吉
利
の
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
非
常
に
惜
し
い
」
と

し
て
い
る
（
清
水
講
習
８６
―
８７
頁
）。

（
２０６
）

清
水
講
習
９５
―
９６
頁
。
講
習
で
は
、
や
は
り
「
教
授
要
綱
」
の
解
説
者
と

い
う
�
公
人
�
と
し
て
の
立
場
を
意
識
し
て
か
、
最
終
的
に
は
「
私
は
之
に

対
し
て
は
意
見
を
述
べ
ま
せ
ぬ
」
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
が
、
著
書
『
帝
国

公
法
大
意
』
に
お
い
て
は
、「
純
粋
ナ
ル
普
通
選
挙
主
義
ヲ
貫
ク
ト
キ
ハ
、

女
子
モ
亦
男
子
ト
同
ジ
ク
選
挙
権
及
被
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
為
サ
ザ
ル

ベ
カ
ラ
ズ
」
と
し
、
婦
人
参
政
権
付
与
に
反
対
す
る
意
見
に
反
論
し
て
、

「
予
輩
ハ
男
女
ノ
間
ニ
差
別
ヲ
設
ク
ル
ハ
何
ラ
根
拠
ナ
ク
シ
テ
不
当
」
と
考

え
る
と
述
べ
て
い
る
（『
帝
国
公
法
大
意
』
２０３
頁
）。

（
２０７
）

清
水
講
習
９７
―
９９
頁
。

（
２０８
）

清
水
講
習
１０６
―
１０９
頁
。
大
日
本
帝
国
憲
法
第
５５
条
「
国
務
各
大
臣
ハ
天
皇

ヲ
輔
弼
シ
其
ノ
責
ニ
任
ス
」
に
基
づ
く
説
明
。「
専
制
時
代
に
於
て
は
政
治

が
如
何
に
悪
く
て
も
何
人
も
之
に
責
任
を
負
ふ
者
が
な
い
」
の
に
対
し
、

「
立
憲
政
治
に
於
て
は
そ
れ
を
負
は
ね
ば
な
ら
ぬ
」
の
だ
と
す
る
。

（
２０９
）

著
書
『
帝
国
公
法
大
意
』
で
は
、「
帝
国
議
会
ハ
大
臣
ノ
責
任
ヲ
問
ヒ
得

ル
ヤ
否
ヤ
」
に
関
し
、「
我
ガ
国
ニ
於
テ
ハ
法
規
上
何
等
ノ
明
文
ナ
キ
ニ
ヨ

リ
、
法
律
上
国
務
大
臣
ハ
帝
国
議
会
ニ
対
シ
テ
何
等
ノ
責
任
ナ
シ
ト
断
言
セ

ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」（『
帝
国
公
法
大
意
』
２４４
―
２４５
頁
）
と
し
て
い
る
。

（
２１０
）

清
水
講
習
１３５
―
１３７
頁
。
ま
た
、「
予
算
不
成
立
の
場
合
に
は
前
年
度
の
予

算
を
行
ふ
」
こ
と
を
規
定
し
た
憲
法
７１
条
に
つ
い
て
、「
勅
裁
を
経
て
原
案

を
執
行
」
す
る
の
は
望
ま
し
く
な
く
、「
前
年
度
の
予
算
は
兎
も
角
一
応
議

会
で
是
で
宜
い
と
云
っ
て
認
め
た
予
算
で
あ
る
」
か
ら
「
穏
当
」
で
あ
る
と

評
価
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、「
議
会
」
の
機
能
に
つ
い
て
は
相
当
程
度
重

ん
じ
た
解
説
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
（
清
水
講
習
１３３
―
１３４
頁
）。

（
２１１
）

清
水
１１７
―
１１８
頁
。
な
お
、
こ
こ
で
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
第
５７
条
「
司
法

権
ハ
天
皇
ノ
名
ニ
於
テ
法
律
ニ
依
リ
裁
判
所
之
ヲ
行
フ
」
と
の
条
文
を
引
き
、

こ
れ
は
「
何
人
も
拘
束
が
出
来
な
い
」
こ
と
と
「
君
主
と
雖
も
自
分
で
裁
判

を
せ
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
と
し
て
い
る
。

（
２１２
）

こ
こ
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
下
院
が
貴
族
院
や
政
府
と
対
立
し
た
場
合
に
、

「
国
民
の
輿
論
」
を
問
う
た
め
に
「
解
散
」
す
る
事
例
や
、
ド
イ
ツ
の
新
憲

法
で
「
一
般
国
民
投
票
」
の
制
度
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
な
ど
を
紹
介
す
る
が
、
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結
局
、「
唯
直
接
に
国
民
一
般
の
輿
論
を
聴
い
て
其
通
り
に
良
く
て
も
悪
く

て
も
従
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
考
え
方
は
立
憲
政
治
の
本
質

に
あ
ら
ず
と
し
、
そ
の
よ
う
な
解
散
や
国
民
投
票
制
度
が
必
ず
し
も
望
ま
し

い
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
解
説
し
て
い
る
。

（
２１３
）

清
水
講
習
２２
―
２３
頁
、
２６
頁
。
も
し
政
党
政
治
を
立
憲
政
治
の
必
須
要
素

と
す
る
な
ら
ば
、
イ
ギ
リ
ス
以
外
の
多
く
の
欧
州
諸
国
や
ア
メ
リ
カ
は
立
憲

政
治
の
国
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
２１４
）

清
水
講
習
２５
頁
。

（
２１５
）

清
水
１３９
―
１４０
頁
。

（
２１６
）●
渡
辺
鉄
蔵：

当
時
、
東
京
帝
国
大
学
教
授
、
商
業
学
者（
法
学
博
士
）。1885

―1980

。
明
治
４３
年
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
（
政
治
学
科
）
卒
（
銀
時

計
）。
欧
州
留
学
後
、
大
正
５
年
同
大
教
授
、
８
年
同
経
済
学
部
教
授
。
大

正
１５
年
―
昭
和
９
年
に
は
東
京
・
日
本
商
工
会
議
所
理
事
を
務
め
た
が
、
産

業
組
合
運
動
に
反
対
し
た
こ
と
か
ら
辞
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
昭
和
１１
年

立
憲
民
政
党
代
議
士
と
な
り
、
軍
部
・
右
翼
を
批
判
し
た
が
、
翌
年
の
総
選

挙
で
落
選
。
そ
の
後
渡
辺
経
済
研
究
所
を
設
立
し
、
反
ナ
チ
ス
運
動
に
加

わ
っ
た
が
、
１９
年
、
戦
局
を
批
判
す
る
発
言
が
「
流
言
飛
語
」
と
さ
れ
起

訴
・
有
罪
判
決
（
終
戦
後
免
訴
）。
戦
後
は
２７
年
に
芦
田
均
ら
と
軍
備
促
進

連
盟
を
結
成
、
改
憲
・
再
軍
備
・
反
共
を
唱
え
た
（
秦
郁
彦
『
日
本
近
現
代

人
物
履
歴
事
典
』（
東
京
大
学
出
版
会
、2002

）、
臼
井
勝
美
・
高
村
直
助
・

鳥
海
靖
・
由
井
正
臣
『
日
本
近
現
代
人
名
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
、2001

）

よ
り
）。

（
２１７
）

渡
辺
鉄
蔵
「
経
済
、
都
市
に
関
す
る
事
項
」（
前
掲
『
公
民
教
育
講
演

集
』
第
一
輯
の
う
ち
９０
頁
分
。
以
下
、「
渡
辺
講
習
」
と
表
記
。）。

（
２１８
）

こ
こ
で
は
、
渡
辺
鉄
蔵
『
経
済
政
策
要
論
』（
清
水
書
店
、1924

）
も
補

助
的
に
用
い
る
が
、
同
書
で
は
「
カ
ー
テ
ル
及
ト
ラ
ス
ト
」「
消
費
者
の
団

結
」「
救
貧
制
度
」「
工
場
法
」「
労
働
組
合
」「
社
会
保
険
制
度
」「
共
産
主

義
思
想
及
社
会
主
義
思
想
」
な
ど
に
つ
い
て
も
解
説
と
見
解
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

（
２１９
）

な
お
、
渡
辺
自
身
は
、「
土
地
」
よ
り
も
広
く
「
自
然
」
と
し
た
ほ
う
が

よ
い
と
し
て
い
る
。

（
２２０
）

た
と
え
ば
、「
資
本
」
に
つ
い
て
も
、「
決
し
て
貨�

幣�

が�

資�

本�

と�

云�

ふ�

も�

の�

で�

は�

な�

い�

」
と
し
、
貨
幣
は
「
資
本
の
蓄
積
」
を
し
や
す
く
す
る
手
段
で
あ

る
と
い
っ
た
こ
と
を
丁
寧
に
説
明
す
る
。

（
２２１
）

渡
辺
講
習
２
―
８
頁
。

（
２２２
）

渡
辺
講
習
８
―
９
頁
。

（
２２３
）

渡
辺
講
習
１５
頁
。
こ
こ
で
は
、「
生
産
者
と
消
費
者
を
直
接
さ
せ
る
と
云

ふ
議
論
」
は
「
到
底
出
来
る
も
の
で
な
い
」
と
い
う
こ
と
も
強
調
し
て
い
る
。

（
２２４
）

渡
辺
講
習
１７
頁
。
こ
こ
で
は
、「
地
震
」
の
起
こ
っ
た
直
後
に
渡
辺
が

「
直
ぐ
米
が
な
く
な
る
」
と
考
え
、
米
屋
へ
行
っ
て
米
を
「
一
俵
」
買
お
う

と
し
た
際
、「
困
る
人
が
出
来
る
か
ら
と
云
っ
て
二
升
し
か
売
ら
な
い
、
値

段
は
一
文
も
上
げ
な
い
」
と
い
う
対
応
を
し
た
「
婆
さ
ん
」
を
、「
何
の
知

識
も
な
い
婆
さ
ん
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
財
貨
の
交
換
と
云
ふ
役
目
を
立
派

に
勤
め
て
居
る
」
と
し
て
例
示
し
て
い
る
。

（
２２５
）

渡
辺
講
習
１７
頁
。

（
２２６
）

渡
辺
講
習
３６
―
３７
頁
。「
カ
ー
テ
ル
と
ト
ラ
ス
ト
は
国
民
経
済
上
色
々
喧

し
い
議
論
が
あ
る
。
一
番
喧
し
い
の
は
暴
利
の
話
で
あ
る
」
と
す
る
が
、
価

格
の
不
正
な
ど
を
調
べ
る
こ
と
は
現
実
に
は
難
し
い
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に

主
張
し
て
い
る
。

（
２２７
）

渡
辺
講
習
２０
頁
。
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（
２２８
）

渡
辺
講
習
４２
―
４４
頁
。

（
２２９
）

労
働
時
間
は
「
仕
事
の
性
質
に
依
っ
て
特
別
の
研
究
を
し
て
最
も
合
理
的

に
決
め
」
る
べ
き
も
の
だ
と
し
、
八
時
間
労
働
の
原
則
は
、「
小
学
校
の
生

徒
が
考
へ
る
や
う
な
こ
と
」
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
外
国
の
「
夏
休
み
」

は
「
海
岸
な
ど
へ
行
っ
て
夏
を
過
ご
す
」
も
の
だ
と
し
て
紹
介
し
、「
休

日
」
の
日
数
に
つ
い
て
は
「
日
本
は
少
な
過
ぎ
る
」
と
し
て
い
る
。

（
２３０
）

渡
辺
講
習
５４
―
５５
頁
。
著
書
『
経
済
政
策
要
論
』
１３１
―
１３２
頁
で
も
同
じ
主

張
を
し
て
お
り
、「
日
本
に
は
日
本
の
立
場
が
あ
り
事
情
が
あ
る
か
ら
、
直

ち
に
国
際
連
盟
の
規
約
を
信
仰
し
之
に
盲
従
す
る
は
軽
率
の
極
み
」
と
す
る
。

こ
の
点
、
同
じ
く
「
主
査
委
員
」
で
経
済
学
者
で
あ
る
上
田
貞
次
郎
（
後

述
）
と
は
正
反
対
に
近
い
見
解
で
あ
る
。

（
２３１
）

こ
こ
で
は
、「
労
働
者
は
自
然
の
立
場
と
し
て
、
雇
傭
の
条
件
を
定
む
る

に
当
っ
て
は
雇
主
に
対
し
て
不
利
益
の
関
係
に
在
る
」
と
指
摘
し
、「
労
働

組
合
の
成
立
は
必
し
も
恐
ろ
し
い
も
の
で
な
い
」
と
も
指
摘
し
て
い
る

（『
経
済
政
策
要
論
』
１４４
―
１４５
頁
）。

（
２３２
）

渡
辺
講
習
６７
―
６８
頁
。
な
お
、
こ
こ
で
は
以
上
の
よ
う
に
「
産
業
を
起

す
」
こ
と
の
重
要
性
は
強
調
さ
れ
る
が
、
一
方
で
想
定
さ
れ
う
る
は
ず
の

「
海
外
発
展
殖
民
政
策
」
は
、
単
に
そ
の
用
語
が
登
場
す
る
だ
け
で
、
実
質

的
に
は
全
く
言
及
さ
れ
な
い
。

（
２３３
）

渡
辺
講
習
７０
頁
。

（
２３４
）

渡
辺
講
習
７５
―
７６
頁
。
な
お
、
こ
こ
で
は
、「
今
度
の
地
震
で
東
京
が
潰

れ
た
け
れ
ど
も
地
震
で
な
く
と
も
…
…
私
が
亜
米
利
加
の
飛
行
将
校
で
あ
れ

ば
東
京
を
焼
払
ふ
の
は
一
人
で
一
時
間
あ
れ
ば
宜
い
…
…
誠
に
危
険
極
ま

る
」
と
か
、「
都
市
に
工
場
を
集
中
す
る
と
云
ふ
こ
と
を
成
る
べ
く
し
な
い

で
、
地
方
に
分
散
し
た
方
が
宜
い
」
と
い
っ
た
、
そ
の
後
の
実
際
の
歴
史
を

彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う
な
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。

（
２３５
）

渡
辺
講
習
７６
―
７７
頁
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、『
経
済
政
策
要
論
』
で
は
、

カ
ル
テ
ル
・
ト
ラ
ス
ト
な
ど
に
よ
っ
て
「
生
産
者
が
横
暴
」
を
し
た
な
ら
ば
、

「
一
般
消
費
者
、
労
働
者
が
之
に
対
抗
す
る
方
法
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
か

ら
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
に
お
い
て
は
、「
消
費
者
の
団
結
」
の
形
と
し
て
各
種

の
「
組
合
」
が
発
展
し
た
（
６４
―
６５
頁
）
と
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
消
費
組

合
」
に
つ
い
て
は
「
一
番
有
効
な
途
」
と
肯
定
的
に
言
及
し
て
い
る
（
７０

頁
）。
し
か
し
、
日
本
で
は
「
先
ず
法
律
が
出
来
て
、
世
人
は
…
…
そ
れ
か

ら
其
法
律
に
合
ふ
や
う
な
願
出
を
為
し
…
…
組
合
を
作
る
や
う
な
こ
と
が
多

い
」
と
指
摘
し
て
英
国
と
対
比
し
、「
消
費
組
合
の
発
達
は
其
国
民
性
と
相

俟
つ
も
の
」
と
し
、「
営
利
経
済
が
悪
い
か
ら
と
て
消
費
組
合
を
組
織
し
て

み
る
と
、
消
費
組
織
に
弊
害
が
起
っ
て
却
て
営
利
経
済
の
方
が
宜
か
っ
た
と

い
ふ
場
合
も
起
こ
り
得
る
」（
７０
頁
）
な
ど
と
い
う
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。

（
２３６
）

渡
辺
講
習
７９
―
８２
頁
。
な
お
、
こ
れ
と
関
連
す
る
「
都
市
用
」
第
二
学
年

の
題
目
一
二
「
都
市
計
画
」
に
お
け
る
細
目
「
都
市
計
画
事
業
」
に
つ
い
て

は
、
そ
の
備
考
に
あ
る
と
お
り
、
工
場
地
と
住
宅
地
・
商
業
地
の
地
域
区
分
、

系
統
的
な
交
通
の
整
備
や
、「
密
集
生
活
」
の
な
か
で
公
園
の
必
要
性
、
土

地
区
画
整
理
の
意
義
な
ど
が
語
ら
れ
る
。

（
２３７
）

主
査
委
員
の
中
で
、
明
確
に
自
由
主
義
経
済
の
信
奉
者
と
見
な
し
う
る
の

は
、
渡
辺
だ
け
で
あ
る
。

（
２３８
）●
佐
藤
寛
次：

農
業
経
済
学
者
。1879

―1967

。
山
形
県
出
身
。
東
京
帝
国

大
学
農
科
大
学
卒
業
。
大
正
１１
年
東
京
帝
大
の
教
授
と
な
る
。
の
ち
東
京
農

業
大
学
学
長
。
日
本
農
業
経
済
学
会
会
長
、
大
日
本
農
会
理
事
長
な
ど
を
つ

と
め
た
。
農
業
評
価
学
、
産
業
組
合
論
な
ど
の
研
究
で
知
ら
れ
る
。
帝
国
大

学
大
学
院
で
農
業
経
済
学
研
究
の
か
た
わ
ら
、
全
国
農
事
会
（
帝
国
農
会
の
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前
身
）
で
加
納
久
宜
幹
事
長
の
も
と
に
会
誌
『
中
央
農
事
報
』
の
編
集
に
当

た
り
、
プ
ラ
ッ
ト
『
英
国
農
業
組
織
論
』
や
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
『
田
園
・
工

場
・
仕
事
場
』
な
ど
を
紹
介
し
た
。
著
作
に
「
産
業
組
合
講
話
」
な
ど
（
前

掲
『
日
本
人
名
大
辞
典
』
よ
り
）。

（
２３９
）

佐
藤
寛
次
「
農
政
に
関
す
る
事
項
」（
前
掲
『
公
民
教
育
講
演
集
』
第
一

輯
の
う
ち
８２
頁
分
。
以
下
、「
佐
藤
講
習
」
と
表
記
。）。

（
２４０
）

佐
藤
講
習
１０
頁
。

（
２４１
）

佐
藤
講
習
６７
―
６８
頁
。

（
２４２
）

す
な
わ
ち
「
家
畜
が
な
い
、
農
具
も
な
い
、
誰
が
や
る
か
と
云
ふ
と
人
間

が
や
る
。
而
し
て
雇
人
を
雇
う
と
云
ふ
こ
と
は
至
っ
て
少
」
な
い
「
家
族
農

業
」
で
あ
る
と
す
る
（
佐
藤
講
習
２４
頁
）。

（
２４３
）

佐
藤
講
習
２６
―
２７
頁
。
著
書
に
お
い
て
は
よ
り
明
確
に
、「
失
業
救
済
」

問
題
、
さ
ら
に
は
社
会
的
な
「
過
激
分
子
」
対
策
と
し
て
の
農
業
の
役
割
が

指
摘
さ
れ
る
（『
日
本
農
業
の
特
質
と
其
改
善
』
５９
―
６０
頁
、
文
明
協
会
、

1926

）。

（
２４４
）

こ
こ
で
は
、
も
と
よ
り
小
農
で
あ
る
ゆ
え
に
「
物
価
」
や
「
租
税
」
の
変

動
に
よ
っ
て
著
し
い
影
響
を
受
け
る
構
造
や
、「
農
産
物
の
価
が
安
く
生
活

に
必
要
な
る
費
用
は
高
い
」
の
に
、「
農
家
の
生
活
程
度
は
昔
と
違
っ
て

段
々
高
ま
っ
て
来
」
て
い
る
と
い
っ
た
社
会
の
変
化
等
が
指
摘
さ
れ
る
。

（
２４５
）
「
国
営
公
営
の
問
題
は
さ
う
云
ふ
方
面
に
於
け
る
議
論
が
あ
る
か
ら
此
處

で
は
説
明
し
な
い
。」（
佐
藤
講
習
２９
頁
）
と
し
て
い
る
。

（
２４６
）

佐
藤
講
習
３０
―
３２
頁
。
な
お
、
こ
こ
で
は
、「
近
頃
は
小
作
争
議
が
盛
に

な
っ
て
或
国
の
地
主
連
の
中
に
は
之
に
対
抗
す
る
目
的
を
以
て
会
社
を
造
っ

て
居
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
…
…
そ
れ
ら
の
計
画
は
私
の
知
っ
て
い
る
範
囲

に
於
て
は
マ
イ
ナ
ス
に
な
ら
ぬ
方
が
上
出
来
で
あ
る
」
な
ど
と
事
例
を
挙
げ

て
い
る
（
佐
藤
講
習
３１
頁
）。

（
２４７
）

佐
藤
講
習
３２
頁
。

（
２４８
）

佐
藤
講
習
３５
頁
。

（
２４９
）

佐
藤
講
習
３５
頁
。「
農
業
労
働
者
も
小
作
人
も
地
主
も
自
作
人
も
皆
寄
り

集
ま
っ
て
一
の
団
体
を
造
」
り
、「
小
農
を
し
て
大
農
と
同
じ
や
う
な
経
済

的
地
歩
を
占
め
さ
せ
る
一
の
方
法
」
と
意
義
づ
け
て
い
る
。

（
２５０
）

こ
の
表
現
（E

ach
for
A
llA
llfor

E
ach

）
は
、
木
村
正
義
が
英
国
の
公

民
教
育
論
を
紹
介
す
る
際
に
も
引
用
さ
れ
て
お
り
（
木
村
『
公
民
教
育
』
２８７

頁
）、「
公
民
科
」
の
基
本
的
理
念
と
し
て
も
意
識
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

（
２５１
）

佐
藤
講
習
６８
―
６９
頁
。「
亜
米
利
加
の
柑
橘
の
組
合
」
の
こ
と
に
つ
い
て

紹
介
す
る
な
か
で
の
言
及
で
あ
る
。

（
２５２
）

佐
藤
講
習
６０
頁
。

（
２５３
）

佐
藤
講
習
７０
頁
。

（
２５４
）

佐
藤
講
習
６０
頁
。

（
２５５
）

佐
藤
講
習
７４
―
７６
頁
。

（
２５６
）

佐
藤
講
習
７７
―
８０
頁
。
こ
れ
は
、「
争
議
と
云
ふ
も
の
は
ど
う
せ
あ
る
。

あ
る
と
す
れ
ば
起
っ
た
時
に
当
っ
て
成
る
べ
く
簡
単
に
其
争
議
を
経
過
せ
し

め
て
其
解
決
を
早
く
す
る
」
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
く
。
な
お
、
佐
藤
の
講

習
で
は
、「
小
作
権
」
と
い
っ
た
概
念
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
さ
れ
な
い
。

（
２５７
）

と
く
に
著
書
で
は
「
資
本
主
義
的
会
社
農
業
の
如
き
大
規
模
な
農
業
に
於

け
る
少
数
企
業
者
の
利
益
を
増
進
す
る
を
以
て
農
業
改
革
の
唯
一
方
法
な
り

と
す
る
こ
と
」
は
「
一
切
無
用
」
と
強
く
否
定
し
て
い
る
（『
日
本
農
業
の

特
質
と
其
改
善
』
１７５
―
１７６
頁
）。

（
２５８
）●
深
作
安
文：
当
時
、
東
京
帝
国
大
学
助
教
授
、
倫
理
学
者
（
文
学
博
士
）。
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1874

―1962

。
茨
城
県
出
身
。
明
治
４５
年
母
校
東
京
帝
大
の
助
教
授
と
な
り
、

の
ち
教
授
。
昭
和
１０
年
退
官
し
て
東
京
商
大
（
現
一
橋
大
）
講
師
を
つ
と
め

た
。
水
戸
学
を
研
究
し
、
国
民
道
徳
論
を
提
唱
し
た
。
著
作
に
「
国
民
道
徳

要
義
」
な
ど
（
前
掲
『
日
本
人
名
大
辞
典
』
よ
り
）。

（
２５９
）

深
作
安
文
「
思
想
問
題
」（
前
掲
『
公
民
教
育
講
演
集
』
第
二
輯
の
う
ち

４２
頁
分
。
以
下
、「
深
作
講
習
」
と
表
記
。）。

（
２６０
）

４
―
９
頁
。
こ
の
説
明
は
、「
文
芸
復
興
」「
宗
教
改
革
」
か
ら
説
き
起
こ

し
、「
自
然
法
論
」
を
紹
介
し
て
「
清
教
徒
」
革
命
を
説
き
、
そ
の
結
果
と

し
て
「
謀
叛
権
」、「
国
家
は
人
民
の
約
束
に
依
っ
て
出
来
た
」
と
す
る
「
民

約
論
」、「
被
治
者
の
支
配
」、
人
間
の
「
自
然
的
自
由
平
等
論
」
と
い
っ
た

考
え
方
が
生
ま
れ
て
き
た
と
し
、
さ
ら
に
ロ
ッ
ク
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ル

ソ
ー
ら
の
名
を
引
き
な
が
ら
「
天
賦
人
権
論
」
と
「
社
会
契
約
論
」
を
説
い

た
う
え
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
「
独
立
戦
争
」、

「
仏
蘭
西
革
命
」
を
語
っ
て
い
く
も
の
で
、
戦
後
社
会
科
に
お
け
る
叙
述
と

何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

（
２６１
）

深
作
講
習
４
頁
。

（
２６２
）

こ
こ
で
は
、
た
と
え
党
員
一
万
人
の
政
党
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
党
員

が
み
な
「
己
の
権
利
欲
、
己
の
名
誉
欲
ば
か
り
」
に
関
心
を
持
つ
の
で
あ
れ

ば
、
こ
れ
を
支
配
し
て
い
る
意
思
は
「
私
心
」
で
あ
っ
て
「
全
体
意
思
」
で

な
い
と
す
る
。
一
方
、
５０
人
の
政
党
で
あ
っ
て
も
「
国
家
の
将
来
を
憂
へ
て

…
…
ど
う
に
か
し
て
普
通
選
挙
を
有
効
に
運
ば
せ
て
見
た
い
」
と
い
う
ふ
う

に
考
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
全
体
意
思
」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ

る
。

（
２６３
）

深
作
講
習
１０
―
１１
頁
。

（
２６４
）

深
作
講
習
１２
頁
。

（
２６５
）

深
作
講
習
１３
頁
。
ま
た
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、「
被
治
者
は
畢
竟
、
治

者
で
あ
る
」
こ
と
か
ら
、「
政
治
界
の
清
潔
も
議
会
府
の
権
威
も
之
を
期
待

す
る
こ
と
が
出
来
る
」
の
だ
と
し
て
い
る
（『
社
会
創
作
へ
の
道
』（
廣
文
堂

書
店
、1924

）
８８
頁
）。

（
２６６
）

深
作
講
習
１４
頁
。
こ
こ
で
は
、「
社
会
的
弱
者
」
を
「
一
人
で
も
な
く
し

や
う
と
努
め
る
」
と
い
っ
た
行
為
も
、「
自
由
平
等
」
な
「
自
分
達
の
拵
へ

て
居
る
社
会
」
を
守
る
た
め
に
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
人
民
に
は
当
然
の
こ

と
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
が
東
京
帝
大
の
図
書

館
建
設
費
を
寄
付
し
た
こ
と
も
「
公
共
心
」
の
例
に
挙
げ
て
い
る
。

（
２６７
）

ま
た
、『
社
会
創
作
へ
の
道
』
で
は
、「
産
業
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
つ
い

て
も
触
れ
、
そ
の
「
長
所
」
と
し
て
、「
人
格
の
尊
重
」
を
挙
げ
、「
傭
主
、

資
本
家
が
労
働
者
の
人
格
を
尊
重
し
、
其
の
営
む
労
働
を
人
間
化
す
る
」
も

の
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
深
作
は
こ
こ
で
「
人
は
、
之
を
人
格
と
云
ふ
点
か

ら
見
れ
ば
、
全
く
平
等
」
で
あ
る
と
し
、
日
本
は
「
家
族
制
度
」
や
「
永
く

封
建
制
度
が
行
は
れ
た
」
こ
と
に
よ
り
、「
人
格
の
観
念
は
我
国
の
道
徳
に

於
て
十
分
に
発
達
せ
ぬ
所
の
も
の
」
で
あ
る
と
の
問
題
意
識
を
表
明
し
て
い

る
（『
社
会
創
作
へ
の
道
』
８９
―
９０
頁
）。

（
２６８
）

深
作
講
習
１５
―
１７
頁
。

（
２６９
）

深
作
講
習
１８
頁
。

（
２７０
）

深
作
講
習
１８
頁
―
２４
頁
。

（
２７１
）

深
作
講
習
２５
頁
。

（
２７２
）

深
作
講
習
２７
頁
。
す
な
わ
ち
、「
機
械
工
業
の
禍
に
苦
し
ん
で
居
る
同
類

を
見
て
、
先
づ
政
府
に
刺
戟
を
加
へ
や
う
、
政
府
が
無
策
な
ら
ば
自
分
達
が

憤
然
と
起
た
う
、
良
心
と
感
情
あ
る
者
が
ど
う
し
て
傍
観
す
る
こ
と
が
出
来

る
か
」
と
い
う
社
会
主
義
者
の
態
度
は
、「
利
己
主
義
の
賛
美
者
」
に
比
し
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て
「
道
徳
的
」
な
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
日
本
の
主
義
者

が
果
し
て
此
の
真
精
神
を
体
験
し
て
居
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
と
思
ひ
ま

す
」
と
し
て
い
る
（
深
作
講
習
２８
頁
）。

（
２７３
）

深
作
講
習
２７
―
２８
頁
。

（
２７４
）

深
作
講
習
２９
頁
。
罪
の
責
任
を
犯
罪
者
だ
け
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
そ

の
犯
罪
者
を
出
し
た
社
会
に
も
問
題
が
あ
る
と
考
え
て
社
会
の
改
善
を
求
め

る
考
え
方
で
あ
り
、
死
刑
廃
止
論
に
も
つ
な
が
る
考
え
方
だ
と
深
作
は
説
明

し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
社
会
に
は
是
程
の
欠
陥
が
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
痛

烈
に
批
評
し
て
其
救
済
を
計
ら
う
と
云
ふ
所
は
棄
て
た
も
の
で
は
な
い
」
と

す
る
。

（
２７５
）

深
作
講
習
２９
―
３２
頁
。

（
２７６
）
「
貧
富
の
懸
隔
」
を
「
社
会
的
害
悪
の
源
」
と
見
て
、「
私
有
財
産
制
度
を

廃
し
て
、
天
下
の
動
産
不
動
産
、
色
々
の
生
産
期
間
を
共
有
す
べ
き
で
あ
る
。

さ
う
し
て
何
人
も
生
産
に
従
事
し
て
生
産
に
必
要
な
物
資
の
分
配
を
受
く
べ

き
で
あ
る
と
云
ふ
」
思
想
で
あ
る
と
す
る
。

（
２７７
）

深
作
講
習
３４
―
４１
頁
。
当
時
、「
西
洋
の
書
店
で
も
日
本
の
書
店
で
も
公

に
販
売
を
禁
じ
て
居
」
た
と
さ
れ
る
「
共
産
党
宣
言
」
に
つ
い
て
も
、「
人

類
の
歴
史
は
階
級
闘
争
の
歴
史
で
あ
る
」
と
の
書
き
出
し
、「
総
て
の
国
家

の
無
産
者
よ
結
束
せ
よ
」
と
の
終
わ
り
の
句
な
ど
を
引
き
、
簡
単
に
紹
介
し

て
い
る
。

（
２７８
）

深
作
講
習
４１
―
４２
頁
。
な
お
、「
危
険
」
と
す
る
根
拠
は
、「
革
命
は
破

壊
」
で
あ
り
、「
我
々
の
社
会
生
活
、
国
家
生
活
は
建
設
」
で
あ
る
か
ら
、

両
者
は
「
根
本
的
に
相
容
れ
ま
せ
ぬ
」
と
い
っ
た
、
単
純
な
の
で
あ
る
。

（
２７９
）●
田
澤
義
鋪：

当
時
、
協
調
会
理
事
。1885

―1944

。
明
治
―
昭
和
時
代
前

期
の
官
僚
、
青
年
団
運
動
指
導
者
。
佐
賀
県
出
身
。
東
京
帝
大
卒
。
内
務
省

に
は
い
り
静
岡
県
安
倍
郡
長
、
明
治
神
宮
造
営
局
総
務
課
長
な
ど
を
歴
任
し

て
青
年
団
の
育
成
に
尽
力
。
の
ち
大
日
本
連
合
青
年
団
理
事
長
と
な
る
。
協

調
会
常
務
理
事
な
ど
も
つ
と
め
た
（
前
掲
『
日
本
人
名
大
辞
典
』
よ
り
）。

大
正
９
年
に
は
、「
協
調
会
」
の
常
務
理
事
に
就
任
す
る
こ
と
で
内
務
省
を

退
き
、
大
正
１５
年
に
は
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
立
候
補
し
、
政
界
革
新
運
動

を
推
進
し
た
（
金
前
掲
書
『
近
代
日
本
官
僚
の
国
民
統
合
』）。

（
２８０
）

田
澤
義
鋪
「
科
外
講
演
」（
前
掲
『
公
民
教
育
講
演
集
』
第
一
輯
の
う
ち

５２
頁
分
。
以
下
、「
田
澤
講
習
」
と
表
記
。）。

（
２８１
）

彼
の
「
国
家
体
制
へ
の
批
判
的
態
度
を
前
提
に
し
た
政
治
改
革
論
、
及
び
、

そ
の
核
心
を
試
み
る
た
め
に
推
進
し
た
政
治
教
育
運
動
」
を
取
り
上
げ
た
も

の
が
多
い
と
さ
れ
る
（
木
村
勝
彦
「
戦
前
に
お
け
る
公
民
教
育
に
つ
い
て
の

予
備
的
考
察
―
田
澤
義
鋪
の
政
治
教
育
論
と
公
民
教
育
―
」（『
茨
城
大
学
教

育
学
部
紀
要
』
教
育
科
学
５２
、2003

）
３２
頁
）。

（
２８２
）

武
藤
拓
也
氏
は
、
同
講
習
会
に
お
け
る
田
澤
の
言
説
か
ら
、
社
会
主
義
を

危
険
な
も
の
（
ロ
シ
ア
の
社
会
主
義
）
と
穏
健
な
も
の
（
イ
ギ
リ
ス
の
社
会

主
義
）
に
区
別
し
て
い
る
点
、
社
会
運
動
自
身
は
決
し
て
害
悪
で
は
な
く
寧

ろ
道
徳
的
で
あ
る
と
扱
っ
て
い
る
点
、
社
会
政
策
・
社
会
事
業
を
提
唱
し
て

い
る
点
な
ど
を
特
徴
的
な
も
の
と
指
摘
し
て
い
る
（
武
藤
前
掲
論
文
１７５
―
１７６

頁
）。
ま
た
、
木
村
勝
彦
氏
は
、
武
藤
氏
の
指
摘
し
た
点
の
ほ
か
、
田
澤
が

公
民
教
育
を
社
会
生
活
・
国
家
生
活
に
つ
い
て
の
「
知
識
と
徳
操
」
を
涵
養

す
る
教
育
で
あ
る
と
定
義
し
た
点
、「
人
ト
社
会
」
か
ら
始
ま
る
教
授
要
綱

の
配
列
を
重
視
す
る
点
、「
正
当
な
る
」
労
働
運
動
・
小
作
運
動
を
是
認
す

べ
き
と
す
る
点
、
た
だ
し
革
命
的
方
法
を
否
定
し
協
調
的
・
漸
進
的
解
決
を

主
張
す
る
点
な
ど
を
指
摘
す
る
（
木
村
勝
彦
前
掲
論
文
「
戦
前
に
お
け
る
公

民
教
育
に
つ
い
て
の
予
備
的
考
察
」
３３
―
３４
頁
）。
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（
２８３
）

武
藤
前
掲
論
文
１７１
頁
（
出
典
は
『
東
京
日
日
新
聞
』
大
正
１３
年
２
月
３
日
）。

（
２８４
）

田
澤
講
習
２
頁
。
な
お
、
田
澤
は
講
習
の
冒
頭
、「
私
の
は
科
外
の
御
話

で
あ
り
ま
す
か
ら
」
と
し
て
、「
社
会
問
題
に
始
終
関
係
し
て
居
り
ま
す
、

実
際
家
の
立
場
」
を
自
認
し
、「
理
論
」
で
は
な
く
「
側
面
観
」
な
ど
を
述

べ
る
と
断
っ
た
う
え
で
講
習
を
行
っ
て
お
り
、
こ
の
点
に
は
留
意
が
必
要
で

あ
ろ
う
。

（
２８５
）

田
澤
講
習
１
―
８
頁
。

（
２８６
）

田
澤
講
習
３
頁
。

（
２８７
）

田
澤
講
習
６
頁
。
こ
こ
で
は
、「
如
何
に
し
て
露
西
亜
に
共
産
主
義
が
起

り
、
如
何
に
し
て
無
政
府
主
義
が
北
欧
に
哺
ま
れ
た
か
と
云
ふ
歴
史
的
考
察
、

そ
れ
に
対
す
る
現
在
の
日
本
の
社
会
状
態
は
如
何
な
る
程
度
に
於
て
之
を
解

決
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
」
と
い
っ
た
こ
と
を
、
理
論
上
の
争
い
に
よ
ら
ず

実
際
的
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
田
澤
講
習
７
頁
）。

（
２８８
）

田
澤
講
習
４
―
６
頁
。
こ
こ
で
は
、「
教
授
要
綱
」
の
構
成
は
大
き
く

「
人
」
↓
「
家
」
↓
「
町
村
」
↓
「
国
家
」
↓
「
社
会
」
５
項
に
分
け
ら
れ

る
と
し
た
う
え
で
、「
人
は
家
庭
の
前
提
と
し
て
家
庭
の
前
に
置
か
れ
、
社

会
は
結
論
と
し
て
国
家
の
後
に
位
す
る
と
云
ふ
や
う
な
筋
道
を
通
過
す
る
の

は
当
然
」
と
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
２８９
）

田
澤
講
習
９
頁
。

（
２９０
）

前
者
は
「
極
め
て
危
険
思
想
」
と
す
る
が
、
後
者
は
「
日
本
で
訳
す
る
時

に
は
社�

会�

政�

策�

と
云
っ
た
ほ
う
が
正
当
で
あ
ら
う
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
穏
健
」

と
し
て
い
る
。

（
２９１
）

田
澤
講
習
１０
―
１２
頁
。
す
な
わ
ち
、「
私
有
財
産
制
度
と
共
産
主
義
の
制

度
と
何
れ
が
人
生
の
幸
福
を
増
進
す
る
所
以
で
あ
る
か
と
云
ふ
こ
と
は
学
者

に
議
論
の
あ
る
所
」
だ
と
し
て
、「
共
産
主
義
に
対
す
る
賛
否
の
問
題
は
人

間
の
性
情
に
何
れ
が
適
合
す
る
か
、
社
会
の
円
満
な
る
進
展
を
図
る
上
に
は

何
れ
の
組
織
が
よ
り
適
切
で
あ
る
か
と
云
ふ
冷
静
な
る
学
理
の
問
題
」
と
し
、

「
顔
を
赤
ら
め
興
奮
し
て
論
」
ず
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
（
田
澤

講
習
１２
―
１３
頁
）。

（
２９２
）

田
澤
講
習
１１
―
１４
頁
。

（
２９３
）

田
澤
講
習
２２
頁
。
こ
う
し
た
最
終
的
な
主
張
は
、
他
の
主
査
委
員
ら
と
同

様
と
い
っ
て
よ
い
。

（
２９４
）

田
澤
講
習
２４
―
２５
頁
。

（
２９５
）

田
澤
講
習
２６
頁
。

（
２９６
）

た
と
え
ば
労
働
時
間
の
短
縮
を
め
ぐ
る
運
動
で
あ
れ
ば
、「
生
糸
工
業
」

の
よ
う
な
「
甚
だ
し
き
は
十
四
時
間
」
と
い
っ
た
労
働
に
つ
い
て
は
、「
之

を
其
儘
に
し
て
置
く
こ
と
は
ど
う
し
て
も
国
家
社
会
の
幸
福
で
は
な
い
」
か

ら
「
相
当
時
間
の
短
縮
を
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
社
会
正
義
の
要
求
」
で
あ
る

と
し
て
賛
同
す
べ
き
と
す
る
が
、
一
方
、「
産
業
が
成
り
立
た
な
い
、
其
産

業
を
以
て
国
際
上
に
競
争
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
云
ふ
や
う
な
時
間
短
縮

論
」
は
「
合
理
的
の
限
界
を
脱
し
て
居
る
」
と
し
て
否
定
す
る
（
田
澤
講
習

２８
―
２９
頁
）。

（
２９７
）

田
澤
講
習
２９
―
３１
頁
。

（
２９８
）

田
澤
講
習
３４
頁
。

（
２９９
）

田
澤
講
習
３２
―
３３
頁
。

（
３００
）

田
澤
講
習
３２
頁
。

（
３０１
）

田
澤
講
習
４１
頁
。
そ
し
て
、「
人
生
の
意
義
か
ら
国
家
を
一
貫
し
た
大
信

念
の
上
に
置
い
て
、
社
会
問
題
を
論
ず
る
時
、
国
家
問
題
を
論
ず
る
時
…
…

人
類
社
会
と
国
家
と
云
ふ
も
の
に
対
し
て
一
貫
し
た
る
自
覚
を
持
」
つ
こ
と

が
理
想
と
さ
れ
る
（
田
澤
講
習
３６
―
３７
頁
）。
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（
３０２
）

田
澤
講
習
３６
、
３９
、
４１
頁
。

（
３０３
）

田
澤
講
習
４３
頁
。

（
３０４
）

田
澤
講
習
４１
―
４２
頁
。

（
３０５
）

田
澤
講
習
４２
頁
。

（
３０６
）

田
澤
講
習
４３
―
４５
頁
。
こ
こ
で
は
、
建
国
神
話
上
の
逸
話
や
、「
万
世
一

系
」
の
皇
室
、
日
本
が
朝
鮮
出
兵
を
除
い
て
他
国
を
征
服
し
た
こ
と
が
な
い

「
平
和
を
愛
好
す
る
国
」
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

（
３０７
）

田
澤
講
習
４８
―
５１
頁
。

（
３０８
）

武
藤
前
掲
論
文
１７５
―
１７６
頁
。

（
３０９
）

こ
こ
で
は
、「
例
へ
ば
亜
米
利
加
の
国
民
は
亜
米
利
加
の
個
性
に
立
脚
し

て
自
由
な
る
亜
米
利
加
魂
に
依
っ
て
一
切
の
人
類
を
陶
冶
し
て
行
く
と
云
ふ

こ
と
が
社
会
人
類
に
貢
献
す
る
所
以
で
あ
り
ま
せ
う
。
英
吉
利
は
極
め
て
質

実
な
る
実
際
的
秩
序
を
重
ん
じ
る
国
で
あ
る
か
ら
其
保
守
的
の
態
度
に
依
り

穏
健
な
る
方
法
に
よ
っ
て
人
類
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
り
ま

せ
う
。」
と
い
う
文
脈
に
続
い
て
、「
同
時
に
我
々
日
本
は
日
本
の
個
性
に
目

醒
め
て
其
個
性
に
立
脚
し
て
人
類
文
化
の
発
展
に
貢
献
す
得
る
と
云
ふ
こ
と

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
し
て
、「
我
国
の
使
命
」
が
言
及
さ
れ
る
（
田
澤

講
習
４４
―
４９
頁
）。

（
３１０
）

戦
後
教
育
・
言
論
界
に
お
い
て
も
、
田
澤
の
言
う
「
日
本
の
個
性
」
に
相

当
す
る
も
の
と
し
て
�
平
和
主
義
�
や
�
経
済
大
国
�
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー

ド
を
当
て
は
め
な
が
ら
�
日
本
は
世
界
に
貢
献
す
べ
き
使
命
を
持
つ
�
な
ど

と
説
く
言
説
は
広
く
見
ら
れ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
田
澤
の
講
習
が
行
わ

れ
た
当
時
の
日
本
に
お
い
て
は
�
平
和
主
義
�
も
�
経
済
大
国
�
も
妥
当
し

な
い
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
「
自
由
」
や
イ
ギ
リ
ス
の
「
質
実
」
と
並
ぶ
「
日

本
の
個
性
」
を
探
し
た
と
き
、
ま
ず
想
起
さ
れ
る
内
容
は
「
万
世
一
系
」
の

歴
史
を
持
つ
「
国
体
」
や
「
国
民
性
」
と
い
う
類
の
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
田
澤
の
講
習
内
容
と

は
、
戦
後
日
本
に
お
い
て
見
ら
れ
た
言
説
と
、
さ
ほ
ど
意
味
合
い
が
異
な
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
３１１
）

な
お
、
そ
も
そ
も
田
澤
の
講
習
が
「
側
面
観
」
を
自
称
し
て
行
わ
れ
た
こ

と
も
考
慮
す
れ
ば
、
田
澤
の
講
習
内
容
の
み
を
以
て
大
正
１３
年
公
民
科
の
性

格
を
規
定
す
る
こ
と
自
体
、
妥
当
性
を
欠
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
３１２
）

田
澤
の
公
民
教
育
論
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
広

く
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
大
正
１３
年
公
民
科
に
関
す
る
政
策
当
局
者
ら
の
言

説
の
な
か
で
位
置
づ
け
れ
ば
、
そ
れ
は
さ
ほ
ど
特
徴
的
な
も
の
と
は
い
え
な

い
と
思
わ
れ
る
。

（
３１３
）

金
前
掲
書
１３０
―
１３１
頁
。

（
３１４
）

金
前
掲
書
１２９
頁
。

（
３１５
）●
上
田
貞
次
郎：

経
済
学
者
。1879

―1940

。
東
京
出
身
。
大
正
９
年
母
校

東
京
商
大
（
現
一
橋
大
）
の
教
授
、
昭
和
１１
年
学
長
。
日
本
の
経
営
学
研
究

を
確
立
し
、
イ
ギ
リ
ス
経
済
学
の
影
響
を
う
け
た
理
論
的
・
実
証
的
研
究
を

お
こ
な
っ
た
。
著
作
に
「
株
式
会
社
経
済
論
」
な
ど
（
前
掲
『
日
本
人
名
大

辞
典
』）。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
中
か
ら
古
典
派
経
済
学
な
ど
の
経
済
理
論
や
経

営
学
を
学
び
、
東
京
高
等
商
業
学
校
で
は
「
商
工
経
営
」
の
講
座
を
つ
く
り
、

日
本
の
経
営
学
の
創
設
に
努
め
た
。
日
本
の
経
営
学
研
究
を
基
礎
づ
け
た
だ

け
で
な
く
、『
英
国
産
業
革
命
史
論
』（1923

）
に
み
ら
れ
る
歴
史
研
究
、

『
社
会
改
造
と
企
業
』（1922

）
で
の
社
会
政
策
論
の
研
究
、『
日
本
人
口
政

策
』（1937

）
に
お
け
る
社
会
科
学
的
な
人
口
論
の
研
究
な
ど
、
そ
の
研
究

領
域
は
き
わ
め
て
多
方
面
に
わ
た
っ
た
（
小
学
館
編
『
日
本
大
百
科
全
書
』

（1994

）
よ
り
）。
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（
３１６
）

同
時
期
の
日
記
に
、「
公
民
教
育
調
査
会
は
毎
月
一
二
回
の
会
合
が
あ
る

が
、
是
は
余
が
予
て
考
へ
て
居
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
多
少
時
を
つ
ぶ
し
て

も
や
り
た
い
の
で
あ
る
。
…
…
日
本
が
憲
法
政
治
を
行
ひ
な
が
ら
、
教
育
上

に
於
て
政
治
を
除
外
し
て
居
る
の
は
、
明
治
十
七
、
八
年
頃
か
ら
の
誤
っ
た

政
策
で
あ
る
」（『
上
田
貞
次
郎
日
記
』（
上
田
貞
次
郎
日
記
刊
行
会
、

1965

）
８７
―
８８
頁
、
大
正
１３
年
１２
月
２４
日
）
と
い
っ
た
記
述
が
あ
る
。

（
３１７
）

大
泉
行
雄
「
上
田
貞
次
郎
先
生
と
企
業
者
の
職
分
」（『
香
川
大
学
經
濟
論

叢
』
３４
（
２
）、1961
）
７３
頁
。
大
泉
氏
は
、
大
学
で
上
田
貞
次
郎
に
実
際

に
学
ん
だ
後
進
の
学
者
で
あ
る
。

（
３１８
）

源
昌
久
「
上
田
貞
次
郎
の
第
二
回
英
国
留
学
体
験
の
成
果
に
関
す
る
一
考

察
」（『
淑
徳
大
学
総
合
福
祉
学
部
研
究
紀
要
』
４０
、2006

）
１０
頁
。
こ
の
評

価
は
、「
東
京
商
科
大
学
時
代
の
ゼ
ミ
生
で
あ
っ
た
経
済
学
者
・
山
中
篤
太

郎
」
の
言
と
し
て
引
用
さ
れ
た
も
の
。

（
３１９
）

大
正
１０
年
の
論
文
５
本
を
含
み
、
大
正
１５
年
に
刊
行
さ
れ
た
論
文
集
。
第

１
部
は
大
正
１０
年
に
同
じ
表
題
で
発
表
さ
れ
た
論
文
集
で
あ
り
、
第
２
部
が

新
稿
及
び
そ
れ
以
前
の
旧
稿
で
あ
る
。

（
３２０
）

上
田
貞
次
郎
『
社
会
改
造
と
企
業
』（
同
文
館
、1926

）
序
文
２
―
４
頁
。

こ
の
序
文
は
、「
其
後
余
の
思
想
に
些
少
な
が
ら
変
遷
あ
り
て
、
今
は
明
か

に
新
自
由
主
義
を
標
榜
す
る
こ
と
と
な
っ
た
」
と
し
つ
つ
、「
今
日
旧
稿
を

読
ん
で
見
て
も
之
を
全
部
放
棄
す
る
必
要
を
感
じ
な
い
」
と
し
て
、
大
正
１０

年
版
同
名
書
の
序
文
を
「
こ
こ
に
繰
返
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
引
用
し

て
い
る
も
の
。
な
お
、
こ
の
「
新
自
由
主
義
」
は
上
田
独
自
の
用
語
法
で
あ

り
、�
古
典
的
自
由
主
義
の
修
正
�
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
現
代
で

言
う
と
こ
ろ
の
新
自
由
主
義
と
は
意
味
を
異
に
す
る
。

（
３２１
）

同
会
議
は
、「
政
府
代
表
の
外
に
傭
主
側
及
労
働
者
側
の
代
表
を
参
列
せ

し
む
る
こ
と
」
と
さ
れ
、
労
働
者
側
代
表
に
つ
い
て
は
「
労
働
組
合
の
承
認

し
た
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
時
は
会
議
に
於
て
参
加
を
拒
絶
せ
ら
る
べ
し
」
と

さ
れ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
３２２
）

上
田
前
掲
書
４８９
―
４９１
頁
。

（
３２３
）
「
国
際
連
盟
は
畢
竟
英
米
が
日
本
を
圧
迫
す
る
の
手
段
の
み
。
彼
豊
富
な

る
領
土
を
有
し
て
能
く
高
度
の
生
活
に
堪
ゆ
る
が
故
に
、
其
高
度
の
生
活
即

ち
労
働
条
件
を
以
て
我
に
強
い
ん
と
す
」
と
い
っ
た
反
対
論
を
挙
げ
て
い
る
。

（
３２４
）

上
田
前
掲
書
４８８
頁
。

（
３２５
）

上
田
前
掲
書
５
頁
。

（
３２６
）

上
田
前
掲
書
２７
頁
。

（
３２７
）
上
田
前
掲
書
４８５
頁
。
上
田
は
、「
オ
ー
ウ
ェ
ン
の
共
産
的
自
治
体
の
如
き
主

張
」
は
「
見
方
に
よ
り
て
は
決
し
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
」
と
主
張
し
、「
マ
ル
ク
ス
以
後
の
社
会
主
義
者
特
に
独
逸
の
社
会
民
主

党
」
に
よ
る
オ
ー
ウ
ェ
ン
観
に
反
論
し
た
う
え
で
、「
工
場
法
の
元
祖
」「
普

通
教
育
の
先
覚
」「
協
同
組
合
の
最
大
功
労
者
」
と
し
て
「
彼
を
欣
慕
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
（
上
田
前
掲
書
４７９
頁
）。

（
３２８
）
上
田
前
掲
書
２７
頁
。

（
３２９
）
上
田
前
掲
書
１４６
頁
。
こ
れ
ら
は
、「
極
端
に
行
き
過
ぎ
た
態
度
」
な
ど
と
指

摘
さ
れ
る
。

（
３３０
）

前
掲
『
上
田
貞
次
郎
日
記
』
に
お
い
て
、
公
民
教
育
調
査
委
員
会
に
出
席

し
た
旨
の
記
述
が
初
め
て
登
場
す
る
の
は
大
正
１１
年
１２
月
２７
日
で
あ
る
。

（
３３１
）

と
り
わ
け
上
田
は
、1913

年
―1914

年
に
か
け
て
の
英
国
留
学
の
際
、

「
ケ
イ
ン
ズ
」
や
「
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
」
ら
と
親
交
が
あ
っ
た
（
源
前
掲
論
文

１０
頁
）
と
い
う
。

（
３３２
）●
佐
野
利
器：
建
築
学
者
。1880

―1956

。
山
形
県
出
身
。
東
京
帝
大
卒
。
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大
正
７
年
東
京
帝
大
教
授
と
な
る
。
関
東
大
震
災
後
復
興
院
建
築
局
長
、
東

京
市
建
築
局
長
を
か
ね
た
。
の
ち
日
大
教
授
、
清
水
組
副
社
長
な
ど
を
つ
と

め
た
。
著
作
に
「
家
屋
耐
震
構
造
論
」（
前
掲
『
日
本
人
名
大
辞
典
』
よ
り
）。

教
育
界
、
行
政
界
で
も
高
い
功
績
を
残
し
て
い
る
（
前
掲
『
小
学
館
日
本
大

百
科
全
書
』
よ
り
）。

（
３３３
）

佐
野
利
器
「
都
市
の
職
能
」（『
中
央
公
論
』
第
３６
年
１
年
１
回
夏
季
特
別

号
、1921

）。

（
３３４
）

佐
野
の
都
市
計
画
論
の
基
本
的
な
立
場
に
つ
い
て
は
、「
二
十
世
紀
の
都

市
計
画
」
は
、
商
業
工
業
を
誘
致
す
る
た
め
の
「
経
済
的
の
施
設
経
営
」
に

加
え
て
、「
民
衆
の
保
健
衛
生
と
い
ふ
事
」
を
同
時
に
重
視
す
べ
き
で
あ
り
、

そ
れ
は
「
所
謂
民
衆
の
都
市
計
画
」
で
あ
る
（
前
掲
「
都
市
の
職
能
」）
と

い
っ
た
主
張
や
、
女
学
生
に
向
け
た
住
宅
論
の
な
か
で
述
べ
た
「
人
間
生
活

と
い
ふ
も
の
の
意
義
、
科
学
的
乃
至
能
率
生
活
の
理
解
に
努
む
る
こ
と
が
必

要
」
と
す
る
主
張
（
佐
野
利
器
「
住
教
育
問
題
に
つ
い
て
」（
建
築
画
報
社

編
『
建
築
画
報
』
１４
巻
４
号
、1923

））
な
ど
が
そ
れ
を
示
唆
し
て
い
る
。

（
３３５
）

佐
野
の
主
張
の
結
果
と
し
て
教
授
要
綱
が
農
村
用
・
都
市
用
に
分
け
ら
れ

た
の
か
、
あ
る
い
は
当
初
か
ら
文
部
省
が
そ
の
よ
う
な
方
針
を
持
っ
て
お
り
、

関
連
す
る
学
識
を
持
つ
人
物
と
し
て
佐
野
が
主
要
な
委
員
に
選
ば
れ
た
の
か
、

い
ず
れ
か
が
考
え
ら
れ
る
。

（
３３６
）

前
掲
「
都
市
の
職
能
」
に
も
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
指
摘
が
あ
る
。

（
３３７
）●
中
島
半
次
郎：

当
時
、
早
稲
田
大
学
教
授
、
教
育
学
者
。1872

―1926

。

熊
本
県
出
身
。
明
治
３３
年
母
校
東
京
専
門
学
校
（
現
早
大
）
の
教
授
と
な
り
、

４２
年
ド
イ
ツ
に
留
学
。
大
正
９
年
早
稲
田
高
等
学
院
の
初
代
学
院
長
。「
人

格
的
教
育
学
の
思
潮
」
で
ド
イ
ツ
の
人
格
的
教
育
学
を
紹
介
・
提
唱
し
た

（
前
掲
『
日
本
人
名
大
辞
典
』
よ
り
）。

（
３３８
）

松
野
前
掲
書
２５５
頁
。

（
３３９
）

同
書
は
、
公
民
科
の
具
体
的
内
容
と
い
う
よ
り
も
、
公
民
教
育
の
目
的
や

そ
の
精
神
に
関
す
る
解
説
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
性
格
的
に
は
前
掲
の

木
村
正
義
『
公
民
教
育
』
に
近
い
。

（
３４０
）

著
書
の
内
容
か
ら
し
て
も
、
中
島
の
役
割
は
、
公
民
科
の
具
体
的
内
容
を

検
討
す
る
こ
と
よ
り
も
、
文
部
官
僚
で
あ
る
木
村
正
義
ら
と
同
様
、
公
民
科

の
基
本
的
理
念
・
目
的
等
を
整
理
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

な
お
、
中
島
は
人
格
教
育
論
な
ど
を
中
心
と
し
た
教
育
学
者
で
あ
り
、「
新

ら
し
き
社
会
が
必
要
と
す
べ
き
精
神
的
要
素
」
と
し
て
、「
平
等
の
権
利
」、

「
社
会
奉
仕
の
観
念
」、「
社
会
能
率
の
向
上
」、「
人
格
の
尊
重
」、「
一
致
連

帯
の
精
神
」
の
５
点
を
挙
げ
、「
万
人
の
協
力
に
依
る
社
会
に
於
て
こ
そ
初

つ
く

て
人
を
し
て
其
価
値
を
発
揮
せ
し
め
、
そ
の
天
賦
の
金
能
を
竭
さ
し
む
る
こ

と
を
得
る
」（
前
掲
『
教
育
時
論
』1412

号
、
２
頁
）
と
い
っ
た
基
本
的
考

え
方
に
立
つ
人
物
で
あ
る
。

（
３４１
）

中
島
半
次
郎
『
公
民
教
育
要
領
』（
文
明
協
会
、1926

）
３
頁
。

（
３４２
）

中
島
前
掲
書
５
頁
。

（
３４３
）

中
島
前
掲
書
５
―
８
頁
。

（
３４４
）

中
島
前
掲
書
１１
頁
。
こ
こ
で
は
、「
公
民
教
育
の
本
は
道
徳
教
育
を
待
つ

こ
と
は
争
は
れ
ぬ
」
と
し
た
う
え
で
、「
併
し
乍
ら
…
…
自
治
的
自
発
的
の

道
徳
」
を
養
う
た
め
に
は
「
道
徳
と
法
律
、
或
は
道
徳
と
経
済
と
の
関
係
を

明
か
に
す
る
」
必
要
が
あ
る
と
し
（
中
島
前
掲
書
１２
―
１３
頁
）、「
法
律
や
政

治
や
経
済
と
相
離
れ
、
相
提
携
し
な
い
所
の
道
徳
は
、
偏
頗
な
も
の
と
な
り

空
虚
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
」（
中
島
前
掲
書
１４
頁
）
と
し
て
お
り
、
こ

の
説
明
の
し
か
た
も
木
村
と
き
わ
め
て
近
い
。

（
３４５
）

中
島
前
掲
書
１５
頁
。
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（
３４６
）

中
島
前
掲
書
６１
―
６２
頁
。
た
だ
し
、「
女
子
は
国
家
社
会
の
基
礎
を
為
す

家
庭
に
於
け
る
内
部
の
主
人
」
で
あ
る
と
の
認
識
は
、
一
定
の
限
界
を
感
じ

さ
せ
る
。
な
お
、
婦
人
参
政
権
に
つ
い
て
は
、「
立
憲
政
体
を
と
る
以
上
は

現
在
に
於
て
は
公
民
た
ら
ず
と
も
、
将
来
に
於
て
公
民
た
ら
し
む
る
様
に
教

育
す
る
こ
と
も
必
要
」
と
い
っ
た
記
述
（
中
島
前
掲
書
１７
頁
）
か
ら
、
理
念

と
し
て
は
肯
定
的
と
い
え
る
。

（
３４７
）

中
島
前
掲
書
４８
頁
。

（
３４８
）

中
島
前
掲
書
５１
頁
。

（
３４９
）

中
島
前
掲
書
５３
頁
。
こ
こ
で
は
、「
何
人
も
不
当
に
圧
迫
せ
ら
る
べ
き
で

な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
由
を
享
有
し
而
し
て
国
家
社
会
は
此
の
自
由
を
保
証

す
る
機
関
と
な
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
即
ち
正
義
を
基
調
と
し
自
由
平
等
博

愛
の
精
神
が
国
家
社
会
の
間
に
行
は
れ
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。」
と
も

表
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
方
で
は
、
各
人
が
「
国
家
社
会
が
い
か
に
我
に

与
え
て
を
る
か
と
言
ふ
恩
を
感
じ
」
て
、「
自
己
実
現
が
即
ち
社
会
奉
仕
の

道
、
社
会
に
奉
仕
す
る
こ
と
が
自
己
実
現
の
道
」
で
あ
る
と
の
認
識
に
導
く

こ
と
を
主
張
す
る
（
中
島
前
掲
書
５４
―
５６
頁
）。

（
３５０
）

官
公
吏
な
ど
の
「
公
」
に
対
す
る
意
味
で
の
「
私
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

（
３５１
）

中
島
前
掲
書
４９
頁
。
な
お
、
こ
こ
で
は
「
階
級
闘
争
を
為
す
に
も
其
の
立

場
の
諒
解
を
求
む
る
為
め
で
あ
っ
て
、
破
壊
に
終
わ
ら
ぬ
精
神
を
有
せ
し
む

る
や
う
に
導
か
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、「
階
級

闘
争
」
自
体
を
否
定
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、

「
階
級
が
違
っ
て
も
同
じ
社
会
人
で
あ
る
と
の
考
へ
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」

と
言
及
さ
れ
る
と
き
も
、「
自
分
が
富
ん
で
ゐ
る
と
言
っ
て
富
に
誇
っ
て
は

な
ら
ぬ
。
同
時
に
貧
し
い
人
の
あ
る
こ
と
を
考
へ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。」
と

述
べ
ら
れ
て
お
り
、
弱
者
に
忍
従
を
求
め
る
と
い
う
よ
り
は
、
強
者
を
戒
め

よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
（
中
島
前
掲
書
５０
頁
）。

（
３５２
）

中
島
前
掲
書
４２
―
４３
頁
。

（
３５３
）

中
島
前
掲
書
４４
頁
。
な
お
、
こ
こ
で
の
「
社
会
主
義
」
は
経
済
制
度
の
意

味
で
使
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、「
個
人
主
義
」
に
対
す
る
意
味
と
し
て
の

「
社
会
主
義
」
で
あ
る
。

（
３５４
）

中
島
前
掲
書
６６
―
６７
頁
。

（
３５５
）

中
島
前
掲
書
６８
頁
。

（
３５６
）

中
島
前
掲
書
６２
―
６３
頁
。
こ
こ
で
見
ら
れ
る
「
我
国
が
政
治
的
法
律
的
に

は
立
派
な
法
治
国
と
な
り
経
済
的
に
は
実
業
の
帝
国
と
な
り
、
更
に
そ
の
上

東
洋
特
殊
の
文
化
を
実
現
す
る
文
化
国
と
な
っ
て
行
け
ば
、
人
種
平
等
と
い

ふ
が
如
き
こ
と
を
こ
と
さ
ら
に
叫
ば
ず
と
も
、
実
力
の
上
か
ら
我
国
の
位
置

を
国
際
的
に
承
認
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
論
理
も
ま
た
、

特
徴
的
で
あ
る
。

（
３５７
）

具
体
的
に
は
、
同
公
民
科
の
導
入
を
め
ぐ
る
実
務
を
総
合
的
・
総
括
的
に

担
っ
た
と
思
わ
れ
る
文
部
官
僚
・
木
村
正
義
や
、「
教
授
要
綱
」
の
審
議
・

策
定
を
担
っ
た
「
公
民
教
育
調
査
委
員
会
」
に
お
け
る
「
主
査
委
員
」
ら
を

�
政
策
当
局
者
�
と
見
な
し
、
彼
ら
が
「
公
民
教
育
講
習
会
」
等
に
お
い
て

表
明
し
た
公
民
教
育
論
に
注
目
し
た
。

（
３５８
）

同
講
習
は
、
も
と
よ
り
�
教
育
内
容
�
に
関
す
る
講
習
で
あ
る
か
ら
、
基

本
的
に
は
事
実
の
紹
介
等
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
講
師
個
人

の
態
度
・
認
識
等
は
必
ず
し
も
明
確
に
表
明
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
本
表

の
記
号
は
、
そ
う
し
た
な
か
で
筆
者
の
解
釈
に
よ
り
付
し
た
も
の
で
あ
り
、

あ
く
ま
で
一
応
の
参
考
と
し
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
表
中
に
ほ

と
ん
ど
△
印
が
つ
い
て
い
な
い
の
は
、
表
の
項
目
を
政
策
当
局
者
に
よ
る
言

説
か
ら
設
定
し
た
結
果
で
あ
る
か
ら
、�
公
民
科
が
多
様
な
教
育
内
容
を
容
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認
し
て
い
た
�
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
�
公
民
教
育
講
習
会
等
で
は
、
政
策

当
局
者
間
で
広
く
合
意
し
う
る
理
念
・
内
容
し
か
表
明
・
提
示
さ
れ
な
か
っ

た
�
と
捉
え
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。（
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
同
講
習

の
性
格
は
、
そ
こ
で
表
明
さ
れ
た
理
念
・
内
容
等
か
ら
�
当
時
に
お
い
て
一

応
の
社
会
的
承
認
を
受
け
得
た
理
想
的
公
民
像
�
を
探
ろ
う
と
す
る
本
稿
の

分
析
視
角
に
と
っ
て
は
望
ま
し
い
も
の
と
い
え
る
。）

（
３５９
）

表
中
に
掲
げ
た
項
目
は
、
公
民
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
お
け
る
始
ま
り
を
な

す
「
人
と
社
会
」
に
関
す
る
項
目
と
、
最
も
大
き
な
「
社
会
」
の
枠
組
み
と

し
て
そ
の
終
局
を
な
す
「
国
際
意
識
」
に
関
す
る
項
目
を
ま
ず
掲
げ
た
う
え

で
、
木
村
正
義
が
公
民
科
の
必
要
性
を
説
明
す
る
際
に
用
い
た
分
類
（
政
治

生
活
、
経
済
生
活
、
社
会
問
題
、
思
想
問
題
）
を
利
用
し
て
整
理
し
た
。

（
３６０
）

以
降
、
こ
れ
ま
で
に
本
文
中
で
引
用
し
た
木
村
正
義
及
び
主
査
委
員
の
言

説
に
つ
い
て
は
、
脚
註
を
つ
け
ず
に
引
用
す
る
。
た
だ
し
、
主
査
委
員
の
言

説
の
う
ち
比
較
的
長
い
フ
レ
ー
ズ
を
な
す
も
の
を
引
用
す
る
場
合
に
は
、
引

用
箇
所
の
あ
と
に
（

）
を
付
し
て
当
該
主
査
委
員
名
を
掲
げ
る
。

（
３６１
）

た
だ
し
、
国
際
連
盟
に
つ
い
て
は
、
そ
の
理
念
と
実
態
の
乖
離
や
国
家
主

権
と
の
複
雑
な
関
係
な
ど
か
ら
評
価
に
一
定
の
留
保
も
見
ら
れ
、
必
ず
し
も

積
極
的
評
価
を
受
け
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

（
３６２
）
「
教
授
要
綱
」
に
は
、
国
際
的
事
項
に
関
す
る
テ
ー
マ
と
し
て
「
海
外
発

展
」
や
「
拓
殖
ト
移
住
」
あ
る
い
は
「
我
ガ
国
ノ
使
命
」
と
い
っ
た
項
目
も

見
ら
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
説
明
に
も
、
決
し
て
膨
張
主
義

を
促
す
よ
う
な
傾
向
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
（
渡
辺
・
佐
藤
・
田
澤
ら
）。
な

お
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
第
２
章
第
２
節
（
３
）
及
び
第
３
章
第
１
節

（
６
）
で
は
、
前
掲
武
藤
論
文
の
理
解
に
対
す
る
疑
義
も
指
摘
し
た
。

（
３６３
）

こ
こ
で
強
い
関
連
が
想
起
さ
れ
る
の
は
、
吉
野
作
造
に
よ
る
「
国
家
は
畢

竟
個
人
の
集
合
体
で
、
我
々
は
即
ち
国
家
を
経
営
す
る
上
に
銘
々
積
極
的
の

責
任
を
有
つ
て
居
る
と
い
ふ
観
念
が
明
に
な
つ
た
か
ら
、
参
政
権
は
此
等
国

家
的
責
任
の
個
人
的
分
担
と
い
ふ
事
に
新
し
い
根
拠
を
見
出
し
た
の
で
あ

る
」
と
い
う
認
識
・
言
説
で
あ
る
（
出
典
は
吉
野
作
造
「
民
本
主
義
の
意
義

を
説
い
て
再
び
憲
政
有
終
の
美
を
済
す
の
途
を
論
ず
」（1918

）／
三
谷
太
一

郎
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論：

吉
野
作
造
の
時
代
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

1995

）
４１
頁
か
ら
引
用
）。
な
お
、
こ
の
吉
野
の
認
識
は
、「
当
初
参
政
権
要

求
の
根
拠
は
、
所
謂
天
賦
人
権
論
に
在
り
、
も
と
も
と
主
権
者
た
る
人
民
の

当
然
の
要
求
な
り
と
し
て
主
張
さ
れ
た
。
今
日
は
最
早
天
賦
人
権
論
は
其
理

論
上
の
根
拠
を
失
つ
た
」（
出
典
同
上
）
と
い
う
認
識
に
続
い
て
表
明
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
、
大
正
１３
年
公
民
科
に
お
い
て
も
、
自
然
法
論
や

天
賦
人
権
論
が
積
極
的
に
援
用
さ
れ
る
傾
向
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

（
３６４
）

講
習
中
で
普
通
選
挙
と
い
う
テ
ー
マ
に
触
れ
る
主
査
委
員
ら
は
み
な
共
通

し
て
、
普
通
選
挙
が
求
め
ら
れ
る
の
と
同
じ
論
理
に
よ
っ
て
�
婦
人
参
政

権
�
の
実
現
も
求
め
ら
れ
る
と
説
き
、
そ
の
理
想
を
高
調
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
婦
人
参
政
権
の
実
現
を
提
唱
す
る
態
度
・
認
識
は
、
講
習
中
で
は

（
政
治
的
課
題
に
対
す
る
中
立
性
を
強
く
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
か
）

や
や
婉
曲
的
に
表
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
期
の
木
村
・
穂
積
・
清

水
ら
の
著
作
を
参
照
す
れ
ば
、
彼
ら
に
共
通
す
る
極
め
て
明
確
な
態
度
・
認

識
と
い
え
る
。

（
３６５
）

こ
れ
は
、
大
正
１３
年
当
時
に
実
業
学
務
局
長
を
務
め
て
い
た
武
部
欽
一
が
、

「
英
国
ノ
公
民
教
育
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
先
ヅ
比
較
的
良
ク
行
ツ
テ
居
ル
」
と
い

う
認
識
の
も
と
、「
教
授
要
綱
」
の
策
定
に
際
し
て
も
英
国
の
公
民
教
育
を

「
十
分
考
慮
」
し
た
旨
の
発
言
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る

（
第
２
章
第
２
節
（
４
）
参
照
）。
な
お
、
各
方
面
に
お
け
る
理
想
的
な
モ
デ
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ル
と
し
て
、
他
の
諸
国
（
米
国
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
等
）
が
提
示
さ
れ
る

こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。

（
３６６
）

松
野
前
掲
書
２３２
頁
。

（
３６７
）

第
３
章
第
１
節
（
２
）
清
水
澄
の
講
習
内
容
を
参
照
。
な
お
、
清
水
の
立

場
・
価
値
観
は
「
主
査
委
員
」
の
な
か
で
最
も
保
守
的
な
傾
向
に
あ
る
こ
と

か
ら
、
講
習
中
で
天
皇
機
関
説
等
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
一

義
的
に
は
�
清
水
の
個
人
的
立
場
・
価
値
観
に
よ
る
も
の
�
と
捉
え
る
こ
と

も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
主
査
委
員
や
講
師
の
選
任
は
、
多
分
に
政
策
当
局

の
意
図
を
反
映
し
て
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
公
法
分
野
の
専
門

家
た
る
主
査
委
員
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
公
法
に
関
す
る
事
項
」
の
担
当
講

師
と
し
て
清
水
が
選
ば
れ
た
こ
と
自
体
が
、
公
民
科
に
お
け
る
天
皇
機
関
説

等
の
取
扱
い
に
関
す
る
政
策
当
局
の
認
識
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。

（
３６８
）

な
お
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
当
時
に
お
い
て
、
国
民
の
利
益
・
幸
福
と

民
意
を
重
視
す
る
民
本
主
義
的
な
政
治
観
・
国
家
観
と
何
ら
矛
盾
す
る
こ
と

は
な
く
、
両
立
し
得
る
も
の
と
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
国

体
」
と
い
う
概
念
は
、
あ
る
意
味
で
政
治
観
・
国
家
観
の
底
流
を
な
す
も
の

と
も
い
え
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
合
理
的
・
近
代
的
説
明
の
不
備
は
、
公
民
科

の
各
方
面
に
わ
た
っ
て
合
理
的
・
近
代
的
な
理
念
を
�
侵
食
�
す
る
危
険
性

を
孕
ん
で
い
た
と
も
い
え
、
そ
れ
は
「
国
体
明
徴
」
運
動
以
後
の
公
民
科
の

「
変
質
」、
ひ
い
て
は
社
会
的
思
潮
の
「
変
質
」
を
招
く
一
因
と
な
っ
た
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。

（
３６９
）

と
り
わ
け
、「
公
民
教
育
講
習
会
」
に
お
い
て
講
師
を
務
め
た
政
策
当
局

者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
個
人
の
著
作
等
で
は
積
極
的
に
提
示
さ
れ
る
具
体
的

制
度
論
が
、
同
講
習
中
で
は
表
明
さ
れ
な
い
と
い
う
傾
向
も
見
ら
れ
た
。

（
３７０
）

た
と
え
ば
穂
積
重
遠
の
講
習
で
は
、
そ
の
対
象
分
野
が
「
私
法
」
方
面
と

い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
講
習
中
で
「
国
体
」
な
い
し
「
天
皇
」
に
関
す
る
言

及
は
ほ
ぼ
全
く
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
事
項
を
�
共
同
生
活
の

意
義
�
と
い
う
理
念
か
ら
説
明
し
て
い
く
そ
の
長
い
講
習
の
最
後
に
は
、

「
日
本
国
」
は
「
天
皇
陛
下
を
中
心
と
し
た
共
同
生
活
」
で
あ
る
と
の
観
念

が
表
明
さ
れ
、
講
習
は
結
ば
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
け
る
「
天
皇
陛

下
を
中
心
と
し
た
…
…
日
本
国
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
国
家
・
社
会
等
に
関

す
る
言
説
を
権
威
づ
け
る
際
の
、
い
わ
ば
�
枕
詞
�
的
に
使
わ
れ
た
も
の
と

見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
３７１
）

前
掲
斉
藤
論
文
「
日
本
公
民
教
育
の
歴
史
と
構
造
（
そ
の
一
）」
に
見
ら

れ
る
こ
の
よ
う
な
性
格
規
定
に
つ
い
て
は
、
先
に
、
公
民
科
が
基
本
的
に
は

欧
米
（
と
り
わ
け
英
国
）
の
公
民
教
育
を
モ
デ
ル
と
し
、「
日
本
特
殊
的
」

で
は
な
い
普
遍
的
近
代
思
想
に
立
脚
し
た
科
目
と
し
て
構
想
さ
れ
た
こ
と
な

ど
を
指
摘
し
て
疑
義
を
示
し
た
（
第
２
章
第
２
節
（
４
）
参
照
）
が
、
こ
こ

で
「
国
体
」
等
を
め
ぐ
る
説
明
に
�
限
界
�
が
見
ら
れ
た
こ
と
を
併
せ
て
考

慮
し
て
も
な
お
、
こ
の
よ
う
な
性
格
規
定
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
３７２
）

前
掲
堀
尾
論
文
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
性
格
規
定
は
、
公
民
科
で
普
遍

的
・
合
理
的
な
理
念
や
理
想
が
広
範
に
提
示
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
を
過
小
評

価
し
て
お
り
、
一
面
的
に
過
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
３７３
）

す
な
わ
ち
、
本
稿
が
焦
点
を
当
て
る
「
実
業
補
習
学
校
公
民
科
教
授
要

綱
」
が
成
立
し
た
大
正
１３
年
以
降
、
そ
の
構
成
上
の
理
念
・
内
容
が
中
等
教

育
諸
学
校
に
お
け
る
「
公
民
科
教
授
要
目
」
に
受
け
継
が
れ
た
昭
和
６
―
７

年
を
経
て
、
こ
れ
ら
一
連
の
公
民
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
「
変
質
」
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
昭
和
１２
年
に
至
る
ま
で
の
間
の
あ
る
時
期
ま
で
を
指
す
（
第
１
章

第
１
節
（
４
）
参
照
）。
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●
大
正
１３
年
「
実
業
補
習
学
校
公
民
科
授
業
要
綱
（
i
）」

●

文
部
省
訓
令
第
一
五
号

北
海
道
庁

府
県

今
般
本
省
ニ
於
テ
左
ノ
通
実
業
補
習
学
校
公
民
科
教
授
要

綱
竝
其
教
授
要
旨
ヲ
編
纂
セ
リ
地
方
長
官
ハ
当
該
実
業
補

習
学
校
ヲ
シ
テ
之
ニ
準
拠
シ
適
切
ナ
ル
教
授
ヲ
行
ハ
シ
メ

以
テ
公
民
教
育
ノ
徹
底
ヲ
期
セ
ラ
ル
ヘ
シ

大
正
一
三
年
十
月
九
日

文
部
大
臣

岡
田

良
平

実
業
補
習
学
校
公
民
科
教
授
要
綱

本
要
綱
実
施
上
ノ
注
意

一

本
要
綱
ハ
実
業
補
習
学
校
ニ
於
ケ
ル
公
民
科
ノ
教
授

事
項
ニ
就
キ
其
ノ
標
準
ヲ
示
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
農

村
ノ
実
業
補
習
学
校
ニ
於
テ
ハ
三
年
間
ニ
、
都
市
ノ

実
業
補
習
学
校
ニ
於
テ
ハ
二
年
間
ニ
約
百
時
間
教
授

ス
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
編
成
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ

二

本
要
綱
ニ
依
リ
教
授
ヲ
為
ス
ニ
ハ
出
来
得
ル
限
リ
事

例
ヲ
日
常
生
活
ニ
於
ケ
ル
経
験
ノ
範
囲
ニ
求
メ
理
論

ニ
偏
セ
ス
道
徳
的
情
操
ノ
陶
冶
ニ
努
ム
ヘ
シ

三

本
要
綱
ニ
掲
ゲ
タ
ル
事
項
ハ
職
業
科
目
其
ノ
他
ノ
学

科
目
ト
連
絡
裨
補
シ
テ
教
授
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

四

本
要
綱
ハ
土
地
ノ
情
況
、
学
級
ノ
編
成
等
ニ
応
シ
適

宜
之
ヲ
斟
酌
運
用
ス
ヘ
シ

公
民
科
教
授
要
綱
（
農
村
用
（
ii
））

第
一
学
年

題
目

要
目

細
目

備
考

一

人
ト
社
会

一

人
ト
社
会

一

人
ト
社
会

一

社
会
ノ
態
様

家
族
・
郷

土
・
国
家
・
世

界
、学
校
・
組

合
等
ノ
団
体

一

共
同
生
活

一

共
存
共
栄

一

人
生
ノ
意
義

二

我
ガ
家

一

家

一

家
庭

家
庭
生
活
の
楽

一

家
ハ
社
会
ノ
基
礎

一

我
ガ
国
ノ
家
族
制
度

祖

孫
関
係
、
家

名
ノ
尊
重

一

戸
主
ト
家
族

一

戸
主
ト
家
族

一

戸
主
ノ
務
ト
戸
主
権

一

家
族
ノ
務

一

一
家
ノ
和
合

三

親
子

一

親
子

一

実
親
子
、
養
親
子

一

親
ノ
務
ト
親
権

一

子
ノ
務

一

兄
弟
姉
妹

一

兄
弟
姉
妹

一

兄
弟
姉
妹
ノ
親
和

四

親
族

一

親
族

一

親
族

血
族
、
姻
族

一

親
等

一

親
族
間
ノ
交
際

一

婚
姻

一

婚
姻

一

配
偶
者
ノ
選
択

一

婚
姻
ノ
成
立

婚
姻
届
ノ

重
要

一

夫
婦
相
和

五

相
続
戸
籍
、

一

戸
籍

一

戸
籍

一

本
籍
、
寄
留

寄
留
届

一

戸
籍
ノ
手
続

出
生
届
、

死
亡
届
等

一

相
続

一

家
督
相
続

一

遺
産
相
続

一

遺
言

六

財
産

一

財
産

一

財
産

一

財
産
の
種
類

一

動
産
、
不
動
産

一

物
権
、
債
権

所
有
権
、売

買
・
貸
借
等

一
財
産
権
ノ
尊
重

一

財
産
権
ノ
尊
重

七

職
業

一

職
業

一

職
業
ト
人
生

一

職
業
ノ
選
択
（
iii
）

一

農
業
（
�
）

一

農
業
ト
商
工
業

一

農
業
ノ
尊
重

八

生
産

一

土
地

一

土
地

一

土
地
ノ
利
用

一

資
本

一

資
本

一

資
本
ノ
運
用

一

労
力

一

労
力

一

能
率
ノ
増
進

九

生
計
一
家
ノ

一

生
計

一

一
家
ノ
収
入

実
物
収
入
、

金
銭
収
入

一

生
計
費

一

物
価
、計
量

物
価
ノ
変
動
、

計
量
ノ
正
確

一

節
約
ト
貯
蓄

一

節
約
ト
貯
蓄

一

保
険

一

生
活
ノ
安
定

一
〇

衛
生
保
健
ト

一

保
健
ト
衛
生

一

保
健
ト
衛
生

一

公
衆
衛
生

一

公
衆
衛
生

伝
染
病
ノ
予
防
、

寄
生
虫
ノ
駆
除

一

衛
生
施
設
（
v
）

一

体
育
施
設

一

武
道
、
競
技
等
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一
一

警
察
（
vi
）

一

警
察

一

警
察
署

一

警
察
事
務

一

災
害
防
止

火
災
、
水
害

等
ノ
防
止

一

警
察
ト
公
衆

一

警
察
ト
公
衆

一
二

宗
教
神
社
、

一

神
社

一

神
社

一

敬
神
崇
祖

一

宗
教

一

宗
教

一

信
仰
ノ
自
由

一
三

教
育

一

教
育

一

人
ト
教
育

一

義
務
教
育

一

学
校

一

学
校
ノ
種
類

一

実
業
補
習
学
校

一

学
校
生
活

学
校
生
活
即

社
会
生
活

一

社
会
教
育

一

社
会
教
育

一

教
育
ト
文
化

一

我
ガ
町
村
ノ
文
化
ノ
向
上

一
四

青
年
農
村
ト

一

青
年

一

青
年

一

青
年
ト
修
養

一

青
年
ト
修
養
（
vii
）

一

青
年
団

一

青
年
ト
娯
楽
（
viii
）

一

新
聞
、
雑
誌

一

農
村
ト
青
年

一

農
村
ト
青
年

一
五
我
ガ
郷
土
（
ix
）

一

我
ガ
郷
土

一

我
ガ
郷
土

一

郷
土
ノ
歴
史
ト
慣
例

一

愛
郷
ト
愛
国

一

愛
郷
ト
愛
国

第
二
学
年

題
目

要
目

細
目

備
考

一

我
ガ
町
村

一

我
ガ
町
村

一

我
ガ
町
村
ノ
現
勢

一

我
ガ
町
村
ノ
沿
革

一
町
村
ト
町
村
民
（
x
）

一

町
村
ト
町
村
民

二

自
治
町
村
ノ

一

自
治

一

自
治

一

自
治
ノ
精
神

一
町
村
ノ
自
治

一

町
村
ノ
自
治

一

町
村
制
ノ
本
旨

三

公
民

一

公
民

一

住
民
ト
公
民

一

公
民
ノ
権
利
義
務

一
公
民
権
ノ
尊
重

一

公
民
権
ノ
尊
重

四

選
挙
議
員
ノ

一
町
村
会
議
員

一

議
員
ノ
選
挙

一

選
挙
権

一

被
選
挙
権

一

選
挙
ノ
方
法

一

選
挙
ト
公
正

一

選
挙
ト
公
正

五

町
村
会
（
xi
）

一

町
村
会

一

町
村
会

一

町
村
会
ノ
権
限

一

町
村
会
ノ
議
事

一

議
員
ノ
心
得

一

議
員
ノ
心
得

六

町
村
役
場

一

町
村
ノ
吏
員

一

町
村
長

一

其
ノ
他
ノ
吏
員

一

町
村
ノ
事
務

一

町
村
ノ
事
務

一

町
村
ノ
事
業

七

財
政
町
村
ノ

一

町
村
ノ
財
政

一

町
村
ノ
財
政

一

歳
入
ト
歳
出
（
xii
）

一

予
算
ト
決
算

一

予
算
ト
決
算

八

財
産
町
村
ノ

一

町
村
ノ
財
産

一

町
村
ノ
財
産

一

町
村
ノ
営
造

営
造
物
ノ

尊
重

一

基
本
財
産
（
xiii
）

一

基
本
財
産

一

基
本
財
産
ノ
造
成

九

租
税

一

租
税

一

租
税

一

租
税
ノ
種
類

一

我
ガ
町
村
ノ
租
税

一

納
税

一

納
税
ノ
心
得

一
〇
産
業
組
合
（
xiv
）

一

産
業
組
合

一

産
業
組
合

一

産
業
組
合
ノ
種
類

一

産
業
組
合
ト
会
社

会
社

ノ
性
質
種
類

（
法
人
ノ
大
要
ヲ
説
ク
）

一
農
村
ト
産
業
組
合

一

農
村
ト
産
業
組
合

一

組
合
員
ノ
心
得

一
一

金
融

一

金
融
機
関

一

信
用
組
合

一

頼
母
子
講
（
xv
）

一

銀
行
（
xvi
）

一

信
用

一

信
用
ノ
種
類

一

信
用
証
券

公
債
、
証
書
、

手
形
、
小
切

手
等

一
二

農
会
（
xvii
）

一

農
会

一

農
会

一

農
会
ノ
事
業

一

農
村
ト
農
会

一

農
村
ト
農
会

一

農
村
ト
組
合

一

農
村
ト
組
合

水
利
組
合
、

畜
産
組
合
、

漁
業
組
合
、

同
業
組
合
等

一
三
農
村
ト
開
発
（
xviii
）

一

農
村
ノ
生
活

一

農
村
ノ
特
質

一

農
村
ノ
生
活

生
活
改
善

一

農
村
ノ
開
発

一

農
村
ノ
現
状

一

地
主
ト
小
作

一

模
範
農
村

一

農
村
ノ
愛
護

一

農
村
ノ
愛
護
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一
四
府
県
ノ
行
政
（
xix
）

一

府
県
ノ
自
治

一

府
県
ノ
自
治

一

府
県
知
事

一

府
県
会
、
府
県
参
事
会

一
地
方
行
政
官
庁

一

郡
役
所

一

府
県
庁

一
五
我
ガ
府
県

一
我
ガ
府
県
ノ
沿
革

一

我
ガ
府
県
ノ
沿
革

一
我
ガ
府
県
ノ
現
勢

一

我
ガ
府
県
ノ
現
勢

第
三
学
年

題
目

要
目

細
目

備
考

一

我
ガ
国
家

一

国
家

一

人
類
ト
国
家

一

国
家
ノ
要
素

一

国
体

一

政
体

一

我
ガ
国

一

建
国
ノ
由
来

一

国
体
ノ
精
華

二

天
皇

一

天
皇

一

天
皇

一

天
皇
ノ
大
権

一

摂
政

一

皇
位
継
承

一

皇
室
典
範

一

皇
位
継
承

一

皇
室
及
皇
族

三

臣
民
、領
土

一

臣
民

一

臣
民

一

臣
民
ノ
権
利
義
務

一

領
土

一

領
土

一

我
ガ
領
土

一

租
借
地
・
委
任
統
治
ノ
地
域

四

立
憲
政
治

一

立
憲
政
治

一

立
憲
政
治

一

立
法
、司
法
、行
政

一

帝
国
憲
法

一

憲
法
制
定
ノ
沿
革

一

帝
国
憲
法

一

立
憲
政
治
ト
国
民

輿
論

五

帝
国
議
会

一

帝
国
議
会

一

帝
国
議
会

一

貴
族
院

一

衆
議
院

一

選
挙

一

選
挙

一

選
挙
権

一

被
選
挙
権

一

立
憲
政
治
ト
選
挙

一

議
会
ノ
作
用

一

召
集
、開
会
、閉
会
、解
散
等

一

議
会
ノ
機
能

一

政
党

一

政
党
ノ
意
義

一

政
党
ノ
利
弊

一

政
党
ノ
沿
革

六

枢
密
顧
問

国
務
大
臣
、
一

国
務
大
臣

一

国
務
大
臣

一

国
務
大
臣
ノ
責
任

一

枢
密
顧
問

一

枢
密
顧
問

七

行
政
官
庁

一

行
政
官
庁

一

行
政
官
庁

一
中
央
行
政
官
庁

一

内
閣

一

各
省

一

会
計
検
査
院

一

行
政
裁
判
所

一
拓
殖
行
政
官
庁

一

朝
鮮
、
台
湾
、
樺
太
、

関
東
州
、
南
洋
諸
島

一

官
吏

一

官
吏

一

官
吏
ノ
任
務

八

国
法

一

国
法

一

国
法

一

国
法
ノ
種
類

一

法
ノ
尊
重

一

法
ノ
尊
重

一

法
ト
道
徳

九

裁
判
所

一

司
法

一

司
法
権
ノ
独
立

一

裁
判
所

一

裁
判
所

一

裁
判
所
ノ
構
成

一

訴
訟

一

刑
事
裁
判
、
陪
審

一

民
事
訴
訟
、
調
停

小
作
調
停
（
xx
）

一

非
訟
事
件

一

辯
護
士
、執
達
吏
、公
証
人

一
〇

国
防

一

国
防

一

国
防
ト
兵
役

一

我
ガ
国
ノ
軍
備

一

在
郷
軍
人

一

国
防
ト
国
民

一

国
防
ト
国
民

一
一

国
交

一

国
交

一

国
交
ト
平
和

一

国
際
法

一

条
約

一

外
交
官
、
領
事
館

一

国
際
協
同

一

国
際
協
同
ノ
沿
革

赤
十

字
、
平
和
会

議
、
万
国
農

事
協
会

一

国
際
連
盟

国
際
労
働
会
議

一

国
交
ト
国
民

一

国
交
ト
国
民

一

国
際
道
徳

一
二

交
通

一

交
通
機
関

一

道
路
、
鉄
道
、
船
舶
等

一

郵
便
、
電
信
、
電
話
等

一

交
通
ト
文
化

一

交
通
ノ
発
達

一

交
通
ト
公
徳

一
三

ノ
産
業

我
ガ
国

一

産
業
我
ガ
国
ノ

一

我
ガ
国
ノ
産
業

一

我
ガ
国
ノ
貿
易

関
税

一

我
ガ
国
ノ
富
源

一

国
土
ノ
開
拓

一

人
口
ト
国
土

一

拓
殖
ト
移
住

北
海
道
、

樺
太
、
朝
鮮
、

台
湾

一

海
外
発
展

一

海
外
発
展
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一

海
外
事
情

支
那
、
シ
ベ

リ
ヤ
、
南
洋
、

南
北
ア
メ
リ

カ
等

一
四

改
善
社
会

一

思
想
問
題

一
思
想
問
題
ノ
概
要

「
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
」・

社
会
主
義
・

共
産
主
義
等

ノ
批
判

一

社
会
問
題

一

社
会
問
題
ノ
概
要

労
働

問
題
、
小
作

問
題
等

一

社
会
改
善

一

社
会
改
善

社
会
政
策
、

社
会
事
業

一
五

日
本
世
界
ト

一

発
達
人
類
文
化
ノ

一

文
化
発
達
ノ
概
要

一

文
化
発
達
ト
国
家

一

使
命
我
ガ
国
ノ

一

文
化
史
上
ノ
我
ガ
国
ノ
地
位

一

我
ガ
国
ノ
使
命

教
授
要
旨

第
一
学
年

一
、
人
ト
社
会

本
課
ハ
人
ト
社
会
ト
ノ
関
係
ヲ
明
ニ
シ

人
生
ノ
意
義
ハ
個
人
及
社
会
ノ
完
成
ニ
在
ル
コ
ト
ヲ

悟
ラ
シ
ム

二
、
我
ガ
家

本
課
ハ
家
ノ
成
立
、
戸
主
・
家
族
ノ
務
及

一
家
和
合
ノ
幸
福
ヲ
説
キ
我
ガ
家
族
制
度
ノ
精
神
ヲ

知
ラ
シ
ム

三
、
親
子

本
課
ハ
親
子
、
兄
弟
姉
妹
間
ノ
関
係
ヲ
説
キ

其
ノ
相
互
間
ニ
於
ケ
ル
心
得
ヲ
知
ラ
シ
ム

四
、
親
族

本
課
ハ
親
族
間
ノ
関
係
ヲ
説
キ
其
ノ
交
際
ニ

関
ス
ル
心
得
ヲ
授
ケ
婚
姻
ノ
大
切
ナ
ル
コ
ト
及
夫
婦

相
互
ニ
敬
愛
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
知
ラ
シ
ム

五
、
戸
籍
、
相
続

本
課
ハ
戸
籍
制
度
ノ
趣
旨
及
其
ノ
届

出
ノ
心
得
ヲ
授
ケ
相
続
ニ
関
ス
ル
事
項
ノ
大
要
特
ニ

相
続
ト
家
族
制
度
ト
ノ
関
係
ヲ
知
ラ
シ
ム

六
、
財
産

本
課
ハ
財
産
ノ
個
人
的
及
社
会
的
意
義
ヲ
説

キ
財
産
権
ノ
尊
重
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
知
ラ
シ
ム

七
、
職
業

本
課
ハ
職
業
ト
人
生
ト
ノ
関
係
ヲ
明
ニ
シ
職

業
カ
社
会
協
同
ノ
意
義
ア
ル
モ
ノ
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ

シ
メ
其
ノ
選
択
上
ノ
心
得
ヲ
授
ケ
特
ニ
農
業
尊
重
ノ

精
神
ヲ
養
ハ
シ
ム

八
、
生
産

本
課
ハ
生
産
ニ
関
ス
ル
三
要
素
ノ
密
接
ナ
ル

関
係
ヲ
説
キ
併
セ
テ
能
率
増
進
ノ
必
要
ナ
ル
コ
ト
ヲ

知
ラ
シ
ム

九
、
一
家
ノ
生
計

本
課
ハ
一
家
ノ
生
計
ニ
関
ス
ル
心
得

ヲ
授
ケ
生
活
ノ
安
定
ニ
必
要
ナ
ル
事
項
ヲ
知
ラ
シ
ム

一
〇
、
保
健
ト
衛
生

本
課
ハ
個
人
及
公
衆
衛
生
竝
其
ノ

相
互
関
係
ヲ
説
キ
国
民
体
位
ノ
向
上
ヲ
図
ル
ベ
キ
コ

ト
ヲ
知
ラ
シ
ム

一
一
、
警
察

本
課
ハ
警
察
カ
公
安
維
持
ニ
必
要
ナ
ル
所

以
ヲ
明
ニ
シ
警
察
ト
公
衆
ト
ノ
関
係
ヲ
理
解
セ
シ
メ

併
セ
テ
災
害
防
止
ニ
関
ス
ル
心
得
ヲ
知
ラ
シ
ム

一
二
、
神
社
、
宗
教

本
課
ハ
敬
神
崇
祖
ノ
精
神
ヲ
明
ニ

シ
又
宗
教
ニ
関
ス
ル
事
項
ヲ
授
ク

一
三
、
教
育

本
課
ハ
教
育
ノ
尊
重
ス
ヘ
キ
所
以
ヲ
明
ニ

シ
特
ニ
町
村
民
ノ
教
育
カ
町
村
文
化
ノ
向
上
ト
密
接

ナ
ル
関
係
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
シ
ム

一
四
、
農
村
ト
青
年

本
課
ハ
青
年
時
代
ニ
於
ケ
ル
修
養

ノ
必
要
ナ
ル
コ
ト
ヲ
説
キ
特
ニ
農
村
青
年
ト
シ
テ
ノ

自
覚
ヲ
起
サ
シ
ム

一
五
、
我
ガ
郷
土

本
課
ハ
郷
土
ニ
於
ケ
ル
自
然
・
歴

史
・
伝
説
・
慣
例
等
ヲ
説
キ
愛
郷
ノ
精
神
ヲ
養
ワ
シ

ム
第
二
学
年

一
、
我
ガ
町
村

本
課
ハ
我
ガ
町
村
ノ
現
勢
竝
沿
革
ヲ
授

ケ
町
村
ノ
発
達
ハ
主
ト
シ
テ
其
ノ
住
民
ニ
負
フ
モ
ノ

ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
シ
ム

二
、
町
村
ノ
自
治

本
課
ハ
自
治
ノ
意
義
ヲ
解
キ
町
村
自

治
制
度
ノ
本
旨
ヲ
知
ラ
シ
メ
自
治
ノ
精
神
ヲ
養
ハ
シ

ム
三
、
公
民

本
課
ハ
町
村
制
ニ
於
ケ
ル
公
民
ノ
権
利
義
務

ノ
大
要
ヲ
授
ケ
公
民
権
尊
重
ノ
精
神
ヲ
養
ハ
シ
ム

四
、
議
員
ノ
選
挙

本
課
ハ
町
村
会
議
員
ノ
選
挙
ニ
関
ス

ル
事
項
ノ
大
要
ヲ
授
ケ
特
ニ
選
挙
ノ
公
正
ナ
ル
ヘ
キ

コ
ト
ヲ
知
ラ
シ
ム

五
、
町
村
会

本
課
ハ
町
村
会
ノ
権
限
及
議
事
ノ
心
得
ヲ

授
ケ
議
員
ノ
職
責
ヲ
知
ラ
シ
ム

六
、
町
村
役
場

本
課
ハ
町
村
長
及
吏
員
ノ
職
責
ヲ
明
ニ

シ
町
村
ノ
事
務
竝
事
業
ノ
大
要
ヲ
知
ラ
シ
ム

七
、
町
村
ノ
財
政

本
課
ハ
町
村
財
政
ノ
意
義
ヲ
説
キ
歳

入
歳
出
竝
予
算
決
算
ニ
関
ス
ル
事
項
ノ
大
要
ヲ
知
ラ

シ
ム

八
、
町
村
ノ
財
産

本
課
ハ
町
村
財
産
ニ
就
キ
説
明
シ
特

ニ
基
本
財
産
造
成
ノ
必
要
ヲ
知
ラ
シ
ム

九
、
租
税

本
課
ハ
国
税
、
府
県
税
及
市
町
村
税
ニ
関
シ

其
ノ
大
要
ヲ
授
ケ
納
税
ノ
心
得
ヲ
知
ラ
シ
ム

一
〇
、
産
業
組
合

本
課
ハ
産
業
組
合
ノ
本
旨
及
其
ノ
種

類
ノ
大
要
ヲ
授
ケ
組
合
員
ノ
心
得
ヲ
知
ラ
シ
ム

210



一
一
、
金
融

本
課
ハ
各
種
ノ
金
融
機
関
ヲ
説
明
シ
信
用

ノ
種
類
及
主
ナ
ル
信
用
証
券
ノ
作
用
ヲ
知
ラ
シ
ム

一
二
、
農
会

本
課
ハ
農
会
ノ
本
旨
及
事
業
ノ
大
要
ヲ
授

ケ
農
村
ト
農
会
ト
ノ
関
係
ヲ
説
キ
兼
テ
農
村
ニ
於
ケ

ル
其
ノ
他
ノ
諸
組
合
ノ
概
要
ヲ
知
ラ
シ
ム

一
三
、
農
村
ノ
開
発

本
課
ハ
農
村
生
活
ノ
特
質
及
農
村

ノ
現
状
ヲ
知
ラ
シ
メ
農
村
開
発
ノ
責
務
ヲ
明
ニ
シ
兼

テ
農
村
愛
護
ノ
精
神
ヲ
養
ハ
シ
ム

一
四
、
府
県
ノ
行
政

本
課
ハ
府
県
自
治
ノ
大
要
ヲ
授
ケ

地
方
行
政
ノ
組
織
ニ
就
キ
其
ノ
一
般
ヲ
知
ラ
シ
ム

一
五
、
我
ガ
府
県

本
課
ハ
府
県
ノ
沿
革
及
現
勢
ノ
一
般

ヲ
授
ケ
府
県
民
ト
シ
テ
ノ
心
得
ヲ
知
ラ
シ
ム

第
三
学
年

一
、
我
ガ
国
家

本
課
ハ
国
家
ノ
成
立
及
国
体
政
体
ニ
関

ス
ル
事
項
ヲ
授
ケ
特
ニ
我
ガ
国
体
ノ
精
華
ヲ
知
ラ
シ

メ
国
家
的
精
神
ヲ
養
ハ
シ
ム

二
、
天
皇

本
課
ハ
天
皇
及
皇
位
継
承
ニ
関
ス
ル
コ
ト
ヲ

説
キ
皇
室
ニ
対
ス
ル
尊
崇
敬
愛
ノ
念
ヲ
養
ハ
シ
ム

三
、
臣
民
、
領
土

本
課
ハ
臣
民
ノ
権
利
義
務
竝
我
ガ
領

土
ノ
大
要
ヲ
知
ラ
シ
メ
臣
民
ノ
本
分
ヲ
悟
ラ
シ
ム

四
、
立
憲
政
治

本
課
ハ
立
憲
政
治
ノ
本
旨
及
帝
国
憲
法

ノ
精
神
ヲ
知
ラ
シ
メ
立
憲
国
民
タ
ル
ノ
素
質
ヲ
養
ハ

シ
ム

五
、
帝
国
議
会

本
課
ハ
帝
国
議
会
ノ
組
織
及
作
用
ヲ
説

キ
議
員
選
挙
ノ
公
正
ナ
ル
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
知
ラ
シ
メ
兼

テ
政
党
ニ
関
ス
ル
理
解
ヲ
与
フ

六
、
国
務
大
臣
、
枢
密
顧
問

本
課
ハ
国
務
大
臣
・
枢
密

顧
問
ニ
関
シ
憲
法
上
ノ
地
位
ヲ
知
ラ
シ
ム

七
、
行
政
官
庁

本
課
ハ
中
央
行
政
官
庁
及
拓
殖
行
政
官

庁
ノ
大
要
ヲ
授
ケ
兼
テ
官
吏
ノ
任
務
ヲ
理
解
セ
シ
ム

八
、
国
法

本
課
ハ
国
法
ノ
大
要
ヲ
授
ケ
法
ノ
尊
重
ス
ヘ

キ
コ
ト
及
法
ト
道
徳
ト
ノ
関
係
ヲ
理
解
セ
シ
ム

九
、
裁
判
所

本
課
ハ
裁
判
所
ノ
任
務
構
成
及
訴
訟
ニ
関

ス
ル
事
項
ノ
一
般
ヲ
授
ク

一
〇
、
国
防

本
課
ハ
国
防
ノ
必
要
及
兵
役
ノ
義
務
ヲ
説

キ
国
防
ト
国
民
ト
ノ
関
係
ヲ
知
ラ
シ
ム

一
一
、
国
交

本
課
ハ
世
界
平
和
ノ
重
ン
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ

説
キ
国
民
ノ
国
際
的
精
神
ノ
必
要
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ

シ
ム

一
二
、
交
通

本
課
ハ
交
通
機
関
ノ
大
要
ヲ
説
キ
交
通
ト

文
化
ト
ノ
関
係
ヲ
明
ニ
シ
交
通
ニ
関
ス
ル
公
徳
心
ヲ

養
ハ
シ
ム

一
三
、
我
ガ
国
ノ
産
業

本
課
ハ
我
ガ
国
ノ
産
業
ノ
大
要

ヲ
授
ケ
国
土
ノ
開
拓
海
外
発
展
ノ
精
神
ヲ
養
ハ
シ
ム

一
四
、
社
会
改
善

本
課
ハ
思
想
問
題
及
社
会
問
題
ヲ
正

シ
ク
理
解
セ
シ
メ
社
会
改
善
ニ
努
ム
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
知

ラ
シ
ム

一
五
、
世
界
ト
日
本

本
課
ハ
人
類
文
化
ノ
発
達
ヲ
説
キ

世
界
ノ
文
化
ニ
於
ケ
ル
我
ガ
国
ノ
位
置
ヲ
明
ニ
シ
我

ガ
国
民
ノ
使
命
ノ
重
大
ナ
ル
コ
ト
ヲ
自
覚
セ
シ
ム

註（
i
）

内
閣
法
制
局
編
『
大
正
年
間
法
令
全
書
』
に
よ
り
、

本
文
中
で
引
用
し
た
項
目
名
は
太
字
で
示
す
こ
と

と
す
る
。

（
ii
）

実
際
の
要
綱
で
は
「
農
村
用
」
の
あ
と
に
「
都
市

用
」
が
別
途
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
両
者
に
は
共

通
す
る
部
分
が
多
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
都

市
用
」
に
つ
い
て
、「
農
村
用
」
と
異
な
る
主
な
箇

所
の
み
を
註
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、

「
農
村
用
」
に
は
な
い
、「
都
市
用
」
特
有
の
題
目

と
し
て
、
第
二
学
年
「
一
一

都
市
生
活
」、「
一

二

都
市
計
画
」、「
一
三

商
業
」、「
一
四

工

業
」
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
内
容
は
以
下
に
掲
げ
る
。

第
二
学
年

題
目

要
目

細
目

備
考

一
一
都
市
生
活

一
都
市
ノ
特
質

一

都
市
ノ
発
達

一

都
市
ノ
特
質

都
市
ト
農
村

一

都
市
生
活

一

生
活
ノ
現
状

其
ノ
地
ノ

市
民
生
活

一

生
活
ノ
改
善

購
買
組
合

一

住
宅
ノ
改
良

住
宅
組
合

一

都
市
ト
市
民

一

市
民
ノ
責
任

一
二
都
市
計
画

一

都
市
ノ
改
善

一

我
ガ
市
ノ
現
状

一

我
ガ
市
ノ
改
善

一

都
市
計
画

一

都
市
計
画

一

都
市
計
画
事
業

地
域
、

交
通
、
土
地

区
画
整
理
、

公
園
其
ノ
他

ノ
営
造
物

一

都
市
ノ
整
頓

一

都
市
ノ
整
頓
及
美
観

一
三

商
業

一

商
業

一

商
業

商
業
ノ
任
務
、

商
業
道
徳

一

商
業
ノ
種
類

売
買
（
市

場
、取
引
所
）、

運
送
、
倉
庫
、

保
険
、金
融
等

一

企
業
組
織

一

個
人
企
業
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一

会
社

会
社
ノ
種
類
、

「
カ
ル
テ
ル
」、

「
ト
ラ
ス
ト
」等

一

商
業
ノ
助
成

一

商
業
ノ
助
成

同
業
組
合
、

商
業
会
議
所
、

商
品
陳
列
所
等

商
品
検
査

一
四

工
業

一

工
業

一

工
業

工
業
ノ
任
務
、

粗
製
濫
造
ノ

防
止

一

工
業
ノ
種
類

一

工
業
ノ
要
素

原
料
、
動

力
、
労
力

一

工
業
ノ
経
営

一

家
内
工
業

独
立
営
業
、

賃
仕
事

一

工
場
工
業

分
業
、
管
理
、

工
場
法

一

工
業
ノ
助
成

一

工
業
ノ
助
成

工
業
試
験

所
、研
究
所
等

特
許
、商
標
権

（
iii
）
「
都
市
用
」
に
お
い
て
は
、
備
考
に
「
職
業
紹
介

所
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
iv
）
「
都
市
用
」
に
お
い
て
は
、「
商
工
業
」
と
い
う
名

の
要
目
と
な
っ
て
お
り
、
細
目
「
農
業
ノ
尊
重
」

は
、「
商
工
業
ト
国
家
」
と
い
う
名
称
と
な
っ
て
い

る
。

（
v
）
「
都
市
用
」
に
お
い
て
は
、
備
考
に
「
水
道
、
下

水
道
、
住
宅
、
公
園
等
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
vi
）
「
都
市
用
」
に
お
い
て
は
、「
警
察
」
と
い
う
題
目

は
「
都
市
生
活
」
と
い
う
題
目
の
前
に
配
列
さ
れ
、

細
目
「
警
察
事
務
」
の
備
考
に
は
「
建
築
規
則
」

が
、
細
目
「
災
害
防
止
」
の
備
考
に
は
「
火
災
、

震
災
、
震
後
ノ
火
災
、
水
災
等
」
が
掲
げ
ら
れ
て

い
る
。

（
vii
）
「
都
市
用
」
に
お
い
て
は
、
備
考
に
「
余
暇
、
休

日
ノ
利
用
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
viii
）
「
都
市
用
」
に
お
い
て
は
、
備
考
に
「
娯
楽
機
関

ト
風
紀
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
ix
）
「
都
市
用
」
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
題

目
は
な
い
。

（
x
）
「
都
市
用
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
要
目
は
な
く
、

こ
れ
に
代
え
て
「
愛
市
ト
愛
国
」（「
農
村
用
」
第

一
学
年
の
題
目
「
一
五
我
ガ
郷
土
」
に
含
ま
れ
る

「
愛
郷
ト
愛
国
」
に
相
当
す
る
要
目
）
と
な
っ
て
い

る
。

（
xi
）
「
都
市
用
」
に
お
い
て
は
、「
市
会
、
市
参
事
会
」

と
い
う
題
目
で
あ
り
、
要
目
に
も
「
市
参
事
会
」

が
含
ま
れ
る
。

（
xii
）
「
都
市
用
」
に
お
い
て
は
、
備
考
に
「
市
債
」
が

掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
xiii
）
「
都
市
用
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
要
目
は
な
く
、

「
市
ノ
財
産
」
と
い
う
要
目
は
、
前
項
の
題
目
に
含

ま
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
xiv
）
「
都
市
用
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
題
目
は
な
く
、

「
産
業
組
合
」
は
、
第
二
学
年
の
題
目
「
一
五

金

融
」
に
お
い
て
、
細
目
「
信
用
組
合
」
の
備
考
と

し
て
掲
げ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。「
会
社
」
等
の
こ

と
に
つ
い
て
は
、「
都
市
用
」
独
自
の
第
二
学
年
の

題
目
「
一
三

商
業
」
に
お
い
て
、
よ
り
詳
細
に

触
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
xv
）
「
都
市
用
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
細
目
は
な
い
。

（
xvi
）
「
都
市
用
」
に
お
い
て
は
、
備
考
と
し
て
「
銀
行

の
種
類
・
業
務
、
信
託
業
、
興
信
所
」
が
掲
げ
ら

れ
て
い
る
。

（
xvii
）
「
都
市
用
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
題
目
は
な
い
。

（
xviii
）
「
都
市
用
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
題
目
は
な
く
、

第
二
学
年
の
題
目
「
一
一

都
市
生
活
」
及
び

「
一
二

都
市
計
画
」
が
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。

（
xix
）
「
都
市
用
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
題
目
は
な
く
、

内
容
の
一
部
が
省
略
さ
れ
て
第
一
学
年
の
題
目

「
二
一

我
ガ
府
県
」
に
含
ま
れ
て
い
る
。

（
xx
）
「
都
市
用
」
に
お
い
て
、
備
考
に
掲
げ
ら
れ
て
い

る
の
は
、「
借
地
借
家
調
停
」
で
あ
る
。

212


